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老人保健法施行令等の一部改正について 

 

 

 平成 18 年７月 21 日付政令第 241 号をもって老人保健法施行令等の一部が改正され，公

布の日から施行されました。 

 今回の改正は，税制改正による公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い，70

歳以上の者のうち，現役並みの所得がある者（一定以上所得者）を判定する基準収入額が

引き下げられたもの等，下記のとおりであります。 

 70 歳以上の者で所得及び収入が政令で定める額以上である場合は，一部負担金の割合が

２割（平成 18 年 10 月から３割）となっておりますが，今回，当該政令で定める基準収入

額が引き下げられたものであります。 

 したがって，基準収入額の引き下げに伴い，従来１割負担であった患者が平成 18 年８月

から２割負担（平成 18 年 10 月から３割負担）となる場合が生じることになります。 

なお，今回の老人保健法施行令の改正により新たに一定以上所得者に移行する者（特定

所得老人医療対象者）については，平成 20 年７月までの２年間に限り，自己負担限度額を

一般の高齢者並み（入院：40,200 円，入院以外：12,000 円）に据え置く経過措置が設けら

れております。 

患者から徴収すべき一部負担金の割合及び自己負担限度額の区分（一般）については，

医療受給者証に記載されます。医療機関におかれましては，医療受給者証の記載に従い一

部負担金を徴収することになりますが，当該患者が経過措置対象者（特定所得老人医療対

象者）である場合は，医療受給者証の「一部負担金の割合」欄に「※ 自己負担限度額「一

般」適用」等と併記されておりますので（添付資料「４．」の「別紙４」参照），入院患者

及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合管理料算定患者の自己負担限度額にご注



意下さい。 

また，今回の改正により，低所得Ⅰ区分の対象が拡大されるとともに，老年者に係る住

民税非課税措置の廃止に伴う高額医療費算定の特例として，①特定非課税老人医療対象者

について低所得Ⅱ区分とみなす経過措置（平成 18 年８月から２年間），②特定年金受給老

人医療対象者について低所得Ⅰ区分とみなす経過措置（平成 18 年８月から２年間）が設定

されました。 

なお，老人保健の他，国民健康保険，健康保険，船員保険等についても，必要に応じ同

様の改正が行われ，老人保健法施行令及び国民健康保険法施行令の改正は平成 18 年８月適

用，その他健康保険法施行令，船員保険法施行令等の改正につきましては一定以上所得者

に係る事項は平成 18 年９月，その他の事項は平成 18 年８月適用となっております。 

つきましては，今回の改正内容について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げま

す。 

 なお，本件につきましては，日本医師会ホームページのメンバーズルーム中，医療保険

の「平成 18 年度健康保険法・老人保健法等の改正に関する情報」に掲載いたします。 

 

記 

 

１． 税制改正による公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い，70 歳以上の者

のうち，現役並みの所得がある者（一定以上所得者）を判定する基準収入額が引き下

げられた。 

 

 

 

 

２． 「１．」に伴い，従来１割負担だった患者が平成 18 年８月から２割負担（平成 18 年

10 月から３割負担）になる場合が生じる。 

 

３． 「２．」の患者については，平成 20 年７月までの２年間に限り，自己負担限度額を

一般の高齢者並み（入院：40,200 円，入院以外：12,000 円）に据え置く経過措置が設

けられている。 

 

 

 

 

 

 

高齢者 夫婦２人世帯 621 万円 → 520 万円（年収ベース） 

      単身世帯   484 万円 → 383 万円（年収ベース） 
 

〔対象者：特定所得老人医療対象者（老人保健の場合）〕 

ⅰ 課税所得額    145 万円以上 213 万円未満 

ⅱ 収入額 

（高齢者複数世帯）520 万円以上 621 万円未満 

   （高齢者単身世帯）383 万円以上 484 万円未満 
 



４． 医療受給者証（老人保健の場合）の「一部負担金の割合」欄に以下（例）のように

記載される。 

○経過措置対象（特定所得老人医療対象者）とならない場合（例） 

一部負担金の割合 
３割（平成 18 年９月 30 日までは２割） 

（平成 18 年７月 31 日までは１割） 

 

○経過措置対象（特定所得老人医療対象者）となる場合（例） 

一部負担金の割合 

３割（平成 18 年９月 30 日までは２割） 

（平成 18 年７月 31 日までは１割） 

※ 自己負担限度額「一般」適用 

 

５． 医療機関は医療受給者証（老人保健の場合）に従い一部負担金を徴収するが，入院

患者及び在宅時医学総合管理料又は在宅末期医療総合管理料算定患者の自己負担限度

額には注意が必要である。 

 

６． 以下についても同様の取扱いとなる。（健康保険と船員保険に関しては別途文書が発

出される予定。） 

健康保険法施行令：特定収入被保険者 

船員保険施行令 ：特定収入被保険者 

国民健康保険法施行令：特定所得被保険者 

国家公務員共済組合施行令：特定収入組合員 

地方公務員共済組合施行令：特定収入組合員 

 

７．その他の改正 

（１）低所得Ⅰ区分の対象拡大 

  雑所得の算定に係る公的年金等控除額の引き上げ（65 万円→80 万円） 

（２）以下の経過措置（平成 18 年８月から２年間）の設定 

①特定非課税老人医療対象者について低所得Ⅱ区分とみなす。 

②特定年金受給老人医療対象者について低所得Ⅰ区分とみなす。 

 

８．施行及び適用，他法との関係 

  （１）公布日施行（平成 18 年７月 21 日施行） 

  （２）老人保健の他，国民健康保険，健康保険，船員保険等についても，必要に応じ

同様の改正を行った。 

  （３）老人保健法施行令及び国民健康保険法施行令 

平成 18 年８月適用 

  （４）その他健康保険法施行令，船員保険法施行令等 

     一定以上所得者に係る事項  ：平成 18 年９月適用 



その他の事項（上記「７．」）：平成 18 年８月適用 

以上 

（添付資料） 

１．官報（平 18．７．21 第 4384 号抜粋） 

２．老人保健法施行令等の一部を改正する政令の施行について 

 （平 18．７．21 保発第 0721001 号厚生労働省保険局長通知） 

３．「老人医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて」等の一部改正について

（通知） 

 （平 18．７．21 保総発第 0721001 号厚生労働省保険局総務課長通知） 

４．特定所得老人医療対象者等に対する高額医療費の支給及び食事療養に係る標準負担額

の取扱いについて（通知） 

 （平 18．７．21 保総発第 0721005 号厚生労働省保険局総務課長通知） 

 

（参  考） 

１．官報（平 18．６．21 号外第 143 号抜粋） 

  （健康保険法等の一部を改正する法律（法律第 83 号）） 

２．健康保険法等の一部を改正する法律の施行について 

  （平成 18．６．21 保発第 0621002 号厚生労働省保険局長通知） 

３．「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」

（平成 18 年 10 月施行）の概要 

※関係政省令等については後日示される。 
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第
十
八
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
運

　
転
管
理
者
の
解
任
に
係
る
命
令

　
事
業
法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
転

　
の
管
理
の
委
託
又
は
受
託
に
係
る
命
令
又
は
許
可

　
の
取
消
し

　
　
　
　
　
　
　
「
前
項
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」

　
　
　
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の

一二三
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

四
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

五
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

六
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

2
　
軌
道
法
の
規
定
に
よ
る
国
土
交
通
大
臣
の
職
権
の

　
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
運
輸
局
長
も
行

　
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
　
軌
道
法
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
命
令

　
　
及
び
監
査

　
二
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

　
　
事
業
法
第
十
八
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
安

　
　
全
管
理
規
程
（
前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
届
出
が

　
　
あ
っ
た
変
更
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
変
更
の
命

　
　
令

　
　
三
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

　
　
事
業
法
第
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
整

　
　
理
及
び
公
表

　
　
四
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

　
　
事
業
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

　
　
徴
収

　
　
五
　
軌
道
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
鉄
道

　
　
　
事
業
法
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

　
　
　
に
よ
る
立
入
検
査
及
び
質
問

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
政
令
は
、
運
輸
の
安
全
性
の
向
上
の
た
め
の
鉄

　
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

　
（
平
成
十
八
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
軌
道
法
第
十
六
条
第

　
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
の
管
理
の
委
託
又
は
受
託
に

　
係
る
許
可
の
申
請
に
係
る
処
分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

　
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
北
側
　
一
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

　
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

御

名
　
　
御
　
璽

平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

政
令
第
二
百
四
十
号

　
　
　
特
定
外
来
生
梅
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

　
内
閣
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
六
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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十
一
条
ノ
ニ
第
二
項
第
一
号
二
及
び
第
三
十
一
条
ノ
六
第
二
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
、
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
二
及
び
第
六
十
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
十

七
条
の
二
第
二
項
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
七
条
第
二
項

第
三
号
、
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
二
及
び
第
六
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

　
（
老
人
保
健
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
老
人
保
健
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
三
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
、
「
四
百
八
十
四
万
円
」
を
「
三
百
八
十
三
万

　
円
」
に
改
め
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
項
」
の
下
に
「
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中

　
　
「
所
得
割
を
除
く
。
」
の
下
に
「
附
則
第
二
条
第
五
項
及
び
第
三
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
、
「
も
の
を
除
く
。
」
の

　
下
に
「
附
則
第
三
条
第
五
項
に
お
い
て
単
に
「
老
齢
福
祉
年
金
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
八
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
六
条
第
一
項
中
「
こ
の
項
に
お
い
て
」
を
「
こ
の
項
並
び
に
附
則
第
二
条
第
四
項
及
び
第
三
条
第
四
項
に
お

　
い
て
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
（
特
定
非
課
税
老
人
医
療
対
象
者
に
対
す
る
高
額
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

　
第
二
条
、
特
定
非
課
税
老
人
医
療
対
象
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
療
養
に
係
る
老
人
医
療
受
給
対
象
者
一
部
負
担
金

　
　
等
合
算
額
か
ら
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
が
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
非
課

　
　
税
老
人
医
療
対
象
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
医
療
費
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
特
定
非
課
税
老
人

　
　
医
療
対
象
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
医
療
費
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
老
人
医
療
受
給

　
　
対
象
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　
2
　
前
項
の
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
3
一
特
定
非
課
税
老
人
医
療
対
象
者
に
係
る
第
十
四
条
第
二
項
の
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
は
、
第
十
五
条
第
二
項

　
　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
4
　
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
課
税
老
人
医
療
対
象
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
高
額
医
療
費
に
つ
い
て

　
　
市
町
村
長
が
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
特
定
非
課
税
老
人
医
療
対
象
者
を
、
次
の
各

　
　
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
一
　
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者

　
　
二
　
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者

　
5
　
第
一
項
及
び
前
二
項
の
特
定
非
課
税
老
人
医
療
対
象
者
は
、
老
人
医
療
受
給
対
象
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い

　
　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
一
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年
度

　
　
　
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当

　
　
　
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行

　
　
　
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
地
方
税
法

　
　
　
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
平
成

十
七
年
地
方
税
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ

　
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町

村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

　
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年
度

　
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正
法
附

　
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す

　
べ
て
の
世
帯
員
が
平
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に

　
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

二

　
　
　
（
特
定
年
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
に
対
す
る
高
額
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

　
第
三
条
　
特
定
年
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
療
養
に
係
る
老
人
医
療
受
給
対
象
者
一
部
負
担

　
　
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
が
、
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
特
定
年

　
　
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
医
療
費
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
特
定
年
金
受

　
　
給
老
人
医
療
対
象
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
医
療
費
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
老
人
医

　
　
療
受
給
対
象
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

　
2
　
前
項
の
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
は
、
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
3
　
特
定
年
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
に
係
る
第
十
四
条
第
二
項
の
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
は
、
第
十
五
条
第
二

　
　
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
4
　
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
年
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
高
額
医
療
費
に
つ
い

　
　
て
市
町
村
長
が
医
療
機
関
に
支
払
う
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
特
定
年
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
を
、
次

　
　
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
　
　
一
　
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
二
に
掲
げ
る
者

　
　
二
　
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者

　
5
　
第
一
項
及
び
前
二
項
の
特
定
年
金
受
給
老
人
医
療
対
象
者
は
、
老
人
医
療
受
給
対
象
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の

　
　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
一
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
地

　
　
　
方
税
法
改
正
法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
老

　
　
　
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平

　
　
　
成
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限

　
　
　
る
。
）

　
　
　
二
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
七
年
地

　
　
　
方
税
法
改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者
又
は
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
、
老

　
　
　
齢
福
祉
年
金
の
受
給
権
を
有
し
て
い
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
す
べ
て
の
世
帯
員
が
平

　
　
　
成
十
九
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限

　
　
　
　
る
。
）

　
　
　
附
則
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
を
削
る
。

　
　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

・
第
二
条
　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
、
「
四
百
八
十
四
万
円
」
を
「
三
百
八
十

　
　
三
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
第
四
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
四
十
三
条
ま
で
」
及
び
「
者
（
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」

　
　
を
加
え
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
附
則
第
二
条
」
に
改
め
、
向
条
第
二
項
中
「
こ

　
　
の
項
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

　
　
　
第
四
＋
二
季
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
六
＋
五
万
円
」
を
「
八
＋
万
円
」
に
馨
る
．

　
　
　
附
則
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

　
　
第
二
条
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た

　
　
　
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
項

　
　
　
又
は
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
三
条

　
　
　
第
三
項
中
「
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
第
三
項
又
は
附
則
第
二
条
第
二
項
」

　
　
　
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
ハ
」
と
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
第
四
十
一
条
」
と
あ
る
の

　
　
　
は
「
第
四
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四

　
　
　
十
一
条
第
一
項
及
び
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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2
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す

　
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
、

　
該
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、
第
四
十
一
条
第
二
項
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
質
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
被
扶
養
者
ご
と
に
算

　
定
し
た
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

　
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

　
　
一
　
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
下
回
る
場
合
毒
、
零
と
す
る
．
）
に
、
被
扶
養
者
按
分
率
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養

　
　
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
四
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
同
条
第
三

　
　
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
（
次
号
に
お
い
て
「
被
扶
養
者
一
部
負
担
金

　
　
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得

　
　
た
額

　
二
　
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
四
十
一
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て

　
は
、
第
四
十
二
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
中
「
前
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

　
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
の
」
と
、
「
次
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
同
条

　
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

　
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
、
「
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
第
一

　
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税

　
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

4
　
第
四
十
二
条
第
二
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準

　
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二

　
　
条
第
二
項
第
一
号
の
」
と
、
「
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の

　
　
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
療
養
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
前
条
第
一
項
若
し
く

　
　
は
第
二
項
又
は
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
二
条

　
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
　
と
す
る
。

　
5
　
第
二
項
第
二
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
第
四
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
6
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係
る
第
四
十
二
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額

　
　
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
7
　
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の

　
　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る

　
　
　
者

　
　
二
　
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者

　
8
　
前
各
項
の
規
定
は
、
前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に

　
　
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
、
「
四
百
八
十
四
万
円
」
を
「
三
百
八
十
三
万

　
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
条
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
第
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
ま
で
」
及
び
「
者
（
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
三
条
」
を
加

え
、
「
第
三
項
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
附
則
第
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」

の
下
に
『
及
び
附
則
第
三
条
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

　
第
十
条
第
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
八
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
二
項
を
附
則
第
二
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
管
轄

地
方
社
会
保
険
事
務
局
長
等
の
特
例
ご
を
付
す
る
。

　
附
則
第
四
項
を
削
る
。

　
附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
三
条
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た

　
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
項
又
は

　
附
則
第
三
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
｝
条
第
三
項

　
中
「
第
九
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
三
項
又
は
附
則
第
三
条
第
二
項
」
と
、
「
当
該
各
号
」

　
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
ハ
」
と
、
同
条
第
八
項
及
び
第
九
項
中
「
第
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
第
三
項
か

　
ら
第
六
項
ま
で
、
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
九
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
条

　
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す

　
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当

　
該
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、
第
九
条
第
二
項
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
被
扶
養
者
ご
と
に
算
定
し

　
た
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

　
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

　
一
　
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
被
扶
養
者
按
分
率
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養

　
　
者
が
同
一
の
月
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
九
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
同
条
第
三
項
の

　
　
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
（
次
号
に
お
い
て
「
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合

　
　
算
額
」
と
い
う
。
）
を
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

　
二
　
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額

　
十
条
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
中
「
前
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読

　
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
の
」
と
、
「
次
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
同
条
第
一
項
又
は

　
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

　
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
三
条
第
二
項
」
と
、
「
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
」
と
あ

　
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対

　
象
被
保
険
者
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

　
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
三
条
第

　
二
項
第
一
号
の
」
と
、
「
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」

　
と
あ
る
の
は
「
当
該
療
養
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

　
項
又
は
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
三
条
第
二
項

　
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
九
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
は
、
第

4
　
第
十
条
第
二
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に

5
　
第
二
項
第
二
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

6
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係
る
第
十
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
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7
　
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
項
の
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の

　
　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る

　
　
　
者

　
　
二
　
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者

　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
六
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
十
一
条
の
四
」
及
び
「
第
六
項
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の

　
三
」
を
加
え
、
同
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項

市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員

市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
加
入
者

附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項

市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員

市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
加
入
者

組
合
員
の

加
入
者
の

　
．
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
、
「
四
百
八
十
四
万
円
」
を
「
三

　
百
八
十
三
万
円
」
に
改
め
る
。

　
辱
第
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
「
及
び
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
八
項
に

　
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
に
、
「
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
を
「
及
び
附
則
第
三
十
四
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
、
「
こ

　
の
条
に
お
い
て
」
を
「
こ
の
条
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
第
三
項

　
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
こ

　
の
項
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

　
　
附
則
第
三
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
に
対
す
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

　
第
三
十
四
条
の
三
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら

　
　
受
け
た
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る

　
　
の
は
、
「
第
三
項
又
は
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
2
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る

　
　
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

　
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項

　
　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
被
扶
養
者
ご
と
に

　
　
算
定
し
た
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場

　
　
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

　
　
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

，
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
被
扶
養
者
按
分
率
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶

養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
療
養
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
金

額
（
次
号
に
お
い
て
「
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
～

算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額

二
　
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
一
条
の
三
の
四
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ

　
い
て
は
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
一
項
若

　
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く

　
は
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
の
高
額
療
養
費
算

　
定
基
準
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附

　
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
第
一
号
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」

　
と
、
同
項
第
二
号
中
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
療
養
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二

　
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
　
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
　
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
第
二
項
第
二
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
6
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
五
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基

　
　
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
7
　
市
町
村
民
税
経
量
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
係
る
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の

　
　
適
用
に
つ
い
て
は
、
．
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
ハ
」
甲
と
す
る
。

　
8
　
第
一
項
・
第
二
項
第
六
項
及
び
前
項
の
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
ば
、
組
合
員
の
う
ち
、
次
の
各

　
　
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
一
　
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る

　
　
　
者

　
　
二
　
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者

　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
、
「
四
百
八
十
四
万
円
」
を
「
三
百

　
八
十
三
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
九
条
の
四
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
」
を
加
え
、
「
第
三

　
項
ま
で
」
を
「
以
下
こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
附
則
第
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に

　
「
及
び
附
則
第
二
条
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
第
三
号
中
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
第
七
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項

　
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
六
十
五
万
円
」
を
「
八
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
（
以
下
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
二
条
第
七
項
」
を
加
え
る
。

　
　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
す
る
。

　
　
附
則
第
二
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
を
削
る
。

　
　
附
則
第
十
二
項
を
附
則
第
三
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
市
町
村
の
保
険
料
の
基
礎
賦
課
額
に
関
す
る
基

　
準
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
パ
特
定
非
課
税
被
保
険
者
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

　
第
二
条
　
特
定
非
課
税
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
に

　
　
つ
い
て
は
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
又
は
附
則
第
二
条
第
二

　
　
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
の
四
第
五
項
及
び
第
六

　
　
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
附
則
第
二
条
第
一
項

　
　
み
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、

　
　
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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2
　
特
定
非
課
税
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

　
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
非
課
税
被
保
険
者
の

　
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
特
定
非
課
税
被
保
険

　
者
ご
と
に
算
定
し
た
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場

　
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

　
一
　
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
特
定
非
課
税
被
保
険
者
按
分
率
（
特
定
非
課
税
被
保
険
者
が
同
一
の
月

　
　
に
受
け
た
療
養
に
係
る
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
額
を
合
算
し
た
額
か
ら
同
条
第
三
項
の
規
定

　
　
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
額
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
非
課
税
被
保
険
者
一
部
負
担

　
　
金
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て

　
　
得
た
額

　
二
　
特
定
非
課
税
被
保
険
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
額

　
て
は
、
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
中
「
前
条
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
一

　
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
の
」
と
、
「
次
号
又
は
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、

　
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

　
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
、
「
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一

　
項
第
一
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

　
基
準
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附
則

　
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
」
と
、
「
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」
と
、
「
山
。
同
額
療
養
費
多
数
回
該

　
当
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
療
養
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
前
条
第
一
項
若

　
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第

　
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る

　
も
の
と
す
る
。

　
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
し
支
給
す
べ
き
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
該

　
特
定
非
課
税
被
保
険
者
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
と
み
な
し
て
、

　
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
二
十
九
条
の

　
二
第
二
項
又
は
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
又
は
附
則
第
二
条
第
二
項
」
と
す
る
。

　
一
　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者

　
二
　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者

　
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に
つ
い

4
　
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
の
高
額
療
養
費
算
定

5
　
第
二
項
第
二
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

6
　
特
定
非
課
税
被
保
険
者
に
係
る
第
二
十
九
条
の
三
第
四
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か

7
　
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
課
税
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対

8
第
一
項
、
第
二
項
及
び
前
二
項
の
特
定
非
課
税
被
保
険
者
は
、
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

　
被
保
険
者
が
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合

る
者
イ
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年

　
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法

　
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
地
方
税
法
等
の
一

　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正

　
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世

　
帯
の
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
当
該
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
平
成

　
十
八
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限

　
　
る
。
）

　
ロ
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年

　
　
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正

　
　
法
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主

　
　
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
当
該
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
平
成
十
九
年
度
分

　
　
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

二
　
被
保
険
者
が
組
合
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
　
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
者
　
イ
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
八
年

　
　
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正

　
　
法
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
組
合
員

　
　
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
当
該
組
合
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
平
成
十
八
年
度
分
の

　
　
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

　
ロ
　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
九
年

　
　
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
七
年
地
方
税
法
改
正

　
　
法
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
組
合
員

　
　
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
す
べ
て
の
当
該
組
合
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が
平
成
十
九
年
度
分
の

　
　
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
又
は
同
項
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）

　
附
則
第
十
三
項
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

　
附
則
第
十
四
項
中
「
前
項
」
を
「
前
条
」
に
、
「
同
条
第
五
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附

則
第
五
条
と
す
る
。

　
附
則
第
十
五
項
中
「
附
則
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
、
「
同
条
第
五
項
第
一
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に

改
め
、
同
項
を
附
則
第
六
条
と
す
る
。

　
　
附
則
第
十
六
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
七
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
七
項
中
「
附
則
第
十
九

項
」
を
「
次
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
平
成
十
八
年
度
に
お
け

　
る
保
険
料
に
係
る
所
得
割
額
の
算
定
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
十
八
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
八
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
九
項
を
同
条
第
二
項
と

し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
保
険
料
に
係
る
所
得
割
額
の
算
定
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
項
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
一
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
十
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
二
十
二
項
を
同
条
第
二

　
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
長
期
譲
渡
所
得
等
に
係
る
保
険
料
の
賦
課
の
特
例
ご
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
三
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
十
一
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
二
十
四
項
を
同
条
第

　
二
項
と
し
、
附
則
第
二
十
五
項
中
「
附
則
第
二
十
三
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同

　
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
保
険
料
の
賦
課
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
六
項
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
十
二
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
二
十
七
項
を
同
条
第

　
二
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
保
険
料
の
賦
課
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
八
項
を
附
則
第
十
三
条
と
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
九
項
を
附
則
第
十
四
条
と
す
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
正
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
、
「
四
百
八
十
四
万
円
」
を
「
三
百

　
八
十
三
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
中
「
六
百
二
十
一
万
円
」
を
「
五
百
二
十
万
円
」
に
改
め
る
。
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第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
「
及
び
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
八
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
に
、
「
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
を
「
及
び
附
則
第
五
十
二
条
の
五
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
」
に
、

「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
「
こ
の
条
並
び
に
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
第

三
項
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
」
を
加
え
る
。

　
附
則
第
五
十
二
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
に
対
す
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
特
例
）

第
五
十
二
条
の
五
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら

　
受
け
た
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
中
「
次
項
又
は
第
三
項
」
と
あ

　
る
の
は
、
「
第
三
項
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

2
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
が
同
一
の
月
に
一
の
病
院
等
か
ら
療
養
（
七
十
歳
に
達
す
る

　
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
の
療
養
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二

　
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
べ
き
高
額
療
養
費
の
額
に
、
当
該
被
扶
養
者
ご
と

　
に
算
定
し
た
窮
二
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る

　
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
合
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。

　
一
　
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
　
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
に
、
被
扶
養
者
按
分
率
（
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶

　
　
養
老
が
同
一
の
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
の
病
院
等
か
ら
受
け
た
療
養
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
二
項
各
号
に

　
　
掲
げ
る
金
額
を
合
算
し
た
金
額
か
ら
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
高
額
療
養
費
の
額
を
控
除
し
た
．

　
　
金
額
（
次
号
に
お
い
て
「
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
七
十
歳
以
上
一
部
負
担
金
等
世
帯

　
　
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額

　
二
　
被
扶
養
者
一
部
負
担
金
等
合
算
額
か
ら
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
を
控
除
し
た
金
額

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
一
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
に

　
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
条
第
一

　
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若

　
し
く
は
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
　
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第
二
項
第
一
号
の
高
額
療
養
費

　
算
定
基
準
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
附

　
則
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
次
号
」

　
と
、
同
項
第
二
号
中
「
高
額
療
養
費
多
数
回
該
当
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
療
養
の
あ
っ
た
月
以
前
の
十
二

　
月
以
内
に
既
に
高
額
療
養
費
（
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
五
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

　
が
支
給
さ
れ
て
い
る
月
数
が
三
月
以
上
あ
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

5
　
第
二
項
第
二
号
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
第
三
号
に
定
め
る
金
額
と
す

　
る
。
6
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
三
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

7
　
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
係
る
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
」
項
及
び
第
二
項
の
規
定

　
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
ハ
」
と
す
る
。

8
　
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
及
び
前
項
の
市
町
村
民
税
経
過
措
置
対
象
組
合
員
は
、
組
合
員
の
う
ち
、
次
の
各

　
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
一
　
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
号
）
附
則
第
六
条
第
二
項
に
該
当
す
る

　
　
者

　
二
　
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
条
第
四
項
に
該
当
す
る
者

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
老
人
保
健
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
保
健
法
施
行
令
第
四
条
第
三
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規

　
定
は
、
医
療
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
以
後
の
場
合
及
び
療
養
の
あ
っ
た
日
が
同
月
以
後
の
場

　
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
医
療
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
同
年
七
月
ま
で
の
場
合
及
び
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
ま

　
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条
　
老
人
保
健
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ

　
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
所
得
老
人
医
療
対
象
者
」

　
と
い
う
。
）
に
係
る
老
人
保
健
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
高
額
医
療

　
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
医
療
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十

　
　
八
条
第
一
項
第
二
号
の
所
得
の
額
が
二
百
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
二
　
医
療
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令
第
四
条

　
　
第
三
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
法
第
十
七
条
第
二
項

　
　
に
規
定
す
る
老
人
医
療
受
給
対
象
者
（
第
四
号
に
お
い
て
単
に
「
老
人
医
療
受
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
又
は
令
第

　
　
三
条
に
規
定
す
る
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
三
　
医
療
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
法
第
二
十

　
　
八
条
第
一
項
第
二
号
の
所
得
の
額
が
二
百
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
四
　
医
療
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令
第
四
条

　
　
第
三
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
老
人
医
療
受
給
対
象

　
　
者
又
は
令
第
三
条
に
規
定
す
る
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

2
　
特
定
所
得
老
人
医
療
対
象
者
に
係
る
令
第
十
四
条
第
二
項
の
高
額
医
療
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
十
五
条
第
二
項

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

3
　
令
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
所
得
老
人
医
療
対
象
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
高
額
医
療
費
に
つ
い
て
市

　
町
村
長
が
同
項
に
規
定
す
る
医
療
機
関
に
支
払
う
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
当
該
一

　
部
負
担
金
の
額
又
は
特
定
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

　
を
控
除
し
た
額
を
限
度
と
す
る
。

　
一
　
令
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

　
二
　
令
弟
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

　
　
（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
三

■
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養

　
の
給
付
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
．

2
　
新
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
被

　
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
被
扶
養
者
が
療
養

　
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
新
令
第
四
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適

　
用
し
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
条
　
健
康
保
険
法
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
二
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
被
保
険

　
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

　
に
係
る
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定

　
基
準
額
は
、
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
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一
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
ま
で
の
場

　
　
合
に
お
け
る
令
第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
　
（
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
二
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
九
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
ま
で
の
場

　
　
合
に
お
け
る
令
第
三
十
四
条
第
二
項
又
は
第
三
十
九
条
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
　
（
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

2
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
係
る
令
第
四
十
一
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
四
十
二
条
第
三
項
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

3
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
収
入
被
保
険
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
保
険
者

　
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
当
該
一

　
部
負
担
金
の
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を
限
度
と

　
す
る
。

　
一
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

　
二
　
令
第
四
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

4
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
対
す
る
特
定
療
養
費
又
は
家
族
療
養
費
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
令
第

　
四
十
三
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
イ
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
四

　
条
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
■
療
養
の
給

　
付
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
令
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
単
に
「
被
扶

　
養
者
」
と
い
う
。
）
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
被
扶
養
者
が
療
養
を

、
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
新
令
第
十
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
療
養
の
あ
っ
た
月
が
平
成
十
八
年
八
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、

　
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
条
　
船
員
保
険
法
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
三
号
又
は
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
二
項
第
一
号
二
の
規
定
が
適
用
さ

　
れ
る
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
被
保
険

　
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
船
員
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
の
高
額
療

　
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
か
ら
平
成
十
九
年
八
月
ま
で
の
場

　
　
合
に
お
け
る
令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養

　
　
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
二
　
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
被
扶
養
者
の
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
九
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
ま
で
の
場

　
　
合
に
お
け
る
令
第
四
条
第
二
項
又
は
第
八
条
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養

　
　
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

2
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
係
る
令
第
九
条
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
か

　
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

3
　
令
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
収
入
被
保
険
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
社
会
保
険

　
庁
長
官
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る

　
当
該
一
部
負
担
金
の
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を

　
限
度
と
す
る
。

　
　
一
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

　
二
　
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

4
　
特
定
収
入
被
保
険
者
に
対
す
る
特
定
療
養
費
又
は
家
族
療
養
費
に
係
る
高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
令
第

　
十
一
条
第
三
項
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
イ
」
と
読
み
替
え
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と

　
い
う
。
）
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ

　
い
て
適
用
し
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
令
第
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

　
「
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
被
扶
養
者
が

　
療
養
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
九
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
五
十
五
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
二
の
規
定
が
適
用

　
さ
れ
る
組
合
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
収
入
組
合
員
」

　
と
い
う
。
）
に
係
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
｝
条
の
三
の

　
四
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
十
一
条
の
三
の
五
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号

　
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
か
ら
平
成
十
九
年
八

　
　
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百

　
　
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

　
二
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
九
年
九
月
か
ら
平
成
二
十
年
八

　
　
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令
第
十
一
条
の
三
の
二
第
二
項
又
は
第
十
一
条
の
三
の
三
第
二
項
の
収
入
の
額
が
六
百

　
　
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

2
　
特
定
収
入
組
合
員
に
係
る
令
第
十
一
条
の
三
の
四
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
十
一
条
の
三
の

　
五
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

3
　
特
定
収
入
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
令
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

　
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
イ
」
と
す
る
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
及
び
第
二
十
九
条
の

　
三
第
三
項
第
四
号
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
以
後
の
場
合
及
び
療
養

　
の
あ
っ
た
日
が
同
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
同
年
七
月
ま
で
の

　
場
合
及
び
療
養
の
あ
っ
た
月
が
同
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
が
適

　
用
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
所
得
被
保
険
者
」

　
と
い
う
。
）
に
係
る
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
二
第
二
項

　
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
二
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額

　
と
す
る
。

　
　
一
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
法

　
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
所
得
の
額
が
二
百
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
二
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
八
年
八
月
か
ら
平
成
十
九
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令

　
　
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
被

　
　
保
険
者
（
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
又
は
令
第
二
十
七
条
の
二

　
　
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満

　
　
で
あ
る
者
）

　
三
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
法

　
　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
所
得
の
額
が
二
百
十
三
万
円
未
満
で
あ
る
者

　
四
　
療
養
の
給
付
を
受
け
る
日
の
属
す
る
月
が
平
成
十
九
年
八
月
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令

　
　
第
二
十
七
条
の
二
第
四
項
の
収
入
の
額
が
六
百
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
に
他
の
被

　
　
保
険
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）
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2
　
特
定
所
得
被
保
険
者
に
係
る
令
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
二
十
九
条
の
三

　
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

3
　
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
所
得
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
湘
合
員
に
対
し

　
支
給
す
べ
き
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
保
険
者
が
同
項
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
額
は
　
同
項
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
当
該
一
部
負
担
金
の
額
又
は
特
定
療
養
費
負
担
額
か
ら
次
の
各
号
に
掲
げ
る
療

　
養
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
を
限
度
と
す
る
。

　
一
　
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

　
二
　
令
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
療
養
　
同
号
イ
に
定
め
る
額

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条
　
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
」

　
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
の
規
定
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ

　
い
て
適
用
し
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
令
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い

　
て
「
被
扶
養
者
」
と
い
う
。
）
が
療
養
を
受
け
る
月
が
平
成
十
八
年
九
月
以
後
の
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
被
扶
養
者

　
が
療
養
を
受
け
る
月
が
同
年
八
月
ま
で
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
三
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
七
条
第
二
項
第
三
号
又
は
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
二
の
規
定
が

　
適
用
さ
れ
る
組
合
員
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
｛
特
定
収
入
組
合

員
」
と
い
う
．
）
に
係
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
A
・
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
．
㌧
第
二
＋
一
二

　
条
の
三
の
三
第
二
項
の
高
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
二
項
の
規
定
に
か
カ
わ
ら
ず

　
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

　
一
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
嚢
を
受
け
る
月
が
平
成
＋
八
年
九
月
か
ら
平
成
＋
緯
八

　
　
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
収
入
の
額
力
六
百

　
　
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

二
療
養
の
給
付
を
受
け
る
月
又
は
そ
の
被
扶
養
者
が
療
養
盗
ス
け
る
月
が
平
成
＋
九
年
九
月
か
ら
平
成
二
叶
年
八

　
　
月
ま
で
の
場
合
に
お
け
る
令
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
の
二
第
二
項
の
収
入
の
額
力
六
百

　
　
二
十
一
万
円
未
満
で
あ
る
者
（
被
扶
養
者
が
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
四
百
八
十
四
万
円
未
満
で
あ
る
者
）

2
　
特
定
収
入
組
合
員
に
係
る
令
第
二
十
三
条
の
三
の
三
第
三
項
の
山
回
同
額
療
養
費
算
定
基
準
額
は
、
令
第
二
十
三
条
の

　
三
の
四
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

3
　
特
定
収
入
組
合
員
又
は
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
令
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

　
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
各
号
イ
」
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
務
大
臣
　
竹
中
　
平
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
務
大
臣
　
谷
垣
　
禎
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
科
学
大
臣
　
小
坂
　
憲
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣
　
川
崎
　
二
郎

㎜
省

令

田
m

O
国
土
交
通
省
令
第
八
十
号

　
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）

第
十
一
条
の
三
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
土
交
通
大
臣
　
北
側
　
一
雄

　
　
　
旅
行
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　
旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
し
中
　
1
・
」
を
　
父
奮
等
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
試
験
科
目
の
う
ち
の
一
部
の
科

　
目
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
に
対
し
、
当
該
科
目
を

　
文
書
で
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
試
験
の
一
部
免
除
）

第
二
十
条
法
第
十
一
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令

　
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
試
験
科

　
目
を
免
除
す
る
。

　
　
国
内
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
に
合
格
し
た
者

　
総
合
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
法
及
び
こ
れ

　
に
基
づ
く
命
令
に
つ
い
て
の
知
識
並
び
に
国
内
旅
行

実
務

　
　
総
合
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
国
内
旅
行
実

務
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
　
次
回
の
総
合
旅
行

　
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
国
内
旅
行
実
務

　
務
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
　
次
回
の
総
合
旅
行

　
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
海
外
旅
行
実
務

　
務
に
つ
い
て
合
格
点
を
得
た
者
　
次
回
の
国
内
旅
行

　
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
国
内
旅
行
実
務

二三
　
総
合
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
海
外
旅
行
輿

四
　
国
内
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
国
内
旅
行
実

　
第
五
十
三
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
第

一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
四
条
第
一
項

及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
旅
行
業
法
施
行
規
則
第

　
二
十
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
十

　
八
年
度
以
後
に
総
合
旅
行
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
国

　
内
旅
行
実
務
若
し
く
は
海
外
旅
行
実
務
又
は
国
内
旅
行

　
業
務
取
扱
管
理
者
試
験
の
国
内
旅
行
実
務
に
つ
い
て
合

　
格
点
を
得
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

l
l
l
l
l

告

示

1
1

○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百

十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
国
家
公
安

委
員
会
告
示
第
十
六
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
　
沓
掛
　
哲
男

　
第
一
号
の
表
五
十
六
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

百
五
号

大
仙
市
内
小
友
か
ら
同
市
飯
田
ま
で

　
同
表
四
百
八
十
三
号
の
項
中
「
丹
波
市
氷
上
町
か
ら
同

市
春
日
町
ま
で
」
を
「
丹
波
市
か
ら
朝
来
市
ま
で
」
に
改

め
る
。

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
告
示
は
、
平
成
十
八
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
表
五
十
六
号
の
項
の
次
に
一

項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
平
成
十
八
年
七
月
三
十
一
日

か
ら
施
行
す
る
一

O
法
務
省
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　
福
島
県
双
葉
郡
広
野
町
役
場
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失

し
た
。

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
務
大
臣
臨
時
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
務
大
臣
　
沓
掛
　
哲
男

福
島
県
双
葉
郡
広
野
村
大
字
下
浅
見
川
字
櫻
田
三
十
六

番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
長
一

〇
外
務
省
告
示
第
四
百
三
十
四
号

　
ト
ル
コ
共
和
国
政
府
は
、
昭
和
五
十
年
一
月
十
四
日
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
署
名
の
た
め
に
開
放
さ
れ
た
「
宇
宙
空

間
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
物
体
の
登
録
に
関
す
る
条
約
」
の

加
入
書
を
平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
に
国
際
連
合
事
務

総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
同
日
に
ト
ル

コ
共
和
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
。

　
　
（
平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日
付
け
国
際
連
合
事
務
総

長
書
簡
）

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

○
外
務
省
告
示
第
四
百
三
十
五
号

　
ベ
ル
ギ
ー
王
国
政
府
は
、
平
成
八
年
十
二
月
二
十
日
に

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
「
著
作
権
に
関
す
る
世
界
知

的
所
有
権
機
関
条
約
」
の
批
准
書
を
平
成
十
八
年
五
月
三

十
日
に
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
事
務
局
長
に
寄
託
し

た
。
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
平
成
十
八
年
八
月
三
十
日
に

ベ
ル
ギ
ー
王
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権
機

関
事
務
局
長
回
章
）

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎

○
外
務
省
告
示
第
四
百
三
十
広
号

　
ベ
ル
ギ
ー
王
国
政
府
は
、
平
成
八
年
十
二
月
二
十
日
に

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
「
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関

す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
」
の
批
准
書
を
平
成
十

八
年
五
月
三
十
日
に
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
事
務
局
長

に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、
平
成
十
八
年
八
月

三
十
日
に
ベ
ル
ギ
ー
王
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
。

　
　
（
平
成
十
八
年
五
月
三
十
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権
機

関
事
務
局
長
回
章
）

　
平
成
十
八
年
七
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎



㊥ 保発第07210Q1号
平成18年7月21目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　虚｛…卜■随梱一晩即η勲博一“一じ讐，

都道府県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省保険局韓綜鋳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　籔麹鱗

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸一一　　　織ノ

　　　　　　　老人保健法施行令等の一部を改正する政令の施行について

老人保健法施行令等の一部を改正する政令（平成・8年政令第24・号）が・平成18

年7月21目に公布され、同日から施行することとされたところである・

　これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村（特別

区を含む。）及び国民健康保険組合に対する周知を図り、その円滑な実施に配意されたい。

記

1　改正の趣旨
　1　平成16年度税制改正において、公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止が

　　行われたこと、並びに平成17年度税制改正において、65歳以上の者についての住

　　民税非課税措置が廃止されたことに伴い、老人保健法等における一部負担金の割合が

　　2割となる者（以下r現役並み所得者」という。）の判定基準とする収入額を改める

　　とともに、一部負担金の割合等に変更のある者について急激な負担の増大を緩和する

　　ため、平成18年8月から2年間経過措置を講じる。
　2　市町村民税非課税等の世帯のうち所得が一定の基準に満たない世帯（以下「低所得

　　1区分」という。）の対象範囲を拡大するため、区分判定における雑所得の算定に係

　　る公的年金等控除額を改める。

11　改正の内容

　1　老人保健法施行令関係
　　①現役並み所得者の判定基準とする収入の額については、次のとおり改正を行った

　　　ことの
　　　　なお、この改正については、平成18年8月から適用されるものであること。

　　　i　高齢者複数世帯における収入の額については、621万円から520万円に改

　　　　めたことロ
　　　五　高齢者単身世帯における収入の額については、484万円から383万円に改

　　　　めたこと。



②　低所得1区分の判定に当たっては、雑所得の算定に係る公的年金等控除額につい

て、r65万円」を適用しているところを、平成・8年8月から「8・万円」に改

　めたこと。

③公的年金等控除の見直し及び老年者控除の廃止に伴い・新たに現役並み所得者に

移行する者については、平成・8年8月から2年間・一般の世帯と同額の自己負担

　限度額を適用すること。対象者は次の所得及び収入の額のいずれかに該当する者（特

　定所得老人医療対象者）とすること。

　i　所得　　所得の額については、145万円以上213万円未満

　五　収入　　高齢者複数世帯における収入の額については、520万円以上621

　　　　　　万円未満
　　　　　　　高齢者単身世帯における収入の額については、383万円以上484

　　　　　　万円未満

④65歳以上の者についての住民税非課税措置が廃止されたことに伴い・地方税法

　上の個人住民税に係る経過措置対象者（以下「税法上の経過措置対象者」という。）

　と同一の世帯に属する市町村民税非課税者（特定非課税老人医療対象者）について、

　市町村民税非課税等の世帯（低所得H区分）と同額の自己負担限度額を適用するこ

　と。
　　また、税法上の経過措置対象者と同一の世帯に属する老齢福祉年金受給者又は税

　法上の経過措置対象者である老齢福祉年金受給者（特定年金受給老人医療対象者）

　については、低所得1区分と同額の自己負担限度額を適用すること。

　　なお、これらの経過措置については平成18年8月から2年間適用されるもので

　あること。

2　国民健康保険法施行令関係
　　70歳以上の被保険者については、上記1と同様の改正を行ったこと。

3　健康保険法施行令及び船員保険法施行令関係

　　70歳以上の被保険者及び70歳以上の被扶養者については・上記1と同様の改正

　を行い、適用の時期については、1のうち①及び③については平成18年9月から、

②及び④については平成18年8月から、それぞれ適用されるものであること。



〈参考〉

老人保健法施行令等の一部を改正する政令概要

1．改正の趣旨
　平成16年度税制改正において公的年金等控除の見直し及び老年者控除

の廃止並びに平成17年度税制改正において、65歳以上の者についての
住民税非課税措置の廃止が行われたことに伴い、老人保健法施行令等にお

　いて所要の改正及び経過措置を講じるもの。

2．改正の内容

　　　70歳以上の現役並み所得者に係る基準の設定

・課税所得額　145万円（現行と同額）

・収入額

　（高齢者複数世帯）621万円→520万円
　（高齢者単身世帯）484万円→383万円

〔改正内容〕

　　　低所得1区分の判定に当たっては、雑所得の算定に係る公的年金等

　　控除額について、現在「65万円」を適用しているところであるが、

　　平成18年8月より「80万円」を適用することとする。

③　老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴う高額医療費算定の特例

※「老人医療受給対象者等」には70歳以上の高齢受給者を含む。

（1）特例内容
　　　低所得者世帯の自己負担限度額は、世帯員全員が非課税の場合に適

　　用されるものであるが、老年者に係る住民税非課税措置の廃止に伴い、

　　世帯員のうち一部（例えば夫）が課税者となるが、一部（例えば妻）

　　は非課税者の場合、平成18年8月から2年間、非課税者（例えば妻）

　　について、低所得1の限度額とみなす。
　　　また、食事の標準負担額についても低所得1の額とみなす。



（2）特例対象者

　　　地方税法上の個人住民税に係る経過措置対象者（前年の合計所得金

　　額125万円以下であって平成17年1月1日現在において65歳以
　　上の者。以下r税法上の経過措置対象者」という。）と同一世帯の市

　　町村民税非課税である老人医療受給対象者等。

〔老齢福祉年金受給者に係る適用〕

　　税法上の経過措置対象者と同一世帯に属する市町村民税非課税者で

　ある老齢福祉年金受給者については、「低所得1」とみなす。

　　また、老齢福祉年金受給者が税法上の経過措置対象者である場合に

　ついても同様に、「低所得1」とみなす。
　　ただし、それぞれ同一世帯に市町村民税課税者（税法上の経過措置

　対象者を除く）がいる場合を除く。

（1）経過措置内容
　　　公的年金等控除の縮減及び老年者控除の廃止に伴い、新たに現役並

　　み所得者に移行する70歳以上の者については、平成18年8月から

　　2年間、自己負担限度額を一般とみなす。

（2）判定基準

　　・課税所得額　　　　145万円以上213万円未満

　　・収入額
　　　（高齢者複数世帯）520万円以上621万円未満
　　　（高齢者単身世帯）383万円以上484万円未満

3．施行及び適用

　公布日施行とする。

　平成18年度の現役並み所得者の判定等から適用するため・老人保健及

び国民健康保険については平成18年8月から適用する。
　健康保険、船員保険、国家公務員共済及び地方公務員等共済については、

②及び③について平成18年8月から、①及び④について平成18年9月

から適用することとする。



㊥ 保総発第0721001号

平成18年7月21日

各都道府県老人保健主管部（局）長殿

　指定都市
厚生労働省保険局総務課』麗

　　r老人医療に係る一部負担金の割合の半掟等の取扱いについて」等の一音B改正につ

　いて（通知）

老人保健難行令等の一部を改正する政令（平成18年政令第241号）が平成18年7月

2、日から施行されることに伴い、r老人医療に係る一部負担金の割合の半掟等の取貌

1こつレ、て」（平成14年9月24日保総発第・924・・1号各都道府県・指定都市老人保鮭管

部（局）長あて厚生労働省保険局総務課長通知）及びr老人医療の高額医療費の支給及び

食事療養に係る標準負担額の特例的措置の取扱レ・について」（平成14年9月12日保総発

難麟難雛蕪覧鴇灘塑繊欝
道府県柿町村（特別区を含む．）に周知徹底を図り・その適正な取扱レ’を期されたい・

記

、．r老人医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて」の一部改正

　　1の第2の2の（1）中r621万円」をr52・万円」に改め・同（2）中「484万円」を「383

　万円」に改める。
2．r老人医療の高額医療費の支給及び食事療養1こ係る標準負担額の特例的措置の取扱い

　について」の一部改正

　　1の第三の3の（1）中「65万円」を「80万円」に改める。



老人医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成14年9月24目　保総発第0924001号）

改 正 後

1

　用

第2

　1

　2

2割負担となる一定以上所得者の基準及び適

現 行

　一定以上所得者の範囲

　（略）

　ただし、1のいずれかに該当する場合であ

っても当該老人医療受給対象者から次の（1）

又は（2）に該当する旨の規則第19条に規定

する申請書（以下「基準収入額適用申請書」

という。別紙様式参照）の提出があり（1）又は

（2）に該当する場合には一定以上所得者とは

ならないこと。

（1）　当該医療を受ける者の世帯に他の老人医

　　療受給対象者又はその他の高齢世帯員がお

　　り、当該世帯の老人医療受給対象者及びそ

　　の他の高齢世帯員の収入の合計額が基準収

　　入額（520万円）未満である場合

（2）　当該医療を受ける者の世帯に他の老人医

　　療受給対象者又はその他の高齢世帯員がお

　　らず、当該医療を受ける者の収入の額が基

　　準収入額（383万内）未満である場合

1　2割負担となる一定以上所得者の基準及び適

　用

第2　一定以上所得者の範囲

　1　（略）

　2　ただし、1のいずれかに該当する場合であ

　っても当該老人医療受給対象者から次の（1）

　又は（2）に該当する旨の規則第19条に規定す

　る申請書（以下「基準収入額適用申請書」と

　いう。別紙様式参照）の提出があり（1）又は

　　（2）に該当する場合には一定以上所得者とは

　　ならないこと。

　　（1）　当該医療を受ける者の世帯に他の老人医

　　　療受給対象者又はその他の高齢世帯員がお

　　　　り、当該世帯の老人医療受給対象者及びそ

　　　の他の高齢世帯員の収入の合計額が基準収

　　　入額（621万円）未満である場合

　　（2）　当該医療を受ける者の世帯に他の老人医

療受給対象者又はその他の高齢世帯員がお

らず、当該医療を受ける者の収入の額が基

準収入額（484万円）未満である場合



老人医療の高額医療費の支給及び食事療養に係る標鞍担額の特例的措置の取扱レ’について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成14年9月12目　保総発第0912001号）

1　高額医療費の支給の取扱い

第三　市町村民税非課税等の世帯に属する老人医

　療受給対象者の特例

　1　（略）

　2　（略）

　3　1の（2）の市町村民税非課税等の世帯に属

　する老人医療受給対象者のうち、所得が一定

　　の基準に満たない老人医療受給対象者とは、

　　次のいずれかに該当する者であること。

　　（1）　その属する世帯の世帯主及びすべての

　　　世帯員が、療養のあった月の属する年度

　　　分の地方税法の規定による市町村民税

　　　（特別区民税を含む。）に係る地方税法第

　　　313条第1項に規定する総所得金額及び

　　　山林所得金額に係る所得税法（昭和40年

　　　法律第33号）第2条第1項第22号に規定

　　　する各種所得の金額（同法第35条第2項

　　　に規定する公的年金等の支給を受ける者

　　　については、同条第4項に規定する公的

　　　年金等控除額を80万円として同項の規定

　　　　を適用して算定した総所得金額とする。）

　　　　並びに次に掲げる他の所得と区分して計

　　　　算される所得の金額がいずれもない者。

　　　　なお、各所得の金額の算定に当たっては、

　　　　地方税法の定めるところに従い、所得税

　　　　法における計算の例により、損益通算、

　　　　純損失・雑損失の繰越控除適用後の所得

　　　　の金額を用いること。

　　　①～⑤　（略）

　　　　　改　　　　　　　　後　　　　　　　　　　正
現 行

1　高額医療費の支給の取扱い

第三　市町村民税非課税等の世帯に属する老人医

　療受給対象者の特例

　1　（略）

　2　（略）

　3　1の（2）の市町村民税非課税等の世帯に属

　する老人医療受給対象者のうち、所得が一定

　の基準に満たない老人医療受給対象者とは、

　次のいずれかに該当する者であること。

（1）　その属する世帯の世帯主及びすべての

　世帯員が、療養のあった月の属する年度

　分の地方税法の規定による市町村民税

　（特別区民税を含む。）に係る地方税法第

　313条第1項に規定する総所得金額及び

　山林所得金額に係る所得税法（昭和40年

　法律第33号）第2条第1項第22号に規定

　する各種所得の金額（同法第35条第2項

　に規定する公的年金等の支給を受ける者

　については、同条第4項に規定する公的

　年金等控除額を65万円として同項の規定

　を適用して算定した総所得金額とする。）

　並びに次に掲げる他の所得と区分して計

　算される所得の金額がいずれもない者。

　なお、各所得の金額の算定に当たっては、

　地方税法の定めるところに従い、所得税

　法における計算の例により、損益通算、

　純損失・雑損失の繰越控除適用後の所得

　　の金額を用いること。

　①～⑤　（略）



㊥ 保総発第0721005号

平成18年7月21日

　都道府県各　　　　　老人保健主管部（局）長　殿
　指定都市

厚生労働省保険局総務課

欝醐轡

≡配三11蝋Yこ1－1
5所由…甦塑費ll

　特定所得老人医療対象者等に対する高額医療費の支給及び食事療養に係る標準

負担額の取扱いについて（通知）

　老人医療の高額医療費の支給及び食事療養に係る標準負担額の取扱いについては、「老

人医療の高額医療費の支給及び食事療養に係る標準負担額の特例的措置の取扱いについ

て」（平成14年9月12目保総発第0912001号各都道府県・指定都市老人保健主管部（局）長

あて厚生労働省保険局総務課長通知）（以下「高額医療費の支給等取扱い通知」という。）に

おいて示しているところであるが、今般、老人保健法施行令等の一部を改正する政令（平

成18年政令第241号）において、税制改正により一部負担金の割合等に変更のある者につ

いて窪過措置が設けられたことに伴い、当該経過措置対象者（特定所得老人医療対象者、

特定非課税老人医療対象者及び特定年金受給考人医療対象者）に対する高額医療費の支給

の具体的取扱いについては下記によることとしたので、貴都道府県内市町村（特別区を含

む。）に周知徹底を図り、その適正な取扱いを期されたい。

記

1　特定所得老人医療対象者に対する高額医療費の支給の取扱い

第1特定所得老人医療対象者
　　　特定所得老人医療対象者とは、次のいずれかに該当する者であること。

　　1医療を受ける日の属する月が平成18年8月から平成19年7月までの場合におけ

　　　る所得の額が、145万円以上213万円未満である者

　　2　医療を受ける日の属する月が平成18年8月から平成19年7月までの場合におけ

　　　る収入の額が、520万円以上621万円未満である者（その者の属する世帯に他の老

　　　人医療受給対象者又はその他70歳以上75歳未満の者であって障害認定を受けた老

　　　人医療受給対象者以外の者（4において「その他の高齢世帯員」という。）がいない者

　　　にあっては、383万円以上484万円未満である者）



3医療を受ける日の属する月が平成19年8月から平成20年7月までの場合におけ

　る所得の額が、145万円以上2B万円未満である者

4　医療を受ける目の属する月が平成19年8月から平成20年7月までの場合におけ

　る収入の額が、520万円以上621万円未満である者（その者の属する世帯に他の老

　人医療受給対象者又はその他の高齢世帯員がいない者にあっては、383万円以上484

　万円未満である者）

第2　特定所得老人医療対象者に係る判定事務処理については、別紙1に定めるほか、

　r老人医療に係る一部負担金の割合の判定等の取扱いについて」（平成14年9月24日

保総発第。924・・1号各都道府県・指定都市老人保健主管部（局）長あて厚生労働省保険

　局総務課長通知）に準ずること。

第3特定所得老人医療対象者に対する高額医療費の支給については・高額医療費の支

　給等取扱い通知中「一般の世帯」及び「一般の老人医療受給対象者」とみなして同通知を

　適用すること。

H　特定非課税老人医療対象者に対する高額医療費の支給の取扱い

　第1特定非課税老人医療対象者
　　　特定非課税老人医療対象者とは次のいずれかに該当する者であること・

　　1療養のあった月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては・平成

　　　18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者（市町村の条例で定め

　　　るところにより当該市町村民税を免除された者を含むものどし、当該市町村民税の

　　　賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。）であって、

　　　地方税法等の一部を改正する法律（平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法

　　　改正法」という。）附則第6条第2項に該当する者（以下「18年度税制経距措置対象

　　　者」という。）と同一の世帯に属するもの（その者の属する世帯の世帯主及びすべて

　　　の世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は

　　　18年度税制経過措置対象者に該当する者に限る。）

　　2療養のあった月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあっては、平成

　　　19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者であって、平成17年

　　　地方税法改正法附則第6条第4項に該当する者（以下「19年度税制経過措置対象者」

　　　という。）と同一の世帯に属するもの（その者の属する世帯の世帯主及びすべての世

　　　帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者又は19年

　　　度税制経過措置対象者に該当する者に限る。）

第2　特定非課税老人医療対象者に対する高額医療費の支給の取扱い

　1世帯負担限度額
　　　特定非課税老人医療対象者が同一の月に受けた療養に係る老人医療受給対象者一

　　部負担金等合算額から、高額医療費の支給等取扱い通知中1の第三の1の（1）に規

　　定する世帯負担限度額（24，600円）を控除した額が・1の第一の1の（1）によりその



　　者に対して支給されるべき高額医療費の額を超えるときは、1の第一の1の（1）に

　　かかわらず、当該老人医療受給対象者一部負担金等合算額から1の第三の1の（1）

　　に規定する額（24，600円）を控除した額を高額医療費として支給すること。

　2　外来自己負担限度額
　　　高額医療費の支給等取扱い通知中1の第一の5にかかわらず・同（3）に定める額

　　　（8，000円）とすること。

　3　高額医療費の支払いに関する特例
　　　　高額医療費の支給等取扱い通知中1の第五から第十四まで、H（食事療養に係る

　　　標準負担額の特例的措置）及び皿について、1の第三の2の者に該当していること

　　　について市町村長の認定を受けている者とみなして適用すること。

皿　特定年金受給老人医療対象者に対する高額医療費の支給の取扱い

　第1特定年金受給老人医療対象者
　　　特定年金受給老人医療対象者とは、次のいずれかに該当する者であること。

　　1療養のあった月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては・18年

　　　度税制経過措置対象者又は当該者と同一の世帯に属する者であって・老齢福祉年金

　　　　（その全額につき支給が停止されてレ・る者を除く・以下同じ・）の受給権を有して

　　　レ、るもの（その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方

　　　税法の規定による市町村民税が課されない者又は18年度税制経過措置対象者に言亥

　　　当する者に限る。）
　　2療養のあった月が平成19年8月から平成2・年7月までの場合にあっては・19年

　　　度税制経過措置対象叡は当該者と同一の世帯に属する者であって・老齢福祉椎

　　　の受給権を有しているもの（その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平

　　　成19年度分の地方税法の規定による市町寸民税が課されない者又は19年度嬲り経

　　　過措置対象者に該当する者に限る。）

　第2　特定年金受給老人医療対象者に対する高額医療費の支給の取扱い

　　1世帯負担限度額及び高額医療費の支払いに関する特例
　　　　特定年金受給老人医療対象者に対する高額医療費の支給については・高額医療費

　　　の支給等取扱い通知中1の第四中r市町木寸民税非課税等の世帯に属する老齢福蕪

　　　金受給者」及びr第三の1の（1）の者であって、老齢福祉年金（その全額につき家給力〉

　　　停止されている者を除く．）の受給権を有しているもの」を「特定年金受給老人医療

　　　　対象者」と読み替えて適用すること・

　　2　外来自己負担限度額
　　　　　高額医療費の支給等取扱い通知中1の第一の5にかかわらず・’同（3）に定める額

　　　　（8，000円）とすること。

　　　　なお、特定非課税老人医療対象者及び特定年金受糸倉老人医療対象者に係る高額医療

　　　費の具体的な算出については、別紙2及び別紙3を参照されたい。



IV　医療受給者証の取扱い
　第1　一部負担金の割合が2割負担となる者について、平成18年10月から3割負担と

　　なること、及び1により特定所得老人医療対象者について、高額医療費の世帯負担限

　　度額がr一般の世帯」とみなして適用されることを踏まえ・医療受給者証において・次

　　のいずれかにより一部負担金の割合等を表記すること。（別紙4参照）

　　1　平成18年8月から負担区分に変更が生じて2割負担となり、1に該当しない者

　　　　10月以降の一部負担金の割合、9月30目までの一部負担金の割合（2割）及び7

　　　月31日までの一部負担金の割合（1割）

　　2　平成18年8月から負担区分に変更が生じて2割負担となり、1に該当する者

　　　　10月以降の一部負担金の割合、9月30日までの一部負担金の割合（2割）・7月31

　　　日までの一部負担金の割合（1割）及び自己負担限度額の区分（一般）

第2平成18年10月以降、負担区分に変更が生じて3割負担となる者については、

　9月30日までの一部負担金の割合（ゑ割）は省略すること。

第3なお、別紙4は表記例であり、第1と同じ内容であれば異なる表記としても差し

　支えないこと。

第4また、上記1及び2と同等の内容を記載する場合におし・ては・医療受給者証を数

　回に分けて交付する（例えば、8月の一部負担金の割合、7月31日までの一部負担金

　の割合及び自己負担限度額の区分（一般）を表記した医療受給者証を7月に交付し、10

　月以降の一部負担金の割合、9月30日までの一部負担金の割合及び自己負担限度額

　の区分（一般）を表記した医療受給者証を9月に交付する）ことも差し支えないこと。

V　その他
　　上記1から皿までにより、平成18年8月以降については、「老人医療事務取扱細則準

　則について」（昭和58年1月24目衛老第11号各都道府県知事あて厚生省公衆衛生局老

　人保健部長通知）にかかわらず、負担区分管理台帳（様式第1号の’2）及び老人保健法に

　よる負担区分等証明書（様式第12号の3）の様式は、別添様式第1号及び第2号とする

　こと。



（別紙1）

公的年金等控除の見直し等に伴う経過措置に係る判定事務の流れ

一一一一ル一一ロ一一ロ一一　一軸ロロロ一一ロコロ一顧コロロリロ一一じロゴ一一一軸ロ一一　一一ロラ一一ロココ一一ロ　ロロ一一ル一一ロ一一一一ロラロ一一一一じロハ@
r標記1こ係る所得判定にあたっては、所得の変動要因について、公的年金等控除の縮l

i減によるものかその他の所得の変動1こよるものなのかを問わず・基準額につし’てのみi
ぱ

：判定を行うこととする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
L一一＿一一．＿．＿＿＿一＿一＿．一＿一一．＿＿＿＿…一一一一一一一一一一一一一一ソ

課税所得額による負担区分の判定
　課税所得額145万円未満：【A】
　課税所得額145万円以上213万円未満：【B】
　課税所得額21・3万円以上：【C】

課税所得額145万円未満【A】一一一　1割負担

課税所得額145万円以上【B・C】

基準収入額適用申請

申請なし

@1
申請あり 【B】一一一一一”

収入額による再判定

（※収入額は高齢者複数世帯の場合の

収入額520万円未満一一一一

茁�z520万円以上621万
@　　　　　　　　　　　　【

茁�z621万円以上　　　　【

2割負担・経過措置対象者
（自己負担限度額「一般」）

2割負担・経過措置適用除外

1割負担

2割負担・経過措置対象者
（自己負担限度額「一般」）

2割負担・経過措置適用除外

注1．「2割負担」については、平成18年10月より「3割負担」
注2．課税所得額213万円＝145万円＋20万円（公的年金等控除縮減分）＋48万

　　　円（老年者控除廃止分）
注3．高齢者単身世帯の場合、収入額520万円→383万円、621万円→484万円



（別紙2）

税法上の経過措置対象者である老人Aと住民税非課税者である老人Bの2人

世帯の場合

老人A（税法上の経過措置対象者）

　　　入院：30，000円

　　　外来：15，000円

。

老人B（住民税非課税者）

　入院：150，000円

　外来：10，000円

外来の限度額を適用

　一般■名ΩΩΩ巴

　　（3，000円支給）

外来の限度額を適用

　低所得8，000円

　　（2，000円支給）

旦 。
　　世帯の限度額を適用

一般40，200円（18．10～44，400円）

　　　（159，800円支給）

支給額を按分

老人A：33，558円

　　支給額を按分

老人B：126，242円：B1

老人Aに対する支給額

＝33，558円十3，000円

＝36，558円

　　　丈比べ

B、とB，の額の大きい方

低所得IIの限度額を適用

老人Bの自己負担合計額から

24，600円を控除した額：B2

　　　133，400円

老人Bに対する支給額

二133，400円＋2，000円

二135，400円



（別紙3）

税法上の経過措置対象者かつ老齢福祉年金受給者である老人Aと住民税非

課税者である老人Bの2人世帯の場合

老人A（税法上の経過措置対象者

　かつ、老齢福祉年金受給者）

　　　入院：250，000円

　　　外来：20，000円

旦

老人B（住民税非課税者）

　入院：50，000円

　外来110，000円

。
外来の限度額を適用

　低所得8，000円

　（12，000円支給）

外来の限度額を適用

　低所得8，000円

　（2，000円支給）

旦 旦
　　世帯の限度額を適用

一般40，200円（18．10～44，400円）

　　　（275，800円支給）

旦
　　支給額を按分

老人A：225，178円：A1

　支給額を按分

老人B：50，622円：B1

　　　丈比べ

A、とA2の額の大きい方

　　　丈比べ

B、とB2の額の大きい方

低所得1の限度額を適用

老人Aの自己負担合計額から

15，000円を控除した額：A2

　　　243，000円

低所得五の限度額を適用

老人Bの自己負担合計額から

24，600円を控除した額：B2

　　　　33，400円

老人Aに対する支給額

＝243，000円十12，000円

＝255，000円

老人Bに対する支給額

＝50，622円十2，000円

＝52，622円



（別紙4）

O現役並み所得者であって、

　経過措置対象とならない者

　の表記例

医療受給者証

市町村番号

受給者番号

受
給
者

居住地

氏　　名

生年月日 年　　月　　日　　男・女

一部負担金の割合
3割（平成18年9月30日までは2割）

@（平成18年7月31日までは1割）

法第25条第1項
謔Q号の認定年月日

年　　月　　日

発効期日 平成　　年　　月　　日から有効

発行機関名

y　　び　　印

交付年月日 年　　月　　日

O経過措置対象者の表記例

医療受給者証

市町村番号

受給者番号

受
給
者

居住地

氏　　名

生年月日 年　　月　　日 男・女

一部負担金の割合

※　自己負担限度額

3割（平成18年9月30日までは2割）

@（平成18年7月31日までは1割）

@　　　　　　　　r一般』適用

法第25条第1項
謔Q号の認定年月日 年　　月　　日

発効期日 平成　　年　　月　　日から有効

発行機関名

y　び　印

交付年月日 年　　月　　日

※　同等の内容を記載する場合においては、医療受給者証を数回に分けて交付する等の

　取扱いを可能とする。



様式第1号
負　担　匿　分

世帯番号

受給者
世帯員氏名 生年月日 一定以上所得区分 低所得区分

負担

謨ｪ

適用年月日

判定

沫R

判　定事　由

Y当年月日
判定年月日 備考

番　号

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置 ，

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置
，

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置 ●

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置
，

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

特例額以上／未満／基準額未満 非課税／老福／基準額以下／税経過措置

分　管　理　ム　帳



様式第2号

老人保健法による負担区分等証明書

氏　名 年　　月　　日生

1 一定以上負担区分 減　額　区　分
該当する

薗S区分 特例基準額

@以上

特例基準額

@未満
基準額未満 非課税 老福 基準額以下 税経過措置

氏　名 年　　月　　日生

2 一定以上負担区分 減　額　区　分
該当する

薗S区分 特例基準額

@以上

特例基準額

@未満
基準額未満 非課税 老福 基準額以下 税経過措置

氏　名 年　　月　　日生

3 一定以上負担区分 減額　区分
該当する

薗S区分 特例基準額

@以上

特例基準額

@未満
基準額未満 非課税 老福 基準額以下 税経過措置

氏　名 年　　月　　日生

4 一定以上負担区分 減　額　区　分
該当する

薗S区分 特例基準額

@以上

特例基準額

@未満
基準額未満 非課税 老福 基準額以下 税経過措置

氏　名 年　　月　　日生

5 一定以上負担区分 減　額　区　分
該当する

薗S区分
特例基準額

@以上

特例基準額

@未満
基準額未満 非課税 老福 基準額以下 税経過措置

上記のとおり老人保健法による負担区分等の判定を行ったことを証明する。

@　　　年　　月　　日
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市（区）町村長　　　　　　　　　　（印）

（この用紙は、日本工業規格A列4番を標準とする。）



（作成要領）

「該当する負担区分」については、下記の区分による表記とする。

1　一定以上負担区分

①特例基準額以上　課税所得213万円以上の者

②特例基準額未満　課税所得145万円以上213万円未満の者

③基準額未満　課税所得145万円未満の者

2　減額区分

①非課税住民税非課税者
②老　　　　福　老齢福祉年金受給者

③基準額以下低所得区分1の基準を満たす者
④税経過措置地方税法上の個人住民税に係る経過措置対象者（前年の合

　　　　　　　　　計所得金額125万円以下であって平成17年1月1日

　　　　　　　　　現在において65歳以上の者）
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目

次

〔
法

律
〕

○
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
七
八
）

O
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関

　
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
七
九
）

0
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
八
○
）

O
職
業
能
力
開
発
促
進
法
及
び
中
小
企
業
に

　
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用

　
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改

　
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
（
八
一
）

○
雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等
な
機

　
会
及
び
待
遇
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
及

　
び
労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
八
二
）

O
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
八
三
）

O
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を

　
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
（
八
四
）

O
自
殺
対
策
基
本
法
（
八
五
）

○
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の

　
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

　
る
法
律
（
八
六
）

○
犯
罪
被
害
財
産
等
に
よ
る
被
害
回
復
給
付

　
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
八
七
）

＝一四一五一三二
四

二七九
四一

三

≡
一二

四

○

O
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

　
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律

　
（
八
八
）

○
砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
及
び
独

　
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一

　
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
八
九
）

O
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関

　
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
九
〇
）

○
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化

　
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
九
一
）

○
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の

　
建
築
基
準
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
九
二
）

〔
政

令
〕

O
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
及
び
国
民
健
康

　
保
険
の
国
庫
負
担
金
及
び
被
用
者
保
険
等

　
保
険
者
拠
出
金
等
の
算
定
等
に
関
す
る
政

　
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
二
一
七
）

○
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め

　
の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一

　
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
二
一
八
）

O
行
政
改
革
推
進
本
部
令
（
二
一
九
）

O
研
究
交
流
促
進
法
及
び
特
定
放
射
光
施
設

　
の
共
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

　
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令

　
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
二
二
〇
）

O
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た

　
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
施
行

　
令
（
二
二
一
）

〔
省

令
〕

O
国
民
健
康
保
険
の
調
整
交
付
金
の
交
付
額

　
の
算
定
に
関
す
る
省
令
及
び
国
民
健
康
保

　
険
の
事
務
費
負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算

　
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

　
令
（
厚
生
労
働
二
二
一
）

［＞

三
一
一

三
三

三
八

三
九

三
八一

吾
一
…

…
一

…
一

〔
告

示
〕

○

O
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
条
の
二
の
規
定

　
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
市

　
町
村
を
廃
止
す
る
件
（
厚
生
労
働
三
九
二
）

…
一

蹴
本
号
で
公
布
さ
れ
た
灘
繋

馨
法
令
の
あ
ら
ま
し
購

◇
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
法
律
第
七
八
号
×
法
務

　
省
）
1
　
国
際
私
法
に
関
す
る
規
定
の
整
備

　
H
　
人
の
行
為
能
力

　
　
人
の
行
為
能
力
は
、
そ
の
本
国
法
に
よ
っ
て
定
め

　
　
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
日
本
国
外
に
お
け
る
取
引
に

　
　
つ
い
て
も
、
行
為
地
法
に
よ
る
取
引
保
護
を
図
る
こ

　
　
と
と
し
た
。
（
第
四
条
関
係
）

　
ω
　
後
見
開
始
の
審
判
等
の
国
際
裁
判
管
轄
及
び
準
拠

　
　
法

　
　
　
裁
判
所
は
、
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
又
は
被

　
　
補
助
人
と
な
る
べ
き
者
が
日
本
に
住
所
若
し
く
は
居

　
　
所
を
有
す
る
と
き
又
は
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
と
き

　
　
は
、
日
本
法
に
よ
り
、
後
見
開
始
の
審
判
等
を
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
五
条
関
係
）

　
　
　
そ
う

　
国
　
失
踪
の
宣
告
の
国
際
裁
判
管
轄
及
び
準
拠
法

　
　
　
裁
判
所
は
、
不
在
者
が
生
存
し
て
い
た
と
認
め
ら

　
　
れ
る
最
後
の
時
点
に
お
い
て
、
不
在
者
が
日
本
に
住

　
　
所
を
有
し
て
い
た
と
き
又
は
日
本
の
国
籍
を
有
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う

　
　
い
た
と
き
は
、
日
本
法
に
よ
り
、
失
踪
の
宣
告
を
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、
不
在
者
の
財

　
　
産
が
日
本
に
在
る
と
き
は
そ
の
財
産
に
つ
い
て
の

　
　
み
、
不
在
者
に
関
す
る
法
律
関
係
が
日
本
に
関
係
が

　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
み
、
日
本

　
　
法
に
よ
り
、
失
踪
の
宣
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

　
　
と
と
し
た
。
（
第
六
条
関
係
）

　
四
　
法
律
行
為
の
準
拠
法

　
　
ω
　
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
当
事
者

　
　
　
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
が
な
い
と
き
は
、
当
該
法

　
　
　
律
行
為
の
当
時
に
お
い
て
当
該
法
律
行
為
に
最
も

　
　
　
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
に
よ
る
こ
と
と
し
、

　
　
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
律
行
為
に
お
い
て
特
徴

　
　
　
的
な
給
付
を
当
事
者
の
一
方
の
み
が
行
う
も
の
で

　
　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
給
付
を
行
う
当
事
者
の
常
居
所

　
　
　
地
法
を
、
不
動
産
を
目
的
物
と
す
る
法
律
行
為
で

　
　
　
あ
る
と
き
は
そ
の
不
動
産
の
所
在
地
法
を
、
そ
れ

　
　
　
ぞ
れ
当
該
法
律
行
為
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る

　
　
　
地
の
法
と
推
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
八
条
関

　
　
　
係
）
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健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

法
律
第
八
十
三
号

　
　
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
二
条
第
一
号
及
び
第
五
十
四
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
若
し
く
は
埋

　
葬
料
」
を
「
、
埋
葬
料
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
移
送
費
若
し
く
は
家
族
埋
葬
料
」
に
改
め
、

　
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削

　
り
、
同
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、

　
「
、
第
八
十
六
条
第
三
項
」
を
「
（
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
六
十
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
章
第
二
節
第
一
款
の
款
名
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

　
る
。

　
　
第
六
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
次
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
給
付
は
、
前
項
の
給
付
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
医
療
法
（
昭
和
二

　
　
　
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
（
以
下
「
療
養
病
床
」
と
い
う
。
）

　
　
　
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
を
受
け
る
際
、
七
十
歳
に
達
す

　
　
　
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も

　
　
　
の
を
除
く
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者

　
　
　
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
　
イ
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養

　
　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
で
あ
る
療
養

　
　
三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
高
度
の
医
療
技
術
を
用
い
た
療
養
そ
の
他
の
療
養
で
あ
っ
て
、
前
項
の
給
付
の
対

　
　
　
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
適
正
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
を
図
る
観
点
か
ら
評
価
を
行
う

　
　
　
こ
と
が
必
要
な
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
四
　
被
保
険
者
の
選
定
に
係
る
特
別
の
病
室
の
提
供
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療

　
　
　
養
」
と
い
う
。
）

　
　
第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
」

　
を
削
り
、
「
同
項
」
を
「
医
療
法
第
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
を
「
又

　
は
保
険
薬
局
」
に
改
め
、
「
又
は
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
に
係
る
同
号
の

　
承
認
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第

　
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
二
号
」

　
を
「
前
各
号
」
に
、
「
認
め
る
」
を
「
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次

　
の
二
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
申
請
に
係
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の

　
　
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ

　
　
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
四
　
当
該
申
請
に
係
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

　
　
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　
第
六
十
五
条
第
四
項
第
三
号
及
び
第
六
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
認
め
る
」
を
「
認
め
ら
れ
る
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
条
第
二
項
中
「
第
八
十
六
条
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
」
に
、
「
及

び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
第
六
十
四
条
の
登
録
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
に
係
る
第
六
十
四
条
の
登
録
を
取
り
消
さ

　
　
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

　
二
　
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰

　
　
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　
三
　
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

　
　
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
申
請
者
が
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
と
し
て
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る

　
　
と
き
。

　
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
八
十
六
条
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
」
に

改
め
る
。

　
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
以
前
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
の

一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
た
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部

負
担
金
）
」
を
加
え
る
。

　
第
七
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
一
部
負
担
金
の
額
の
特
例
）

第
七
十
五
条
の
一
一
保
険
者
は
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
被
保
険
者
で
あ
っ

　
て
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困
難

　
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
一
部
負
担
金
を
減
額
す
る
こ
と
。

　
二
　
一
部
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
。

　
三
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
対
す
る
支
払
に
代
え
て
、
一
部
負
担
金
を
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、

　
　
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
措
置
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
一
号
の
措
置
を

　
受
け
た
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
支
払
う
を

　
も
っ
て
足
り
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
措
置
を
受
け
た
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
一
部
負
担
金
を
保
険
医
療
機

　
関
又
は
保
険
薬
局
に
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
八
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第

四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
、
第
八
十
六
条
第
三
項
」
を
「
（
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
八
十
六
条
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
三
項
」
を
「
第
八
十
五

条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生

活
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。
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七
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関
す
る

　
　
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受

　
　
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
八
　
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

　
　
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
開
設
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の

　
　
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反

　
　
し
た
と
き
。

第
八
十
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を

「
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加

え
る
。

　
四
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の

　
　
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で

　
　
の
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
五
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る

　
　
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤
師
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関

　
　
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

　
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
、
第
百
十
条
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
八
十
五

条
の
二
第
五
項
、
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
七
項
及
び
」
に
、
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条

第
二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」
に
改
め
、
「
第
七
十
六
条
第
二
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
、

同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
た
だ
し
、
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
定
め
の
う
ち
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

　
り
で
な
い
。

　
第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
」
の
下
に
「
（
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

第
八
十
五
条
の
二
　
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
三
条
第
三

　
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
か
ら
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の

　
給
付
と
併
せ
て
受
け
た
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
生
活
療
養
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
を
勘
案
し
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
、
平
均
的
な
家
計
に
お
け
る
食
費
及
び

　
光
熱
水
費
の
状
況
並
び
に
病
院
及
び
診
療
所
に
お
け
る
生
活
療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十

　
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基
準
費
用
額
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
用

　
額
に
相
当
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
所
得
の
状
況
、
病
状
の
程
度
、
治
療
の
内

　
容
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
額
。
以
下
「
生
活
療

　
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
諮
問
す
る
も

　
の
と
す
る
。

4
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
定
め
た
後
に
勘
案
又
は
し
ん
酌
す
べ
き
事
項
に
係
る
事
情
が
著

　
し
く
変
動
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
額
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
第
六
十
三
条
第
四
項
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
六

　
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
十
八
条
、
第
八
十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定

　
は
、
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
又
は
診
療
所
か
ら
受
け
た
生
活
療
養
及
び
こ
れ
に
伴
う
入
院
時
生

　
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
八
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
療
養
」
を
「
第
六

十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
総
称
す
る
。
）
の

う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
か
ら
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
、
当
該
額
」
を

「
当
該
額
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
額
及
び
第
三
号
に

掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
得
た
額
」
の
下

に
「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
べ
き

と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
八

十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

　
　
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た

　
　
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額

　
第
八
十
六
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
一
項
第
一
号
の
高
度
の
医
療
を
提
供
す

る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
要
件
を
定
め
る
厚
生
労
働
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
第
二
項
第
一
号
」
を

「
前
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
中
「
及
び
第
八

十
四
条
第
一
項
」
を
「
、
第
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
八
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
、
「
選
定
療
養
及
び

こ
れ
に
伴
う
特
定
療
養
費
」
を
「
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
八
十
五
条
第
五

項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

　
第
八
十
七
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
、
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」

を
、
「
当
該
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生

活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ

き
場
合
に
お
い
て
は
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
費
用
の
額
の
算
定
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に

「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
べ
き

と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
八
十
九
条
第
四
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

　
四
　
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
係
る
前
条
第
一
項
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、

　
　
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

　
五
　
申
請
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
規
定
に
よ
り
罰

　
　
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　
六
　
申
請
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

　
　
ま
で
の
者
で
あ
る
と
き
。

　
七
　
前
各
号
の
ほ
か
、
申
請
者
が
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
と
し
て
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
と

　
　
き
。

　
第
九
十
五
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　
八
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関
す
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の

　
　
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の

　
　
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
九
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

　
　
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
十
　
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
、
こ
の
法
律
そ
の
他
国
民
の
保
健
医
療
に
関
す

　
　
る
法
律
で
政
令
で
定
め
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

　
第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。
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第
九
十
八
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療

養
費
に
係
る
療
養
」
に
、
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、

保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
第
百
四

十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療

養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
の
標
準
報
酬
月
額
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
に
満
た

な
い
と
き
は
、
当
該
政
令
で
定
め
る
金
額
）
」
を
「
政
令
で
定
め
る
金
額
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
条
第
一
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
当
該
額
」
を
「
当
該
額
」

に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の

合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
ロ
か
ら
二

ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
被
扶
養
者
が
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
っ
て
七
十
歳
に

達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
号
二
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え

　
　
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額

　
第
百
十
条
第
三
項
中
「
療
養
（
」
の
下
に
「
評
価
療
養
及
び
」
を
加
え
、
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
か
ら
療
養
を

受
け
る
場
合
又
は
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
評
価
療
養
又
は
」
に
改
め
、
「
第
八
十
五
条

第
二
項
の
費
用
の
額
の
算
定
」
の
下
に
「
、
前
項
第
三
号
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
し
て
は
、

第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
費
用
の
額
の
算
定
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
又
は
第
二

号
」
に
、
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
、
第
八

十
六
条
第
六
項
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
家
族
療
養
費
の
額
の
特
例
）

第
百
十
条
の
二
　
保
険
者
は
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
に
係
る
家
族
療
養
費

　
の
支
給
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
超
え
百
分
の

　
百
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
保
険
者
が
定
め
た
割
合
と
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
に
係
る
前
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
家
族
療
養
費
と
し

　
て
被
保
険
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に

　
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
と
す
る
。
こ
の
場
合

　
に
お
い
て
、
保
険
者
は
、
当
該
支
払
を
し
た
額
か
ら
家
族
療
養
費
と
し
て
被
保
険
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
を
控

　
除
し
た
額
を
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
被
保
険
者
か
ら
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
第
百
十
一
条
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
十
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
「
得
た
額
」
の

下
に
「
（
家
族
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
当
該
規
定

が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
百
十
三
条
中
「
対
し
、
」
の
下
に
「
第
百
条
第
一
項
の
」
を
加
え
る
。

　
第
百
十
五
条
第
一
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用

療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
七
条
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用

療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」

を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活

療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
百
四
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」

を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
条
第
一
項
中
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
」
の
下
に
「
（
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ

の
他
の
看
護
で
あ
る
療
養
を
受
け
る
際
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
る
者
（
次
条
第
一
項

に
お
い
て
「
特
定
長
期
入
院
旦
雇
特
例
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
療
養
と
」
を
「
療
養
の
給
付

と
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

第
百
一
二
十
条
の
二
　
特
定
長
期
入
院
日
雇
特
例
被
保
険
者
が
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病

　
院
又
は
診
療
所
の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
に
受
給
資
格
者
票
を
提
出
し
て
、
そ
の
も
の
か
ら
同
条
第
一
項
第

　
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
受
け
た
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支

　
給
す
る
。

2
　
第
百
二
十
九
条
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

　
準
用
す
る
。

　
第
百
三
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
療
養
」
を
「
第

六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
薬
局
の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の

か
ら
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、

同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
二
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
又
は
第
二

号
」
に
、
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
四
条
並
び
に
第
百
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に

改
め
る
。

　
第
百
三
十
六
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
対
し
、
」
の
下
に
「
第
百
条
第

一
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
前

項
の
規
定
に
よ
る
埋
葬
料
の
額
」
を
「
同
項
の
埋
葬
料
の
金
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　
第
百
四
十
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定
承
認
保
険
医

療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
三
項
に
」
を
「
第
五
項
に
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を

削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は

第
二
号
」
を
「
又
は
第
二
号
」
に
、
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
、
「
、
当

該
額
」
を
「
当
該
額
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
額
及
び

第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
を
加
え
、
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の

下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同

項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
算
定
さ
れ
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
、
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を

　
　
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額

　
第
百
四
十
五
条
第
三
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
次
項
に
規
定
す
る
者
」
を
「
第

百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
被
保
険
者
若
し
く
は
そ

の
被
扶
養
者
又
は
政
令
で
定
め
る
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
」
に
、
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

を
削
り
、
同
条
中
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
第
百
四
十
七
条
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
八
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
九
条
の
表
第
六
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一

項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
十
八
条
並
び
に
第
八
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
特

定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
表
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第

七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
四
条
第
二
項
の
項
中
「
第
七
十
五
条
」
の
下
に
「
、
第
七
十
五
条
の

二
」
を
加
え
、
同
表
第
七
十
七
条
の
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
五

条
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
項
中
「
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項

入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生

活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養

費
の
支
給
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第
百
四
十
九
条
の
表
第
八
十
五
条
第
八
項
の
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、

保
険
外
併
用
療
養
費
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給

　
第
百
四
十
九
条
の
表
第
八
十
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
十
四
項
の
項
中
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

十
四
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
表
第
八
十
六
条
第
六

項
の
項
及
び
第
八
十
六
条
第
十
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
百
十
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
項
中
「
第

八
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
百
十
条
の
二
」
を
加
え
る
。

　
第
百
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
七
十
六
条
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
の
下
に
「
及
び
介
護
納
付
金
」
を
加
え
る
。

　
　
第
百
九
十
九
条
中
「
資
格
」
の
下
に
「
、
標
準
報
酬
又
は
保
険
料
」
を
加
え
る
。

　
　
附
則
第
三
条
第
六
項
中
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
、
「
、
「
老
人
保
健
法
」
を
「
「
老
人

保
健
法
」
に
改
め
、
「
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
」
と
」
の
下
に
「
、
同
条
第
三
号
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
附

則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
保
険
組
合
」
と
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
地
域
型
健
康
保
険
組
合
）

第
三
条
の
一
一
第
二
十
三
条
第
三
項
の
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
健
康
保
険
組
合
又
は
合
併
後
存
続
す
る
健
康
保
険

　
　
組
合
の
う
ち
次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
合
併
に
係
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
域
型
健
康
保

　
　
険
組
合
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
合
併
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
及
び
こ
れ
に
続
く
五
箇
年
度
に
限
り
、
第
百

　
　
六
十
条
第
九
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
不
均
一
の
一
般
保
険
料
率
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
　
合
併
前
の
健
康
保
険
組
合
の
設
立
事
業
所
が
い
ず
れ
も
同
一
都
道
府
県
の
区
域
に
あ
る
こ
と
。

　
　
二
　
当
該
合
併
が
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
健
康
保
険
組
合
、
被
保
険
者
の
数
が
第
十
一
条
第
一
項

　
　
　
又
は
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
く
な
っ
た
健
康
保
険
組
合
そ
の
他
事
業
運
営
基
盤
の
安
定
が
必
要

　
　
　
と
認
め
ら
れ
る
健
康
保
険
組
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
こ
と
。

　
2
　
前
項
の
一
般
保
険
料
率
の
決
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
地
域
型
健
康
保
険
組
合
の
一
般
保
険
料
率
の
認
可
の
手
続
そ
の
他
地
域
型
健
康
保
険
組
合
に
関
し
て
必
要
な
事

　
　
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
二
条
　
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
十
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

標
準
報
酬
月
額
等
級

標
準
報
酬
月
額

報
　
　
　
酬
　
　
　
月
　
　
　
額

第
　
一
　
級

五
八
、
0
0
0
円

六
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
二
　
級

六
八
、
O
O
O
円

六
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
七
三
、
0
0
0
円
未
満

第
　
三
　
級

七
八
、
O
O
O
円

七
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
八
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
四
　
級

八
八
、
O
O
O
円

八
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
九
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
五
　
級

九
八
、
O
O
O
円

九
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
〇
一
、
O
O
O
円
未
満

第
　
六
　
級

一
〇
四
、
O
O
O
円

一
〇
一
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
〇
七
、
O
O
O
円
未
満

第
　
七
　
級

一
一
〇
、
O
O
O
円

一
〇
七
、
0
0
0
円
以
上
　
　
一
一
四
、
O
O
O
円
未
満

第
　
八
　
級

一
一
八
、
O
O
O
円

一
一
四
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
二
二
、
O
O
O
円
未
満

第
　
九
　
級

一
二
六
、
O
O
O
円

一
二
二
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
二
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
一
〇
級

＝
二
四
、
O
O
O
円

一
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
＝
二
八
、
O
O
O
円
未
満

第
一
一
級

一
四
二
、
O
O
O
円

一
三
八
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
四
⊥
パ
、
O
O
O
円
未
満

第
一
二
級

一
五
〇
、
O
O
O
円

一
四
六
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
三
級

一
六
〇
、
O
O
O
円

一
五
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
工
パ
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
四
級

一
七
〇
、
O
O
O
円

エ
パ
五
、
○
0
0
円
以
上
　
　
一
七
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
五
級

一
八
O
、
○
O
O
円

一
七
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
八
五
、
○
O
O
円
未
満

第
一
六
級

一
九
〇
、
O
O
O
円

一
八
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
九
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
七
級

二
〇
〇
、
O
O
O
円

一
九
五
、
○
○
○
円
以
上
　
　
二
一
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
一
八
級

二
二
〇
、
O
O
O
円

二
一
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
三
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
一
九
級

二
四
〇
、
O
O
O
円

二
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
五
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
〇
級

二
六
〇
、
O
O
O
円

二
五
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
七
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
一
級

二
八
O
、
O
O
O
円

二
七
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
九
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
二
級

三
〇
〇
、
○
O
O
円

二
九
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
一
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
三
級

三
二
〇
、
O
O
O
円

三
一
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
三
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
四
級

三
四
〇
、
○
○
○
円

三
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
五
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
五
級

三
六
〇
、
O
O
O
円

三
五
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
七
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
六
級

三
八
O
、
O
O
O
円
三
七
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
九
五
、
O
O
O
円
未
満

第
二
七
級

四
一
〇
、
O
O
O
円

三
九
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
四
二
五
、
O
O
O
円
未
満

第
二
八
級

四
四
〇
、
O
O
O
円

四
二
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
四
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
二
九
級

四
七
〇
、
O
O
O
円

四
五
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
四
八
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
〇
級

五
〇
〇
、
O
O
O
円

四
八
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
五
一
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
一
級

五
三
〇
、
O
O
O
円

五
一
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
五
四
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
二
級

五
六
〇
、
O
O
O
円

五
四
五
、
0
0
0
円
以
上
　
　
五
七
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
三
級

五
九
〇
、
O
O
O
円

五
七
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
〇
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
四
級

六
二
〇
、
O
O
O
円

六
〇
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
三
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
五
級

六
五
〇
、
O
O
O
円

六
三
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
六
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
六
級

六
八
○
、
O
O
O
円

六
六
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
九
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
七
級

七
一
〇
、
O
O
O
円

六
九
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
七
三
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
三
八
級

七
五
〇
、
O
O
O
円

七
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
七
七
〇
、
O
O
O
円
未
満
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第
三
九
級

七
九
〇
、
O
O
O
円

七
七
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
八
一
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
四
〇
級

八
三
〇
、
O
O
O
円

八
一
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
八
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
一
級

八
八
O
、
○
O
O
円

八
五
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
九
〇
五
、
○
O
O
円
未
満

第
四
二
級

九
三
〇
、
O
O
O
円

九
〇
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
九
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
三
級

九
八
0
、
O
O
O
円

九
五
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
O
O
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
四
級

一、

Z
三
〇
、
O
O
O
円一、

n
O
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
〇
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
五
級

一、

Z
九
〇
、
O
O
O
円
一、

Z
五
五
、
○
O
O
円
以
上
一
、
一
一
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
六
級

一、

鼬
ﾜ
〇
、
O
O
O
円
一、

鼈
鼬
ﾜ
、
O
O
O
円
以
上
一
、
一
七
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
七
級

一、

�
黶
Z
、
O
O
O
円
一、

齊
ｵ
五
、
O
O
O
円
以
上

　
第
四
十
条
第
二
項
中
「
百
分
の
三
」
を
「
百
分
の
一
・
五
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
標
準
賞
与
額
が
二
百
万
円
」
を
「
た
だ
し
、
そ
の
月
に
当

該
被
保
険
者
が
受
け
た
賞
与
に
よ
り
そ
の
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
お
け
る
標
準
賞
与
額
の
累
計
額
が
五
百
四
十
万
円
」
に
、
「
と
き
は
、
こ
れ
を
二
百
万
円
」
を
「
こ
と
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
累
計
額
が
五
百
四
十
万
円
と
な
る
よ
う
そ
の
月
の
標
準
賞
与
額
を
決
定
し
、
そ
の
年
度
に
お
い
て

そ
の
月
の
翌
月
以
降
に
受
け
る
賞
与
の
標
準
賞
与
額
は
零
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
六
条
第
五
項
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
（
第
八
十
八
条
第
十
一
項
に
お
い
て
「
国
保
連
合
会
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
八
十
八
条
第
十
一
項
中
「
基
金
」
の
下
に
「
又
は
国
保
連
合
会
」
を
加
え
る
。

　
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
」
の
下
に
「
（
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
第
百
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
、
「
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
」
を
「
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端

数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
し
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に

切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
条
中
「
百
分
の
六
十
に
相
当
す
る
金
額
」
を
「
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
（
そ
の
金
額
に
、
五
十
銭
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
し
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を

一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
百
六
条
の
見
出
し
中
「
出
産
に
関
す
る
」
を
「
出
産
育
児
一
時
金
の
」
に
改
め
、
同
条
中
「
出
産
に
つ
き
」
を

削
り
、
「
保
険
給
付
」
を
「
出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
」
に
改
め
る
。

　
第
百
八
条
第
四
項
中
「
任
意
継
続
被
保
険
者
又
は
」
を
削
る
。

　
第
百
二
十
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

標
準
賃
金
日
額
等
級

標
準
賃
金
日
額

賃
　
　
　
金
　
　
　
日
　
　
　
額

第
　
一
　
級

三
、
O
O
O
円

三
、
五
〇
〇
円
未
満

第
　
二
　
級

四
、
四
〇
〇
円

三
、
五
〇
〇
円
以
上
　
　
　
　
五
、
O
O
O
円
未
満

第
　
三
　
級

五
、
七
五
〇
円

五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
　
六
、
五
〇
〇
円
未
満

第
　
四
　
級

七
、
二
五
〇
円

六
、
五
〇
〇
円
以
上
　
　
　
　
八
、
O
O
O
円
未
満

第
　
五
　
級

八
、
七
五
〇
円

八
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
　
九
、
五
〇
〇
円
未
満

第
　
六
　
級

一
〇
、
七
五
〇
円

九
、
五
〇
〇
円
以
上
　
　
　
一
二
、
O
O
O
円
未
満

第
　
七
　
級

二
二
、
二
五
〇
円

一
二
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
一
四
、
五
〇
〇
円
未
満

第
　
八
　
級

一
五
、
七
五
〇
円

一
四
、
五
〇
〇
円
以
上
　
　
　
一
七
、
O
O
O
円
未
満

第
　
九
　
級

一
八
、
二
五
〇
円

一
七
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
一
九
、
五
〇
〇
円
未
満

第
一
〇
級

二
一
、
二
五
〇
円

一
九
、
五
〇
〇
円
以
上
　
　
　
二
三
、
O
O
O
円
未
満

第
一
一
級

二
四
、
七
五
〇
円

二
三
、
O
O
O
円
以
上

　
　
第
百
三
十
五
条
第
二
項
各
号
及
び
第
百
三
十
八
条
第
二
項
中
「
五
十
分
の
一
」
を
「
四
十
五
分
の
一
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
三
条
第
五
項
中
「
第
九
十
九
条
及
び
」
を
削
る
。

第
三
条
　
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
の
支
給
（
第
百
十
五
条
）
」
を
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
（
第
百
十
五
条
・
第
百
十
五
条
の

　
二
）
」
に
、
「
第
二
百
八
条
」
を
「
第
二
百
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
条
中
「
老
人
保
健
制
度
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
条
第
一
項
第
七
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、
同
項
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
七
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

　
　
　
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
及
び
同
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
同
法
第
五
十
一

　
　
　
条
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
も
の
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者

　
　
　
等
」
と
い
う
。
）

　
　
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
、
」
の
下
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
又
は
」
を
加
え
、

　
同
条
第
四
項
た
だ
し
書
中
「
被
保
険
者
」
の
下
に
「
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
を
加
え
、
同
条
第
七

　
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
あ
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
第
三
十
八
条
中
「
又
は
第
五
号
」
を
「
か
ら
第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
六
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
と
き
。

　
　
第
五
十
二
条
第
九
号
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
、
第
八
十
八
条
及
び
第
九
十
七
条
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
七
十
歳
」
を
「
六
十
五
歳
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
療
養
の

　
給
付
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
条
第
六
号
中
「
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
療
養
の

　
給
付
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
一
条
第
三
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
九
十
五
条
第
六
号
中
「
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

　
す
る
法
律
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
を
「
指
定
訪
問
看
護
」
に
改
め
る
。

　
　
第
九
十
八
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入

　
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
、
医
療
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
老
人
訪
問
看

　
護
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
給
付
若
し
く
は
」
を
「
給
付
又
は
」
に
改
め
、
「
、
又

　
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
り
医
療
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
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医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
（
次
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
医
療

又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
し

く
は
移
送
費
の
支
給
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
」
を
「
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
後
段
を
削
る
。

　
第
百
十
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
か

ら
第
百
十
二
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
の
翌
日
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
三
歳
に
達
す
る
日

の
属
す
る
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
九
十
」
を

「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
る
。

　
「
第
五
節
　
高
額
療
養
費
の
支
給
」
を
「
第
五
節
　
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
」
に
改
め

る
。
　
第
百
十
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
高
額
療
養
費
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
控
除
し
た
額
」
の
下
に
「
（
次
条
第

一
項
に
お
い
て
コ
部
負
担
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
第
四
章
第
五
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。
　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
）

第
百
十
五
条
の
二
　
一
部
負
担
金
等
の
額
（
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー

　
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除

　
し
て
得
た
額
）
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額

　
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
の
合
計
額
が
著

　
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、

　
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
者
に
対
し
、
高
額
介
護
合

　
算
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
百
二
十
七
条
第
十
号
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
第
百
二
十
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、

医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
」
を
削
り
、
同
条
第
七
項
を
削
る
。

　
第
百
三
十
条
第
一
項
中
「
七
十
歳
」
を
「
六
十
五
歳
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
五
項
及
び
第
七
項
」
を

　
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
条
の
二
第
二
項
、
第
百
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
三
条
第
二
項
中
「
、
第
五
項
及
び
第
七
項
」

を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
並
び
に
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
並
び
に
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
及

び
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
第
三
十
四
条
（
同
法
第
四

十
六
条
の
五
の
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
保
険
外

併
用
療
養
費
、
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
（
こ
れ
ら
の
給
付
の
う
ち
第
百
二
十
九
条
第
三
項

の
受
給
資
格
者
票
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」
及
び
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の

規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
」
を
削
る
。

　
第
百
四
十
条
第
二
項
及
び
第
百
四
十
一
条
第
二
項
中
「
、
第
五
項
及
び
第
七
項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養

費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
」
を
削
り
、

同
条
第
三
項
中
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
中
「
百
分
の
九
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
七
条
中
「
控
除
し
た
額
」
の
下
に
「
（
次
条
に
お
い
て
「
旦
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の

額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
）

第
百
四
十
七
条
の
二
　
旦
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
前
条
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場

　
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項

　
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負

　
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た

　
額
）
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険
外
併

　
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支

　
給
を
受
け
た
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
対
し
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
。

　
第
百
四
十
九
条
の
表
第
百
十
五
条
第
二
項
の
項
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を

加
え
る
。

　
第
百
五
十
条
第
一
項
中
「
保
険
者
は
」
の
下
に
「
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
に

よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
百
五
十
四
条
の

二
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
特
定
健
康
診
査
等
以
外
の
事
業
で
あ
っ

て
」
を
加
え
る
。

　
第
百
五
十
一
条
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
、
」
を
「
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い

う
。
）
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
、

「
及
び
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　
第
百
五
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、
「
す

る
。
）
」
の
下
に
「
の
額
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
（
以
下

「
前
期
高
齢
者
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
給
付
費
割
合
（
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
対
す
る
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
の
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
（
以
下
「
前
期
高
齢

者
交
付
金
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
か
ら
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
給
付
費
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
」
を
「
前

期
高
齢
者
納
付
金
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
に
、
「
及
び
介
護
納
付
金
」
を
「
並
び
に
介
護
納
付
金
」
に
改
め
、
「
要
す
る
費
用
」

の
下
に
「
の
額
の
合
算
額
（
当
該
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
除
き
、
前
期
高
齢

者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
か
ら
当
該
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控

除
し
て
得
た
額
を
当
該
合
算
額
か
ら
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、
「
す

る
。
）
」
の
下
に
「
の
額
並
び
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
算
額
か
ら
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
給
付
費

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
「
第
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
に
改
め
、
「
要
す
る
費
用
」
の
下
に
「
の

額
の
合
算
額
（
当
該
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
除
き
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
か
ら
当
該
額
に
給
付
費
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た

額
を
当
該
合
算
額
か
ら
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
五
十
四
条
の
二
　
国
庫
は
、
第
百
五
十
一
条
及
び
前
二
条
に
規
定
す
る
費
用
の
ほ
か
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い

　
て
、
健
康
保
険
事
業
の
執
行
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
百
五
十
五
条
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
コ
般
保
険
料
率
」
の
下
に
「
（
基
本
保
険
料
率
と
特
定
保
険
料
率
と
を
合
算
し

た
率
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。



（号外第143号）報官水曜日平成18年6月21日33
　
第
百
六
十
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期

高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
「
予
想
額
」
の
下
に
「
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」

を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
若
し
く
は
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
若
し

く
は
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
千
分
の
九
十
五
」
を
「
千
分
の
百
」
に
改
め
、
同
条
第

十
一
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

n
　
特
定
保
険
料
率
は
、
各
年
度
に
お
い
て
保
険
者
が
納
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
及
び
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
等
の
額
（
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
及
び
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
に
お
い
て
は
、
そ
の
額
か
ら
第

　
百
五
十
三
条
及
び
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
補
助
額
を
控
除
し
た
額
）
の
合
算
額
（
前
期
高
齢
者
交
付

　
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
を
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
が
管
掌
す
る
被
保
険
者
の
標

　
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
総
額
の
合
算
額
の
見
込
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
、
保
険
者

　
が
定
め
る
。

12
@
基
本
保
険
料
率
は
、
一
般
保
険
料
率
か
ら
特
定
保
険
料
率
を
控
除
し
た
率
を
基
準
と
し
て
、
保
険
者
が
定
め
る
。

　
第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六
条
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後

期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
七
条
中
「
老
人
保
健
法
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
老
人
保
健
拠
出
金
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
九
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
九
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
秘
密
保
持
義
務
）

第
百
九
十
九
条
の
二
　
保
険
者
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
健
康
保
険
事
業
に
関
し

　
て
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
十
一
章
中
第
二
百
八
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
七
条
の
二
　
第
百
九
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百

　
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
関
す
る
給
付
」
の
下
に
「
、
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
の
実
施
」
を
加
え
、
「
老
人
保
健

拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を

削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
第
百
五
十
九
条
」
を
「
第
百
五
十
八
条
、
第
百
五
十
九
条
」
に
、
「
及
び
第
百
六
十
七
条
」

を
「
、
第
百
六
十
四
条
、
第
百
六
十
五
条
、
第
百
六
十
七
条
及
び
第
百
九
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
老
人
保
健

法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
、
又
は
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険

法
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
四
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
（
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
経
過
措
置
）

第
四
条
の
三
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
金
が
同
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
徴
収
す

　
る
間
、
第
百
五
十
一
条
中
「
及
び
第
百
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
百
七
十
三
条
の

　
規
定
に
よ
る
拠
出
金
及
び
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠

　
出
金
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
百
五
十
五
条
及
び
第
百
六
十
条
第
二
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る

　
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
若
し
く
は
後
期
高
齢
者
支

　
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
若
し
く
は
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
、
同
条
第
十
一
項
中
「
国

　
庫
補
助
額
を
控
除
し
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
国
庫
補
助
額
を
控
除
し
た
額
）
並
び
に
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
額
」

　
と
、
附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
旦
雇
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
日
雇
拠
出
金
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
す
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
の
経
過
措
置
）

第
四
条
の
四
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
前

　
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
五
十
一
条
中
「
第
百
七
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
附
則
第
七
条
第

　
　
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
、
第
百
七
十
三
条
」
と
、
第

　
　
百
五
十
三
条
第
二
項
中
「
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
日

　
　
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に

　
　
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
日
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定

　
　
す
る
病
床
転
換
支
援
金
（
旦
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
第
百
五
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び

　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
高
齢
者
の
医
療

　
　
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転

　
　
換
支
援
金
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
五
十
五
条
及
び
第
百
六
十
条
第
二
項
中
「
及
び
退

　
　
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
、
前
条
の
規
定
に
よ

　
　
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
六
十
条
第
六
項
中
「
若
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
若
し
く
は
」

　
　
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
百
六
十
条
第
十
一
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る

　
　
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
額
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十

　
　
六
条
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」

　
　
と
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
後

　
　
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

　
　
附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
条
第
十
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
四
条
　
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
二
節
　
全
国
健
康
保
険
協
会
（
第
七
条
の

　
　
目
次
中
「
第
二
節
　
健
康
保
険
組
合
（
第
八
条
一
第
三
十
条
）
」
を
　
第
三
節
　
健
康
保
険
組
合
（
第
八
条
－
第
三

　
二
一
第
七
条
の
四
十
二
）
こ
、
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
十
条
）
　
　
　
　
　
　
　
」
迄

　
　
第
三
条
第
一
項
第
八
号
中
「
保
険
者
」
を
「
社
会
保
険
庁
長
官
、
健
康
保
険
組
合
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
条
中
「
政
府
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
の
見
出
し
を
「
（
全
国
健
康
保
険
協
会
管
掌
健
康
保
険
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
政
府
」
を
「
全
国
健

　
康
保
険
協
会
」
に
、
「
第
六
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
次
節
、
第
五
十
一
条
の
二
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」

　
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
被
保
険
者

　
　
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
の
確
認
、
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
決
定
並
び
に
保
険
料
の
徴
収
（
任
意
継

　
　
続
被
保
険
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
。

　
　
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
協
会
の
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

　
第
二
十
一
一
条
の
二
　
第
七
条
の
三
十
七
第
一
項
の
規
定
は
、
健
康
保
険
組
合
の
役
員
及
び
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中

　
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
一
一
十
七
条
　
削
除

　
　
第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
報
告
の
徴
収
等
）

　
第
二
十
九
条
　
第
七
条
の
三
十
八
及
び
第
七
条
の
三
十
九
の
規
定
は
、
健
康
保
険
組
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

　
　
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十
九
条
第
一

　
　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
徴
し
、
又
は
質
問
し
、
若
し
く
は
検
査
し
た
場
合
に
お
い
て
」

　
　
と
、
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
2
　
健
康
保
険
組
合
が
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と

　
　
き
、
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
指
定
健
康
保
険
組
合
、
同
条
第
三
項
の
求
め
に
応
じ
な
い
指
定
健
康

　
　
保
険
組
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
指
定
健
康
保
険
組
合
の
事
業
若
し
く
は
財
産
の
状
況
に
よ
り
そ
の
事
業
の
継
続

　
　
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
当
該
健
康
保
険
組
合
の
解
散
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
章
第
二
節
を
回
章
第
三
節
と
し
、
回
章
第
一
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

　
　
　
　
第
一
一
節
　
全
国
健
康
保
険
協
会

　
（
設
立
及
び
業
務
）

第
七
条
の
二
　
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
で
な
い
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）

　
に
係
る
健
康
保
険
事
業
を
行
う
た
め
、
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
。

2
　
協
会
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　
一
　
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
及
び
第
五
章
第
三
節
の
規
定
に
よ
る
旦
雇
特
例
被
保
険
者
に
係
る
保
険
給

　
　
付
に
関
す
る
業
務

　
二
　
第
六
章
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
に
関
す
る
業
務

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
に
関
す
る
業
務
で
あ
っ
て
第
五
条
第

　
　
二
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
業
務
以
外
の
も
の

　
四
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
の
事
業
に
関
す
る
業
務
で
あ
っ

　
　
て
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
業
務
以
外
の
も
の

　
五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

3
　
協
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高

　
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

　
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定

　
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

　
（
法
人
格
）

第
七
条
の
三
　
協
会
は
、
法
人
と
す
る
。

　
（
事
務
所
）

第
七
条
の
四
　
協
会
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
、
従
た
る
事
務
所
（
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）
を
各
都
道
府

　
県
に
設
置
す
る
。

2
　
協
会
の
住
所
は
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
資
本
金
）

第
七
条
の
五
　
協
会
の
資
本
金
は
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。

　
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
か
ら
出
資
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
金

　
額
と
す
る
。

　
（
定
款
）

第
七
条
の
六
　
協
会
は
、
定
款
を
も
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
目
的

　
　
名
称

　
　
　
事
務
所
の
所
在
地

　
　
　
役
員
に
関
す
る
事
項

　
　
　
運
営
委
員
会
に
関
す
る
事
項

　
　
　
評
議
会
に
関
す
る
事
項

　
　
　
保
健
事
業
に
関
す
る
事
項

　
　
　
福
祉
事
業
に
関
す
る
事
項

　
　
　
資
産
の
管
理
そ
の
他
財
務
に
関
す
る
事
項

　
　
　
そ
の
他
組
織
及
び
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

　
項
に
係
る
定
款
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

　
二
　
三
　
四
　
五
　
六
　
七
　
八
　
九
　
十
2
　
前
項
の
定
款
の
変
更
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を

3
　
協
会
は
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

　
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
協
会
は
、
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
第
二
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
、
又
は
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事

　
（
登
記
）

第
七
条
の
七
　
協
会
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
登
記
の
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
も
っ
て
第
三
者

　
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
名
称
）

第
七
条
の
八
　
協
会
で
な
い
者
は
、
全
国
健
康
保
険
協
会
と
い
う
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
役
員
）

第
七
条
の
九
　
協
会
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
一
人
、
理
事
五
人
以
内
及
び
監
事
二
人
を
置
く
。

　
（
役
員
の
職
務
）

第
七
条
の
十
　
理
事
長
は
、
協
会
を
代
表
し
、
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
。

2
　
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
理
事
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
理
事
の
う
ち
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
理
事
長
が

　
指
定
す
る
者
が
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
又
は
そ
の
職
務
を
行
う
。

3
　
理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理
事
長
を
補
佐
し
て
、
協
会
の
業
務
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
4
　
監
事
は
、
協
会
の
業
務
の
執
行
及
び
財
務
の
状
況
を
監
査
す
る
。

　
（
役
員
の
任
命
）

第
七
条
の
十
一
　
理
事
長
及
び
監
事
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
長
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
七
条
の

　
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
運
営
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
理
事
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

4
　
理
事
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
を
任
命
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
と
と

　
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
役
員
の
任
期
）

第
七
条
の
十
二
　
役
員
の
任
期
は
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

2
　
役
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
役
員
の
欠
格
条
項
）

第
七
条
の
十
一
二
　
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
（
役
員
の
解
任
）

第
七
条
の
十
四
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
役
員

　
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

　
き
、
そ
の
他
役
員
た
る
に
適
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
遂
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
二
　
職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

3
　
理
事
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
と
と

　
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
役
員
の
兼
職
禁
止
）

第
七
条
の
十
五
　
役
員
（
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利

　
事
業
に
従
事
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
（
代
表
権
の
制
限
）

第
七
条
の
十
六
　
協
会
と
理
事
長
又
は
理
事
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
代
表
権

　
を
有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
監
事
が
協
会
を
代
表
す
る
。

　
　
（
代
理
人
の
選
任
）

第
七
条
の
十
七
　
理
事
長
は
、
理
事
又
は
職
員
の
う
ち
か
ら
、
協
会
の
業
務
の
一
部
に
関
し
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁

　
判
外
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
運
営
委
員
会
）

第
七
条
の
十
八
　
事
業
主
（
被
保
険
者
を
使
用
す
る
適
用
事
業
所
の
事
業
主
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
及
び
被
保
険
者
の
意
見
を
反
映
さ
せ
、
協
会
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
協
会
に
運
営
委
員
会
を
置
く
。

2
　
運
営
委
員
会
の
委
員
は
、
九
人
以
内
と
し
、
事
業
主
、
被
保
険
者
及
び
協
会
の
業
務
の
適
正
な
運
営
に
必
要
な

　
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
が
各
同
数
を
任
命
す
る
。

3
　
前
項
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。

4
　
第
七
条
の
十
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
運
営
委
員
会
の
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
運
営
委
員
会
の
職
務
）

第
七
条
の
十
九
　
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2　
い
て
、

3　
定
め
る
。

　
（
委
員
の
地
位
）

第
七
条
の
一
一
十
　
運
営
委
員
会
の
委
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ

　
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

　
（
評
議
会
）

第
七
条
の
一
一
十
一
　
協
会
は
、
都
道
府
県
ご
と
の
実
情
に
応
じ
た
業
務
の
適
正
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
支
部
ご
と

　
に
評
議
会
を
設
け
、
当
該
支
部
に
お
け
る
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
、
評
議
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

2
　
評
議
会
の
評
議
員
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
評
議
会
が
設
け
ら
れ
る
支
部
の
都
道
府
県
に
所

　
在
す
る
適
用
事
業
所
（
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
の
適
用
事
業
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
主
及

　
び
被
保
険
者
並
び
に
当
該
支
部
に
お
け
る
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
学
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

　
支
部
の
長
（
以
下
「
支
部
長
」
と
い
う
。
）
が
委
嘱
す
る
。

　
（
運
営
規
則
）

第
七
条
の
二
十
二
　
協
会
は
、
業
務
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、

　
運
営
規
則
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
理
事
長
は
、
運
営
規
則
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
（
職
員
の
任
命
）

第
七
条
の
二
十
三
　
協
会
の
職
員
は
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
（
役
員
及
び
職
員
の
公
務
員
た
る
性
質
）

第
七
条
の
二
十
四
　
第
七
条
の
二
十
の
規
定
は
、
協
会
の
役
員
及
び
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
事
業
年
度
）

第
七
条
の
一
一
十
五
　
協
会
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

　
（
企
業
会
計
原
則
）

第
七
条
の
二
十
六
　
協
会
の
会
計
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
企
業
会
計
原
則
に

　
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
事
業
計
画
等
の
認
可
）

第
七
条
の
一
一
十
七
　
協
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
開
始
前
に
、
厚
生

　
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

　
　
定
款
の
変
更

　
　
第
七
条
の
二
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
運
営
規
則
の
変
更

　
　
協
会
の
毎
事
業
年
度
の
事
業
計
画
並
び
に
予
算
及
び
決
算

　
　
重
要
な
財
産
の
処
分
又
は
重
大
な
債
務
の
負
担

　
　
第
七
条
の
三
十
五
第
二
項
に
規
定
す
る
役
員
に
対
す
る
報
酬
及
び
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
の
変
更

　
　
そ
の
他
協
会
の
組
織
及
び
業
務
に
関
す
る
重
要
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

　
前
項
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
は
、
理
事
長
の
諮
問
に
応
じ
、
又
は
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ

　
　
　
理
事
長
に
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

一二三四五六

　
（
財
務
諸
表
等
）

第
七
条
の
一
一
十
八
　
協
会
は
、
毎
事
業
年
度
の
決
算
を
翌
事
業
年
度
の
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
完
結
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

2
　
協
会
は
、
毎
事
業
年
度
、
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
利
益
の
処
分
又
は
損
失
の
処
理
に
関
す
る
書
類
そ
の

　
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
及
び
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
（
以
下
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ

　
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
決
算
報
告
書
（
以
下
「
事
業
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
添
え
、
監
事
及

　
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
会
計
監
査
人
の
意
見
を
付
け
て
、
決
算
完
結
後
二
月
以
内
に
厚
生
労

　
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
財
務
諸
表
及
び
事
業
報
告
書
等
に
は
、
支
部
ご
と
の
財
務
及
び
事
業
の
状
況
を
示
す
た
め
に
必
要
な
事
項
と
し

　
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
協
会
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
諸
表
を
官
報

　
に
公
告
し
、
か
つ
、
財
務
諸
表
及
び
事
業
報
告
書
等
並
び
に
同
項
の
監
事
及
び
会
計
監
査
人
の
意
見
を
記
載
し
た

　
書
面
を
、
各
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
（
会
計
監
査
人
の
監
査
）

第
七
条
の
二
十
九
　
協
会
は
、
財
務
諸
表
及
び
事
業
報
告
書
等
に
つ
い
て
、
監
事
の
監
査
の
ほ
か
、
会
計
監
査
人
の

　
監
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
会
計
監
査
人
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
選
任
す
る
。

3
　
会
計
監
査
人
は
、
公
認
会
計
士
（
公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
六
条
の
二
第
五
項

　
に
規
定
す
る
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
公
認
会
計
士
法
の
規
定
に
よ
り
、
財
務
諸
表
に
つ
い
て
監
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
会
計
監
査
人
と

　
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

5
　
会
計
監
査
人
の
任
期
は
、
そ
の
選
任
の
日
以
後
最
初
に
終
了
す
る
事
業
年
度
の
財
務
諸
表
に
つ
い
て
の
厚
生
労

　
働
大
臣
の
前
条
第
二
項
の
承
認
の
時
ま
で
と
す
る
。

6
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
会
計
監
査
人
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
会
計
監
査
人
を
解
任

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
っ
た
と
き
。

　
二
　
会
計
監
査
人
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
が
あ
っ
た
と
き
。

　
三
　
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
に
堪
え
な
い
と
き
。

　
（
各
事
業
年
度
に
係
る
業
績
評
価
）

第
七
条
の
三
十
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
会
の
事
業
年
度
ご
と
の
業
績
に
つ
い
て
、
評
価
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
協
会
に
対
し
、
当
該
評
価
の
結
果
を
通
知

　
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
借
入
金
）

第
七
条
の
三
十
一
　
協
会
は
、
そ
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣

　
の
認
可
を
受
け
て
、
短
期
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
短
期
借
入
金
は
、
当
該
事
業
年
度
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
金
の

　
不
足
の
た
め
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
金
額
に
限
り
、
厚
生
労
働

　
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
借
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
借
り
換
え
た
短
期
借
入
金
は
、
一
年
以
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
債
務
保
証
）

第
七
条
の
三
十
二
　
政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第

　
二
十
四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
そ
の
業
務
の
円
滑
な
運

　
営
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
協
会
の
短
期
借
入
金
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
、
必
要

　
と
認
め
ら
れ
る
期
間
の
範
囲
に
お
い
て
、
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
資
金
の
運
用
）

第
七
条
の
一
一
一
十
一
二
　
協
会
の
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
の
目
的
及
び
資

　
金
の
性
質
に
応
じ
、
安
全
か
つ
効
率
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
重
要
な
財
産
の
処
分
）

第
七
条
の
三
十
四
　
協
会
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
を
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る

　
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
役
員
の
報
酬
等
）

第
七
条
の
三
十
五
　
協
会
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
及
び
退
職
手
当
は
、
そ
の
役
員
の
業
績
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
協
会
は
、
そ
の
役
員
に
対
す
る
報
酬
及
び
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け

　
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

　
（
職
員
の
給
与
等
）

第
七
条
の
三
十
六
　
協
会
の
職
員
の
給
与
は
、
そ
の
職
員
の
勤
務
成
績
が
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
協
会
は
、
そ
の
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
を
定
め
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
と

　
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

　
（
秘
密
保
持
義
務
）

第
七
条
の
一
二
十
七
　
協
会
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
健
康
保
険
事
業
に
関
し
て
職

　
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
協
会
の
運
営
委
員
会
の
委
員
又
は
委
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
報
告
の
徴
収
等
）

第
七
条
の
三
十
八
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
会
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
及
び
財
産

　
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
協
会
の
事
務
所
に
立
ち
入
っ
て
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

　
若
し
く
は
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
質
問
又
は
検
査
を
行
う
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、

　
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
監
督
）

第
七
条
の
三
十
九
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
会
の
事
業
若
し
く
は
財
産
の
管
理
若
し
く
は
執
行
が
法
令
、
定
款
若
し

　
く
は
厚
生
労
働
大
臣
の
処
分
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
、
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
せ
ず
、
不
当

　
に
経
費
を
支
出
し
、
若
し
く
は
不
当
に
財
産
を
処
分
し
、
そ
の
他
協
会
の
事
業
若
し
く
は
財
産
の
管
理
若
し
く
は

　
執
行
が
著
し
く
適
正
を
欠
く
と
認
め
る
と
き
、
又
は
協
会
の
役
員
が
そ
の
事
業
若
し
く
は
財
産
の
管
理
若
し
く
は

　
執
行
を
明
ら
か
に
怠
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
協
会
又
は
そ
の
役
員
に
対
し
、
そ
の
事
業

　
若
し
く
は
財
産
の
管
理
若
し
く
は
執
行
に
つ
い
て
違
反
の
是
正
又
は
改
善
の
た
め
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
旨
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
協
会
又
は
そ
の
役
員
が
前
項
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
会
に
対
し
、
期
間
を
定
め

　
て
、
当
該
違
反
に
係
る
役
員
の
全
部
又
は
一
部
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
協
会
が
前
項
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
同
項
の
命
令
に
係
る
役
員
を
解
任
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

　
　
（
解
散
）

第
七
条
の
四
十
　
協
会
の
解
散
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

　
　
（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
七
条
の
四
十
一
　
こ
の
法
律
及
び
こ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
協
会
の
財
務
及
び
会
計

　
そ
の
他
協
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
　
（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
七
条
の
四
十
二
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
一
　
第
七
条
の
二
十
七
、
第
七
条
の
三
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
又
は
第
七
条
の
三
十
四
の
規
定

　
　
に
よ
る
認
可
を
し
ょ
う
と
す
る
と
き
。

　
二
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

　
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
（
被
保
険
者
が
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
社
会
保
険
庁
長
官
、
被
保
険
者
が
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ

る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
健
康
保
険
組
合
を
い
う
。
第
百
六
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
八
十
条
第
一
項
、

第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
八
十
一
条
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
一
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
四
十
四
条

第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
五
十
条

第
一
項
並
び
に
第
五
十
一
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
」
に
改
め
る
。

　
第
三
章
中
第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
情
報
の
提
供
等
）

第
五
十
一
条
の
二
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
協
会
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険
者

　
の
資
格
に
関
す
る
事
項
、
標
準
報
酬
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
協
会
の
業
務
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
情
報
の
提
供

　
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
削
る
。

　
第
六
十
条
第
三
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
六
条
第
三
項
中
「
保
険
者
は
」
の
下
に
「
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
」
を
加
え
、
同
項
後
段
を

削
る
。

　
第
七
十
八
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
七
条
第
三
項
」

を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
四
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
　
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
の
保
険
者
の
業
務
の
う
ち
、
旦
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
の
交
付
、
旦
雇
特
例
被
保

　
険
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
及
び
日
雇
拠
出
金
の
徴
収
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
は
、
社
会
保
険
庁
長
官

　
が
行
う
。

　
第
百
二
十
五
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
を
「
厚
生
労
働
大
臣
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
保
険
者
」
を
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
十
一
条
中
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前

期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」

と
い
う
。
）
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
、
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以

下
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
」
を
「
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
十
三
条
第
一
項
中
「
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
事
業
」
を
「
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
健
康
保
険
の
保
険
者
で
あ
る
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
十
四
条
第
二
項
中
「
健
康
保
険
の
保
険
者
で
あ
る
政
府
」
を
「
協
会
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
十
五
条
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意
継
続
被
保
険
者
に
関
す
る
保
険
料
は
、
協

　
会
が
徴
収
す
る
。

　
第
百
五
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
保
険
料
等
の
交
付
）

第
百
五
十
五
条
の
二
　
政
府
は
、
協
会
が
行
う
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
協
会
に
対
し
、
政

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
保
険
庁
長
官
が
徴
収
し
た
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金

　
の
額
及
び
印
紙
を
も
つ
て
す
る
歳
入
金
納
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
二
号
）
の
規
定
に

　
よ
る
納
付
金
に
相
当
す
る
額
か
ら
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
健
康
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
相

　
当
す
る
額
（
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
当
該
費
用
に
係
る
国
庫
負
担
金
の
額
を
除
く
。
）
を
控
除
し
た
額
を
交

　
付
す
る
。

　
第
百
五
十
八
条
中
「
、
次
条
及
び
第
百
六
十
三
条
」
を
「
及
び
次
条
」
に
改
め
る
。

　
第
百
五
十
九
条
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
五
十
九
条
の
二
　
社
会
保
険
庁
長
官
が
保
険
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
、
適
用
事
業
所
の
事
業
主
か
ら
保

　
険
料
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
保
険
料
（
以
下
「
厚
生
年
金
保
険
料
」
と
い
う
。
）
及
び
児
童

　
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
条
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
児
童
手
当
拠
出
金
」
と

　
い
う
。
）
の
一
部
の
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
主
が
納
付
す
べ
き
保
険
料
、
厚
生
年
金
保
険
料
及
び
児
童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん

　
手
当
拠
出
金
の
額
を
基
準
と
し
て
按
分
し
た
額
に
相
当
す
る
保
険
料
の
額
が
納
付
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
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第
百
六
十
条
第
一
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
、
「
千
分
の
八
十
二
」
を
「
千
分
の
三
十
か
ら
千
分
の
百
ま
で
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
支
部
被
保
険
者
（
各
支
部
の
都
道
府
県
に
所
在
す
る
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
被
保
険
者
及

び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
任
意
継
続
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
単
位
と
し

て
協
会
が
決
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
十
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
部
被
保
険
者
を
単
位
と
し
て
決
定
す
る
一
般
保
険
料
率
（
以
下
「
都
道
府
県
単
位
保
険

　
料
率
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
支
部
被
保
険
者
に
適
用
す
る
。

3
　
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
は
、
支
部
被
保
険
者
を
単
位
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
額
に
照
ら
し
、
毎
事
業
年
度
に

　
お
い
て
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
第
五
十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
保
険
給
付
（
以
下
こ
の
項

　
　
及
び
次
項
に
お
い
て
「
療
養
の
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該
支
部
被
保
険
者
に
係
る
も
の
に
要
す
る
費

　
　
用
の
額
（
当
該
支
部
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
等
に
関
す
る
第
百
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
庫

　
　
補
助
の
額
を
除
く
。
）
に
次
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
整
を
行
う
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ
る
額

　
二
　
保
険
給
付
（
支
部
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
等
を
除
く
。
）
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者

　
　
支
援
金
等
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
（
第
百
五
十
三
条
及
び
第
百
五
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
補
助
の
額
（
前

　
　
号
の
国
庫
補
助
の
額
を
除
く
。
）
並
び
に
第
百
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
額
を
除
く
。
）
に
総
報
酬
按
分

　
　
率
（
当
該
都
道
府
県
の
支
部
被
保
険
者
の
総
報
酬
額
（
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
合
計
額
を
い
う
。

　
　
以
下
同
じ
。
）
の
総
額
を
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
総
報
酬
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い

　
　
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

　
三
　
保
健
事
業
及
び
福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
（
第
百
五
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
国
庫
補
助
の
額
を
除

　
　
く
。
）
並
び
に
健
康
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
る
準
備
金
の
積
立
て
の
予

　
　
定
額
（
第
百
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
庫
負
担
金
の
額
を
除
く
。
）
の
う
ち
当
該
支
部
被
保
険
者
が
分
担
す
べ

　
　
き
額
と
し
て
協
会
が
定
め
る
額

4
　
協
会
は
、
支
部
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
年
齢
階
級
別
の
分
布
状
況
と
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の

　
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
の
年
齢
階
級
別
の
分
布
状
況
と
の
差
異
に
よ
っ
て
生
ず
る
療
養
の
給
付
等
に
要
す

　
る
費
用
の
額
の
負
担
の
不
均
衡
並
び
に
支
部
被
保
険
者
の
総
報
酬
額
の
平
均
額
と
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の

　
被
保
険
者
の
総
報
酬
額
の
平
均
額
と
の
差
異
に
よ
っ
て
生
ず
る
財
政
力
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
た
め
、
政
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
部
被
保
険
者
を
単
位
と
す
る
健
康
保
険
の
財
政
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

5
　
協
会
は
、
二
年
ご
と
に
、
翌
事
業
年
度
以
降
の
五
年
間
に
つ
い
て
の
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者

　
数
及
び
総
報
酬
額
の
見
通
し
並
び
に
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
、
保
険
料
の
額
（
各
事
業
年
度
に
お
い
て
財

　
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
保
険
料
率
の
水
準
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
健
康
保
険
事
業
の
収
支
の
見
通
し
を
作

　
成
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

6
　
協
会
が
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
理
事
長
が
当
該
変
更
に
係

　
る
都
道
府
県
に
所
在
す
る
支
部
の
支
部
長
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
支
部
長
は
、
前
項
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
の
ほ
か
、
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
変
更
が
必
要
と
認
め
る

　
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
支
部
に
設
け
ら
れ
た
評
議
会
の
意
見
を
聴
い
た
上
で
、
理
事
長
に
対
し
、
当
該

　
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
変
更
に
つ
い
て
意
見
の
申
出
を
行
う
も
の
と
す
る
。

8
　
協
会
が
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
理
事
長
は
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
厚
生
労

　
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
険

　
庁
長
官
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
@
厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
が
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
健
康
保
険
事
業
の
収
支
の
均
衡

　
を
図
る
上
で
不
適
当
で
あ
り
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
の
健
全
な
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と

　
き
は
、
協
会
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
変
更
の
認
可
を
申
請
す
べ
き

　
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
百
六
十
条
第
十
三
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
、
「
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
総
額
の
合
算

額
」
を
「
総
報
酬
額
の
総
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
を
同
条
第
十
五
項
と
し
、

同
条
第
十
一
項
中
「
政
府
」
を
「
協
会
」
に
、
「
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
標
準
賞
与
額
の
総
額
の
合
算
額
」
を
「
総

報
酬
額
の
総
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

n
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
協
会
が
前
項
の
期
間
内
に
同
項
の
申
請
を
し
な
い
と
き
は
、
社
会
保
障
審
議
会
の
議
を
経

　
て
、
当
該
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

12
@
第
九
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

13

謌
鼾
�
及
び
第
八
項
の
規
定
は
、
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
一
般
保
険
料
率
に
つ
い
て
準
用
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
支
部
被
保
険
者
（
各
支
部
の
都
道
府
県
に
所
在
す
る
適
用
事
業
所
に
使

　
用
さ
れ
る
被
保
険
者
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
任
意
継
続
被
保
険
者
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
を
単
位
と
し
て
協
会
が
決
定
す
る
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
決
定
す
る
も
の
と
す
る
」
と
、
第

　
八
項
中
「
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
一
般
保
険
料
率
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
第
百
六
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

17
@
協
会
は
、
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
保
険
料
率
及
び
特
定
保
険
料
率
を
定
め
、
又
は
前
項

　
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
料
率
を
定
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
通
知
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
第
百
六
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
準
備
金
）

第
百
六
十
条
の
二
　
保
険
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
健
康
保
険
事
業
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備
え

　
る
た
め
、
毎
事
業
年
度
末
に
お
い
て
、
準
備
金
を
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
百
六
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
六
十
三
条
　
削
除

　
第
百
六
十
四
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
（
被
保
険
者
が
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意
継
続

被
保
険
者
で
あ
る
場
合
は
協
会
、
被
保
険
者
が
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
は

当
該
健
康
保
険
組
合
、
こ
れ
ら
以
外
の
場
合
は
社
会
保
険
庁
長
官
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
」
に
改
め
る
。

　
第
百
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
一
般
保
険
料
率
（
第
百
六
十

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
般
保
険
料
率
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
一
般
保
険
料
率
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
平
均
保
険
料
率
（
各
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
に
各
支
部
被
保
険
者
の
総
報

酬
額
の
総
額
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
を
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
総
報
酬
額
の
総
額
で
除
し
て

得
た
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
コ
般
保
険
料
率
）
」
を
「
平
均
保
険
料
率
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
政
府

が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
一
般
保
険
料
率
」
を
「
平
均
保
険
料
率
」
に
、
二
般
保
険
料
率
）
」
を
「
平
均

保
険
料
率
）
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
中
「
保
険
者
」
を
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

　
第
百
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
七
十
三
条
第
一
項
中
「
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
の
保
険
者
」

を
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
に
改
め
る
。

　
第
百
八
十
条
第
一
項
中
「
徴
収
金
」
の
下
に
「
（
以
下
「
保
険
料
等
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
す
る
者
」
の
下
に
「
（
以
下

　
「
滞
納
者
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
（
被
保
険
者
が
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意

継
続
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
又
は
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
若
し
く
は
旦
雇
特
例
被
保
険
者
で
あ
っ

て
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
百
九
条
第
二
項
（
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
協
会
、
被
保
険
者
が
健
康
保
険

組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
場
合
は
当
該
健
康
保
険
組
合
、
こ
れ
ら
以
外
の
場
合
は
社
会
保
険

庁
長
官
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保

険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
保
険
料
そ
の
他
こ

の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
」
を
「
保
険
料
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
協
会
又

は
」
を
加
え
る
。
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第
百
八
十
一
条
第
一
項
中
「
保
険
者
」
を
「
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
（
協
会
に
よ
る
広
報
及
び
保
険
料
の
納
付
の
勧
奨
等
）

第
百
八
十
一
条
の
二
　
協
会
は
、
そ
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
の
円
滑
な
運
営
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
事
業

　
の
意
義
及
び
内
容
に
関
す
る
広
報
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
保
険
料
の
納
付
の
勧
奨
そ
の
他
社
会
保
険
庁
長
官
の

　
行
う
保
険
料
の
徴
収
に
係
る
業
務
に
対
す
る
適
切
な
協
力
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
協
会
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
）

第
百
八
十
一
条
の
三
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
協
会
と
協
議
を
行
い
、
効
果
的
な
保
険
料
の
徴
収
を
行
う
た
め
に
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
協
会
に
保
険
料
の
滞
納
者
に
関
す
る
情
報
そ

　
の
他
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
当
該
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
に
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た

　
と
き
は
、
当
該
滞
納
者
に
対
し
、
協
会
が
当
該
滞
納
者
に
係
る
保
険
料
の
徴
収
を
行
う
こ
と
と
な
る
旨
そ
の
他
の

　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
が
保
険
料
の
徴
収
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
協
会
を
保
険
者
等
と
み
な
し
て
、

　
第
百
八
十
条
及
び
第
百
八
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

4
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
が
保
険
料
を
徴
収
し
た
と
き
は
、
そ
の
徴
収
し
た
額
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て
は
、

　
第
百
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
か
ら
協
会
に
対
し
、
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

5
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
会
に
よ
る
保
険
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
第
百
八
十
二
条
及
び
第
百
八
十
三
条
中
「
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
」
を
「
保
険
料
等
」

に
改
め
る
。

　
第
百
八
十
八
条
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
八
、
第
七
条
の
三
十
九
、
第
九
条
第
二
項
」
に
、
「
第

二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
「
総
会
」
と
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
三
十
九

第
一
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
の

規
定
に
よ
り
報
告
を
徴
し
、
又
は
質
問
し
、
若
し
く
は
検
査
し
た
場
合
に
お
い
て
」
と
、
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
規

約
」
と
」
を
加
え
、
「
第
二
十
九
条
第
四
項
中
」
を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
八

条
」
と
、
」
に
改
め
る
。

　
第
百
九
十
条
及
び
第
百
九
十
三
条
中
「
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
」
を
「
保
険
料
等
」
に

改
め
る
。

　
第
百
九
十
七
条
第
一
項
中
「
保
険
者
」
の
下
に
「
（
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
第
五
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
関
し
て
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
百
九
十
八
条
第
二
項
中
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
百
九
十
九
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
社
会
保
険
庁
長
官
と
協
会
の
連
携
）

第
百
九
十
九
条
の
一
一
社
会
保
険
庁
長
官
及
び
協
会
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業

　
が
、
適
正
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
必
要
な
情
報
交
換
を
行
う
等
、
相
互
の
緊
密
な
連
携
の
確
保
に
努
め
る

　
も
の
と
す
る
。

　
第
二
百
三
条
の
見
出
し
を
「
（
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
等
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
事
務
」
の
下
に
「
の
う
ち
社
会

保
険
庁
長
官
が
行
う
も
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
協
会
は
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
旦
雇
特
例
被
保
険
者
の
保

　
険
の
保
険
者
の
事
務
の
う
ち
協
会
が
行
う
も
の
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
二
百
五
条
第
一
項
中
「
う
ち
」
の
下
に
「
協
会
及
び
」
を
加
え
る
。

　
第
二
百
七
条
の
二
中
「
第
百
九
十
九
条
の
二
」
を
「
第
七
条
の
三
十
七
第
一
項
（
同
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条

の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
二
百
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
十
二
条
の
二
　
第
七
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若

　
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し

　
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
七
条
の
三
十
九
第
一
項
の
規
定
に

　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
協
会
の
役
員
又
は
職
員
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
第
二
百
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
百
十
七
条
の
二
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
協
会
の
役
員
は
、

　
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
一
　
第
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
令
に
違
反
し
て
登
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

　
二
　
第
七
条
の
二
十
七
、
第
七
条
の
三
十
一
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
の
三
十
四
の
規
定
に
よ
り
厚

　
　
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

　
三
　
第
七
条
の
二
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い

　
　
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

　
四
　
第
七
条
の
二
十
八
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
財
務
諸
表
、
事
業
報
告
書
等
若
し
く
は
監
事
及
び
会
計
監
査

　
　
人
の
意
見
を
記
載
し
た
書
面
を
備
え
置
か
ず
、
又
は
閲
覧
に
供
し
な
か
っ
た
と
き
。

　
五
　
第
七
条
の
三
十
三
の
規
定
に
違
反
し
て
協
会
の
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

　
六
　
第
七
条
の
三
十
五
第
二
項
又
は
第
七
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出

　
　
を
し
た
と
き
。

　
七
　
第
七
条
の
三
十
五
第
二
項
又
は
第
七
条
の
三
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
公
表

　
　
を
し
た
と
き
。

　
八
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
業
務
又
は
他
の
法
律
に
よ
り
協
会
が
行
う
も
の
と
さ
れ
た
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ

　
　
た
と
き
。

　
第
二
百
十
九
条
中
「
第
二
十
七
条
（
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
三
十
八
」
に
、
「
若
し

く
は
第
二
十
七
条
」
を
「
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の

三
十
八
」
に
、
「
第
二
十
九
条
第
一
項
（
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
「
第
二
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
百
八
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
の
三
十
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
第
二
百
二
十
条
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
七
条
の
八
、
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
違
反
し
て
」
の
下
に

「、

S
国
健
康
保
険
協
会
と
い
う
名
称
」
を
加
え
る
。

　
附
則
第
二
条
第
六
項
中
「
第
二
十
九
条
及
び
」
を
「
第
七
条
の
三
十
九
、
第
二
十
九
条
第
二
項
及
び
」
に
、
「
第
二

十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
三
十
九
第
一
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
中
」
を
「
「
定
款
」
と
あ
る
の
は
「
規
約
」

と
、
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
六
項
」
と
、
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第

百
六
十
条
第
十
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
六
項
中
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三

号
）
」
を
「
改
正
法
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
第
百
六
十
条
第
九
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

一
項
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
四
条
の
見
出
し
中
「
政
府
管
掌
健
康
保
険
」
を
「
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項

中
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
社
会
保
険
庁
長
官
」
を
「
厚
生

労
働
大
臣
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
法
人
等
が
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
協
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
附
則
第
四
条
の
二
中
「
管
掌
す
る
」
を
「
管
掌
し
て
い
た
」
に
、
「
供
す
る
」
を
「
供
し
て
い
た
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
四
条
の
三
中
「
徴
収
す
る
間
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同

法
」
と
、
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
」

を
加
え
、
「
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
」

を
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
に
、
「
第
百
五
十
五
条
及
び
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
同

条
第
六
項
中
「
若
し
く
は
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
若
し
く
は
退
職
者
給

付
拠
出
金
」
と
、
同
条
第
十
一
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る

の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
、
同
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
四
条
の
四
中
「
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
」
の
下
に
「
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七

条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
国
民
健
康
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換

支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民
健
康
保
険
法
」
と
」
を
加
え
、
「
同
法
附
則
第
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」

　
に
、
「
第
百
五
十
五
条
及
び
第
百
六
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
第
百
六
十
条
第
六
項
中
「
若

　
し
く
は
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
若
し
く
は
」
」
を
「
第
百
六
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
及
び
退
職
者

　
給
付
拠
出
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
」
に
、
「
第
百
六
十
条
第
十
一
項
」

　
を
「
第
百
六
十
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
第
百
六
十
条
第
十
三
項
」
を
「
第
百
六
十
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

第
五
条
　
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
三
条
第
四
項
を
削
る
。

　
　
第
八
十
五
条
第
九
項
、
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
中
「
第
六
十
三
条
第
四
項
、
」
を
削
る
。

　
　
第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
る
。

　
　
第
百
四
十
九
条
の
表
第
六
十
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
四
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
一

　
項
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
十
八
条
並
び
に
第
八
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
及

　
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
第
七
十
八
条
並
び
に
」
を
「
第
七
十
八
条
及
び
」
に
改
め
る
。

　
（
老
人
保
健
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
二
条
中
第
五
号
の
六
を
第
五
号
の
七
と
し
、
第
五
号
の
五
を
第
五
号
の
六
と
し
、
第
五
号
の
四
を
第
五
号
の

　
五
と
し
、
同
条
第
五
号
の
三
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
の
四

　
と
し
、
同
条
第
五
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
五
の
三
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）

　
　
第
十
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
次
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
給
付
は
、
前
項
の
医
療
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
食
事
の
提
供
た
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五

　
　
　
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
（
以

　
　
　
下
「
長
期
入
院
療
養
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
長
期
入
院
療
養
に
限
る
。
）
と
併
せ
て
行
う
も
の

　
　
　
（
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
　
イ
　
食
事
の
提
供
た
る
療
養

　
　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
た
る
療
養

　
　
三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
高
度
の
医
療
技
術
を
用
い
た
療
養
そ
の
他
の
療
養
で
あ
っ
て
、
前
項
の
給
付
の
対

　
　
　
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
適
正
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
を
図
る
観
点
か
ら
評
価
を
行
う

　
　
　
こ
と
が
必
要
な
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
四
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
老
人
医
療
受
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）

　
　
　
の
選
定
に
係
る
特
別
の
病
室
の
提
供
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
第
十
七
条
の
六
を
第
十
七
条
の
七
と
し
、
第
十
七
条
の
五
を
第
十
七
条
の
六
と
し
、
第
十
七
条
の
四
を
第
十
七
条

　
の
五
と
す
る
。

　
　
第
十
七
条
の
三
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七

　
条
の
四
と
し
、
第
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
）

　
第
十
七
条
の
三
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
は
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
給
付

　
　
と
す
る
。

　
　
第
二
十
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
、
保
険
外
併
用
療

　
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
三
章
第
三
節
の
節
名
及
び
同
節
第
一
款
の
款
名
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
五
条
第
三
項
第
二
号
中
「
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

　
第
二
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
老
人
医
療
受
給
対
象
者
」
の
下
に
「
（
長
期
入
院
療
養
を
受
け
る
者
（
次
条
第
一
項

に
お
い
て
「
長
期
入
院
老
人
医
療
受
給
対
象
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
、
「
こ
の

条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
並
び

に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

第
三
十
一
条
の
二
の
一
一
市
町
村
長
は
、
長
期
入
院
老
人
医
療
受
給
対
象
者
が
、
保
険
医
療
機
関
等
の
う
ち
自
己
の

　
選
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
給
付
と
併
せ
て
受
け
た
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用

　
に
つ
い
て
、
そ
の
者
に
対
し
、
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
生
活
療
養
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
を
勘
案
し
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
、
平
均
的
な
家
計
に
お
け
る
食
費
及
び

　
光
熱
水
費
の
状
況
並
び
に
病
院
及
び
診
療
所
に
お
け
る
生
活
療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十

　
一
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基
準
費
用
額
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
用

　
額
に
相
当
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
所
得
の
状
況
、
病
状
の
程
度
、
治
療
の
内

　
容
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
額
。
以
下
「
生
活
療

　
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
定
め
た
後
に
勘
案
又
は
し
ん
酌
す
べ
き
事
項
に
係
る
事
情
が
著

　
し
く
変
動
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
額
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
医
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い

　
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
い
、
又
は
担
当
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

5
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
及
び
前
項
に
規
定
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
の

　
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意

　
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
権
限
に
つ
い

　
て
準
用
す
る
。

7
　
第
二
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
三
十
一

　
条
及
び
前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
受
け
た
生
活
療
養
及
び
こ
れ
に

　
伴
う
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な

　
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
第
三
十
一
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
療
養
」
を
「
保

険
医
療
機
関
等
の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
か
ら
、
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険

外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、

　
「
、
当
該
額
」
を
「
当
該
額
」
に
改
め
、
「
合
計
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該

額
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
額
の
合
計
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」

を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
「
と
す
る
。
」
を
削
り
、
「
標
準

負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

　
　
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た

　
　
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
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第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
中
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
医
療
機
関
等
並
び
に
」
を
「
保
険
医
療
機
関

等
及
び
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
り
、
同

条
第
七
項
中
「
選
定
療
養
」
を
「
評
価
療
養
（
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る
も

の
を
除
く
。
）
、
選
定
療
養
」
に
、
「
第
三
項
」
を
「
前
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
並
び
に

第
三
十
一
条
」
を
「
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
一
条
の
二
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、
「
選
定
療
養
及
び
こ
れ

に
伴
う
特
定
療
養
費
」
を
「
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
三
十
一
条
の
二
第

五
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
す
る
。

　
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医

療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
（
食
事
療
養
」
の
下

に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
及
び
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療

養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
生
活
療
養
に

要
す
る
費
用
の
額
は
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
し
、

保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
生
活
療
養
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

る
。
　
第
三
十
三
条
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
及
び
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
四
条
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
同
項
を

除
き
、
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
四
条
の
二
、
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
の
前
の
見
出
し
及
び
同
条
、
第
三
十
七
条
並
び
に
第
三
十
八
条

中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
九
条
中
「
又
は
特
定
療
養
費
の
支
給
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の

支
給
」
に
、
「
又
は
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費

に
係
る
療
養
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
条
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
、
「
又
は
支
給
し
た
特
定
療
養
費
」
を
「
、
支
給
し
た
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
又
は
支
給
し
た
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
、
「
又
は
支
給
し
た
特
定
療
養
費
」
を
「
、
支
給
し
た
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
又
は
支
給
し
た
保
険
外
併
用
療
養

費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時

生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を

削
り
、
「
の
規
定
に
よ
る
支
払
又
は
第
三
十
一
条
の
三
第
四
項
」
を
「
（
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一

条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
三
条
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
若

し
く
は
特
定
療
養
費
の
支
給
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
」
に
、
「
若

し
く
は
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係

る
療
養
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
又
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
又
は
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
五
条
及
び
第
四
十
六
条
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
る
。

　
第
四
十
六
条
の
六
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
六
条
の
八
第
一
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外

併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
八
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
中
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
、
第
三
十
一

条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
三
条
の
二
中
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項

及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
第
五
項
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六

　
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
同

条
第
二
項
中
「
第
五
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
、
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十

　
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
六
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
（
医
療
費
の
支
給
を
含
む
。
）
、
保
険
外
併
用

　
療
養
費
」
に
改
め
る
。

第
七
条
　
老
人
保
健
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

　
　
目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
目
次

　
　
第
一
章
総
則
（
第
一
条
－
第
七
条
）

　
　
第
二
章
医
療
費
適
正
化
の
推
進

　
　
　
第
一
節
医
療
費
適
正
化
計
画
等
（
第
八
条
一
第
十
七
条
）

　
　
　
第
二
節
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等
（
第
十
八
条
－
第
三
十
一
条
）

　
　
第
三
章
　
前
期
高
齢
者
に
係
る
保
険
者
間
の
費
用
負
担
の
調
整
（
第
三
十
二
条
－
第
四
十
六
条
）

　
　
第
四
章
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
第
一
節
総
則
（
第
四
十
七
条
1
第
四
十
九
条
）

　
　
　
第
二
節
被
保
険
者
（
第
五
十
条
－
第
五
十
五
条
）

　
　
　
第
三
節
　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付

　
　
　
　
第
一
款
通
則
（
第
五
十
六
条
1
第
六
十
三
条
）

　
　
　
　
第
二
款
療
養
の
給
付
及
び
入
院
時
食
事
療
養
費
等
の
支
給

　
　
　
　
　
第
一
目
療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
療
養
費
の
支
給
（
第
六
十
四
条
一
第
七
十
七
条
）

　
　
　
　
　
第
二
目
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
（
第
七
十
八
条
1
第
八
十
一
条
）

　
　
　
　
　
第
三
目
　
特
別
療
養
費
の
支
給
（
第
八
十
二
条
）

　
　
　
　
　
第
四
目
移
送
費
の
支
給
（
第
八
十
三
条
）

　
　
　
　
第
三
款
　
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
（
第
八
十
四
条
・
第
八
十
五
条
）

　
　
　
　
第
四
款
　
そ
の
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
（
第
八
十
六
条
）

　
　
　
　
第
五
款
　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
制
限
（
第
八
十
七
条
－
第
九
十
二
条
）

　
　
　
第
四
節
　
費
用
等

　
　
　
　
第
一
款
費
用
の
負
担
（
第
九
十
三
条
一
第
百
十
五
条
）

　
　
　
　
第
二
款
財
政
安
定
化
基
金
（
第
百
十
六
条
）

　
　
　
　
第
三
款
　
特
別
高
額
医
療
費
共
同
事
業
（
第
百
十
七
条
）

　
　
　
　
第
四
款
保
険
者
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
第
百
十
八
条
－
第
百
二
十
四
条
）

　
　
　
第
五
節
　
保
健
事
業
（
第
百
二
十
五
条
）

　
　
　
第
六
節
　
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
審
査
委
員
会
（
第
百
二
十
六
条
・
第
百
二
十
七
条
）
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第
七
節

　
第
八
節

　
第
九
節

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

附
則

　
審
査
請
求
（
第
百
二
十
八
条
－
第
百
三
十
条
）

　
保
健
事
業
等
に
関
す
る
援
助
等
（
第
百
三
十
一
条
・
第
百
三
十
二
条
）

　
雑
則
（
第
百
三
十
三
条
－
第
百
三
十
八
条
）

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
（
第
百
三
十
九
条
－
第
百
五
十
四
条
）

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
（
第
百
五
十
五
条
－
第
百
五
十
七
条
）

雑
則
（
第
百
五
十
八
条
－
第
百
六
十
六
条
）

罰
則
（
第
百
六
十
七
条
1
第
百
七
十
一
条
）

　
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
民
の
高
齢
期
に
お
け
る
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
た
め
、
医
療
費
の
適
正
化
を
推
進

　
す
る
た
め
の
計
画
の
作
成
及
び
保
険
者
に
よ
る
健
康
診
査
等
の
実
施
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
高
齢

　
者
の
医
療
に
つ
い
て
、
国
民
の
共
同
連
帯
の
理
念
等
に
基
づ
き
、
前
期
高
齢
者
に
係
る
保
険
者
間
の
費
用
負
担
の

　
調
整
、
後
期
高
齢
者
に
対
す
る
適
切
な
医
療
の
給
付
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
制
度
を
設
け
、
も
っ
て
国
民
保
健

　
の
向
上
及
び
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
第
二
条
第
一
項
中
「
老
人
」
を
「
高
齢
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
老
後
」
を
「
高
齢
期
」
に
改
め
る
。

　
第
三
条
中
「
こ
の
法
律
に
よ
る
保
健
事
業
（
以
下
単
に
「
保
健
事
業
」
と
い
う
。
）
が
健
全
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ

る
よ
う
」
を
「
国
民
の
高
齢
期
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
取
組
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
、

高
齢
者
医
療
制
度
（
第
三
章
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
に
係
る
保
険
者
間
の
費
用
負
担
の
調
整
及
び
第
四
章
に
規
定

す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
営
が
健
全
に
行
わ
れ
る
よ
う
」
に
改
め
る
。

　
第
四
条
中
「
老
後
」
を
「
高
齢
期
」
に
、
「
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
、
保
健
事
業
が
健
全
か
つ
円
滑
に
実
施
さ
れ

る
よ
う
適
切
な
」
を
「
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
取
組
及
び
高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
が
適
切

か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
所
要
の
」
に
改
め
る
。

　
第
五
条
中
「
老
後
」
を
「
高
齢
期
」
に
、
「
保
健
事
業
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
」
に
改
め
る
。

　
第
七
条
を
削
る
。

　
第
六
条
第
三
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
二
を
第
五
号
と
し
、
同
条
を
第

七
条
と
す
る
。

　
第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
医
療
の
担
い
手
等
の
責
務
）

第
六
条
　
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
の
担
い
手
並
び
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
第
二
百
五
号
）
第
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
医
療
提
供
施
設
の
開
設
者
及
び
管
理
者
は
、
前
三
条
に
規
定
す

　
る
各
般
の
措
置
、
施
策
及
び
事
業
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
八
十
七
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

た
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
役
員
は
」
を
「
役
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
第
七
十
四
条
」
を
「
第
百
四
十
九
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

2
　
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
若
し
く
は
手
当
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
第
六
十
一
条
第
一
項

　
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
当
な
理
由
が
な
く

　
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
答
弁
せ
ず
、
若

　
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

　
第
八
十
七
条
を
第
百
七
十
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
六
十
九
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下

　
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
一
　
審
査
請
求
人
若
し
く
は
関
係
者
又
は
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
第
百
三
十
条
の
規

　
　
定
に
お
い
て
準
用
す
る
国
民
健
康
保
険
法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
違
反
し
て
、
出
頭
せ
ず
、

　
　
陳
述
を
せ
ず
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
若
し
く
は
報
告
を
し
、
又
は
診
断
若
し
く
は
検
案
を
し

　
　
な
か
っ
た
と
き
（
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
行
う
審
査
の
手
続
に
お
け
る
請
求
人
又
は
第
百
三
十
条
の
規
定

　
　
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
そ
の
他
の
利
害

　
　
関
係
人
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
。

　
二
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
第
六
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
命
ぜ
ら
れ
、
正
当

　
　
な
理
由
が
な
く
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
が
な

　
　
く
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

　
第
八
十
六
条
を
削
る
。

　
第
八
十
五
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
」
を
削
り
、
「
職
員
は
」

を
「
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

　
二
　
第
百
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を

　
　
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
文
書
を
提
出
し
た
と
き
。

　
第
八
十
五
条
第
二
項
中
「
第
七
十
六
条
第
一
項
」
を
「
支
払
基
金
又
は
受
託
者
の
役
員
又
は
職
員
が
、
第
百
五
十

二
条
第
一
項
」
に
、
「
忌
避
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
基
金
又
は
受
託
者
の
役
員
又
は
職
員
は
」
を
「
忌

避
し
た
と
き
は
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
六
十
八
条
と
し
、
第
七
草
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
六
十
七
条
　
第
三
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の

　
罰
金
に
処
す
る
。

2
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
職
務
の
執
行
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密

　
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
職
員
又
は
そ
の
職
に
あ
っ
た
者

　
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
審
査
委
員
会
若
し
く
は
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
の
委
員
、
国
保
連
合
会
の
役

　
　
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者

　
三
　
第
七
十
条
第
五
項
（
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
十
八
条

　
　
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審

　
　
査
を
行
う
指
定
法
人
の
役
員
、
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者

　
四
　
第
七
十
条
第
六
項
（
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
十
八
条

　
　
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審

　
　
査
を
行
う
者
又
は
こ
れ
を
行
っ
て
い
た
者

　
第
七
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
七
十
一
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
条
例
で
、
被
保
険
者
が
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

　
出
を
し
な
い
と
き
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
か
ら
届
出
が
な
さ
れ

　
た
と
き
を
除
く
。
）
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
条
例
で
、
第
五
十
四
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の

　
返
還
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
3
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
条
例
で
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
被
保
険
者
の
属
す
る

　
世
帯
の
世
帯
王
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
第
百
三
十
七
条

　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項

　
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下

　
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
市
町
村
は
、
条
例
で
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の

　
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
正
当
な
理
由
が
な
く
第
百
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
り
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該

　
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規

　
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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5
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
条
例
で
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
徴
収
猶
予
し
た
一
部
負
担
金
に

　
係
る
徴
収
金
そ
の
他
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）

　
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る
金
額
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定

　
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
　
市
町
村
は
、
条
例
で
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
保
険
料
そ
の
他
第
四
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
市

　
町
村
が
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
徴
収
を
免
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
免
れ
た
金
額
の
五
倍
に
相
当
す
る

　
金
額
以
下
の
過
料
を
科
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
五
条
の
三
の
規
定
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
過
料
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
七
章
を
第
八
章
と
す
る
。

　
第
八
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
実
施
規
定
）
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
百
六
十
六
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の

四
条
を
加
え
る
。

　
（
国
保
連
合
会
に
対
す
る
監
督
）

第
百
六
十
二
条
　
国
保
連
合
会
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険
法
第
百
六
条
及
び
第
百
八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に

　
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
事
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五

　
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
五
十
六
条
に
規
定
す
る
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

　
（
権
限
の
委
任
）

第
百
六
十
三
条
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地

　
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
の
一
部
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
社
会
保
険

　
事
務
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
厚
生
労
働
大
臣
と
都
道
府
県
知
事
の
連
携
）

第
百
六
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
事
務
を
行
う
と
き
は
、
相
互
に
密

　
接
な
連
携
の
下
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
（
事
務
の
区
分
）

第
百
六
十
五
条
第
四
十
四
条
第
四
項
（
第
百
二
十
四
条
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
六
条
第
一
項
（
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七

　
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
七
十
二
条
第
二

　
項
、
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七

　
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
条
並
び
に
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
第
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第
二
項
（
附
則
第
十
条
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
附
則
第
十
一
条
第
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
二
十
七
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十

　
八
条
及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治

　
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

　
第
八
十
三
条
の
二
か
ら
第
八
十
三
条
の
四
ま
で
を
削
り
、
第
八
十
三
条
を
第
百
六
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
時
効
）

第
百
六
十
条
　
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
を
徴
収
し
、
又
は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
及
び

　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
二
年
を
経
過
し
た
ど
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

2
　
保
険
料
そ
の
他
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
徴
収
の
告
知
又
は
督
促
は
、
民
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定

　
に
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
中
断
の
効
力
を
生
ず
る
。

　
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
を
削
る
。

　
第
八
十
条
中
「
拠
出
金
」
を
「
保
険
料
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

　
（
研
究
開
発
の
推
進
）

第
百
五
十
八
条
　
国
は
、
保
健
事
業
の
健
全
か
つ
円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
に
応
じ

　
た
看
護
そ
の
他
の
医
療
、
機
能
訓
練
等
の
研
究
開
発
並
び
に
高
齢
者
の
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具

　
及
び
機
能
訓
練
の
た
め
の
用
具
の
う
ち
、
疾
病
、
負
傷
等
に
よ
り
心
身
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
者
に
使
用
さ
せ

　
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
の
研
究
開
発
の
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
六
草
中
第
七
十
九
条
か
ら
第
七
十
九
条
の
三
ま
で
を
削
る
。

　
第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
。

　
第
七
十
八
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
百
五
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次

の
一
章
を
加
え
る
。

　
　
　
第
六
章
　
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
高
齢
者
医
療
関
係
業
務

　
（
国
保
連
合
会
の
業
務
）

第
百
五
十
五
条
　
国
保
連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

　
一
　
第
七
十
条
第
四
項
（
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
七
十
八
条

　
　
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
委
託
を
受
け
て

　
　
行
う
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費

　
　
及
び
訪
問
看
護
療
養
費
の
請
求
に
関
す
る
審
査
及
び
支
払

　
二
　
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
運
営
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者

　
　
問
の
連
絡
調
整
及
び
保
険
者
に
対
す
る
必
要
な
助
言
又
は
援
助

2
　
国
保
連
合
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
た
め
、
次

　
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
五
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
第
三
者
に
対
す

　
　
る
損
害
賠
償
金
の
徴
収
又
は
収
納
の
事
務

　
二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
円
滑
な
運
営
に
資
す
る
事
業

　
　
（
議
決
権
の
特
例
）

第
百
五
十
六
条
　
国
保
連
合
会
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
（
以
下
「
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
に

　
つ
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚

　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
規
約
を
も
つ
て
議
決
権
に
関
す
る
特
別
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
区
分
経
理
）

第
百
五
十
七
条
　
国
保
連
合
会
は
、
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し

　
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
十
七
条
中
「
老
人
保
健
関
係
業
務
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
第
百
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
命
令
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
命
令
と
み
な
し
、
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
は
、
同
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五

十
三
条
と
す
る
。

　
第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
第
六
十
五
条
」
を
「
第
百
四
十
条
」
に
、
「
老
人
保
健
関

係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
」

を
「
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
」
に
、
「
同
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
」
を
「
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前

項
」
に
、
「
準
用
す
る
」
を
「
、
準
用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健

関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
二
条
と
す
る
。

　
第
七
十
五
条
中
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
、
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に

改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
一
条
と
す
る
。

　
第
七
十
四
条
の
二
第
一
号
中
「
第
七
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五

十
条
と
す
る
。

　
第
七
十
四
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に

改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
九
条
と
す
る
。

　
第
七
十
三
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
第
四
十
八
条
第
一
項
の
交
付
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
交
付
金
及

び
後
期
高
齢
者
交
付
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
八
条
と
す
る
。
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第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業

務
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
民
法
」
の
下

に
「
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
」
を
加
え
、
同
条
第
八
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
同
条
第

十
項
中
「
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
、
第
二
項
及
び
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同
条
を
第
百
四
十
七

条
と
す
る
。

　
第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
（
第
六
十
四
条
第
二
項
」
を
「
高

齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
（
第
百
三
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老

人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、

「
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
者
に
対
し

前
期
高
齢
者
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
後
期
高

齢
者
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
」
に
、
「
に
規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
行
う
」
に
改
め
、
同
条

を
第
百
四
十
六
条
と
す
る
。

　
第
七
十
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
五
条
と
す
る
。

　
第
六
十
九
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に

改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
四
条
と
す
る
。

　
第
六
十
八
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に

改
め
、
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
」
を
加
え
、
同
条
を
第
百
四

十
三
条
と
す
る
。

　
第
六
十
七
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
「
加
入
者
数
」
の
下
に
「
、
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
状
況
」

を
加
え
、
「
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
者

か
ら
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
徴
収
す
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
保
険
者
か
ら
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

を
徴
収
す
る
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
二
条
と
す
る
。

　
第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業

務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
一
条
と
す
る
。

　
第
六
十
五
条
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に

改
め
、
同
条
を
第
百
四
十
条
と
す
る
。

　
第
六
十
四
条
の
見
出
し
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
基
金
は
」
を
「
支
払
基
金
は
」

に
、
「
次
の
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
一
　
保
険
者
か
ら
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
徴
収
し
、
保
険
者
に
対
し
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
及

　
　
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

　
二
　
保
険
者
か
ら
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
を
徴
収
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
後
期
高
齢
者
交
付
金

　
　
を
交
付
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

　
第
六
十
四
条
第
二
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高

齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
三
十
九
条
と
す
る
。

　
　
「
第
五
章
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
第
五
章
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
の
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
改
め
る
。

　
第
四
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
四
章
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

　
　
　
　
第
一
節
　
総
則

　
　
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

第
四
十
七
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
は
、
高
齢
者
の
疾
病
、
負
傷
又
は
死
亡
に
関
し
て
必
要
な
給
付
を
行
う
も
の
と
す

　
る
。

　
　
（
広
域
連
合
の
設
立
）

第
四
十
八
条
　
市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務
（
保
険
料
の
徴
収
の
事
務
及
び
被
保
険
者
の
便
益
の
増
進
に

　
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
務
を
除
く
。
）
を
処
理
す
る
た
め
、
都
道
府
県
の
区
域
ご
と
に
当
該
区
域

　
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
が
加
入
す
る
広
域
連
合
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
と
い
う
。
）
を
設
け
る
も

　
の
と
す
る
。

　
（
特
別
会
計
）

第
四
十
九
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
及
び
市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い

　
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
会
計
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
二
節
　
被
保
険
者

　
（
被
保
険
者
）

第
五
十
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の

　
被
保
険
者
と
す
る
。

　
一
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
七
十
五
歳
以
上
の
者

　
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、

　
　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
旨
の
当
該
後
期
高
齢

　
　
者
医
療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
も
の

　
（
適
用
除
外
）

第
五
十
一
条
　
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
し
な
い
。

　
一
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
世
帯
（
そ
の
保
護
を
停

　
　
止
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
除
く
。
）
に
属
す
る
者

　
二
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
適
用
除
外
と
す
べ
き
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
で
厚
生
労

　
　
働
省
令
で
定
め
る
も
の

　
（
資
格
取
得
の
時
期
）

第
五
十
二
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

　
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
又
は
前
条
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
日
か
ら
、
そ
の
資
格
を
取
得
す
る
。

　
一
　
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
（
第
五
十
条
第
二
号
の
認
定
を
受
け
た
者

　
　
を
除
く
。
）
が
七
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
。

　
二
　
七
十
五
歳
以
上
の
者
が
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
三
　
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
未
満
の
者
が
、
第

　
　
五
十
条
第
二
号
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。

　
　
（
資
格
喪
失
の
時
期
）

第
五
十
一
二
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
は
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広

　
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ
た
日
若
し
く
は
第
五
十
条
第
二
号
の
状
態
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
日

　
又
は
第
五
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。
た
だ

　
し
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
な
く
な
っ
た
日
に
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

　
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
、
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
は
、
第
五
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者

　
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
か
ら
、
そ
の
資
格
を
喪
失
す
る
。

　
　
（
届
出
等
）

第
五
十
四
条
　
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険
者
の
資
格
の
取
得
及
び
喪
失
に

　
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
、
当
該
被
保
険
者
に
係

　
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
被
保
険
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
証
の
交
付
を
求
め
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
被
保
険
者
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に

　
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
よ
る
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

　
る
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
被
保
険
者
を
除
く
。
）
が
、
当
該
保
険
料
の
納
期
限
か
ら
厚
生
労

　
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料

　
の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
厚
生
労
働
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
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5
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
し
な
い
場
合
に
お

　
い
て
も
、
同
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
に
対
し
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
同
項

　
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

6
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
証
の
返
還
を
求
め
ら
れ
た
被
保
険
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
当

　
該
被
保
険
者
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
が
被
保
険
者
証
を
返
還
し
た
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
当
該

　
被
保
険
者
に
対
し
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
交
付
す
る
。

8
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
被
保
険
者
が
滞
納
し
て
い
る

　
保
険
料
を
完
納
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
者
に
係
る
滞
納
額
の
著
し
い
減
少
、
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別

　
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
、
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
。

9
　
被
保
険
者
は
、
そ
の
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
、
後

　
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
被
保
険
者
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10
@
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
又
は
第
二
十
五

　
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
（
当
該
届
出
に
係
る
書
面
に
同
法
第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
付
記

　
が
さ
れ
た
と
き
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
届
出
と
同
一
の
事
由
に
基
づ
く
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
も
の

　
と
み
な
す
。

n
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
被
保
険
者
に
関
す
る
届
出
並
び
に
被
保
険
者
証
及
び
被
保
険
者
資
格
証
明

　
書
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
（
病
院
等
に
入
院
、
入
所
又
は
入
居
中
の
被
保
険
者
の
特
例
）

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
入
院
、
入
所
又
は
入
居
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
入
院
等
」
と
い
う
。
）
を
し

　
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い

　
う
。
）
の
所
在
す
る
場
所
に
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
病
院
等
に
入
院
等
を
し

　
た
際
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
当
該
病
院
等
が
所
在
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
後
期
高

　
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
、
第
五
十
条
の
規
定
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
二
以
上
の
病
院
等
に
継
続
し
て
入
院
等
を
し
て
い
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
現
に
入
院
等
を
し
て
い
る
病
院
等
（
以

　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
現
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
に
入
院
等
を
す
る
直
前
に
入
院
等
を
し
て
い
た
病
院
等
（
以

　
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
直
前
入
院
病
院
等
」
と
い
う
。
）
及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
等
を
し
た
こ
と

　
に
よ
り
直
前
入
院
病
院
等
及
び
現
入
院
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め

　
ら
れ
る
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
継
続
入
院
等
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院

　
二
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施

　
　
設
又
は
同
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
へ
の
入
所

　
三
　
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第

　
　
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
の
設
置
す
る
施

　
　
設
へ
の
入
所

　
四
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
条
の
四
又
は
第
二
十
条
の
五
に
規
定
す
る
養

　
　
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
ヘ
の
入
所
（
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定

　
　
に
よ
る
入
所
措
置
が
採
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

　
五
　
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
へ
の
入
居
又
は
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護

　
　
保
険
施
設
へ
の
入
所

2
　
特
定
継
続
入
院
等
被
保
険
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
第
五
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

　
該
各
号
に
定
め
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
す
る
。

　
一
　
継
続
し
て
入
院
等
を
し
て
い
る
二
以
上
の
病
院
等
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
院
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
病
院
等
の
所
在
す
る
場
所
に
順
次
住
所
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
当
該
二
以
上
の
病

　
　
院
等
の
う
ち
最
初
の
病
院
等
に
入
院
等
を
し
た
際
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
現
入
院
病
院
等
が
所
在

　
　
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て

　
　
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
　
当
該
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
二
　
継
続
し
て
入
院
等
を
し
て
い
る
二
以
上
の
病
院
等
の
う
ち
一
の
病
院
等
か
ら
継
続
し
て
他
の
病
院
等
に
入
院

　
　
等
を
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
継
続
入
院
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
一
の
病
院
等
の
所
在
す
る

　
　
場
所
以
外
の
場
所
か
ら
当
該
他
の
病
院
等
の
所
在
す
る
場
所
へ
の
住
所
の
変
更
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
特

　
　
定
住
所
変
更
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
最
後
に
行
っ
た
特
定
住
所
変
更
に

　
　
係
る
継
続
入
院
等
の
際
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
現
入
院
病
院
等
が
所
在
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広

　
　
域
連
合
以
外
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　
　
　
当
該
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

3
　
前
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
被
保
険
者
が
入
院
等
を
し
て
い
る
病
院
等
は
、
当
該
病
院
等
の
所
在
す
る
後

　
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
及
び
当
該
被
保
険
者
に
対
し
後
期
高
齢
者
医
療
を
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
に
、
必
要
な
協
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
三
節
　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付

　
　
　
　
　
第
一
款
　
通
則

　
（
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
種
類
）

第
五
十
六
条
　
被
保
険
者
に
係
る
こ
の
法
律
に
よ
る
給
付
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の

　
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問

　
　
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
及
び
移
送
費
の
支
給

　
二
　
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
給
付

　
（
他
の
法
令
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
と
の
調
整
）

第
五
十
七
条
　
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、

　
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
は
、
被
保
険
者
の
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
つ
き
、
労

　
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
療
養
補
償
給
付
若
し
く
は
療
養
給
付
、

　
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
の
規
定
に
よ
る
療
養
補
償
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
若
し
く
は
同
法

　
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
る
療
養
補
償
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
令
に
基
づ
く
医
療
に
関
す
る
給
付
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
給
付
に
相
当
す
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
法
令
以
外
の
法
令
に
よ
り
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
お
い
て
医
療
に
関

　
す
る
給
付
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
行
わ
な
い
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
法
令
に
よ
る
給
付
が
医
療
に
関
す
る
現
物
給
付
で
あ
る
場

　
合
に
お
い
て
、
そ
の
給
付
に
関
し
一
部
負
担
金
の
支
払
若
し
く
は
実
費
徴
収
が
行
わ
れ
、
か
つ
、
そ
の
一
部
負
担

　
金
若
し
く
は
実
費
徴
収
の
額
が
、
そ
の
給
付
が
こ
の
法
律
に
よ
る
療
養
の
給
付
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
し
た
場

　
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
に
よ
る
一
部
負
担
金
の
額
を
超
え
る
と
き
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
法
令
（
介
護
保
険
法

　
を
除
く
。
）
に
よ
る
給
付
が
医
療
費
の
支
給
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
支
給
額
が
、
当
該
療
養
に
つ
き
こ
の
法

　
律
に
よ
る
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、

　
特
別
療
養
費
又
は
移
送
費
の
支
給
を
す
べ
き
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療

　
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
又
は
移
送
費
の
額
に
満
た
な
い
と
き

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
差
額
を
当
該
被
保
険
者
に
支
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定

　
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
当
該
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
後
期
高
齢

　
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
に
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が

　
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
べ
き
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
を
、
当
該
被
保
険
者
に
代
わ
っ
て
保
険
医
療
機
関
等

　
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
費
用
が
支
払
わ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
被
保

　
険
者
に
対
し
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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（
損
害
賠
償
請
求
権
）

第
五
十
八
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
給
付
事
由
が
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
額
の
支
給
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
そ
の
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
価
額
（
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
が
療
養
の
給
付
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
療
養

　
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
療
養
の
給
付
に
関
し
被
保
険
者
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
部
負
担

　
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
限
度
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
第
三
者
に

　
対
し
て
有
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
権
を
取
得
す
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
第
三
者
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
損

　
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
そ
の
価
額
の
限
度
に
お
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療

　
給
付
を
行
う
責
め
を
免
れ
る
。

3
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
請
求
権
に
係
る
損
害
賠
償
金
の
徴
収
又
は

　
収
納
の
事
務
を
国
保
連
合
会
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
不
正
利
得
の
徴
収
等
）

第
五
十
九
条
　
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
後
期
高

　
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
そ
の
者
か
ら
そ
の
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
価
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
保
険
医
又
は
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規

　
定
す
る
主
治
の
医
師
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
診
断
書
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
た
め
、

　
そ
の
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
当
該
保
険
医

　
又
は
主
治
の
医
師
に
対
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
た
者
に
連
帯
し
て
前
項
の
徴
収
金
を
納
付
す
べ
き
こ

　
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
（
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条

　
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
っ
て
療
養

　
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
支
払
又
は
第
七
十
四
条
第
五
項
（
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第

　
七
十
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
保
険
医
療

　
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
支
払
つ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
、
そ
の
返
還
さ
せ
る

　
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
文
書
の
提
出
等
）

第
六
十
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
当
該
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
者
に
対
し
、
文
書
そ
の

　
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
若
し
く
は
診
断
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
診
療
録
の
提
示
等
）

第
六
十
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

　
と
き
は
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
若
し
く
は
手
当
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
行

　
つ
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
又
は
手
当
に
関
し
、
報
告
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
示
を
命

　
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療

　
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支

　
給
を
受
け
た
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
療
養
の
給
付
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、

　
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
に
係

　
る
診
療
、
調
剤
又
は
指
定
訪
問
看
護
の
内
容
に
関
し
、
報
告
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

　
か
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

　
い
。

　
（
受
給
権
の
保
護
）

第
六
十
二
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。

　
（
租
税
そ
の
他
の
公
課
の
禁
止
）

第
六
十
三
条
　
租
税
そ
の
他
の
公
課
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
品
を
標
準
と
し
て
、
課

　
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
第
二
款
　
療
養
の
給
付
及
び
入
院
時
食
事
療
養
費
等
の
支
給

　
　
　
　
　
　
第
一
目
　
療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
療
養
費
の
支
給

　
（
療
養
の
給
付
）

第
六
十
四
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
疾
病
又
は
負
傷
に
関
し
て
は
、
次
に
掲
げ
る
療
養
の

　
給
付
を
行
う
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

　
　
　
診
察

　
　
　
薬
剤
又
は
治
療
材
料
の
支
給

　
　
　
処
置
、
手
術
そ
の
他
の
治
療

　
　
　
居
宅
に
お
け
る
療
養
上
の
管
理
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

　
　
　
病
院
又
は
診
療
所
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護

　
　
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定

　
　
す
る
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世
話
そ
の
他
の
看
護
（
以
下
「
長
期
入
院
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
を
除
く
。
）
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
（
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養

　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
で
あ
る
療
養

　
　
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
適
正
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
を
図
る
観
点
か
ら
評
価
を
行
う

　
　
こ
と
が
必
要
な
療
養
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
養
」
と
い
う
。
）

　
　
被
保
険
者
が
第
一
項
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
己
の
選
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
被
保
険
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
被
保
険

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
第
一
項
の
給
付
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
に
係
る
も
の

　
一
　
二
　
三
　
四
　
五
2
　
次
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
給
付
は
、
前
項
の
給
付
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
長
期
入
院
療
養
に
限
る
。
）
と
併
せ
て
行
う
も
の

　
三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
高
度
の
医
療
技
術
を
用
い
た
療
養
そ
の
他
の
療
養
で
あ
っ
て
、
前
項
の
給
付
の
対

　
四
　
被
保
険
者
の
選
定
に
係
る
特
別
の
病
室
の
提
供
そ
の
他
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療

3　
証
を
提
出
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

　
者
証
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

4　
を
除
く
。
）
は
、
介
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
同

　
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
療
養
病
床
等
に
入
院
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
行
わ
な
い
。

　
（
保
険
医
療
機
関
等
の
責
務
）

第
六
十
五
条
　
保
険
医
療
機
関
等
又
は
保
険
医
等
（
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤

　
師
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
第
七
十
一
条
第
一
項
の
療
養
の
給
付
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
療
養
の
給
付
を
取
り
扱
い
、
又
は
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
導
）

第
六
十
六
条
　
保
険
医
療
機
関
等
は
療
養
の
給
付
に
関
し
、
保
険
医
等
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
診
療
又
は
調
剤
に
関

　
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
指
導
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

　
は
、
診
療
又
は
調
剤
に
関
す
る
学
識
経
験
者
を
そ
の
関
係
団
体
の
指
定
に
よ
り
立
ち
会
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。
た

　
だ
し
、
関
係
団
体
が
指
定
を
行
わ
な
い
場
合
又
は
指
定
さ
れ
た
者
が
立
ち
会
わ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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（
一
部
負
担
金
）

第
六
十
七
条
　
第
六
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
は
、
そ

　
の
給
付
を
受
け
る
際
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
給
付
に
つ
き
第
七
十
条
第
二
項
又
は
第

　
七
十
一
条
第
一
項
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
当
該
各
号

　
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
一
部
負
担
金
と
し
て
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
次
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
　
百
分
の
十

　
二
　
当
該
療
養
の
給
付
を
受
け
る
者
又
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
で
あ
る
被
保
険
者
そ
の
他
政
令
で
定

　
　
め
る
者
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
の
額
が
政
令
で
定
め
る
額
以
上
で
あ
る
場
合

　
　
　
百
分
の
三
十

2
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
前
項
の
一
部
負
担
金
（
第
六
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
た
と
き
は
、
当

　
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
と
す
る
。
）
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
も
の
と
し
、
保
険
医
療
機
関
等
が
善
良
な
管
理
者

　
と
同
一
の
注
意
を
も
つ
て
そ
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
に
努
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
被
保
険
者
が
当
該
一
部

　
負
担
金
の
全
部
又
は
一
部
を
支
払
わ
な
い
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
の

　
請
求
に
基
づ
き
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
例
に
よ
り
こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
八
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
部
負
担
金
を
支
払
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
一
部
負
担
金
の
額
に

　
五
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
円
以
上
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

　
十
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
災
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
被

　
保
険
者
で
あ
っ
て
、
保
険
医
療
機
関
等
に
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
を
支
払
う
こ
と
が
困

　
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
一
部
負
担
金
を
減
額
す
る
こ
と
。

　
二
　
一
部
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
。

　
三
　
保
険
医
療
機
関
等
に
対
す
る
支
払
に
代
え
て
、
一
部
負
担
金
を
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
徴
収
を

　
　
猶
予
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
措
置
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
一
号
の
措
置
を

　
受
け
た
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
を
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
こ
と
を
も
っ
て
足

　
り
、
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
措
置
を
受
け
た
被
保
険
者
に
あ
っ
て
は
一
部
負
担
金
を
保
険
医
療
機
関
等
に
支

　
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
前
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
等
の
診
療
報
酬
）

第
七
十
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
を
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
も
の
と

　
し
、
保
険
医
療
機
関
等
が
療
養
の
給
付
に
関
し
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
費
用
の

　
額
は
、
次
条
第
一
項
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
療
養
の
給
付

　
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、
当
該
療
養
の
給
付
に
関
し
て
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
一
部
負
担

　
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
都
道
府
県
知
事
の
認
可
を
受
け
、
保
険
医
療
機
関
等
と
の
契
約
に
よ
り
、
当

　
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
療
養
の
給
付
に
関
す
る
前
項
の
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、

　
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き

　
は
、
次
条
第
一
項
の
療
養
の
給
付
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
並
び
に
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額

　
の
算
定
に
関
す
る
基
準
及
び
前
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
審
査
し
た
上
、
支
払
う
も
の
と
す
る
。

4
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
及
び
支
払
に
関
す
る
事
務
を
支
払
基
金
又
は
国
保

　
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
国
保
連
合
会
は
、
当
該
委
託
を
受
け
た
審
査
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
に
係
る
も
の
を
、
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定

　
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

6
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
に
係
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
指
定

　
法
人
は
、
当
該
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
者
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
医
療
機
関
等
の
療
養
の
給
付
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
し
て
必
要

　
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
（
療
養
の
給
付
に
関
す
る
基
準
）

第
七
十
一
条
　
療
養
の
給
付
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
並
び
に
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定

　
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
も
の
と

　
す
る
。

2
　
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
は
、
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
条
第

　
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
審
議
し
、
及
び
文
書
を

　
も
っ
て
答
申
す
る
ほ
か
、
同
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
自
ら
厚
生
労
働
大
臣
に
文
書
を
も
つ
て
建
議
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
保
険
医
療
機
関
等
の
報
告
等
）

第
七
十
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
療
養
の
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
保
険
医
等
そ
の
他
の
従
業
員
で
あ

　
つ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
開
設
者
で
あ
っ
た
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
報
告
若
し
く
は
診
療
録
そ
の
他

　
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
保
険
医
療
機
関
等
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
、
保
険
医
等
そ
の

　
他
の
従
業
者
（
開
設
者
で
あ
っ
た
者
等
を
含
む
。
）
に
対
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質

　
問
さ
せ
、
若
し
く
は
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
設
備
若
し
く
は
診
療
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ

　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
第

　
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

3
　
都
道
府
県
知
事
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
き
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
関
し
健
康
保
険
法
第

　
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
保
険
医
等
に
つ
き
こ
の
法
律
の
規

　
定
に
よ
る
診
療
若
し
く
は
調
剤
に
関
し
健
康
保
険
法
第
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る

　
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
健
康
保
険
法
の
準
用
）

第
七
十
一
二
条
　
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
（
入
院
時
食
事
療
養
費
）

第
七
十
四
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
（
長
期
入
院
療
養
を
受
け
る
被
保
険
者
（
次
条
第
一
項

　
に
お
い
て
「
長
期
入
院
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
保
険
医
療
機
関
等

　
　
（
保
険
薬
局
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
自
己
の
選
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
第
六

　
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
受
け
た
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
被

　
保
険
者
に
対
し
、
入
院
時
食
事
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交

　
付
を
受
け
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
入
院
時
食
事
療
養
費
の
額
は
、
当
該
食
事
療
養
に
つ
き
食
事
療
養
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
を
勘
案
し
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
、
平
均
的
な
家
計
に
お
け
る
食
費
の
状

　
況
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

　
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
額
。
以
下
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
定
め
た
後
に
食
費
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
が
著
し
く
変
動
し
た

　
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
額
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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4
　
保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
医
等
（
保
険
薬
剤
師
を
除
く
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
入
院
時
食
事
療
養

費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
い
、
又
は
担
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
食
事
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
そ

　
の
被
保
険
者
が
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
支
払
う
べ
き
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
入
院
時
食
事
療
養

　
費
と
し
て
被
保
険
者
に
対
し
支
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
、
被
保
険
者
に
代
わ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等

　
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

6
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
、
被
保
険
者
に
対
し
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
が
あ
っ
た
も
の

　
と
み
な
す
。

7
　
保
険
医
療
機
関
等
は
、
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
際
、
当
該
支
払
を
し
た
被
保

　
険
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
領
収
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養

　
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の

　
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9
　
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
権
限
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。

10
@
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
並
び
に
本
法
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
条
第
二
項

　
か
ら
第
七
項
ま
で
並
び
に
第
七
十
二
条
の
規
定
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
受
け
た
食
事
療
養
及
び
こ
れ
に

　
伴
う
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な

　
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

第
七
十
五
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
長
期
入
院
被
保
険
者
が
、
保
険
医
療
機
関
等
の
う
ち
自
己
の
選
定

　
す
る
も
の
に
つ
い
て
第
六
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
受
け
た
生
活
療
養
に
要
し
た

　
費
用
に
つ
い
て
、
当
該
長
期
入
院
被
保
険
者
に
対
し
、
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
長
期

　
入
院
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
生
活
療
養
に
要
す
る
平
均
的
な
費
用
の
額
を
勘
案
し
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
、
平
均
的
な
家
計
に
お
け
る
食
費
及
び

　
光
熱
水
費
の
状
況
並
び
に
病
院
及
び
診
療
所
に
お
け
る
生
活
療
養
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
介
護
保
険
法
第
五
十

　
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
基
準
費
用
額
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
基
準
費
用

　
額
に
相
当
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
（
所
得
の
状
況
、
病
状
の
程
度
、
治
療
の
内

　
容
そ
の
他
の
事
情
を
し
ん
酌
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
額
。
以
下
「
生
活
療

　
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
定
め
た
後
に
勘
案
又
は
し
ん
酌
す
べ
き
事
項
に
係
る
事
情
が
著

　
し
く
変
動
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
額
を
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
医
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い

　
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
い
、
又
は
担
当
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

5
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
及
び
前
項
に
規
定
す
る
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
の

　
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意

　
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
権
限
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。

7
　
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
並
び
に
本
法
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
条
第
二
項

　
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
並
び
に
前
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い

　
て
受
け
た
生
活
療
養
及
び
こ
れ
に
伴
う
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）

第
七
十
六
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
、
自
己
の
選
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
評

　
価
療
養
又
は
選
定
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
保

　
険
外
併
用
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
保
険
外
併
用
療
養
費
の
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
療
養
に
食
事
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
額
及

　
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

　
額
の
合
計
額
）
と
す
る
。

　
一
　
当
該
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
き
第
七
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
の
給
付
に

　
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用

　
　
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
額
）
か
ら
、
そ
の
額
に
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合

　
　
を
乗
じ
て
得
た
額
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
の
措
置
が

　
　
採
ら
れ
る
べ
き
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
を
控
除
し
た
額

二
　
当
該
食
事
療
養
に
つ
き
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た

　
　
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
食
事
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
食
事
療
養
に

　
　
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
食
事
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の

　
　
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た

　
　
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額

　
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
を
取
り
扱
い
、
又
は
担
当
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
除
く
。
）
、
選
定
療
養
、
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係

　
る
療
養
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
社
会
保
険
医
療
協

　
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
い
て
準
用
す
る
。

　
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
並
び
に
第
七
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
保
険
医
療
機
関
等

　
に
つ
い
て
受
け
た
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用

　
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
つ
き
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、

　
当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
と
し
て
支

　
給
さ
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
（
療
養
費
）

　
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
療
養
の
給
付
等
」
と
い
う
。
）
を

　
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
以
外
の
病
院
、
診
療
所
若
し
く

　
は
薬
局
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
後
期
高
齢
者
医

　
療
広
域
連
合
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
療
養
の
給
付
等
に
代
え
て
、
療
養
費
を
支
給
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
い
。

3
　
保
険
医
療
機
関
等
及
び
保
険
医
等
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
の
取
扱
い

4
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
評
価
療
養
（
第
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る
も
の
を

5
　
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
権
限
に
つ

6
　
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
並
び
に
本
法
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
条
第
二
項

7
　
第
六
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
七
十
四
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
当
該
療
養
に

第
七
十
七
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
療
養
の
給
付
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
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2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
被
保
険
者
証
を
提
出
し
な
い
で
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
診

　
療
又
は
薬
剤
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
証
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
緊
急
そ
の
他
や
む

　
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
療
養
の
給
付
等
に
代
え
て
、
療
養
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
療
養
費
の
額
は
、
当
該
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
、
そ

　
の
額
に
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

　
を
控
除
し
た
額
及
び
当
該
食
事
療
養
又
は
生
活
療
養
に
つ
い
て
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
食
事
療
養
標
準
負
担
額

　
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額
を
基
準
と
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
定
め
る
。

4
　
前
項
の
費
用
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
療
養
の
給
付
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
第
七
十
一
条
第
一
項

　
の
規
定
を
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
、
入

　
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
を
、
保
険
外
併
用
療
養

　
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
、
現
に
療

　
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
第
二
目
　
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給

　
（
訪
問
看
護
療
養
費
）

第
七
十
八
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
訪
問

　
看
護
事
業
（
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
事
業
を
い
う
。
）
を
行
う
事
業
所
に
よ
り
行

　
わ
れ
る
訪
問
看
護
（
疾
病
又
は
負
傷
に
よ
り
、
居
宅
に
お
い
て
継
続
し
て
療
養
を
受
け
る
状
態
に
あ
る
被
保
険
者

　
（
主
治
の
医
師
が
そ
の
治
療
の
必
要
の
程
度
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
た

　
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
看
護
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
行
う
療
養
上

　
の
世
話
又
は
必
要
な
診
療
の
補
助
を
い
う
。
以
下
「
指
定
訪
問
看
護
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
被
保

　
険
者
に
対
し
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
訪
問
看
護
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当

　
該
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
訪
問
看
護
療
養
費
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
必

　
要
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
被
保
険
者
が
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
己
の
選
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
被
保

　
険
者
証
を
提
出
し
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

4
　
訪
問
看
護
療
養
費
の
額
は
、
当
該
指
定
訪
問
看
護
に
つ
き
平
均
訪
問
看
護
費
用
額
（
指
定
訪
問
看
護
に
要
す
る

　
平
均
的
な
費
用
の
額
を
い
う
。
）
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
、

　
そ
の
額
に
第
六
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
同
項
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

　
額
（
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
第
六
十
九
条
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
べ
き
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ

　
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

5
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の

　
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
権
限
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。

7
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
か
ら
訪
問
看
護
療
養
費
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、

　
第
四
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
運
営
に
関
す

　
る
基
準
（
指
定
訪
問
看
護
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
に
照
ら
し
て
審
査
し
た
上
、
支
払
う
も
の
と
す
る
。

8
　
第
七
十
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
七
十
四
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
訪
問
看
護

　
事
業
者
に
つ
い
て
受
け
た
指
定
訪
問
看
護
及
び
こ
れ
に
伴
う
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

　
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

9
　
第
六
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
十
四
条
第
五
項
の
場
合
に
お
い
て
第
四
項
の
規
定
に

　
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
指
定
訪
問
看
護
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
訪
問
看
護
療
養
費
と
し
て
支
給
さ

　
れ
る
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10
@
指
定
訪
問
看
護
は
、
第
六
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
療
養
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

n
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
四
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
算
定
方
法
の
適
用
及
び
指
定
訪
問
看

　
護
事
業
者
の
訪
問
看
護
療
養
費
の
請
求
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
（
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
）

第
七
十
九
条
　
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

2
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
に
従
い
、
高
齢

　
者
の
心
身
の
状
況
等
に
応
じ
て
適
切
な
指
定
訪
問
看
護
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
そ
の
提
供
す
る
指
定
訪
問

　
看
護
の
質
の
評
価
を
行
う
こ
と
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
常
に
指
定
訪
問
看
護
を
受
け
る
者
の
立
場

　
に
立
っ
て
こ
れ
を
提
供
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
（
指
定
訪
問
看
護
の

　
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意

　
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
権
限
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。

　
（
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
導
）

第
八
十
条
　
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
は
、
指
定
訪
問
看

　
護
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
導
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
報
告
等
）

第
八
十
『
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業

　
所
の
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
」

　
と
い
う
。
）
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
若
し
く

　
は
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
看
護
師
そ
の
他
の
従
業
者
若
し
く
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
で
あ
っ
た
者
等
に
対

　
し
出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
の
当

　
該
指
定
に
係
る
事
業
所
に
つ
い
て
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
項

　
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

3
　
都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
き
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
指
定
訪
問
看
護
に
関
し
健
康
保

　
険
法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨

　
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
第
三
目
　
特
別
療
養
費
の
支
給

第
八
十
一
一
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合

　
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、

　
当
該
被
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
特
別
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
並
び
に
本
法
第
六
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第

　
七
十
条
第
二
項
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
第
七
項
（
第
七
十
八
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

　
第
七
十
六
条
第
二
項
、
第
七
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
九
条
第
二
項
、
第
八
十
条
並
び
に
前
条
の
規
定
は
、
保
険

　
医
療
機
関
等
又
は
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
に
つ
い
て
受
け
た
特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
及
び
こ
れ
に
伴
う
特
別
療

　
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

3
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
第
七

　
十
七
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
療
養
費
を
支
給

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
被
保
険
者
が
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
提
出
し
な
い
で
保
険
医
療
機
関

　
等
に
つ
い
て
診
療
又
は
薬
剤
の
支
給
を
受
け
、
被
保
険
者
資
格
証
明
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
緊
急
そ
の

　
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
る
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
療
養
費
を
支
給
す
る

　
も
の
と
す
る
。
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5
　
第
七
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
療
養
費
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
療
養
の
給
付
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ

　
て
い
る
な
ら
ば
療
養
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
、
「
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き

　
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
場
合
」
と
、
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ

　
れ
て
い
る
な
ら
ば
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
、
「
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支

　
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給

　
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
四
目
　
移
送
費
の
支
給

第
八
十
三
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
が
療
養
の
給
付
（
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る
療
養
及

　
び
特
別
療
養
費
に
係
る
療
養
を
含
む
。
）
を
受
け
る
た
め
病
院
又
は
診
療
所
に
移
送
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
被
保
険

　
者
に
対
し
、
移
送
費
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
支
給
す
る
。

2
　
前
項
の
移
送
費
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
必
要
で
あ
る

　
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
第
三
款
　
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給

　
（
高
額
療
養
費
）

第
八
十
四
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
療
養
の
給
付
に
つ
き
支
払
わ
れ
た
第
六
十
七
条
に
規
定
す
る
一
部

　
負
担
金
の
額
又
は
療
養
（
食
事
療
養
及
び
生
活
療
養
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
要
し
た
費
用
の

　
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療

　
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
若
し
く
は
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
差
額
に
相
当
す
る
額
を

　
控
除
し
た
額
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
コ
部
負
担
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
そ

　
の
療
養
の
給
付
又
は
そ
の
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を

　
受
け
た
被
保
険
者
に
対
し
、
高
額
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
高
額
療
養
費
の
支
給
要
件
、
支
給
額
そ
の
他
高
額
療
養
費
の
支
給
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
療
養
に
必
要
な

　
費
用
の
負
担
の
家
計
に
与
え
る
影
響
及
び
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
）

第
八
十
五
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
一
部
負
担
金
等
の
額
（
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ

　
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第

　
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利

　
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し

　
て
得
た
額
）
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保

　
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
を
受
け
た
被
保
険
者
に
対
し
、

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　
　
　
第
四
款
　
そ
の
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
給
付

第
八
十
六
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
死
亡
に
関
し
て
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
葬
祭
費
の
支
給
又
は
葬
祭
の
給
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又

　
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
給
付
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
、
傷
病
手
当
金
の
支
給
そ
の
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
第
五
款
　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
制
限

第
八
十
七
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
自
己
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
、
又
は
故
意
に
疾
病

　
に
か
か
り
、
若
し
く
は
負
傷
し
た
と
き
は
、
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、

　
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の

　
支
給
（
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
「
療
養
の
給
付
等
」
と
い
う
。
）
は
、
行
わ
な
い
。

第
八
十
八
条
　
被
保
険
者
が
闘
争
、
泥
酔
又
は
著
し
い
不
行
跡
に
よ
っ
て
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
と
き
は
、

　
当
該
疾
病
又
は
負
傷
に
係
る
療
養
の
給
付
等
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
十
九
条
　
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に

　
拘
禁
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
に
係
る
療
養
の
給
付
等
は
、
行
わ
な
い
。

第
九
十
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
療

　
養
に
関
す
る
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
療
養
の
給
付
等
の
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
一
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
後
期
高
齢
者
医

　
療
給
付
を
受
け
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
ず
、
又
は
答
弁
若
し
く
は

　
受
診
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
療
養
の
給
付
等
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
二
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
被
保
険
者
が
保

　
険
料
を
滞
納
し
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
保
険
料
の
納
期
限
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
ま
で

　
の
間
に
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定

　
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢

　
者
医
療
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
し
な
い
場
合
に
お

　
い
て
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
被
保
険
者
が
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い

　
て
は
、
当
該
保
険
料
の
滞
納
に
つ
き
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を

　
除
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
を
一
時
差

　
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
五
十
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け

　
て
い
る
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
全
部
又
は
一
部
の
支
払
の
一
時

　
差
止
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
な
お
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
を
納
付
し
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
被
保
険
者
に
通
知
し
て
、
当
該
一
時
差
止
に
係
る
後
期
高
齢

　
者
医
療
給
付
の
額
か
ら
当
該
被
保
険
者
が
滞
納
し
て
い
る
保
険
料
額
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
四
節
　
費
用
等

　
　
　
　
　
第
一
款
　
費
用
の
負
担

　
　
（
国
の
負
担
）

第
九
十
三
条
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
被
保
険
者
に
係
る

　
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入

　
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、

　
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
の
合
計
額
（
以
下
「
療
養
の
給

　
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
係
る

　
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
（
以
下
「
特
定
費
用
の
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
（
以
下
「
負
担
対
象

　
額
」
と
い
う
。
）
の
十
二
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

2
　
国
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
被
保
険
者
に
係
る
す
べ
て
の
医
療
に
関
す
る
給
付
に
要
す
る

　
費
用
の
額
に
対
す
る
高
額
な
医
療
に
関
す
る
給
付
の
割
合
等
を
勘
案
し
て
、
高
額
な
医
療
に
関
す
る
給
付
の
発
生

　
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
に
与
え
る
影
響
が
著
し
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す

　
る
額
以
上
の
高
額
な
医
療
に
関
す
る
給
付
に
要
す
る
費
用
の
合
計
額
に
次
に
掲
げ
る
率
の
合
計
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
（
第
九
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
「
高
額
医
療
費
負
担
対
象
額
」
と
い
う
。
）
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担

　
す
る
。

　
一
　
負
担
対
象
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
で
除
し
て
得
た
率

　
二
　
第
百
条
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率

　
　
（
国
庫
負
担
金
の
減
額
）

第
九
十
四
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
負
担

　
す
べ
き
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
額
は
、
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



50（号外第143号）報官水曜日平成18年6月21日
　
（
調
整
交
付
金
）

第
九
十
五
条
　
国
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
を
調
整
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢

　
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
調
整
交
付
金
を
交
付
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
整
交
付
金
の
総
額
は
、
負
担
対
象
額
の
見
込
額
の
総
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

　
と
す
る
。

　
（
都
道
府
県
の
負
担
）

第
九
十
六
条
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
負
担
対
象

　
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

2
　
都
道
府
県
は
、
前
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
に
対
し
、
高
額
医
療
費
負
担
対
象
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

　
（
都
道
府
県
の
負
担
金
の
減
額
）

第
九
十
七
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
国

　
が
第
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
べ
き
額
を
減
額
し
た
と
き
は
、
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
負
担
す
べ
き
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
額
は
、
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
市
町
村
の
一
般
会
計
に
お
け
る
負
担
）

第
九
十
八
条
　
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
そ
の
一
般
会

　
計
に
お
い
て
、
負
担
対
象
額
の
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

　
（
市
町
村
の
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
等
）

第
九
十
九
条
　
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
、
所
得
の
少
な
い
者
に
つ
い
て
後
期

　
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
基
づ
き
被
保
険
者
に
係
る

　
保
険
料
に
つ
き
減
額
し
た
額
の
総
額
を
基
礎
と
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

　
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
市
町
村
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
市
町
村
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
、
第
五
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

　
に
至
っ
た
日
の
前
日
に
お
い
て
健
康
保
険
法
、
船
員
保
険
法
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
他
の
法
律
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
被
保
険
者
に
つ

　
い
て
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
日
の
属
す
る
月
以
後
二
年
を
経
過
す
る
月

　
ま
で
の
間
に
限
り
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
基
づ
き
保
険
料
を
減
額
し
た
場

　
合
に
お
け
る
当
該
減
額
し
た
額
の
総
額
を
基
礎
と
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

　
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
、
市
町
村
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り

　
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
四
分
の
三
に
相
当
す
る
額

　
を
負
担
す
る
。

　
　
（
後
期
高
齢
者
交
付
金
）

第
百
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て
負
担
す
る
費
用
の
う

　
ち
、
負
担
対
象
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び

　
に
特
定
費
用
の
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の

　
節
に
お
い
て
「
保
険
納
付
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
払
基
金
が
後

　
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
交
付
す
る
後
期
高
齢
者
交
付
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

2
　
平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
前
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
は
、
百
分
の
十
と
す
る
。

3
　
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
に
お
け
る
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
は
、
百
分
の
十
に
、
第
一
号
に
掲
げ

　
る
率
に
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
率
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
率
を
加
え
て
得
た
数
を
基
礎
と
し
て
、

　
二
年
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
。

　
一
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
保
険
納
付
対
象
額
を
同
年
度
に
お
け
る
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
で
除

　
　
し
て
得
た
率

　
二
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
総
数
か
ら
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保

　
　
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
総
数
を
控
除
し
て
得
た
数
（
そ
の
数
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
を
、

　
　
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
率

4
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
交
付
金
は
、
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
徴
収
す
る
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

　
（
後
期
高
齢
者
交
付
金
の
減
額
）

第
百
一
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
場

　
合
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
支
出
す
べ
き
で
な
い
経
費
を
不
当
に
支
出
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
払
基
金
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
に
対
し
て
交
付
す
る
同
項
の
後
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
額
は
、
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
額
又
は
不
当
に
支
出
し
た
額
を
超
え
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。

　
（
国
の
補
助
）

第
百
二
条
　
国
は
、
第
九
十
三
条
、
第
九
十
五
条
及
び
第
百
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
予
算
の
範

　
囲
内
に
お
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
補
助
及
び
貸
付
け
）

第
百
三
条
　
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条
、
第
九
十
九

　
条
及
び
第
百
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
要
す
る
費
用
に
対
し
、
補
助
金
を

　
交
付
し
、
又
は
貸
付
金
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
保
険
料
）

第
百
四
条
　
市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
要
す
る
費
用
（
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
及
び
第
百
十
七
条
第
二
項

　
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
）
に
充
て
る
た
め
、
保
険
料
を
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
2
　
前
項
の
保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
被
保
険
者
に
対
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
全
区

　
域
に
わ
た
っ
て
均
一
の
保
険
料
率
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

　
合
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
保
険
料
率
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
保
険
料
額
に
よ
っ
て
課
す

　
る
。
た
だ
し
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
の
う
ち
、
離
島
そ
の
他
の
医
療
の
確
保
が
著
し
く
困
難

　
で
あ
る
地
域
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
の
保
険
料

　
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
別
に
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

　
算
定
さ
れ
た
保
険
料
率
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
保
険
料
額
に
よ
っ
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
項
の
保
険
料
率
は
、
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
及
び
第
百

　
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
、
第
百
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定

　
に
よ
る
都
道
府
県
か
ら
の
借
入
金
の
償
還
に
要
す
る
費
用
の
予
定
額
、
保
健
事
業
に
要
す
る
費
用
の
予
定
額
、
被

　
保
険
者
の
所
得
の
分
布
状
況
及
び
そ
の
見
通
し
、
国
庫
負
担
並
び
に
第
百
条
第
一
項
の
後
期
高
齢
者
交
付
金
等
の

　
額
等
に
照
ら
し
、
お
お
む
ね
二
年
を
通
じ
財
政
の
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
保
険
料
等
の
納
付
）

第
百
五
条
　
市
町
村
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
九
十

　
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
並
び
に
保
険
料
そ
の
他
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
市
町

　
村
が
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
賦
課
期
日
）

第
百
六
条
　
保
険
料
の
賦
課
期
日
は
、
当
該
年
度
の
初
日
と
す
る
。
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（
保
険
料
の
徴
収
の
方
法
）

第
百
七
条
　
市
町
村
に
よ
る
第
百
四
条
の
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
（
市
町
村
が
老
齢
等
年
金
給
付

　
を
受
け
る
被
保
険
者
（
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
）
か
ら
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
者
（
以
下
「
年
金
保

　
険
者
」
と
い
う
。
）
に
保
険
料
を
徴
収
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
徴
収
す
べ
き
保
険
料
を
納
入
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以

　
下
同
じ
。
）
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
普
通
徴
収
（
市
町
村
が
、
保
険
料
を
課
せ
ら
れ
た
被
保
険
者
又
は

　
当
該
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
若
し
く
は
当
該
被
保
険
者
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、

　
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

　
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ

　
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
老
齢
等
年
金
給
付
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金

　
そ
の
他
の
同
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
、
地
方

　
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
基
づ
く
老
齢
若
し
く
は
退
職
、
障
害
又
は
死
亡
を
支
給

　
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
年
金
た
る
給
付
に
類
す
る
老
齢
若
し

　
く
は
退
職
、
障
害
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
（
普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の
納
付
義
務
）

第
百
八
条
　
被
保
険
者
は
、
市
町
村
が
そ
の
者
の
保
険
料
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
に
お
い
て
は
、
当
該
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
世
帯
主
は
、
市
町
村
が
当
該
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
の
保
険
料
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
よ
う

　
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

3
　
配
偶
者
の
一
方
は
、
市
町
村
が
被
保
険
者
た
る
他
方
の
保
険
料
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
よ
う
と

　
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
険
料
を
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
（
普
通
徴
収
に
係
る
保
険
料
の
納
期
）

第
百
九
条
　
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
保
険
料
の
納
期
は
、
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
。

　
　
（
介
護
保
険
法
の
準
用
）

第
百
十
条
　
介
護
保
険
法
第
百
三
十
四
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
行

　
う
保
険
料
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め

　
る
。

　
　
（
保
険
料
の
減
免
等
）

第
百
十
一
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
者
に
対
し
、

　
保
険
料
を
減
免
し
、
又
は
そ
の
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
地
方
税
法
の
準
用
）

第
百
十
二
条
　
保
険
料
そ
の
他
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
市
町
村
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
徴
収

　
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
九
条
、
第
十
三
条

　
の
二
、
第
二
十
条
、
第
二
十
条
の
二
及
び
第
二
十
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　
　
（
滞
納
処
分
）

第
百
十
三
条
　
市
町
村
が
徴
収
す
る
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
徴
収
す
る
徴
収
猶
予
し
た
一
部
負
担

　
金
そ
の
他
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
律
で

　
定
め
る
歳
入
と
す
る
。

　
　
（
保
険
料
の
徴
収
の
委
託
）

第
百
十
四
条
　
市
町
村
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
保
険
料
の
徴
収
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
収
入
の

　
確
保
及
び
被
保
険
者
の
便
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
認
め
る
場
合
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
私

　
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
条
例
等
へ
の
委
任
）

第
百
十
五
条
　
こ
の
款
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
料
の
賦
課
額
そ
の
他
保
険
料
の
賦
課
に
関
す
る
事
項
は
、

　
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
で
定
め
る
。

2
　
こ
の
款
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
保
険
料
の
額
の
通
知
そ
の
他
保
険
料
の
徴
収
に
関
す
る
事
項
（
特
別
徴
収

　
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
市
町
村
の
条
例
で
、
特
別
徴
収
に
関
し
て
必
要
な
事

　
項
は
政
令
又
は
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
。

　
　
　
　
　
第
一
一
款
　
財
政
安
定
化
基
金

第
百
十
六
条
　
都
道
府
県
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
の
安
定
化
に
資
す
る
た
め
財
政
安
定
化
基
金
を
設
け
、

　
に
掲
げ
る
事
業
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

次

　
一
　
実
績
保
険
料
収
納
額
が
予
定
保
険
料
収
納
額
に
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
基
金
事
業
対
象
収
入
額
が

　
　
基
金
事
業
対
象
費
用
額
に
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と

　
　
こ
ろ
に
よ
り
、
イ
に
掲
げ
る
額
（
イ
に
掲
げ
る
額
が
ロ
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
ロ
に
掲
げ
る
額
）
の

　
　
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
基
礎
と
し
て
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
お
け
る

　
　
保
険
料
の
収
納
状
況
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
交
付
す
る
事
業

　
　
イ
　
実
績
保
険
料
収
納
額
が
予
定
保
険
料
収
納
額
に
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
額

　
　
ロ
　
基
金
事
業
対
象
収
入
額
が
基
金
事
業
対
象
費
用
額
に
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ
る
額

　
二
　
基
金
事
業
対
象
収
入
額
及
び
基
金
事
業
交
付
額
の
合
計
額
が
、
基
金
事
業
対
象
費
用
額
に
不
足
す
る
と
見
込

　
　
ま
れ
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
不
足
す
る
と
見
込
ま
れ

　
　
る
額
を
基
礎
と
し
て
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
お
け
る
保
険
料
の
収
納
状
況

　
　
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
範
囲
内
の
額
を
貸
し
付
け
る
事
業

　
　
前
項
に
お
け
る
用
語
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
予
定
保
険
料
収
納
額
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
特
定
期
間
（
平
成
二
十
年
度
を
初
年
度
と
す

　
　
る
同
年
度
以
降
の
二
年
度
ご
と
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
中
に
当
該
後
期
高
齢
者
医
療

　
　
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
お
い
て
収
納
が
見
込
ま
れ
た
保
険
料
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
、
療
養
の
給
付

　
　
等
に
要
す
る
費
用
の
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す

　
　
る
費
用
の
額
並
び
に
前
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
か
ら
の
借
入
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
金

　
　
事
業
借
入
金
」
と
い
う
。
）
の
償
還
に
要
す
る
費
用
の
額
に
充
て
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

　
　
算
定
し
た
額

　
二
　
実
績
保
険
料
収
納
額
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
組
織
す
る
市
町
村
に
お
い
て
特
定
期
間
中
に
収
納
し

　
　
た
保
険
料
の
額
の
合
計
額
の
う
ち
、
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に

　
　
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

　
　
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要

　
　
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
養
の
給
付
等
に
要
し
た
費
用
の
額
」
と
い
う
。
）
、
財

　
　
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
並
び
に
基
金
事

　
　
業
借
入
金
の
償
還
に
要
し
た
費
用
の
額
に
充
て
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
三
　
基
金
事
業
対
象
収
入
額
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
に
お
い
て

　
　
特
定
期
間
中
に
収
入
し
た
金
額
（
第
五
号
の
基
金
事
業
交
付
額
及
び
基
金
事
業
借
入
金
の
額
を
除
く
。
）
の
合
計

　
　
額
の
う
ち
、
療
養
の
給
付
等
に
要
し
た
費
用
の
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
　
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額
並
び
に
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
に
要
し
た
費
用
の
額
に
充
て
る
も
の

　
　
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額

　
四
　
基
金
事
業
対
象
費
用
額
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
お
い
て
特
定
期
間
中
に
療
養
の
給
付
等
に
要
し
た

　
　
費
用
の
額
、
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
及
び
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
し
た
費
用
の
額

　
　
並
び
に
基
金
事
業
借
入
金
の
償
還
に
要
し
た
費
用
の
額
の
合
計
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

　
　
し
た
額

　
五
　
基
金
事
業
交
付
額
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
特
定
期
間
中
に
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受

　
　
け
た
額

　
連
合
か
ら
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

　
収
し
た
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
の
総
額
の
三
倍
に
相
当
す
る
額
を
財
政
安
定
化
基
金
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

7
　
財
政
安
定
化
基
金
か
ら
生
ず
る
収
入
は
、
す
べ
て
財
政
安
定
化
基
金
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
3
　
都
道
府
県
は
、
財
政
安
定
化
基
金
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

4
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

5
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
徴

6
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
繰
り
入
れ
た
額
の
三
分
の
一
に
相
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第
三
款
　
特
別
高
額
医
療
費
共
同
事
業

第
百
十
七
条
　
指
定
法
人
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
著
し
く
高
額
な
医
療
に
関
す
る
給
付
の
発
生
が
後

　
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
に
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
被
保
険
者
に

　
係
る
著
し
く
高
額
な
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
（
以
下
「
特
別
高
額
医
療
費
共
同
事

　
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
指
定
法
人
は
、
特
別
高
額
医
療
費
共
同
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
拠
出
金
を
徴
収
す
る
。

3
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
　
　
　
　
第
四
款
　
保
険
者
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等

　
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
百
十
八
条
　
支
払
基
金
は
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
年

　
度
ご
と
に
、
保
険
者
か
ら
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。

2
　
保
険
者
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
）

第
百
十
九
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
は
、
当
該
年
度
の

　
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
々
年
度
の
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
が
前
々
年
度
の

　
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
か
ら
そ
の
超
え

　
る
額
と
そ
の
超
え
る
額
に
係
る
後
期
高
齢
者
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
し
、

　
前
々
年
度
の
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
が
前
々
年
度
の
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
に
満
た
な
い
と
き

　
は
、
当
該
年
度
の
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
に
そ
の
満
た
な
い
額
と
そ
の
満
た
な
い
額
に
係
る
後
期
高
齢
者

　
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
調
整
金
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
概
算
後
期
高
齢

　
者
支
援
金
の
額
と
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
と
の
過
不
足
額
に
つ
き
生
ず
る
利
子
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し

　
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。

　
（
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
）

第
百
二
十
条
　
前
条
第
一
項
の
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
後
期
高
齢
者
医

　
療
広
域
連
合
の
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
の
総
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該

　
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
概

　
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
の
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
調
整
率
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲

　
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
達
成
状
況
、
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
等
を
勘
案
し
、
百
分
の
九
十
か
ら
百
分
の

　
百
十
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

　
　
（
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
）

第
百
一
一
十
一
条
　
第
百
十
九
条
第
一
項
の
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
後
期

　
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
保
険
納
付
対
象
額
の
総
額
を
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
前
々

　
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
確
定
後
期
高

　
齢
者
支
援
金
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
の
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
調
整
率
は
、
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲

　
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
達
成
状
況
、
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
等
を
勘
案
し
、
百
分
の
九
十
か
ら
百
分
の
百
十

　
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
。

　
（
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
百
二
十
一
一
条
　
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
後
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金

　
の
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲

　
げ
る
支
払
基
金
の
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
、
各
保
険
者
に
係
る
加

　
入
者
の
見
込
数
に
応
じ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
（
通
知
）

第
百
二
十
三
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
払
基
金
に
対
し
、

　
各
年
度
に
お
け
る
保
険
納
付
対
象
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
事
務
を
国
保
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

　
る
。

　
（
準
用
）

第
百
二
十
四
条
　
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　
　
第
五
節
　
保
健
事
業

第
百
一
一
十
五
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
健
康
教
育
、
健
康
相
談
、
健
康
診
査
そ
の
他
の
被
保
険
者
の
健

　
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に
必
要
な
事
業
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
療
養
の
た
め
に
必
要
な
用
具
の
貸
付
け
そ
の
他
の
被
保
険
者
の

　
療
養
環
境
の
向
上
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
の
た
め
に
必
要
な
事
業
、
被
保
険
者
の
療
養

　
の
た
め
の
費
用
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
そ
の
他
の
必
要
な
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
に

　
必
要
な
事
業
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指
針
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
前
項
の
指
針
は
、
健
康
増
進
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
等
指
針
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
六
節
　
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
審
査
委
員
会

　
（
審
査
委
員
会
）

第
百
二
十
六
条
　
第
七
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
を
行
う
た
め
、
国
保

　
連
合
会
に
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
審
査
委
員
会
を
置
く
。

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
七
条
に
規
定
す
る
審
査
委
員
会
を
置
く
国
保
連
合
会

　
は
、
当
該
審
査
委
員
会
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
に
係
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
の
準
用
）

第
百
二
十
七
条
　
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
か
ら
第
九
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
診
療
報
酬
審

　
査
委
員
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
　
　
第
七
節
　
審
査
請
求

　
（
審
査
請
求
）

第
百
二
十
八
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
に
関
す
る
処
分
（
被
保
険
者
証
の
交
付
の
請
求
又
は
返
還
に
関
す
る
処
分

　
を
含
む
。
）
又
は
保
険
料
そ
の
他
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
（
市
町
村
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
徴

　
収
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
処
分
に
不
服
が
あ
る
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
に
審
査
請
求
を
す
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
審
査
請
求
は
、
時
効
の
中
断
に
関
し
て
は
、
裁
判
上
の
請
求
と
み
な
す
。

　
　
（
審
査
会
の
設
置
）

第
百
二
十
九
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
は
、
各
都
道
府
県
に
置
く
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
の
準
用
）

第
百
三
十
条
　
国
民
健
康
保
険
法
第
九
十
三
条
か
ら
第
百
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
に
つ
い

　
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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第
八
節
　
保
健
事
業
等
に
関
す
る
援
助
等

　
（
保
健
事
業
等
に
関
す
る
援
助
等
）

第
百
三
十
一
条
　
指
定
法
人
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
運
営
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
が
行
う
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
に
要
す
る
費
用
の
適
正

　
化
の
た
め
の
事
業
そ
の
他
の
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
健
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
調
査
研
究
及

　
び
保
健
事
業
等
の
実
施
に
係
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
間
の
連
絡
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
事
業
等
に

　
関
し
、
専
門
的
な
技
術
又
は
知
識
を
有
す
る
者
の
派
遣
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
措
置
）

第
百
三
十
二
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
法
人
が
行
う
事
業
を
促
進
す
る
た
め
に
必

　
要
な
助
言
、
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
第
九
節
　
雑
則

　
（
都
道
府
県
の
助
言
等
）

第
百
三
十
三
条
　
都
道
府
県
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
又
は
市
町
村
に
対
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
運

　
営
が
健
全
か
つ
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
必
要
な
助
言
及
び
適
切
な
援
助
を
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
五
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
給
付
を
行
お
う
と
す
る
場
合
そ
の
他
の
政
令

　
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
報
告
の
徴
収
等
）

第
百
一
一
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
又
は
市
町
村
に
つ
い
て
、

　
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
及
び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を

　
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
保
険
者
に
対
し
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金

　
等
の
額
の
算
定
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員

　
に
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規

　
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

　
　
（
事
業
状
況
の
報
告
）

第
百
三
十
五
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
又
は
国
保
連
合
会
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
後
期
高
齢
者
医
療
に
係
る
事
業
の
状
況
（
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
あ
っ
て
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
後
期

　
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
長
が
市
町
村
か
ら
報
告
を
受
け
る
事
業
の
状
況
を
含
む
。
）
を
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
に
係
る
事
業
の
状
況
を
後
期
高
齢

　
者
医
療
広
域
連
合
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
戸
籍
に
関
す
る
無
料
証
明
）

第
百
三
十
六
条
　
市
町
村
長
（
特
別
区
及
び
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て

　
は
、
区
長
と
す
る
。
）
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
を
受
け
る
者
に
対
し
、
当
該

　
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
戸
籍
に
関
し
、
無
料
で
証

　
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
被
保
険
者
等
に
関
す
る
調
査
）

第
百
三
十
七
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
資
格
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
及
び
保
険
料
に
関

　
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の

　
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く

　
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
市
町
村
は
、
保
険
料
の
徴
収
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
若

　
し
く
は
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、

　
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規

　
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

　
（
資
料
の
提
供
等
）

第
百
三
十
八
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
資
格
、
後
期
高
齢
者
医
療
給
付
及
び
保
険
料
に
関

　
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の

　
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
資
産
若
し
く
は
収
入
の
状
況
又
は
被
保
険
者
に
対
す
る
第
百
七
条
第
二

　
項
に
規
定
す
る
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
給
状
況
に
つ
き
、
市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
若
し
く
は
年
金
保
険
者
に
対

　
し
必
要
な
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
、
又
は
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機
関
若
し
く
は
被
保

　
険
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
資
格
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
後
期
高
齢

　
者
医
療
広
域
連
合
及
び
保
険
者
に
対
し
、
他
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
者
及
び
加
入
者
の
氏
名
及
び
住
所
、
健
康
保
険
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
そ
の
他
の
必
要
な
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
市
町
村
は
、
保
険
料
の
徴
収
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
保
険
者
、
被
保
険
者
の
配
偶
者
若

　
し
く
は
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
資
産
若
し
く
は
収
入
の
状
況
又
は

　
被
保
険
者
に
対
す
る
第
百
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
給
状
況
に
つ
き
、
官
公
署
若
し
く
は

　
年
金
保
険
者
に
対
し
必
要
な
文
書
の
閲
覧
若
し
く
は
資
料
の
提
供
を
求
め
、
又
は
銀
行
、
信
託
会
社
そ
の
他
の
機

　
関
若
し
く
は
被
保
険
者
の
雇
用
主
そ
の
他
の
関
係
人
に
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
三
章
の
二
を
削
る
。

　
第
二
章
及
び
第
三
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
二
章
　
医
療
費
適
正
化
の
推
進

　
　
　
　
第
一
節
　
医
療
費
適
正
化
計
画
等

　
　
（
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
及
び
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
）

第
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
高
齢
期
に
お
け
る
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
医
療
に
要
す
る

　
費
用
の
適
正
化
（
以
下
「
医
療
費
適
正
化
」
と
い
う
。
）
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
医
療
費
適
正

　
化
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
と
と

　
も
に
、
五
年
ご
と
に
、
五
年
を
一
期
と
し
て
、
医
療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
全
国
医
療
費

　
適
正
化
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
い
て
定
め
る
べ
き
目
標
に
係
る
参
酌
す
べ
き

　
　
標
準
そ
の
他
の
当
該
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
指
針
と
な
る
べ
き
基
本
的
な
事
項

　
二
　
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
三
　
医
療
に
要
す
る
費
用
の
調
査
及
び
分
析
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
重
要
事
項

3
　
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
は
、
医
療
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
、
介
護
保
険
法
（
平
成

　
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
及
び
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律

　
第
百
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
び
協
力
に
関
す
る
事
項

七
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
事
項

一　

走
ｯ
の
健
康
の
保
持
の
推
進
に
関
し
、
国
が
達
成
す
べ
き
目
標
に
関
す
る
事
項

二
　
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進
に
関
し
、
国
が
達
成
す
べ
き
目
標
に
関
す
る
事
項

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
国
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

四
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
保
険
者
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
及

五
　
計
画
期
間
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項

六
　
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項
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5
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
及
び
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し

　
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

6
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
及
び
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し

　
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

7
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
及
び
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
に
基
づ
く
施
策
の
実
施

　
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
険
者
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
必
要
な
協
力
を
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
）

第
九
条
　
都
道
府
県
は
、
医
療
費
適
正
化
基
本
方
針
に
即
し
て
、
五
年
ご
と
に
、
五
年
を
一
期
と
し
て
、
当
該
都
道

　
府
県
に
お
け
る
医
療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
の
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
」
と
い
う
。
）

　
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
住
民
の
健
康
の
保
持
の
推
進
に
関
し
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
目
標
に
関
す
る
事
項

　
二
　
医
療
の
効
率
的
な
提
供
の
推
進
に
関
し
、
当
該
都
道
府
県
に
お
い
て
達
成
す
べ
き
目
標
に
関
す
る
事
項

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
都
道
府
県
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

　
四
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
保
険
者
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
の
連
携
及

　
　
び
協
力
に
関
す
る
事
項

　
五
　
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
調
査
及
び
分
析
に
関
す
る
事
項

　
六
　
計
画
期
間
に
お
け
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項

　
七
　
計
画
の
達
成
状
況
の
評
価
に
関
す
る
事
項

　
八
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
費
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
都
道
府
県
が
必
要
と
認
め
る
事
項

3
　
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
は
、
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
、
介
護
保
険
法
第

　
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
及
び
健
康
増
進
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

　
じ
め
、
関
係
市
町
村
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ

　
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

6
　
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
及
び
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
基
づ
く
施
策
の

　
実
施
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
険
者
、
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
て
必
要
な
協
力

　
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
厚
生
労
働
大
臣
の
助
言
）

第
十
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
の
手
法
そ
の
他
都
道
府

　
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
上
重
要
な
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
ち
よ
く

　
　
（
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
評
価
）

第
十
一
条
　
都
道
府
県
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
を
作
成
し

　
た
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
翌
々
年
度
に
お
い
て
、
当
該

　
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
年
度
の
翌
々

　
年
度
に
お
い
て
、
当
該
計
画
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す

　
る
。

　
　
（
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
）

第
十
二
条
　
都
道
府
県
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
期
間
の

　
終
了
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
お
い
て
、
当
該
計
画
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
状
況
及
び
施
策
の
実
施
状
況

　
に
関
す
る
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
当
該
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
都
道
府
県
は
、
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
厚

　
生
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
の
期
間
の
終
了
の

　
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
に
お
い
て
、
当
該
計
画
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
状
況
及
び
施
策
の
実
施
状
況
に
関
す

　
る
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
の
実
績
に
関
す
る
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
前
項
の
報
告

　
を
踏
ま
え
、
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
い
て
、
各
部
道
府
県
に
お
け
る
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
実
績

　
に
関
す
る
評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

4
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
（
診
療
報
酬
に
係
る
意
見
の
提
出
等
）

第
十
三
条
　
都
道
府
県
は
、
第
十
一
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
評
価
の
結
果
、
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ

　
る
目
標
の
達
成
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条

　
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
及
び
同
法
第
八
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
め
並
び
に
第
七
十
一
条
第
一
項
に

　
規
定
す
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
及
び
第
七
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生

　
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
診
療
報
酬
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
意
見
を
提
出

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
意
見
に
配
慮
し

　
て
、
診
療
報
酬
を
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
診
療
報
酬
の
特
例
）

第
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
二
条
第
三
項
の
評
価
の
結
果
、
第
八
条
第
四
項
第
二
号
及
び
各
都
道
府
県
に

　
お
け
る
第
九
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
し
、
医
療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と

　
認
め
る
と
き
は
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
診
療
報
酬
に
つ
い
て
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
適

　
切
な
医
療
を
各
都
道
府
県
間
に
お
い
て
公
平
に
提
供
す
る
観
点
か
ら
見
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内

　
に
お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
診
療
報
酬
と
異
な
る
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
定
め
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
都
道
府
県
知
事
に
協
議
す
る

　
も
の
と
す
る
。

　
（
資
料
提
出
の
協
力
及
び
助
言
等
）

第
十
五
条
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
評
価
又
は
第
十
二
条

　
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
評
価
を
行
う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
保
険
者
、
医
療
機
関
そ
の
他

　
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
資
料
の
提
出
に
関
し
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
評
価
又
は
第
十
二
条
第
一
項

　
若
し
く
は
第
三
項
の
評
価
に
基
づ
き
、
保
険
者
又
は
医
療
機
関
に
対
し
、
必
要
な
助
言
又
は
援
助
を
す
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
　
（
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
等
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
等
）

第
十
六
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
及
び
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
の
作
成
、
実
施
及

　
び
評
価
に
資
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
公

　
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
医
療
に
要
す
る
費
用
に
関
す
る
地
域
別
、
年
齢
別
又
は
疾
病
別
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

　
　
事
項

　
二
　
医
療
の
提
供
に
関
す
る
地
域
別
の
病
床
数
の
推
移
の
状
況
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

2
　
保
険
者
及
び
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
前
項
に
規

　
定
す
る
調
査
及
び
分
析
に
必
要
な
情
報
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
支
払
基
金
等
へ
の
委
託
）

第
十
七
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
分
析
に
係
る
事
務
の
一
部
を
社
会
保
険
診
療

　
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支

　
払
基
金
」
と
い
う
。
）
又
は
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以

　
下
「
国
保
連
合
会
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
二
節
　
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
等

　
（
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
）

第
十
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
健
康
診
査
（
糖
尿
病
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
生
活
習
慣
病
に
関
す
る
健
康

　
診
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
定
保
健
指
導
（
特
定
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要

　
が
あ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
保
健
指
導
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す

　
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
が
行
う
保
健
指
導
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施

　
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
（
以
下
「
特
定
健
康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
方
法
に
関
す
る
基
本

　
　
的
な
事
項

　
二
　
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
に
係
る
目
標
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
の
作
成
に
関
す
る

　
　
重
要
事
項

3
　
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
は
、
健
康
増
進
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
等
指
針
と
調
和
が
保
た

　
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら

　
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

5
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ

　
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
）

第
十
九
条
　
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
に
即
し
て
、
五
年
．
こ
と
に
、
五
年
を
一
期
と
し
て
、
特
定
健

　
康
診
査
等
の
実
施
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
特
定
健
康
診
査
等
の
具
体
的
な
実
施
方
法
に
関
す
る
事
項

　
二
　
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
及
び
そ
の
成
果
に
関
す
る
具
体
的
な
目
標

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
健
康
診
査
等
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項

3
　
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公

　
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
特
定
健
康
診
査
）

第
二
十
条
　
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
四

　
十
歳
以
上
の
加
入
者
に
対
し
、
特
定
健
康
診
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
入
者
が
特
定
健
康
診
査
に
相

　
当
す
る
健
康
診
査
を
受
け
、
そ
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
た
と
き
、
又
は
第
二
十
六
条
第
二
項
の

　
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
記
録
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
（
他
の
法
令
に
基
づ
く
健
康
診
断
と
の
関
係
）

第
二
十
一
条
　
保
険
者
は
、
加
入
者
が
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
そ
の
他
の
法
令

　
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
特
定
健
康
診
査
に
相
当
す
る
健
康
診
断
を
受
け
た
場
合
又
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

　
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
の
特
定
健
康
診
査
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
も
の
と
す

　
る
。
2
　
労
働
安
全
衛
生
法
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
者
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
特
定
健
康
診
査
に
相
当
す
る

　
健
康
診
断
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
者
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
健
康
診
断
の
実
施
を
保
険

　
者
に
対
し
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
託
を
し
ょ
う
と
す
る
事
業
者
等
は
、
そ
の
健
康

　
診
断
の
実
施
に
必
要
な
費
用
を
保
険
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
記
録
の
保
存
）

第
二
十
二
条
　
保
険
者
は
、
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
条
た
だ
し
書
の
規

　
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
の
提
出
若
し
く
は
特
定
健
康
診
査
に
関
す
る
記
録
の
送
付
を

　
受
け
た
場
合
又
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
健
康
診
査
若
し
く
は
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写

　
し
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

　
（
特
定
健
康
診
査
の
結
果
の
通
知
）

第
二
十
三
条
　
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
健
康
診
査
を
受
け
た
加
入
者
に
対
し
、

　
当
該
特
定
健
康
診
査
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
健
康

　
診
査
に
関
す
る
記
録
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

　
（
特
定
保
健
指
導
）

第
二
十
四
条
　
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
特
定
保
健
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
（
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
の
保
存
）

第
二
十
五
条
　
保
険
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
特
定
保
健
指
導
を
行
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

　
り
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
の
送
付
を
受
け
た
場
合
又
は
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
保
健
指

　
導
に
関
す
る
記
録
の
写
し
の
提
供
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

　
（
他
の
保
険
者
の
加
入
者
へ
の
特
定
健
康
診
査
等
）

第
一
一
十
六
条
　
保
険
者
は
、
そ
の
加
入
者
の
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
に
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
他
の
保
険
者
の

　
加
入
者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
者
は
、

　
当
該
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
を
受
け
た
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

　
該
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
に
要
す
る
費
用
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
保
険
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
保
険
者
の
加
入
者
に
対
し
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
を
行

　
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る

　
記
録
を
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
が
現
に
加
入
す
る
当
該
他
の
保
険
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
保
険
者
は
、
そ
の
加
入
者
が
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
他
の
保
険
者
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定

　
保
健
指
導
を
受
け
、
そ
の
費
用
を
当
該
他
の
保
険
者
に
支
払
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
加
入
者
に
対
し
て
、
厚
生
労

　
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
に
要
す
る
費
用
と
し
て
相
当
な
額

　
を
支
給
す
る
。

4
第
一
項
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
険
者
は
他
の
保
険
者
と
協
議
し
て
、
当
該
他
の
保
険
者
の
加
入

　
者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
の
費
用
の
請
求
及
び
支
給
の
取
扱
い
に
関
し
、
別
段
の
定
め
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
の
提
供
）

第
一
一
十
七
条
　
保
険
者
は
、
加
入
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
加
入
者
が
加
入
し
て
い
た
他
の

　
保
険
者
に
対
し
、
当
該
他
の
保
険
者
が
保
存
し
て
い
る
当
該
加
入
者
に
係
る
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導

　
に
関
す
る
記
録
の
写
し
を
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
保
険
者
は
、
加
入
者
を
使
用
し
て
い
る
事
業
者
等
又
は
使
用
し
て
い
た
事
業
者
等
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
安
全
衛
生
法
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
当
該
事
業
者
等
が
保
存
し
て
い
る
当
該
加

　
入
者
に
係
る
健
康
診
断
に
関
す
る
記
録
の
写
し
を
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
健
康
診
査
若
し
く
は
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録
又
は
健
康
診
断
に
関
す
る

　
記
録
の
写
し
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
他
の
保
険
者
又
は
事
業
者
等
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
当
該
記
録
の
写
し
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
実
施
の
委
託
）

第
二
十
八
条
　
保
険
者
は
、
特
定
健
康
診
査
等
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院

　
又
は
診
療
所
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

　
お
い
て
、
保
険
者
は
、
受
託
者
に
対
し
、
委
託
す
る
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
厚

　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
自
ら
が
保
存
す
る
特
定
健
康
診
査
又
は
特
定
保
健
指
導
に
関
す
る
記
録

　
の
写
し
そ
の
他
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
関
係
者
と
の
連
携
）

第
二
十
九
条
　
保
険
者
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
に
対
し
て
特
定
健
康
診

　
査
等
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
心
身
の
特
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
介
護
保
険
法

　
第
百
十
五
条
の
三
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
支
援
事
業
を
実
施
す
る
市
町
村
と
の
適
切
な
連
携
を
図
る
よ

　
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
健
康
診
査
等
が
効
率
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
保
険
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
健
康
診
査
の
効
率
的
な
実
施
の
た
め
に
、
他
の
保
険
者
、

　
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
秘
密
保
持
義
務
）

第
三
十
条
　
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
者
か
ら
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
の
委
託
を
受
け
た
者
（
そ
の
者
が

　
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
実

　
施
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
の
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
健
康
診
査
等
指
針
と
の
調
和
）

第
三
十
一
条
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第

　
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
は
、
健

　
康
増
進
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
査
等
指
針
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
三
章
　
前
期
高
齢
者
に
係
る
保
険
者
間
の
費
用
負
担
の
調
整

　
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
）

第
三
十
二
条
　
支
払
基
金
は
、
各
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
に
占
め
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
（
六
十
五
歳

　
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で
あ
る

　
加
入
者
で
あ
っ
て
、
七
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

　
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
の
割
合
に
係
る
負
担
の
不
均
衡
を
調
整
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
保
険
者
に
対
し
て
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
交
付
す
る
。

2
　
前
項
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
は
、
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
徴
収
す
る
前
期
高
齢
者
納

　
付
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

　
　
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
）

第
三
十
三
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
は
、
当
該

　
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
々
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
が
前
々

　
年
度
の
確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
か
ら
そ

　
の
超
え
る
額
と
そ
の
超
え
る
額
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
も

　
の
と
し
、
前
々
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
が
前
々
年
度
の
確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
満
た
な

　
い
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
そ
の
満
た
な
い
額
と
そ
の
満
た
な
い
額
に
係
る
前
期

　
高
齢
者
交
付
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
交
付
調
整
金
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
概
算
前
期

　
高
齢
者
交
付
金
の
額
と
確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
と
の
過
不
足
額
に
つ
き
生
ず
る
利
子
そ
の
他
の
事
情
を
勘

　
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。

　
　
（
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
）

第
三
十
四
条
　
前
条
第
一
項
の
概
算
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
か

　
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
す
る
。

　
　
一
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額

　
二
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の

　
　
額
に
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
見

　
　
込
数
の
割
合
を
基
礎
と
し
て
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
及
び
第
三
十
八
条
第

　
　
二
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
」
と
い
う
。
）

　
三
　
当
該
年
度
に
お
け
る
概
算
調
整
対
象
基
準
額

2
　
前
項
第
一
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得

　
た
額
と
す
る
。

　
一
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
給
付
で
あ
っ
て
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付

　
　
（
健
康
保
険
法
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
そ
の
他
の
給
付
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付
を
除
く
。
）
の
う
ち
厚
生

　
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
」
と
い

　
う
。
）
の
見
込
額
の
う
ち
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
に
係
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
（
次
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
」
と
い
う
。
）

二
　
当
該
保
険
者
が
概
算
基
準
超
過
保
険
者
（
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
が
、
す
べ
て

　
　
の
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
一
人
当
た
り
の
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
の
分
布
状
況
等
を

　
　
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
率
を
超
え
る
保
険
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
前
期
高

　
　
齢
者
給
付
費
見
込
額
の
う
ち
、
ロ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
部
分
と

　
　
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

　
　
イ
　
一
の
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
一
人
当
た
り
の
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
と
し
て
厚

　
　
　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

　
　
ロ
　
一
人
平
均
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額

　
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
の
合
計
額
に
概
算
加
入
者
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と

　
す
る
。

　
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
総
数
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
見
込
総
数
の
割
合
を
当
該
年
度
に

　
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
見
込
数
の
割
合
（
そ
の

　
割
合
が
当
該
年
度
に
お
け
る
下
限
割
合
（
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
総
数
に

　
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
見
込
総
数
の
割
合
の
動
向
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
割
合
を
い
う
。
以

　
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
と
き
は
、
下
限
割
合
と
す
る
。
）
で
除
し
て
得
た
率
を

　
基
礎
と
し
て
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
率
と
す
る
。

　
る
加
入
者
一
人
当
た
り
の
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
の
平
均
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。

　
（
確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金
）

　
計
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
す
る
。

　
一
　
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
調
整
対
象
給
付
費
額

　
二
　
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の

　
　
額
に
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
数
の
割

　
　
合
を
基
礎
と
し
て
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
三
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お

　
　
い
て
「
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
確
定
額
」
と
い
う
。
）

　
三
　
前
々
年
度
に
お
け
る
確
定
調
整
対
象
基
準
額

　
と
す
る
。

　
一
　
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
の
う
ち
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
に
係
る

　
　
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
（
次
号
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
前
期

　
　
高
齢
者
給
付
費
額
」
と
い
う
。
）

　
二
　
当
該
保
険
者
が
確
定
基
準
超
過
保
険
者
（
イ
に
掲
げ
る
額
を
口
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
が
、
前
条
第

　
　
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
率
を
超
え
る
保
険
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
前

　
　
期
高
齢
者
給
付
費
額
の
う
ち
、
ロ
に
掲
げ
る
額
に
当
該
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
部
分
と

　
　
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

　
　
イ
　
一
の
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
一
人
当
た
り
の
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
と
し
て
厚
生
労

　
　
　
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

　
　
ロ
　
一
人
平
均
前
期
高
齢
者
給
付
費
額

3
第
一
項
第
三
号
の
概
算
調
整
対
象
基
準
額
は
、
当
該
保
険
者
に
係
る
同
項
第
一
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額

4
　
前
項
の
概
算
加
入
者
調
整
率
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の

5
　
第
二
項
第
二
号
ロ
の
一
人
平
均
前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
は
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ

第
三
十
五
条
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
確
定
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合

2
　
前
項
第
一
号
の
調
整
対
象
給
付
費
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
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3
第
一
項
第
三
号
の
確
定
調
整
対
象
基
準
額
は
、
当
該
保
険
者
に
係
る
同
項
第
一
号
の
調
整
対
象
給
付
費
額
及
び

前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
確
定
額
の
合
計
額
に
確
定
加
入
者
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

　
る
。
4
　
前
項
の
確
定
加
入
者
調
整
率
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の

　
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
総
数
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
総
数
の
割
合
を
前
々
年
度
に
お
け
る
当

　
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
に
対
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
数
の
割
合
（
そ
の
割
合
が
前
々
年
度
に

　
お
け
る
下
限
割
合
に
満
た
な
い
と
き
は
、
下
限
割
合
と
す
る
。
）
で
除
し
て
得
た
率
を
基
礎
と
し
て
保
険
者
ご
と
に

　
算
定
さ
れ
る
率
と
す
る
。

5
　
第
二
項
第
二
号
ロ
の
一
人
平
均
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
は
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加

　
入
者
一
人
当
た
り
の
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
の
平
均
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ

　
れ
る
額
と
す
る
。

　
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
三
十
六
条
　
支
払
基
金
は
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
当
該
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処

　
理
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
、
保
険
者
か
ら
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
前
期
高
齢
者
関
係

　
事
務
費
拠
出
金
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。

2
　
保
険
者
は
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
）

第
三
十
七
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
は
、
当
該
年
度
の

　
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
々
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
が
前
々
年
度
の

　
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
か
ら
そ
の
超
え

　
る
額
と
そ
の
超
え
る
額
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と

　
し
、
前
々
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
が
前
々
年
度
の
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
に
満
た
な
い
と

　
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
に
そ
の
満
た
な
い
額
と
そ
の
満
た
な
い
額
に
係
る
前
期
高
齢

　
者
納
付
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
調
整
金
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
概
算
前
期

　
高
齢
者
納
付
金
の
額
と
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
と
の
過
不
足
額
に
つ
き
生
ず
る
利
子
そ
の
他
の
事
情
を
勘

　
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。

　
　
（
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
）

第
三
十
八
条
　
前
条
第
一
項
の
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、

　
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

　
概
算
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
（
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
が
零
を
超
え
る
保
険
者

の
う
ち
、
イ
に
掲
げ
る
合
計
額
が
ロ
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
か
ら
負
担
調
整
対
象
見
込
額
（
イ
に
掲
げ
る
合
計
額
か
ら
ロ
に

掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
を
上
回
る
と
き
は
、

負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
と
す
る
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
て
得

た
額
と
負
担
調
整
見
込
額
と
の
合
計
額

イ
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

　
　
①
　
当
該
年
度
に
お
け
る
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額

　
　
③
　
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
支
援

　
　
金
の
額

　
ロ
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
負
担
調
整
基
準
率
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
ω
　
イ
に
掲
げ
る
合
計
額

　
　
③
　
当
該
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
（
健
康
保
険
法
第
百
七
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
日
雇
拠
出
金

　
　
　
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
含
む
。
第
四
項
及
び
次
条
第
一
項
第
一
号
ロ
③
に
お
い
て
「
保
険
者
の
給
付
に

　
　
　
要
す
る
費
用
等
」
と
い
う
。
）
の
当
該
年
度
に
お
け
る
見
込
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

二
　
概
算
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
以
外
の
保
険
者
　
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
と
負
担

　
調
整
見
込
額
と
の
合
計
額

2
　
前
項
第
一
号
の
負
担
調
整
前
概
算
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
三
号
の
概
算
調
整

　
対
象
基
準
額
か
ら
、
当
該
保
険
者
に
係
る
同
項
第
一
号
の
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
後

　
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

　
と
す
る
。

3
第
一
項
第
一
号
の
負
担
調
整
見
込
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
概
算
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
に

　
係
る
同
号
の
負
担
調
整
対
象
見
込
額
の
総
額
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度

　
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

4
第
一
項
第
一
号
ロ
の
負
担
調
整
基
準
率
は
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
増
加
の

　
状
況
、
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
等
の
動
向
及
び
概
算
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
の
数
の
動
向
を
勘
案
し
、

　
各
年
度
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
率
と
す
る
。

　
（
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
）

第
三
十
九
条
　
第
三
十
七
条
第
一
項
の
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
者
の
区
分
に

　
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

　
一
　
確
定
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
（
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
が
零
を
超
え
る
保
険
者

　
　
の
う
ち
、
イ
に
掲
げ
る
合
計
額
が
ロ
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
か
ら
負
担
調
整
対
象
額
（
イ
に
掲
げ
る
合
計
額
か
ら
ロ
に
掲
げ

　
　
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
を
上
回
る
と
き
は
、
負

　
　
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
と
す
る
。
）
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
て
得
た

　
　
額
と
負
担
調
整
額
と
の
合
計
額

　
　
イ
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

　
　
　
ω
　
前
々
年
度
に
お
け
る
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額

　
　
　
③
　
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
第
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
後
期
高
齢
者
支
援

　
　
　
　
金
の
額

　
　
ロ
　
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
前
々
年
度
の
前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
負
担
調
整
基
準
率
を

　
　
　
乗
じ
て
得
た
額

　
　
　
ω
　
イ
に
掲
げ
る
合
計
額

　
　
　
③
　
当
該
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
等
の
前
々
年
度
に
お
け
る
額

　
二
　
確
定
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
以
外
の
保
険
者
　
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
と
負
担

　
　
調
整
額
と
の
合
計
額

2
　
前
項
第
一
号
の
負
担
調
整
前
確
定
前
期
高
齢
者
納
付
金
相
当
額
は
、
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
確
定
調
整

　
対
象
基
準
額
か
ら
、
当
該
保
険
者
に
係
る
同
項
第
一
号
の
調
整
対
象
給
付
費
額
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高

　
齢
者
支
援
金
の
確
定
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
す

　
る
。
3
　
第
一
項
第
一
号
の
負
担
調
整
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
確
定
負
担
調
整
基
準
超
過
保
険
者
に
係
る

　
同
号
の
負
担
調
整
対
象
額
の
総
額
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
前
々
年
度
に
お
け
る

　
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

　
し
た
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
　
（
前
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
四
十
条
　
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
前
期
高
齢
者
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額

　
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
百
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る

　
支
払
基
金
の
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
、
各
保
険
者
に
係
る
加
入
者

　
の
見
込
数
に
応
じ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　
（
保
険
者
の
合
併
等
の
場
合
に
お
け
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
特
例
）

第
四
十
一
条
　
合
併
又
は
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
保
険
者
、
合
併
又
は
分
割
後
存
続
す
る
保
険
者
及
び
解
散
を
し
た

　
保
険
者
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
保
険
者
に
係
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
前
塑
。
同
齢
者
納
付
金
等
の
額
の
算
定

　
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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（
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
の
決
定
、
通
知
等
）

第
四
十
二
条
　
支
払
基
金
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
各
保
険
者
に
対
し
交
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
決
定

　
し
、
当
該
各
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
対
し
交
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
、
交
付
の
方
法
そ
の
他
必

　
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
が
定
め
ら
れ
た
後
、
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
変
更
す
る
必

　
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
支
払
基
金
は
、
当
該
各
保
険
者
に
対
し
交
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
変
更
し
、

　
当
該
各
保
険
者
に
対
し
、
変
更
後
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
支
払
基
金
は
、
保
険
者
に
対
し
交
付
し
た
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
前
期

　
高
齢
者
交
付
金
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
足
す
る
額
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
と
と
も

　
に
交
付
の
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額
を
超

　
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
未
払
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
充
当
し
、
な

　
お
残
余
が
あ
れ
ば
返
還
さ
せ
、
未
払
の
交
付
金
が
な
い
と
き
は
こ
れ
を
返
還
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
の
決
定
、
通
知
等
）

第
四
十
三
条
　
支
払
基
金
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
各
保
険
者
が
納
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
を
決
定
し
、

　
当
該
各
保
険
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
納
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
、
納
付
の
方
法
及
び
納
付
す
べ
き

　
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
が
定
め
ら
れ
た
後
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
を
変
更
す

　
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
は
、
支
払
基
金
は
、
当
該
各
保
険
者
が
納
付
す
べ
き
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
を
変
更

　
し
、
当
該
各
保
険
者
に
対
し
、
変
更
後
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
支
払
基
金
は
、
保
険
者
が
納
付
し
た
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
前
期
高

　
齢
者
納
付
金
等
の
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
足
す
る
額
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
と
と
も

　
に
納
付
の
方
法
及
び
納
付
す
べ
き
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
前
期
高

　
齢
者
納
付
金
等
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
未
納
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
そ
の
他

　
こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
支
払
基
金
の
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
充
当
し
、
な
お
残
余
が
あ
れ
ば
還
付
し
、
未

　
納
の
徴
収
金
が
な
い
と
き
は
こ
れ
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）

第
四
十
四
条
　
支
払
基
金
は
、
保
険
者
が
、
納
付
す
べ
き
期
限
ま
で
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
納
付
し
な
い
と
き

　
は
、
期
限
を
指
定
し
て
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
支
払
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
を
す
る
と
き
は
、
当
該
保
険
者
に
対
し
、
督
促
状
を
発
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督
促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過
し

　
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
保
険
者
が
そ
の
指
定
期
限
ま
で
に
そ
の
督
促
状
に
係
る

　
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
を
完
納
し
な
い
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
徴
収
を
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
国
税
滞
納
処

　
分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
（
延
滞
金
）

第
四
十
五
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
納
付
を
督
促
し
た
と
き
は
、
支
払
基
金
は
、

　
そ
の
督
促
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
に
つ
き
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
、
納
付
期
日
の
翌
日

　
か
ら
そ
の
完
納
又
は
財
産
差
押
え
の
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、

　
督
促
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
の
一
部
に
つ
き
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
の

　
日
以
降
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
は
、
そ
の
納
付
の
あ
っ

　
た
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

3
　
延
滞
金
の
計
算
に
お
い
て
、
前
二
項
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ

　
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

4
　
前
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
延
滞
金
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り

捨
て
る
。

5
　
延
滞
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
徴
収
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
場
合
に
は
、

　
そ
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
猶
予
し
た
期
間
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
に
限
る
。

　
一
　
督
促
状
に
指
定
し
た
期
限
ま
で
に
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
完
納
し
た
と
き
。

　
二
　
延
滞
金
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

　
三
　
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
に
つ
い
て
滞
納
処
分
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
猶
予
し
た
と
き
。

　
四
　
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
（
納
付
の
猶
予
）

第
四
十
六
条
　
支
払
基
金
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
保
険
者
が
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
を
納
付
す
る
こ
と

　
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
険
者
の
申

　
請
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
納
付
す
べ
き
期
限
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
を
限
り
、
そ

　
の
一
部
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
支
払
基
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
猶
予
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
、
猶
予
に
係
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の

　
額
、
猶
予
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
支
払
基
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
猶
予
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
猶
予
期
間
内
は
、
そ
の
猶
予
に
係
る
前
期

　
高
齢
者
納
付
金
等
に
つ
き
新
た
に
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴

　
収
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
病
床
転
換
助
成
事
業
）

第
二
条
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
医
療
費
適
正
化
を
推
進
す
る
た

　
め
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
あ
る
保
険
医
療
機
関
（
医
療
法
人
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
が
開

　
設
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
対
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
で
あ
る
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
が
行
う
病
床
の
転
換

　
　
（
医
療
法
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
種
別
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
病
床
数
を
減
少

　
さ
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
（
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項

　
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除
く
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
つ
い
て
新

　
設
又
は
増
設
に
よ
り
、
病
床
の
減
少
数
に
相
当
す
る
数
の
範
囲
内
に
お
い
て
入
所
定
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
い

　
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
要
す
る
費
用
を
助
成
す
る
事
業
（
以
下
「
病
床
転
換
助
成
事
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と

　
す
る
。

　
　
（
病
床
転
換
助
成
事
業
の
費
用
の
額
の
決
定
）

第
三
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

　
め
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
、
そ
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
す
る
に
際
し
て
は
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
病
床
転
換
助
成

　
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
の
総
額
が
、
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
療
養
の
給

　
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
予
想
額
の
総
額
に
、
す
べ
て
の
都
道
府
県
に
お
け
る
病
床
の
転
換
の
見
込
み
及
び
そ

　
れ
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
等
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
よ
う
調
整
す
る
も

　
の
と
す
る
。

3
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
が
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
定
め
た
と
き
は
、
支
払
基
金
に

　
対
し
、
そ
の
金
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
費
用
の
支
弁
）

第
四
条
　
都
道
府
県
は
、
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
費
用
及
び
当
該
事
業
に
関
す
る
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費

　
用
を
支
弁
す
る
。

　
　
（
国
の
交
付
金
）

第
五
条
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
対
し
、
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額

　
の
二
十
七
分
の
十
に
相
当
す
る
額
を
交
付
す
る
。
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附
則
中
第
四
十
一
条
を
第
五
十
一
条
と
し
、
第
六
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で
を
十
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
条
の
次

に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

　
（
病
床
転
換
助
成
交
付
金
）

第
六
条
　
都
道
府
県
が
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
支
弁
す
る
費
用
の
二
十
七
分
の
十
二
に
相
当
す
る
額
に
つ
い
て

　
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
払
基
金
が
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
る
病
床
転
換
助
成
交
付
金

　
を
も
っ
て
充
て
る
。

2
　
前
項
の
病
床
転
換
助
成
交
付
金
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
徴
収
す
る
病
床
転
換
支
援
金
を

　
も
っ
て
充
て
る
。

　
（
病
床
転
換
支
援
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
七
条
　
支
払
基
金
は
、
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
及
び
当
該
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す

　
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
、
保
険
者
か
ら
病
床
転
換
支
援
金
及
び
病
床
転
換
助
成
関
係
事
務
費
拠
出

　
金
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。

2
　
保
険
者
は
、
病
床
転
換
支
援
金
等
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
（
病
床
転
換
支
援
金
の
額
）

第
八
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
病
床
転
換
支
援
金
の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る

　
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
費
用
の
二
十
七
分
の
十
二
に
相
当
す
る
額
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

　
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
総
数
で
除
し
て
得
た
額
に
、
厚

　
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見
込
数
を

　
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

　
（
病
床
転
換
助
成
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
九
条
　
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
病
床
転
換
助
成
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額

　
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払

　
基
金
の
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
を
基
礎
と
し
て
、
各
保
険
者
に
係
る
加
入
者
の
見

　
込
数
に
応
じ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

　
　
（
準
用
）

第
十
条
　
第
四
十
一
条
、
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
百
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十

　
九
条
か
ら
第
百
六
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
百
六
十
八
条
第
一
項
（
同
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
病
床
転
換

　
支
援
金
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
　
（
病
床
転
換
助
成
事
業
に
係
る
支
払
基
金
の
業
務
）

第
十
一
条
　
支
払
基
金
は
、
第
百
三
十
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
保
険
者
か
ら
病
床
転
換
支
援
金
等
を

　
徴
収
し
、
都
道
府
県
に
対
し
病
床
転
換
助
成
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
。

2
　
第
五
章
（
第
百
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
条
を
除
く
。
）
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
（
同
項
第
一
号
を
除

　
く
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
七
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
病
床
転
換
助
成
事
業
に
係
る
支
払
基
金
の
業
務
に
つ

　
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
　
（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
二
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
病
床
転
換
助
成
事
業
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

　
　
（
前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
額
の
算
定
の
特
例
）

第
十
三
条
　
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、

　
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第

　
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
イ
③
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
③
中
「
後
期

　
高
齢
者
支
援
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る

　
病
床
転
換
支
援
金
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。

2
　
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
同
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
徴
収
す
る

　
間
、
同
項
に
規
定
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
第
三
十
八
条
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の

　
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
③
中
「
納
付
に
要
す
る
費
用
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
納
付
に
要

　
す
る
費
用
及
び
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る

　
費
用
を
」
と
す
る
。

　
　
（
保
険
料
の
特
例
）

第
十
四
条
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
後
期
高
齢
者
医
療

　
広
域
連
合
の
区
域
の
う
ち
、
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
が
著
し
く
低
い
市
町
村
で
あ

　
　
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
の
保
険
料
に
つ
い

　
　
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
以
内
に
お
い
て
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
で
定
め

　
　
る
期
間
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

　
定
さ
れ
た
保
険
料
率
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
た
保
険
料
額
に
よ
っ
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
不
均
一
の
保
険
料
の
賦
課
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

　
賦
課
に
よ
り
得
ら
れ
る
べ
き
保
険
料
の
総
額
が
第
百
四
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
く
保
険
料
の
賦
課
を
行
う

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
べ
き
保
険
料
の
総
額
に
比
べ
て
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
後
期
高
齢
者
医

　
　
療
広
域
連
合
は
、
当
該
減
少
す
る
こ
と
と
な
る
保
険
料
の
総
額
を
基
礎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

　
　
定
し
た
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
特
別
会
計
に
繰
り

　
　
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す

　
　
る
。

　
4
　
都
道
府
県
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

　
　
を
負
担
す
る
。

　
　
（
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
算
定
に
係
る
経
過
措
置
）

　
第
十
五
条
　
平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
四
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
に
係
る
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
金
調
整
率

　
　
及
び
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
金
調
整
率
は
、
第
百
二
十
条
第
二
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

　
　
ら
ず
、
す
べ
て
の
保
険
者
に
つ
い
て
、
百
分
の
百
と
す
る
。

　
　
第
七
条
第
二
項
中
「
政
府
、
健
康
保
険
組
合
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、
政
府
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
六
十
八
条
第
一
項
中
「
健
康
保
険
組
合
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
四
条
第
四
項
を
削
る
。

　
　
第
七
十
四
条
第
十
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
七
十
二
条
」
を
「
及
び
第
七
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
五
条
第
七
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
前
条
第
五
項
」
を
「
及
び
前
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
七
十
六
条
第
六
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
七
十
四
条
第
五
項
」
を
「
及
び
第
七
十
四
条
第
五

　
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
前
条
」
を
「
及
び
前
条
」
に
改
め
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

　
　
第
八
十
条
の
二
中
「
被
保
険
者
の
数
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
の
運
営
の
状
況
を
勘
案
し

　
て
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
」
を
削
る
。

　
　
附
則
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
十
七
年
度
」
を
「
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度

　
ま
で
の
各
年
度
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
十
項
中
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
号
）
」
を
「
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
」
に
改
め
、
「
、
医
療
保

　
険
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
の
状
況
」
を
削
り
、
「
平
成
十
七
年
度
」
を
「
平
成
二
十
一
年
度
」
に
改
め
、
同

　
項
を
附
則
第
二
十
二
項
と
し
、
附
則
第
十
九
項
を
附
則
第
二
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
1
　
平
成
十
九
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
間
の
各
年
度
の
第
七
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
交
付
金

　
　
の
総
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
額
か
ら
、
附
則
第
十
九
項
の
規
定

　
　
に
よ
り
国
が
負
担
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
費
用
の
額
の
三
分
の
一
以
内
の
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と

　
　
し
て
予
算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

第
八
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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附
則
第
十
八
項
中
「
附
則
第
十
六
項
」
を
「
附
則
第
十
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
九
項
と
し
、
附
則
第

十
七
項
を
附
則
第
十
八
項
と
し
、
附
則
第
十
六
項
を
附
則
第
十
七
項
と
し
、
附
則
第
十
五
項
中
「
平
成
十
五
年
度
か

　
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
」
を
「
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
六
項
と

　
し
、
附
則
第
十
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
1
5
　
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
第
七
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
算
定
し
た
額
）
」

　
　
と
あ
る
の
は
、
「
算
定
し
た
額
）
か
ら
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除

　
　
し
た
額
」
と
し
、
同
年
度
に
お
け
る
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
繰
入
金
」
と
あ
る
の

　
　
は
、
「
繰
入
金
及
び
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
合
算
額
」
と
す
る
。

第
十
一
条
　
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
除
く
。
」
の
下
に
「
次
項
第
一
号
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項

　
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2　　
次
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
給
付
は
、
前
項
の
給
付
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
一
　
食
事
の
提
供
た
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
医
療
法
（
昭
和
二
十

　
　
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世

　
　
話
そ
の
他
の
看
護
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
を
受
け
る
際
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ

　
　
る
被
保
険
者
（
以
下
「
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と

　
　
い
う
。
）

　
二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者

　
　
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
食
事
の
提
供
た
る
療
養

　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
た
る
療
養

　
三
　
評
価
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
評
価
療
養
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
四
　
選
定
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
選
定
療
養
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属

の
二
」
を
「
十
分
の
三
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
（
」
の
下
に
「
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
及
び
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

　
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
受
け
た
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
世
帯
主

　
又
は
組
合
員
に
対
し
、
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
の
属
す
る

　
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組
合
員
が
当
該
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
い
る
間
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

　
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費

　
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
、
同
項
に
規
定
す
る
生
活

　
療
養
標
準
負
担
額
（
以
下
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

3
　
健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
並
び
に
本
法
第
三
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四

　
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
二
並
び
に
前
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
保
険

　
医
療
機
関
に
つ
い
て
受
け
た
生
活
療
養
及
び
こ
れ
に
伴
う
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

　
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
第
五
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
保
険
者
は
、
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
が
自
己
の

　
選
定
す
る
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対

　
し
、
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
保
険
外
併
用
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
被
保
険
者
の
属

　
す
る
世
帯
の
世
帯
主
又
は
組
合
員
が
当
該
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
間

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
っ
て
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
十
分

第
五
十
二
条
の
一
一
保
険
者
は
、
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
が
、
自
己
の
選
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
第
三

　
第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療

養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
額
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
額
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中

「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担

額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
き
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基

　
　
準
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、

　
　
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
と
す
る
。
）
か
ら
、
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
額

　
第
五
十
三
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
並
び
に
第
四
十
五
条
の
二
」
を
「
、
第
四
十

五
条
の
二
並
び
に
第
五
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、
「
選
定
療
養
及
び
こ
れ
に
伴
う
特
定
療
養
費
」
を
「
評

価
療
養
及
び
選
定
療
養
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
八
項
中
「
第
三
項
」
を
「
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
二
条
第
三
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

　
第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
若
し
く
は
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び

生
活
療
養
」
を
、
「
当
該
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負

担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給

を
受
け
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
五
条

の
二
」
の
下
に
「
、
第
五
十
二
条
第
五
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
五
項
」
及
び
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」

を
削
り
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」

を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
「
特
定
療
養
費
」
を
「
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
」
と
あ
る
の

は
「
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」
と
、
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
な
ら
ば
特
定
療
養
費
」
を
「
な
ら
ば
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療

養
費
に
係
る
療
養
」
に
、
「
特
定
療
養
費
の
支
給
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外

併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
五
十
七
条
中
「
並
び
に
療
養
費
及
び
特
例
療
養
費
」
を
「
及
び
療
養
費
」
に
、
「
、
療
養
費
又
は
特
例
療
養
費
」

を
「
又
は
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外

併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
九
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
「
、
第
五
十
三
条
第
三
項
」
を
「
（
第
五
十
二
条
の
二
第

三
項
及
び
第
五
十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
一
号
イ
、
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
並
び

に
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
特

定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
百
十
四
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
九
条
の
二
中
「
第
五
十
三
条
第
七
項
及
び
第
八
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三

条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
三
条
第

六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
」
を
「
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
八
項
第
一
号
及
び
第
九
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

に
改
め
る
。
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附
則
第
十
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
1
6
　
連
合
会
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
の
財
政
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
平
成
十
八
年

　
　
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
の
間
、
そ
の
会
員
で
あ
る
市
町
村
に
対
し
て
次
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事

　
　
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
政
令
で
定
め
る
額
以
上
の
医
療
に
要
す
る
費
用
を
市
町
村
（
連
合
会
の
会
員
で
あ
る
市
町
村
を
い
う
。
以
下

　
　
　
同
じ
。
）
が
共
同
で
負
担
す
る
こ
と
に
伴
う
交
付
金

　
　
二
　
政
令
で
定
め
る
額
以
上
の
高
額
な
医
療
に
要
す
る
費
用
を
国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
共
同
で
負
担
す
る

　
　
　
こ
と
に
伴
う
交
付
金

　
　
附
則
第
十
七
項
中
「
高
額
医
療
費
共
同
事
業
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
」
を
「
前
項
の
事
業
に
要
す
る
費
用

　
に
充
て
る
た
め
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
ご
と
に
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
九
項
中
「
附
則
第
十
七
項
」
を
「
附
則
第
十
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
に
係
る

　
附
則
第
十
七
項
」
に
、
「
高
額
医
療
費
共
同
事
業
」
を
「
当
該
事
業
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
二
十
項
中
「
高
額
医
療
費
共
同
事
業
」
を
「
附
則
第
十
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
交
付
金
を
交
付
す
る
事
業
」

　
に
改
め
る
。

第
十
二
条
　
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
の
う
ち
、
」
の
下
に
「
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
組
合
の
地
区
を
合
併
後
存
続
す
る
組
合

　
の
地
区
の
一
部
と
す
る
地
区
の
拡
張
に
係
る
規
約
の
変
更
そ
の
他
の
」
を
加
え
る
。

　
　
第
四
十
五
条
第
六
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
当
該
委
託
を
受

　
け
た
」
を
「
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
は
、
前
項
の
規
定
及
び
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

　
委
託
を
受
け
て
行
う
診
療
報
酬
請
求
書
の
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
　
連
合
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
五
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
て
行
う
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
を
審
査
委
員
会
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
対
し
て
」
を
「
当
該
保
険
医
療
機
関
等
若
し
く
は
指
定
訪
問

　
看
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
に
対
し
て
」
に
、
「
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
」
を
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
若

　
し
く
は
当
該
保
険
医
療
機
関
等
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
保
険
医
療
機
関
等
」
の
下
に
「
又

　
は
指
定
訪
問
看
護
の
事
業
を
行
う
事
業
所
」
を
加
え
る
。

　
　
第
百
二
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
こ
れ
ら
の
委
員
で
あ
っ
た
者
」
を
「
若
し
く
は
連
合
会
の
役
員
若
し
く
は
職
員

　
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
」
に
改
め
、
「
保
険
医
療
機
関
等
の
開
設
者
、
医
師
、
歯
科
医
師
若
し
く
は
薬
剤
師
の

　
業
務
上
の
秘
密
又
は
個
人
の
」
を
削
り
、
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
職
務
上
前
項
の

　
秘
密
を
知
得
し
た
」
を
削
り
、
「
又
は
こ
れ
を
行
っ
て
い
た
者
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
を
行
っ
て
い
た
者
又
は
指
定
法

　
人
の
役
員
、
職
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
」
に
、
「
そ
の
」
を
「
職
務
上
知
得
し
た
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
　
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
五
章
　
費
用
等

　　

ﾚ
次
中
・
第
五
＋
七
条
の
二
・
を
・
第
五
＋
七
奎
一
匠
饗
鱒
鶴
灘
攣
誤
蹴
断
灘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
節
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
退

十
一
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
第
五
章
　
費
用
の
負
担
（
第
六
十
九
条
－

険
等
保
険
者
の
拠
出
金
（
第
八
十
一
条
の
二
1
第
八
十
一
条
の
九
）

職
者
医
療
関
係
業
務
（
第
八
十
一
条
の
十
－
第
八
十
一
条
の
十
二
）
」

第
八
十
一
条
）
」
に
、
「
第
百
二
十
一
条
」
を
「
第
百
二
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
六
条
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と

し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
八
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者

　
第
六
条
第
四
号
中
「
健
康
保
険
法
、
」
を
削
り
、
「
健
康
保
険
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者

の
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
二
を
同
条
第
四
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
五
　
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険

　
　
者
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
被
扶
養
者
を
除
く
。

　
第
八
条
第
一
項
中
「
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第

六
号
又
は
第
七
号
」
を
「
第
六
条
第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

　
第
八
条
の
二
を
削
る
。

　
第
九
条
第
三
項
中
「
及
び
第
七
十
二
条
の
四
」
を
「
、
附
則
第
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
附
則
第
二
十
一
条
第

三
項
第
三
号
及
び
第
四
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
又
は
」
を
削
り
、
「
老
人
保
健
法
の

規
定
に
よ
る
医
療
等
」
を
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
八
項
中
「
老
人
保

健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
」
を
「
原
爆
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
等
」
に
改
め
る
。

　
第
十
三
条
第
三
項
中
「
第
七
号
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
第
八
号
及
び
第
十
号
を
除
く
」
に

改
め
、
「
同
条
各
号
」
の
下
に
「
（
第
十
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
六
条
各
号
」
の
下
に
「
（
第
八
号

及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
十
条
中
「
第
六
条
各
号
」
の
下
に
「
（
第
十
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
第
六
号
」
を
「
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行

う
」
に
、
「
第
六
条
第
六
号
」
を
「
第
六
条
第
九
号
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
次
項
第
一
号

及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
七
十
歳
」
を
「
六
十
五
歳
」
に
改
め
る
。

　
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
三
月
三
十
一
日
の
翌
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
十
分
の
ご
を
「
十
分
の
二
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
及
び
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
」
を
削
る
。

　
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ

る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
第
六
条
第
五
号
」
を
「
第
六
条
第
七
号
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に

よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
療
養
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
に
係
る

療
養
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
療
養
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
若
し
く
は
家
族
移
送
費

の
支
給
又
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保

険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
（
次
項
後
段
の
規
定
に
該
当

す
る
場
合
に
お
け
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の

支
給
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
又
は
移
送
費
の
支
給
を
除
く
。
）
」
を
「
又
は
家
族
移
送
費
の
支
給
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
八
号
」
を
「
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
九
号
又
は
第
十
一
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
後
段
を
削
る
。

　
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
」
を
「
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
若
し
く

は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
被
保
険
者
の
療
養
」
を
「
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
一
部
負
担
金
の
額

又
は
療
養
」
に
改
め
、
「
費
用
」
の
下
に
「
の
額
か
ら
そ
の
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
き
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養

費
、
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
特
別
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
る
額
若
し
く
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
支
給
さ
れ
る
差
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
コ
部
負
担
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
第
四
章
第
一
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
）

第
五
十
七
条
の
三
　
保
険
者
は
、
一
部
負
担
金
等
の
額
（
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

　
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

　
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同

　
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
の
合

　
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
世
帯
主
又
は
組
合
員
に
対
し
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
。
た

　
だ
し
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
、
保
険
外
併
用
療
養
費
の
支
給
、
療
養
費
の
支
給
、
訪
問

　
看
護
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
別
療
養
費
の
支
給
又
は
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
額
の
支
給
を
受

　
け
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、

「
並
び
に
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に

要
す
る
費
用
」
を
削
る
。

　
第
五
章
の
草
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
第
五
章
　
費
用
の
負
担

　
「
第
一
節
　
費
用
の
負
担
」
を
削
る
。

　
第
六
十
九
条
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
及
び
」
を
「
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と

い
う
。
）
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」

に
改
め
る
。

　
第
七
十
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療

養
費
」
に
、
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高

齢
者
納
付
金
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後

期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
コ
般
被
保
険
者
（
退
職
被
保
険
者
又
は
退
職

被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
被
保
険
者
」
に
、
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を

「、

j
z
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
、
「
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第

一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
二
　
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
（
高
齢
者

　
　
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
交
付
金
」
と
い
う
。
）

　
　
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）

　
第
七
十
条
第
三
項
中
「
で
あ
っ
て
」
の
下
に
「
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
」
を
加
え
、
「
第
一
号

に
掲
げ
る
額
が
指
定
年
度
の
第
二
号
」
を
「
当
該
各
号
イ
に
掲
げ
る
額
（
災
害
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
特
別
の
事

情
に
よ
り
当
該
額
が
多
額
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
事
情
に
よ
り
多
額
と
な
っ
た
部
分
の
額
と
し
て
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
控
除
し
た
額
）
が
指
定
年
度
の
当
該
各
号
ロ
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
が
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
を
超
え
る
場
合

　
　
イ
　
ω
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
⑧
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

　
　
　
ω
　
被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る

　
　
　
　
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、

　
　
　
　
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
し

　
　
　
　
た
費
用
の
額
の
合
算
額

　
　
　
③
　
前
期
高
齢
被
保
険
者
一
人
当
た
り
給
付
額
に
当
該
市
町
村
の
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
前

　
　
　
　
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
か
ら
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

　
　
　
　
額

　
　
ω
　
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
齢
階
層
ご
と
に
、
当
該
年
齢
階
層
に
係
る
平
均
一
人
当
た
り
給
付

　
　
　
額
に
当
該
市
町
村
の
当
該
年
齢
階
層
に
属
す
る
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
算
額
と
し
て
算
定

　
　
　
し
た
額

　
　
③
　
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
一
人
当
た
り
給
付
額
に
当
該
市
町
村
の
被

　
　
　
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
か
ら
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入

　
　
　
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

　
　
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
が
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
を
超
え
る
場
合

　
　
ω
　
前
号
イ
ω
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額

　
　
⑧
　
前
期
高
齢
被
保
険
者
一
人
当
た
り
給
付
額
に
当
該
市
町
村
の
被
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
平

　
　
　
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
か
ら
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

　
　
　
額

　
　
ω
　
前
号
ロ
ω
に
掲
げ
る
額

　
　
③
　
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
一
人
当
た
り
給
付
額
に
当
該
市
町
村
の
被

　
　
　
保
険
者
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
か
ら
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入

　
　
　
割
合
を
控
除
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

　
ロ
　
ω
に
掲
げ
る
額
か
ら
③
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額

ニ　
イ
　
ω
に
掲
げ
る
額
と
③
に
掲
げ
る
額
と
の
合
算
額

　
ロ
　
①
に
掲
げ
る
額
と
③
に
掲
げ
る
額
と
の
合
算
額

第
七
十
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

5
　
第
三
項
各
号
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
　
当
該
市
町
村
の
被
保
険
者
の
数
に
対
す
る
当
該
前
期
高
齢
被
保
険
者
（
高

　
　
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
の
う
ち
、

　
　
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
の
割
合

　
二
　
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
加
入
割
合
　
す
べ
て
の
市
町
村
の
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
前
期
高
齢
被

　
　
保
険
者
の
総
数
の
割
合

　
三
　
前
期
高
齢
被
保
険
者
一
人
当
た
り
給
付
額
　
当
該
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
に
係
る
第
三
項
第
一
号
イ

　
　
①
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
当
該
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
数
で
除
し
て
得
た
額

　
四
　
平
均
一
人
当
た
り
給
付
額
　
す
べ
て
の
市
町
村
の
被
保
険
者
に
係
る
第
三
項
第
一
号
イ
ω
に
掲
げ
る
額
の
合

　
　
算
額
を
当
該
被
保
険
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額

　
五
　
平
均
前
期
高
齢
被
保
険
者
一
人
当
た
り
給
付
額
　
す
べ
て
の
市
町
村
の
前
期
高
齢
被
保
険
者
に
係
る
第
三
項

　
　
第
一
号
イ
ω
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
を
当
該
前
期
高
齢
被
保
険
者
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額

　
第
七
十
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
二
条
の
四
を
削
り
、
第
七
十
二
条
の
三
を
第
七
十
二
条
の
四
と
す
る
。

　
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
二
条
の
三
と

す
る
。

　
第
七
十
二
条
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
五
　
国
及
び
都
道
府
県
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
高
齢
者
の
医
療
の

　
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健

　
指
導
（
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
費
用
の
う

　
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す
る
。

　
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
、
「
老
人
保

健
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
に
、
「
第
三
条
第
一
項
第
七

号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
口
中
「
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
」
の
下
に
「
（
前
期
高

齢
者
交
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
控
除
し
た
額
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
及

び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
ぴ
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
四
条
中
「
第
七
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
五
」
に
改
め
る
。
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第
七
十
五
条
中
「
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第
二

項
、
第
七
十
二
条
の
四
第
二
項
及
び
第
七
十
二
条
の
五
」
に
、
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金

等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並

び
に
」
に
改
め
、
「
、
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
（
賦
課
期
日
）

第
七
十
六
条
の
一
一
市
町
村
に
よ
る
前
条
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
は
、
当
該
年
度
の
初
日
と
す
る
。

　
（
保
険
料
の
徴
収
の
方
法
）

第
七
十
六
条
の
三
　
市
町
村
に
よ
る
第
七
十
六
条
の
保
険
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
特
別
徴
収
（
市
町
村
が
老
齢
等

　
年
金
給
付
を
受
け
る
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
か
ら
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払

　
を
す
る
者
に
保
険
料
を
徴
収
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
徴
収
す
べ
き
保
険
料
を
納
入
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
普
通
徴
収
（
市
町
村
が
世
帯
主
に
対
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
一
条
の

　
規
定
に
よ
り
納
入
の
通
知
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
方
法
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
老
齢
等
年
金
給
付
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金

　
そ
の
他
の
同
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
、
地
方

　
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
基
づ
く
老
齢
若
し
く
は
退
職
、
障
害
又
は
死
亡
を
支
給

　
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
年
金
た
る
給
付
に
類
す
る
老
齢
若
し

　
く
は
退
職
、
障
害
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
　
（
介
護
保
険
法
の
準
用
）

第
七
十
六
条
の
四
　
介
護
保
険
法
第
百
三
十
四
条
か
ら
第
百
四
十
一
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り

　
行
う
保
険
料
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定

　
め
る
。

　
第
七
十
八
条
中
「
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
除
く
。
」
の
下
に
「
第
九
十

一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
る
。

　
第
八
十
条
の
二
中
「
市
町
村
は
、
」
の
下
に
「
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

　
第
八
十
一
条
中
「
、
賦
課
期
日
」
を
削
る
。

　
第
五
章
第
二
節
及
び
第
三
節
を
削
る
。

　
第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
保
険
者
は
」
の
下
に
「
、
特
定
健
康
診
査
等
を
行
う
も
の
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
事

業
以
外
の
事
業
で
あ
っ
て
」
を
加
え
る
。

　
第
八
十
六
条
中
「
第
八
十
二
条
」
の
下
に
「
（
特
定
健
康
診
査
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
（
拠
出
金
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　
第
百
十
三
条
の
二
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　
第
百
十
八
条
中
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
第
十
二
章
中
第
百
二
十
一
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
条
の
二
　
保
険
者
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
国

　
民
健
康
保
険
事
業
に
関
し
て
職
務
上
知
得
し
た
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下

　
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
第
百
二
十
一
条
の
二
を
削
る
。

　
附
則
第
一
項
を
附
則
第
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
等
）
」
を
付
す
る
。

　
附
則
第
二
項
を
附
則
第
二
条
と
す
る
。

　
附
則
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。

　
附
則
第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

　
附
則
第
五
項
中
「
前
四
項
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
五
条
と
す
る
。

　
附
則
第
六
項
中
「
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
」
の
下
に
「
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日

が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
」
を
、
「
被
扶
養
者
（
」
の
下
に
「
六

十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で

あ
る
も
の
又
は
」
を
加
え
、
「
第
八
十
一
条
の
四
」
を
「
附
則
第
十
二
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
五
」
を
「
附
則
第
十

三
条
」
に
、
「
第
八
十
一
条
の
六
」
を
「
附
則
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
と
し
、
附
則

第
七
項
中
「
基
金
」
を
「
支
払
基
金
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
附
則
第
八
項
中
「
第
八
十
一
条
の
四

第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及

び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
が
負
担
す
る
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
に
係
る
負
担
調
整

前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
」
を
「
に
係
る
調
整
対
象
基
準
額
及
び
当
該
特
定
健
康
保
険
組
合
が
負
担
す
る

後
期
高
齢
者
支
援
金
の
合
算
額
」
に
、
「
特
例
退
職
被
保
険
者
等
加
入
割
合
」
を
「
特
例
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
」

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
附
則
第
九
項
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項

第
二
号
中
「
が
負
担
し
た
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
に
係
る
負
担
調
整
前
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
相
当
額
に
特
例

退
職
被
保
険
者
等
加
入
割
合
」
を
「
に
係
る
調
整
対
象
基
準
額
及
び
当
該
特
定
健
康
保
険
組
合
が
負
担
し
た
後
期
高

齢
者
支
援
金
の
合
算
額
に
特
例
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
附
則
第
十
項

中
「
第
六
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
例
退
職
被
保
険

者
等
の
経
過
措
置
）
」
を
付
し
、
同
条
の
前
に
次
の
十
五
条
を
加
え
る
。

　
　
（
退
職
被
保
険
者
等
の
経
過
措
置
）

第
六
条
　
平
成
二
十
六
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
六
十
五
歳
に
達

　
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で
あ
る
も
の

　
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
法
令
に
基
づ
く
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る

　
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
、
組
合
員
若
し
く
は
加
入
者
で
あ
っ
た

　
期
間
（
当
該
期
間
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
期
間
を
合
算
し
た
期

　
間
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
十
条
に
お
い
て
「
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
」
と
い
う
。
）
が
二

　
十
年
（
そ
の
受
給
資
格
期
間
た
る
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
二
十
年
未
満
で
あ
る
当
該
年
金
た

　
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
金
た
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
政
令
で
定
め
る
期
間
）

　
以
上
で
あ
る
か
、
又
は
四
十
歳
に
達
し
た
月
以
後
の
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
十
年
以
上
で
あ

　
る
も
の
に
該
当
す
る
者
は
、
退
職
被
保
険
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
金
た
る
給
付
の
支
給
が
そ
の
者
の
年
齢

　
を
事
由
と
し
て
そ
の
全
額
に
つ
き
停
止
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
厚
生
年
金
保
険
法

　
　
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
。
他
の
法
律
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

　
　
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

　
　
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

　
　
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

　
　
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

　
　
　
地
方
公
務
員
の
退
職
年
金
に
関
す
る
条
例

　
　
　
旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金
受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
十

　
　
六
号
）

　
　
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
っ
て
、
そ
の
退
職
被
保
険
者
と
同

　
　
一
の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
そ
の
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
も
の

　
二三

　
四
　
五
　
六
　
七
　
八
　
九

2
　
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
六
十
五
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の

　
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
以
後
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

　
に
該
当
す
る
も
の
は
、
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
と
す
る
。

　
一
　
退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
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二
　
退
職
被
保
険
者
の
配
偶
者
で
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
も
の
の
父
母

　
　
及
び
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
退
職
被
保
険
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
そ
の
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
す

　
　
る
も
の

　
三
　
前
号
の
配
偶
者
の
死
亡
後
に
お
け
る
父
母
及
び
子
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き
そ
の
退
職
被
保
険
者
と
同
一
の
世

　
　
帯
に
属
し
、
主
と
し
て
そ
の
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
す
る
も
の

　
（
療
養
給
付
費
等
交
付
金
）

第
七
条
　
退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
の
住
所
の
存
す
る
市
町
村

　
（
第
百
十
六
条
又
は
第
百
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
他
の
市
町
村
の
行
う
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る

　
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
他
の
市
町
村
と
す
る
。
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
」
と
い
う
。
）
が
負
担
す

　
る
費
用
の
う
ち
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下

　
「
被
用
者
保
険
等
拠
出
対
象
額
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
保
険
診
療
報

　
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。
）
が
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
療
養
給
付

　
費
等
交
付
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

　
一
　
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す

　
　
る
額
を
控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、

　
　
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費

　
　
用
の
額
の
合
算
額

　
二
　
調
整
対
象
基
準
額
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
額
の
合
算
額
に
当
該
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
係
る

　
　
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
退
職
被
保
険
者
等
の
総
数
の
割
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
　
り
算
定
し
た
割
合
（
以
下
「
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額

　
三
　
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
か
ら
当
該
保
険
料
に
係
る
介
護
納
付
金
の
納
付

　
　
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額

2
　
前
項
の
療
養
給
付
費
等
交
付
金
（
以
下
「
療
養
給
付
費
等
交
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ

　
り
支
払
基
金
が
徴
収
す
る
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

3
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
基
準
額
は
、
療
養
給
付
費
等
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
年
度
の
概
算
調

　
整
対
象
基
準
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
概
算
調
整
対
象
基
準

　
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
概
算
調
整
対
象
基
準

　
額
が
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
確
定
調
整
対
象
基
準
額
（
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
定
調
整
対
象

　
基
準
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
調
整
対
象
基
準
額
か
ら

　
そ
の
超
え
る
額
と
そ
の
超
え
る
額
に
係
る
調
整
対
象
基
準
調
整
金
額
（
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て

　
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
調
整
対
象
基
準
額
と
確
定
調
整
対
象
基
準
額
と
の
過
不
足
額
に
つ
き
生
ず

　
る
利
子
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
被
用
者
保
険
等
保
険
者
ご
と
に

　
算
定
さ
れ
る
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
前
々

　
年
度
の
概
算
調
整
対
象
基
準
額
が
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
確
定
調
整
対
象
基
準
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該

　
年
度
の
概
算
調
整
対
象
基
準
額
に
そ
の
満
た
な
い
額
と
そ
の
満
た
な
い
額
に
係
る
調
整
対
象
基
準
調
整
金
額
と
の

　
合
計
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

4
　
前
項
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
は
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
、
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険

　
者
、
第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
共
済
組
合
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
及
び
健
康
保
険
法
第
三
条
第

　
一
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
同
法
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
者
を
組
合
員
と
す
る
組
合
で
あ
っ
て

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
療
養
給
付
費
等
交
付
金
の
減
額
）

第
八
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
の
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
事
業
の

　
運
営
に
関
し
、
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
が
確
保
す
べ
き
収
入
を
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
場
合
又
は
退
職

　
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
が
支
出
す
べ
き
で
な
い
経
費
を
不
当
に
支
出
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
の
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
払
基
金
に
対
し
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
対
し

　
て
交
付
す
る
同
項
の
療
養
給
付
費
等
交
付
金
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
額
す
る
額
は
、
不
当
に
確
保
し
な
か
っ
た
額
又
は
不
当
に
支
出
し
た
額
を
超
え
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。

　
（
国
の
負
担
等
の
経
過
措
置
に
関
す
る
読
替
え
）

第
九
条
　
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は

　
コ
般
被
保
険
者
（
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
退
職
被
保
険
者
又
は
退
職
被
保
険
者
の
被
扶
養
者
以
外
の
被
保

　
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援

　
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
、
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
調
整
対
象
基
準
額
及
び
後
期
高

　
齢
者
支
援
金
の
額
の
合
算
額
に
同
号
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た

　
額
」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
イ
ω
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
被
保
険
者
」
と
、
同
号
イ
③
及
び
ロ

　
並
び
に
同
項
第
二
号
イ
③
及
び
ロ
③
並
び
に
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
被
保
険
者
の
数
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被

　
保
険
者
の
数
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
被
保
険
者
の
総
数
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
の
総
数
」
と
、
同
項

　
第
四
号
及
び
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
」
と
す
る
。

2
　
附
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
に
あ
っ
て
は
、
第
七
十
六
条
第
一
項
中
「
保

　
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
組
合
」
と
、
「
並
び
に
介
護

　
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を
含
み
、
健
康
保
険
法
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す
る
組
合
に
あ
っ
て
は
、
同
法
」

　
と
あ
る
の
は
「
、
介
護
納
付
金
、
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
並
び
に
健
康
保
険
法
」
と
す
る
。

　
（
拠
出
金
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
十
条
　
支
払
基
金
は
、
附
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
業
務
及
び
当
該
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用

　
に
充
て
る
た
め
、
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
被
用

　
者
保
険
等
保
険
者
か
ら
、
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
及
び
事
務
費
拠
出
金
（
以
下
こ
の
条
、
附
則
第
十
六
条
及
び
第

　
十
七
条
に
お
い
て
「
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
を
徴
収
す
る
。

2
　
被
用
者
保
険
等
保
険
者
は
、
拠
出
金
を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

　
　
（
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
）

第
十
一
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
被
用
者
保
険
等
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
は
、

　
当
該
年
度
の
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
々
年
度
の
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の

　
額
が
前
々
年
度
の
確
定
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出

　
金
の
額
か
ら
そ
の
超
え
る
額
と
そ
の
超
え
る
額
に
係
る
拠
出
金
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す

　
る
も
の
と
し
、
前
々
年
度
の
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
が
前
々
年
度
の
確
定
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額

　
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
年
度
の
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
に
そ
の
満
た
な
い
額
と
そ
の
満
た
な
い
額

　
に
係
る
拠
出
金
調
整
金
額
と
の
合
計
額
を
加
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
調
整
金
額
は
、
前
々
年
度
に
お
け
る
す
べ
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算

　
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
と
確
定
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
と
の
過
不
足
額
に
つ
き
生
ず
る
利
子
そ
の
他
の

　
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
各
被
用
者
保
険
等
保
険
者
ご
と
に
算
定
さ
れ
る
額
と

　
す
る
。

　
　
（
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
）

第
十
二
条
　
前
条
第
一
項
の
概
算
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
は
、
被
用
者
保
険
等
保
険
者
ご
と
の
当
該
年
度
の
標

　
準
報
酬
総
額
（
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
又
は
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
被

　
保
険
者
、
こ
と
の
こ
れ
ら
の
法
律
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
（
標
準
報
酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
を
い
う
。
）
の
当
該
年

　
度
の
合
計
額
の
総
額
と
し
、
第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
共
済
組
合
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
、
こ
と
の
同
号
に
規
定

　
す
る
法
律
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
又
は
給
料
の
月
額
及
び
期
末
手
当
等
の
額

　
の
当
該
年
度
の
合
計
額
の
総
額
を
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
あ
っ
て
は
、
加
入
者
、
こ
と
の
私
立
学

　
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
給
与
の
月
額
及
び
標
準
賞
与
の
額
の
当
該
年
度
の
合
計
額
の
総
額
を
、
組
合

　
に
あ
っ
て
は
、
組
合
員
ご
と
の
こ
れ
ら
の
報
酬
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
当
該

　
年
度
の
合
計
額
の
総
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
て
得
た
額
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

　
の
見
込
額
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
に
概
算
拠
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と

　
す
る
。

2
　
前
項
の
概
算
拠
出
率
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
各
退
職
被
保
険
者
等
所
属

　
市
町
村
に
お
け
る
被
用
者
保
険
等
拠
出
対
象
額
の
見
込
額
の
合
計
額
を
当
該
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標

　
準
報
酬
総
額
の
見
込
額
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。
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（
確
定
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
）

第
十
三
条
　
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
確
定
療
養
給
付
費
等
拠
出
金
の
額
は
、
各
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
前
々
年

　
度
の
標
準
報
酬
総
額
に
確
定
拠
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

2
　
前
項
の
確
定
拠
出
率
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
々
年
度
の
各
退
職
被
保
険
者
等
所
属

　
市
町
村
に
お
け
る
被
用
者
保
険
等
拠
出
対
象
額
の
合
計
額
を
前
々
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総

　
額
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

　
（
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
十
四
条
　
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
各
被
用
者
保
険
等
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
事
務
費
拠
出
金
の
額

　
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
に
お
け
る
附
則
第
十
七
条
に
規
定
す
る
支
払
基
金
の

　
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
に
前
々
年
度
の
各
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総

　
額
を
前
々
年
度
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す

　
る
。

　
（
通
知
等
）

第
十
五
条
　
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
支
払
基
金
に
対
し
、

　
各
年
度
に
お
け
る
被
用
者
保
険
等
拠
出
対
象
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
事
務
を
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者

　
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
拠
出
金
に
関
す
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
六
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
、
第
百

　
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
五
十
九
条
の
規
定
は
、
拠
出
金
に
関
し
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

　
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
被
用
者
保
険
等
保
険
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
支
払
基
金
の
業
務
）

第
十
七
条
　
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

　
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
（
以
下
「
退
職
者
医
療
関
係
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
。

　
一
　
被
用
者
保
険
等
保
険
者
か
ら
拠
出
金
を
徴
収
す
る
こ
と
。

　
二
　
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
対
し
附
則
第
七
条
第
一
項
の
療
養
給
付
費
等
交
付
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

　
三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

　
　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
適
用
の
特
例
）

第
十
八
条
　
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
命
令
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び

　
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
命
令
と
み
な
し
、
退
職
者
医
療
関
係
業
務

　
は
、
同
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。

　
　
（
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
関
す
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
準
用
）

第
十
九
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
四
十
条
か
ら
第
百
五
十
二
条
ま
で
、
第
百
五
十
四
条
、
第

　
百
六
十
八
条
及
び
第
百
七
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
支
払
基
金
の
退
職
者
医
療
関
係
業
務
に
関
し
て
準
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
　
（
資
料
の
提
供
等
）

第
二
十
条
　
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
は
、
退
職
被
保
険
者
の
資
格
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
退
職
被
保
険
者
の
年
金
保
険
の
被
保
険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
又
は
退
職
被
保
険
者
に
対
す
る
附
則
第
六
条
第
一
項

　
各
号
に
掲
げ
る
法
令
に
基
づ
く
老
齢
又
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
の
支
給
状
況
に
つ
き
、
当
該

　
年
金
た
る
給
付
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
書
類
の
閲
覧
又
は
資
料
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
附
則
第
十
一
項
を
附
則
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
合
併
市
町
村
に
お
け
る
保
険
料
の
賦
課
に

関
す
る
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
の
経
過
措
置
）

第
二
十
一
一
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第

　
六
十
九
条
中
「
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」

　
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及

　
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
七
十
条
第
一

　
項
（
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期

　
高
齢
者
支
援
金
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
（
以
下

　
　
「
病
床
転
換
支
援
金
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
第
二
号
（
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支

　
援
金
」
と
、
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
、
第
七
十
五
条
及
び
第
七
十
六
条
第
一
項
（
附
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に

　
　
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
、
附
則
第
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ

　
　
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
、
前
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
第
二
号
中
「
調

　
整
対
象
基
準
額
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
調
整
対
象
基
準
額
並
び
に
」
と
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
後

　
　
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
す
る
。

　
　
附
則
第
十
二
項
中
「
第
七
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
十
二
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則

第
二
十
四
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
三
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
附
則
第
十
四
項
中
「
附
則
第
十
二
項
」
を
「
第

　
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
へ
の

繰
入
れ
等
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
国
の
負
担
の
特
例
）

第
二
十
五
条
　
平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

　
　
て
は
、
同
号
中
「
繰
入
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
繰
入
金
及
び
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
合

　
　
算
額
」
と
し
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
七
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
第
七

　
　
十
条
第
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
二
十
五
条
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
七
十
条
第
一
項
第
一
号
」

　
　
と
し
、
当
該
年
度
に
お
け
る
同
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
繰
入
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
繰

　
　
入
金
及
び
附
則
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
合
算
額
」
と
す
る
。

　
　
附
則
第
十
五
項
を
削
る
。

　
　
附
則
第
十
六
項
を
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
と
し
、
附
則
第
十
七
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
附
則
第
十
八
項
を
同

条
第
三
項
と
し
、
附
則
第
十
九
項
中
「
附
則
第
十
六
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
附
則
第
十
七
項
」
を

　
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
附
則
第
二
十
項
中
「
附
則
第
十
六
項
第
二
号
」
を
「
第
一
項
第

　
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
高
額
な
医
療
に
係
る
交
付
金
事
業
等
）
」
を

　
付
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
一
項
中
「
附
則
第
十
九
項
」
を
「
前
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
二
十
七
条
と
し
、
同
条

　
に
見
出
し
と
し
て
「
（
調
整
交
付
金
の
特
例
）
」
を
付
す
る
。

　
　
附
則
第
二
十
二
項
中
「
附
則
第
十
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
を
「
附
則
第
二
十
四
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
改
め
、
同

　
項
を
附
則
第
二
十
八
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
検
討
等
）
」
を
付
す
る
。

第
十
四
条
　
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
十
六
条
第
四
項
を
削
る
。

　
　
第
五
十
二
条
第
六
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
四
十
五
条
の
二
」
を
「
及
び
第
四
十
五
条
の
二
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
二
条
の
二
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
前
条
第
三
項
」
を
「
及
び
前
条
第
三
項
」
に
改

　
め
る
。

　
　
第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
「
及
び
第
五
十
二
条
第
三

　
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
四
条
の
三
第
二
項
中
「
及
び
第
四
項
」
を
削
る
。

　
　
第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
介
護
保
険
法
」
の
下
に
「
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
加
え
る
。
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（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
　
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
七
百
三
条
の
四
第
三
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

　
め
る
。

第
十
六
条
　
地
方
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
四
条
の
九
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
六
　
第
七
百
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百
十
八
条
の
八

　
　
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
国
民
健
康
保
険
税
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一

　
　
　
項
（
第
七
百
十
八
条
の
六
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
三
項
又
は
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
に
対
す
る
通
知
の
期
限

　
　
第
十
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
市
町
村
民
税
」
の
下
に
「
並
び
に
国
民
健
康
保
険
税
」
を
加
え
、
「
本
章
」

　
を
「
こ
の
章
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
条
の
四
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
9
　
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
第
六
項
中
「
千
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
百

　
　
円
」
と
す
る
。

　
　
第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
及
び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の

　
納
付
に
要
す
る
費
用
を
含
む
も
の
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

　
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法

　
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介

　
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
介
護
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
要
す
る
費
用
を

　
含
む
も
の
」
に
、
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
及
び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る

　
費
用
を
含
む
。
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費

　
用
を
含
む
。
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
」
を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び

　
介
護
納
付
金
」
に
、
「
同
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
分
賦
金
を
」
を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金

　
等
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
分
賦
金
を
」
に
、
「
並
び
に
当
該
世
帯
主
」
を
「
及
び
後
期
高
齢
者
支

　
援
金
等
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
国
民
健
康
保
険
を

　
行
う
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
に
加
入
し
て
い
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合

　
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
分
賦
金
と
す
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税

　
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
当
該
世
帯
主
」
に
、
「
同
法
第
九
条
第
二
号
」
を
「
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
」

　
に
、
「
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
」
を
「
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
介
護
納
付
金
」

　
に
、
「
同
法
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
分
賦
金
と
」
を
「
介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

　
の
分
賦
金
と
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
3
　
国
民
健
康
保
険
税
の
標
準
基
礎
課
税
総
額
は
、
当
該
年
度
の
初
日
に
お
け
る
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険

　
　
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療

　
　
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す

　
　
る
費
用
の
総
額
の
見
込
額
か
ら
当
該
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
の
一
部
負
担
金
の
総
額
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
の

　
　
百
分
の
六
十
五
に
相
当
す
る
額
並
び
に
当
該
年
度
分
の
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら

　
　
当
該
費
用
に
係
る
国
の
負
担
金
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
の
合
算
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の

　
　
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
交
付
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前
期
高
齢
者
交
付
金
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

　
　
は
、
当
該
前
期
高
齢
者
交
付
金
を
控
除
し
た
額
）
（
国
民
健
康
保
険
を
行
う
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
に
加
入

　
　
し
て
い
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
算
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
分
賦
金
の
額
）
と
す
る
。

　
第
七
百
三
条
の
四
第
五
項
中
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」
を
削
り
、
コ
般
被
保
険
者
で
あ
る
」
を
「
被
保
険
者
で

あ
る
」
に
、
「
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」
を
「
に
属
す
る
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
六
項

中
「
第
十
三
項
及
び
第
二
十
一
項
」
を
「
第
十
六
項
及
び
第
二
十
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
十
四
項
及

び
第
二
十
二
項
」
を
「
第
十
七
項
及
び
第
二
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
中
コ
般
被
保
険
者
」

を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

12
@
第
五
項
の
基
礎
課
税
額
は
、
納
税
義
務
者
間
の
負
担
の
衡
平
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
。

13
@
国
民
健
康
保
険
税
の
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
は
、
当
該
年
度
分
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納

　
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
費
用
に
係
る
国
の
負
担
金
の
見
込
額
を
控
除
し
た
額
（
国
民
健
康
保
険
を
行
う

　
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
に
加
入
し
て
い
る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
分
賦
金

　
の
額
）
と
す
る
。

14
@
前
項
の
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
い
ず
れ
か
に
よ

　
る
も
の
と
し
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
額
の
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
に
対
す
る
標
準
割
合
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
所
得
割
総
額
、
資
産
割
総
額
、
被
保
険
者
均
等
割
総
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
総
額

　
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

所
得
割
総
額

百
分
の
四
十

資
産
割
総
額

百
分
の
十

被
保
険
者
均
等
割
総
額

百
分
の
三
十
五

世
帯
別
平
等
割
総
額

百
分
の
十
五

所
得
割
総
額
、
被
保
険
者
均
等
割
総
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
総
額

所
得
割
総
額

百
分
の
五
十

被
保
険
者
均
等
割
総
額

百
分
の
三
十
五

世
帯
別
平
等
割
総
額

百
分
の
十
五

所
得
割
総
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
総
額

所
得
割
総
額

百
分
の
五
十

被
保
険
者
均
等
割
総
額

百
分
の
五
十

15
@
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
す
る
課
税
額
の
う
ち
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
前
項
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世

　
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額

　
の
合
算
額
と
す
る
。

16
@
前
項
の
所
得
割
額
は
、
第
十
四
項
の
所
得
割
総
額
を
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

17
@
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
第
五
項
の
所
得
割
額
の
算
定
を
行
っ
て
い
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
第
十
五
項
の

　
所
得
割
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
に
あ

　
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

　
第
七
百
三
条
の
四
第
二
十
七
項
中
「
第
五
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
五
項
」
を
加
え
、
「
同
項
中
コ
般
被
保
険
者

で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
及

び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
」
に
、
コ
般
被
保
険
者
（
」
を
「
被
保
険
者
（
」
に
、
「
コ
般
被
保
険
者
と
退
職

被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う
ち
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
し
、
第
十
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険

者
等
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
世
帯
主
を
除
く
。
）
」
と
、
「
退
職
被
保
険
者
等
と
一

般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
し
、
第
十
七
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
コ
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
世
帯
主
以
外
の
者

の
う
ち
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
」
と
し
、
第
二
十
項
」
を
「
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
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三
十
一
項
と
し
、
同
条
第
二
十
六
項
中
「
第
二
十
項
」
を
「
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
項
と
し
、

同
条
第
二
十
五
項
中
「
第
二
十
項
」
を
「
第
二
十
四
項
」
に
、
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
十
九
項
と
し
、
同
条
第
二
十
四
項
中
「
第
二
十
項
」
を
「
第
二
十
四
項
」
に
、
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十

三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
八
項
と
し
、
同
条
第
二
十
三
項
中
「
第
二
十
項
」
を
「
第
二
十
四
項
」
に
、
「
第

十
九
項
」
を
「
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
七
項
と
し
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
第
二
十
項
」
を

「
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
六
項
と
し
、
同
条
第
二
十
一
項
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
三

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
五
項
と
し
、
同
条
第
二
十
項
を
同
条
第
二
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
九
項
を
同

条
第
二
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
」
を
「
国
民
健
康
保
険
税
の
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
二
十
二
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

18
@
第
十
五
項
の
資
産
割
額
は
、
第
十
四
項
の
資
産
割
総
額
を
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及

　
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
に
あ
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

19
@
第
十
五
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
第
十
四
項
の
被
保
険
者
均
等
割
総
額
を
被
保
険
者
の
数
に
あ
ん
分
し
て

　
算
定
す
る
。

20
@
第
十
五
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
第
十
四
項
の
世
帯
別
平
等
割
総
額
を
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
の
数
に
あ

　
ん
分
し
て
算
定
す
る
。

21
@
第
十
五
項
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
納
税
義
務
者
間
の
負
担
の
衡
平
を
考
慮
し
て
政
令
で
定
め
る

　
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
第
七
百
三
条
の
五
第
二
項
中
コ
般
被
保
険
者
」
を
「
被
保
険
者
」
に
改
め
る
。

　
第
七
百
五
条
中
「
、
共
同
施
設
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
」
を
「
及
び
共
同
施
設
税
」
に
、
「
の
納
期
」
を
「
及
び

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
（
次
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百

十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
る
場
合
の
納
期
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

2
　
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日
と
す
る
。

　
第
七
百
六
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
村
は
、
当
該
年
度
の
初
日
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
税

　
の
納
税
義
務
者
が
老
齢
等
年
金
給
付
（
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
そ
の
他
の
同
法
、
厚
生
年
金
保
険
法
、

　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
又
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
基
づ
く
老
齢
若
し
く

　
は
退
職
、
障
害
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
年

　
金
た
る
給
付
に
類
す
る
老
齢
若
し
く
は
退
職
、
障
害
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
た
る
給
付
で
あ
っ
て
政

　
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
支
払
を
受
け
て
い
る
年
齢
六
十
五
歳
以
上
の
国
民

　
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
（
災
害
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
方
法

　
に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も

　
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

　
世
帯
主
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
が
少
な
い
こ
と
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
徴
収
を
行
う
こ
と

　
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
市
町
村
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
市
町
村
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
百
十
八
条
の
二
か
ら
第
七
百

　
十
八
条
の
十
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
四
月
二
日
か
ら
八
月
一
日
ま
で
の
間

　
に
、
当
該
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
が
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

　
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
を
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
七
百
六
条
の
二
第
一
項
中
「
納
期
に
お
い
て
」
の
下
に
「
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
中
「
す
で
に
」
を
「
既
に
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る
。

　
第
七
百
十
八
条
第
一
項
中
「
を
特
別
徴
収
」
の
下
に
「
（
第
七
百
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
百
十
八
条
の
七

第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の

次
に
次
の
十
条
を
加
え
る
。

　
（
年
金
保
険
者
の
特
別
徴
収
義
務
）

第
七
百
十
八
条
の
二
　
市
町
村
は
、
第
七
百
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項

　
並
び
に
第
七
百
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
税
を
徴
収
し
よ

　
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
者
（
以

　
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
年
金
保
険
者
」
と
い
う
。
）
を
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
当
該
国
民
健
康
保
険
税
を
徴
収
さ

　
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
市
町
村
は
、
同
一
の
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
老
齢
等
年
金
給
付
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

　
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
の
老
齢
等
年
金
給
付
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
」

　
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
国
民
健
康
保
険
税
を
徴
収
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

　
（
特
別
徴
収
税
額
の
通
知
等
）

第
七
百
十
八
条
の
三
　
市
町
村
は
、
第
七
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
特
別
徴
収
対

　
象
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
国
民
健
康
保
険
税
を
徴
収
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
国
民
健
康
保

　
険
税
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
旨
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
支
払
回
数
割
保
険
税

　
額
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
年
金
保
険
者
に
対
し
て
は
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
七
月

　
三
十
一
日
（
政
令
で
定
め
る
年
金
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
日
）
ま
で
に
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被

　
保
険
者
に
対
し
て
は
当
該
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
支
払
回
数
割
保
険
税
額
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に

　
つ
き
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
国
民
健
康
保
険
税
額
（
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
対
し
て

　
課
す
る
当
該
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
額
か
ら
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
額
を
控
除
し
て
得
た

　
額
と
す
る
。
第
七
百
十
八
条
の
九
第
一
項
及
び
第
七
百
十
八
条
の
十
第
二
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
保
険
税

　
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
お
け

　
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

　
　
（
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
た
国
民
健
康
保
険
税
額
の
納
入
の
義
務
）

第
七
百
十
八
条
の
四
　
年
金
保
険
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第

　
二
項
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す

　
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際

　
徴
収
し
、
そ
の
徴
収
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
十
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
当
該
市
町
村
に
納
入
す
る
義
務
を
負

　
う
。

　
　
（
被
保
険
者
資
格
喪
失
等
の
場
合
の
通
知
等
）

第
七
百
十
八
条
の
五
　
市
町
村
は
、
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
回

　
数
割
保
険
税
額
を
年
金
保
険
者
に
通
知
し
た
後
に
当
該
通
知
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
が
国
民
健
康
保
険

　
の
被
保
険
者
で
あ
る
資
格
を
喪
失
し
た
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
省
令
で
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
年
金
保
険
者
及
び
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
年
金
保
険
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
通
知
を
受
け
た
日
以
降
、
第
七

　
百
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
を
徴
収
し
て
納
入
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
、
年
金
保
険
者
は
、
直
ち
に
当
該
通
知
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税

　
徴
収
の
実
績
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
当
該
通
知
を
し
た
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
特
別
徴
収
の
手
続
規
定
の
準
用
）

第
七
百
十
八
条
の
六
　
前
三
条
の
規
定
は
、
第
七
百
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
お
け
る
読
替
え
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え

　
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項

七
月
三
十
一
日

九
月
三
十
日

十
一
月
三
十
日

当
該
年
の
九
月
三
十
日

そ
の
翌
年
の
一
月
三
十
一
日

第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項

十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

翌
年
の
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

第
七
百
十
八
条
の
四

十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

翌
年
の
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で

　
（
既
に
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
仮
徴
収
）

第
七
百
十
八
条
の
七
　
市
町
村
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三

　
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
際
、
第
七
百
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定

　
に
よ
り
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険

　
税
額
を
徴
収
さ
れ
て
い
た
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当
該
支
払
回
数
割
保
険
税
額
の
徴
収
に
係
る
特

　
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
が
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
支
払

　
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
支
払
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
額
と
し
て
、
当
該
支
払
回
数
割
保
険
税
額
に
相

　
当
す
る
額
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

2
　
市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
六
月

　
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
に
相
当
す
る
額
を
徴
収

　
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
支
払
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
額
と
し
て
、
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定

　
め
る
額
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
百
十
八
条
の
四
及
び
第
七
百
十
八
条
の
五
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に

　
よ
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
読
替
え
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
ほ
か
、

　
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句
読
み
替
え
る
字
句
（
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
に
係
る
場
合
）

読
み
替
え
る
字
句
（
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
に
係
る
場
合
）

第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項

七
月
三
十
一
日

一
月
三
十
一
日

四
月
三
十
日

九
月
三
十
日

三
月
三
十
一
日

五
月
三
十
一
日

第
七
百
十
八
条
の
四

十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

4
　
市
町
村
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
保
険
者
又
は
特
別
徴

　
収
対
象
被
保
険
者
に
対
す
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
係
る
第
七
百
十

　
八
条
の
三
第
一
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
年
金
保
険
者
又
は
特
別
徴
収
対
象

　
被
保
険
者
に
対
す
る
通
知
と
そ
れ
ぞ
れ
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

　
に
よ
る
特
別
徴
収
が
行
わ
れ
た
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
第
七
百
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ

　
る
場
合
に
お
け
る
第
七
百
十
八
条
の
三
か
ら
第
七
百
十
八
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
百
十

　
八
条
の
三
第
二
項
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
又
は
第
二
項

　
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
徴
収
さ
れ
た
額
の
合
計

　
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

6
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

第
七
百
六
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
十
八
条

　
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

　
は
、
同
項
中
「
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五

　
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
」
と
す
る
。

　
（
新
た
に
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
と
な
つ
た
者
に
係
る
仮
徴
収
）

第
七
百
十
八
条
の
八
　
市
町
村
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
に
お

　
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
が
支
払
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
支
払
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
額
と
し

　
て
、
支
払
回
数
割
保
険
税
額
の
見
込
額
（
当
該
額
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ

　
る
場
合
に
お
い
て
は
、
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
額
と
す
る
。
）
を
、
総
務
省
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
第
七
百
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
の
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
又
は
当
該

　
　
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
八
月
二
日
か
ら
十
月
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
市
町
村
の
特
別
徴
収
対
象
被

　
　
保
険
者
と
な
つ
た
者
　
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

　
二
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
月
二
日
か
ら
十
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
市
町
村
の
特
別
徴

　
　
収
対
象
被
保
険
者
と
な
つ
た
者
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間

　
三
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
二
月
二
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
市
町

　
　
村
の
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
と
な
つ
た
者
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
八
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日

　
　
ま
で
の
間

2
　
前
項
の
支
払
回
数
割
保
険
税
額
の
見
込
額
は
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
当
該
年
度
の

　
前
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
当
該
特

　
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
当
該
年
度
に
お
け
る
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額

　
　
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

　
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る
。

3
　
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項
、
第
七
百
十
八
条
の
四
及
び
第
七
百
十
八
条
の
五
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

　
よ
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
読
替
え
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら

　
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句
（
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
場
合
）

読
み
替
え
る
字
句
（
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
場
合
）

読
み
替
え
る
字
句
（
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
場
合
）

第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項

七
月
三
十
一
日

一
月
三
十
一
日

三
月
三
十
一
日

五
月
三
十
一
日

九
月
三
十
日

三
月
三
十
一
日

五
月
三
十
一
日

七
月
三
十
一
日

第
七
百
十
八
条
の
四

十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

六
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

八
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で

4
　
当
該
年
度
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別

徴
収
が
行
わ
れ
た
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
第
七
百
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お

　
け
る
第
七
百
十
八
条
の
三
か
ら
第
七
百
十
八
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
七
百
十
八
条
の
三
第

　
二
項
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
、
第
七
百
十
八
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
年
度

　
の
初
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
徴
収
さ
れ
た
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
」

　
と
す
る
。

5
　
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
十
月
一
日
か
ら
そ
の
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

　
第
七
百
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項

　
に
規
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

　
項
中
「
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
条
第
四
項

　
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
」
と
す
る
。
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（
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
な
く
な
っ
た
場
合
の
取
扱
い
）

第
七
百
十
八
条
の
九
　
年
金
保
険
者
は
、
当
該
年
金
保
険
者
が
第
七
百
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
七
百
十

　
八
条
の
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
特
別
徴
収
対
象
保
険
税
額
に

　
係
る
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
が
当
該
年
金
保
険
者
か
ら
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と

　
な
っ
た
場
合
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
発
生
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以

　
降
徴
収
す
べ
き
特
別
徴
収
対
象
保
険
税
額
は
、
こ
れ
を
徴
収
し
て
納
入
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。

2
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
年
金
保
険
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
徴
収
対

　
象
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
者
の
氏

　
名
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
徴
収
の
実
績
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
、
特
別
徴
収

　
に
係
る
納
入
金
を
納
入
す
べ
き
市
町
村
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
普
通
徴
収
国
民
健
康
保
険
税
額
へ
の
繰
入
れ
）

第
七
百
十
八
条
の
十
　
市
町
村
は
、
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
が
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
な
く
な

　
つ
た
こ
と
等
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
お

　
い
て
は
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
額
に
相
当
す
る
国
民
健
康
保
険
税
額
を
、

　
そ
の
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
日
以
後
に
お
い
て
到
来
す
る
第
七
百
五
条
第
一

　
項
の
納
期
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い
て
、
そ
の
日
以
後
に
到
来
す
る
同
項
の
納
期

　
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
直
ち
に
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
市
町
村
は
、
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
既
に
年
金
保
険
者
か
ら
納
入
さ
れ
た
特
別
徴
収
対
象
保
険

　
税
額
が
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
か
ら
徴
収
す
べ
き
特
別
徴
収
対
象
保
険
税
額
を
超
え
る
場
合
（
徴
収
す
べ

　
き
特
別
徴
収
対
象
保
険
税
額
が
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
は
、
当
該
過
納
又
は
誤
納
に
係
る
税
額
は
、
第
十

　
七
条
の
規
定
の
例
に
よ
っ
て
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
特

　
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
の
未
納
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
の
二
の
規
定

　
の
例
に
よ
っ
て
こ
れ
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
年
金
保
険
者
に
つ
い
て
第
十

　
七
条
及
び
第
十
七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
は
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
（
政
令
へ
の
委
任
）

第
七
百
十
八
条
の
十
一
　
第
七
百
十
八
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
年
金
保
険
者
の
市
町
村
に

　
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税
額
の
通
知
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定

　
め
る
。

　
第
七
百
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
七
百
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

　
第
七
百
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
七
百
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
又
は
第
七
百
十
八
条
の
四
（
第
七
百
十
八
条

の
六
、
第
七
百
十
八
条
の
七
第
三
項
又
は
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加

え
る
。

　
附
則
第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
の
特
例
）

第
三
十
八
条
　
国
民
健
康
保
険
を
行
う
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村

　
　
（
一
部
事
務
組
合
又
は
広
域
連
合
を
設
け
て
国
民
健
康
保
険
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
一
部
事
務
組
合
又

　
は
広
域
連
合
に
加
入
し
て
い
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
）
に
お
け
る
第
七
百
三
条
の
四
（
附
則
第
三
十
八

　
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び

　
第
七
百
三
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
七
百
三
条
の
四
第
三
項
中
「
標
準
基
礎
課
税
総

　
額
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
七
条
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
以
下
こ

　
の
条
に
お
い
て
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

　
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
標
準
基
礎
課
税
総
額
」
と
、
「
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
」
と
、

　
同
条
第
五
項
中
「
基
礎
課
税
額
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
」
と
、
「
被
保
険
者
で
あ
る
」

　
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
で
あ
る
」
と
、
「
に
属
す
る
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」

　
と
、
「
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一

　
の
世
帯
に
属
す
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
は
一
般
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
と
み
な
し
て
、
世
帯
別
平
等
割
額
を
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
、
同
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
中
「
を
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
を
一
般
被
保
険
者
」

と
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
五
項
の
基
礎
課
税
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
項
又
は
附
則
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

の
基
礎
課
税
額
（
一
般
被
保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
五
項
の
基
礎

課
税
額
と
附
則
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
基
礎
課
税
額
と
の
合
算
額
）
」
と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
標
準
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
被
保
険
者
に
係
る
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
」
と
、

　
「
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
の
一
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
、
同
条
第

十
五
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課

税
額
」
と
、
「
被
保
険
者
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
で
あ
る
」
と
、
「
に
属
す
る
被
保
険
者
」
と
あ
る

の
は
「
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」
と
、
「
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
一
般
被
保

険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
は
一
般
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
と

み
な
し
て
、
世
帯
別
平
等
割
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
、
同
条
第
十
九
項
及
び
第
二
十
項
中
「
を
被
保
険

者
」
と
あ
る
の
は
「
を
一
般
被
保
険
者
」
と
、
同
条
第
二
十
一
項
中
「
第
十
五
項
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
項
又
は
附
則
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
（
一
般
被

保
険
者
と
退
職
被
保
険
者
等
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
は
、
第
十
五
項
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税

額
と
附
則
第
三
十
八
条
の
二
第
六
項
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
と
の
合
算
額
）
」
と
、
同
条
第
三
十
一
項
中

　
「
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
及
び
」
と
あ
る
の
は
コ
般
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
及
び
」
と
、
「
に
属
す
る
被
保

険
者
」
と
あ
る
の
は
「
に
属
す
る
一
般
被
保
険
者
」
と
、
「
第
二
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
項
及
び
第
二
十

　
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
コ
般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の
者
の

　
う
ち
一
般
被
保
険
者
」
と
、
第
二
十
四
項
」
と
、
第
七
百
三
条
の
五
第
二
項
中
「
被
保
険
者
に
係
る
」
と
あ
る
の

　
は
コ
般
被
保
険
者
に
係
る
」
と
す
る
。

　
附
則
第
三
十
八
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
の
二
　
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
所
属
市
町
村
（
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
「
退
職
者
所
属
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
す
る
課
税
額
の
う

　
ち
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
以

　
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
基
礎
課
税
額
は
、
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お

　
け
る
同
項
に
規
定
す
る
一
般
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
コ
般
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
国
民
健

　
康
保
険
税
に
つ
い
て
の
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
四
項
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
標
準
基
礎
課
税
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
退
職
被
保
険
者
等
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職

　
被
保
険
者
等
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額

　
（
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
所
得
割
額
、
資
産
割
額

　
又
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。

2
　
前
項
の
所
得
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百

　
三
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
基
礎
控

　
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
、
同
条
第
四
項
の
所
得
割
総
額
を
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一

　
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

3
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
同
条
第
五
項
の

　
所
得
割
額
の
算
定
を
行
っ
て
い
る
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
の

　
所
得
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
（
以
下

　
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
市

　
町
村
民
税
所
得
割
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
市
町
村
民
税
所
得
割
額
」
と
い
う
。
）
に
、
同
条
第

　
四
項
の
所
得
割
総
額
を
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額

　
等
又
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

4
第
一
項
の
資
産
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及

　
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
四
項
の
資
産

　
割
総
額
を
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の
う

　
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
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5
　
第
一
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

　
七
百
三
条
の
四
第
十
項
又
は
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
同
額
と
す
る
。

6
　
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
す
る
課
税
額

　
の
う
ち
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般

　
被
保
険
者
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
の
同
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の

　
四
第
十
四
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
標
準
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
総
額
の
区
分
に
応
じ
、
退
職
被
保
険
者
等

　
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
、
資
産
割
額
、
被
保
険

　
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
（
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
と
が
同
一
の
世
帯
に
属
す

　
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
所
得
割
額
、
資
産
割
額
又
は
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
）
と
す
る
。

7
　
前
項
の
所
得
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
、
前
条
の
規
定
に
よ

　
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
十
四
項
の
所
得
割
総
額
を
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る

　
　
一
般
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

8
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
同
条
第
五
項
の

　
所
得
割
額
の
算
定
を
行
っ
て
い
る
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
項
の

　
所
得
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
に
、

　
同
条
第
十
四
項
の
所
得
割
総
額
を
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
各
種
控
除
後
の
総

　
所
得
金
額
等
又
は
市
町
村
民
税
所
得
割
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

9
　
第
六
項
の
資
産
割
額
は
、
当
該
退
職
被
保
険
者
等
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の
う
ち
土
地
及

　
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
に
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
三
条
の
四
第
十
四
項
の
資

　
産
割
総
額
を
当
該
退
職
者
所
属
市
町
村
に
お
け
る
一
般
被
保
険
者
に
係
る
固
定
資
産
税
額
又
は
固
定
資
産
税
額
の

　
う
ち
土
地
及
び
家
屋
に
係
る
部
分
の
額
の
合
算
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。

10
@
第
六
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
又
は
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

　
七
百
三
条
の
四
第
十
九
項
又
は
同
条
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
同
額
と
す
る
。

n
　
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
資
格
が
な
い
世
帯
主
の
属
す
る
世
帯
内
に
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

　
　
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
一
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
退
職
被
保
険
者
等

　
　
で
あ
る
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
世
帯
に
属
す
る
退
職
被
保
険

　
　
者
等
（
世
帯
主
を
除
く
。
）
」
と
、
「
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
世
帯
主
以
外
の
者
の
う

　
　
ち
退
職
被
保
険
者
等
と
一
般
被
保
険
者
」
と
す
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
に
係
る
国
民
健
康
保
険
税
の
特
例
）

第
三
十
八
条
の
一
一
一
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

　
　
間
、
第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
中
「
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
　
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下

　
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
の
規
定
に
よ
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下

　
　
こ
の
条
に
お
い
て
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
」

　
　
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
並
び
に
」
と
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
」
と

　
　
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
の
」
と
、
同
条
第
十
三
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援

　
　
金
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
の
」
と
す
る
。

　
（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
　
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
条
第
一
項
及
び
第
九
条
ノ
三
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
五
条
ノ
三
第
二
項
中
「
若
ハ
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
（
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
二
規
定
ス
ル

　
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
、
第
二
十
九
条
第
四
項
」
を
「
（
第

　
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
及
第
二
十
九
条
第
四
項
二
於
テ
準
用
ス
ル
場
合
ヲ
含
ム
）
」
に
改
め
、
「
若
ハ
特
定
承
認
保
険
医

　
療
機
関
」
を
削
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
ノ
給
付
ハ
左
二
掲
グ
ル
療
養
二
係
ル
給
付
ヲ
含
マ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

　
一
　
食
事
ノ
提
供
タ
ル
療
養
ニ
シ
テ
前
項
第
五
号
二
掲
グ
ル
療
養
ト
併
セ
テ
行
フ
モ
ノ
（
医
療
法
（
昭
和
二
十
三

　
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
二
規
定
ス
ル
療
養
病
床
ヘ
ノ
入
院
及
其
ノ
療
養
二
伴
フ
世
話
其

　
　
ノ
他
ノ
看
護
ニ
シ
テ
当
該
療
養
ヲ
受
ク
ル
際
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
以
後
ナ
ル
被
保
険
者
又

　
　
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
（
以
下
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
等
ト
称
ス
）
二
係
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
以
下
食
事
療
養
ト

　
　
称
ス
）

　
二
　
左
二
掲
グ
ル
療
養
ニ
シ
テ
前
項
第
五
号
二
掲
グ
ル
療
養
ト
併
セ
テ
行
フ
モ
ノ
（
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
等

　
　
二
係
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
以
下
生
活
療
養
ト
称
ス
）

　
　
イ
　
食
事
ノ
提
供
タ
ル
療
養

　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
給
水
二
関
ス
ル
適
切
ナ
ル
療
養
環
境
ノ
形
成
タ
ル
療
養

　
三
　
評
価
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
二
規
定
ス
ル
評
価
療
養
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）

　
四
　
選
定
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
二
規
定
ス
ル
選
定
療
養
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）

　
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
一
号
中
「
次
号
又
ハ
第
三
号
二
掲
グ
ル
場
合
以
外
ノ
」
を
「
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ

属
ス
ル
月
以
前
ナ
ル
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
ノ
二
十
」
を
「
百
分
ノ
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
ハ
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
第
一
号
ノ
規
定
二
依
ル
措
置
が
講
ゼ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ

ハ
当
該
減
額
セ
ラ
レ
タ
ル
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
ニ
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
　
社
会
保
険
庁
長
官
ハ
災
害
其
ノ
他
ノ
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
特
別
ノ
事
情
ア

　
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ニ
シ
テ
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
二
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
ノ
規

　
定
二
依
ル
一
部
負
担
金
ヲ
支
払
フ
コ
ト
困
難
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
左
二
掲
グ
ル
措
置
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

　
ヲ
得

　
一
　
一
部
負
担
金
ヲ
減
額
ス
ル
コ
ト

　
ニ
　
一
部
負
担
金
ノ
支
払
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト

　
三
　
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
二
対
ス
ル
支
払
二
代
ヘ
テ
一
部
負
担
金
ヲ
直
接
徴
収
シ
其
ノ
徴
収
ヲ
猶
予
ス

　
　
ル
コ
ト

　
前
項
ノ
規
定
二
依
ル
措
置
ヲ
受
ケ
タ
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ハ
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
ノ
規
定

　
二
拘
ラ
ズ
前
項
第
一
号
ノ
規
定
二
依
ル
措
置
ヲ
受
ケ
タ
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
二
於
テ
ハ
其
ノ
減

　
額
セ
ラ
レ
タ
ル
一
部
負
担
金
ヲ
保
険
医
療
機
関
又
ハ
保
険
薬
局
二
支
払
フ
ヲ
以
テ
足
り
同
項
第
二
号
又
ハ
第
三
号

　
ノ
規
定
二
依
ル
措
置
ヲ
受
ケ
タ
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
二
於
テ
ハ
一
部
負
担
金
ヲ
保
険
医
療
機
関

　
又
ハ
保
険
薬
局
二
支
払
フ
コ
ト
ヲ
要
サ
ズ

　
前
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
一
部
負
担
金
ノ
支
払
二
付
之
ヲ
準
用
ス

　
第
二
十
八
条
ノ
七
第
一
項
中
「
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
」
の
下
に
「
（
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
等
ヲ
除
ク
以
下
本
条

二
於
テ
之
二
同
ジ
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
十
八
条
ノ
八
　
特
定
長
期
入
院
被
保
険
者
等
が
第
二
十
八
条
第
三
項
二
規
定
ス
ル
給
付
対
象
傷
病
二
関
シ
厚
生

　
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
二
依
リ
同
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
又
ハ
診
療
所
ノ
中
自
己
ノ
選
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
就

　
キ
同
条
第
一
項
第
五
号
二
掲
グ
ル
療
養
ノ
給
付
ト
併
セ
テ
受
ケ
タ
ル
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
二
付
入
院
時
生

　
活
療
養
費
ト
シ
テ
之
ヲ
支
給
ス

　
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
額
ハ
当
該
生
活
療
養
二
付
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
ノ
規
定
二
依
ル
厚
生
労

　
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
基
準
ノ
例
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
（
其
ノ
額
が
現
二
当
該
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用

　
ノ
額
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
当
該
現
二
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
次
項
二
於
テ
入
院
時
生
活
療
養
費
算
定
額
ト

　
称
ス
）
ヨ
リ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
同
条
第
二
項
二
規
定
ス
ル
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）

　
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ト
ス

　
前
項
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
船
員
法
第
八
十
九
条
二
規
定
ス
ル
療
養
補
償
二
相
当
ス
ル
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
額
及
第

　
二
十
八
条
ノ
三
第
二
項
二
規
定
ス
ル
疾
病
又
ハ
負
傷
二
付
テ
ノ
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
額
二
付
テ
ハ
入
院
時
生
活

　
療
養
費
算
定
額
ト
ス
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健
康
保
険
法
第
六
十
四
条
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
六
条
第
四
項
乃
至
第
六
項
及
第
七
十
八
条
並
二
本
法
第
二
十

　
八
条
第
四
項
及
第
七
項
、
第
二
十
八
条
ノ
ニ
、
第
二
十
八
条
ノ
四
第
三
項
、
第
二
十
八
条
ノ
六
第
一
項
並
二
前
条

　
第
四
項
乃
至
第
六
項
ノ
規
定
ハ
第
二
十
八
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
又
ハ
診
療
所
二
就
キ
受
ケ
タ
ル
生
活
療

　
養
及
之
二
伴
フ
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
二
関
シ
之
ヲ
準
用
ス

　
第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
左
二
掲
グ
ル
療
養
」
を
「
同
条
第
五
項
各
号
二
掲
グ
ル
病
院
若
ハ
診
療
所
又
ハ
薬
局
（
以

下
保
険
医
療
機
関
等
ト
称
ス
）
ノ
中
自
己
ノ
選
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
就
キ
評
価
療
養
又
ハ
選
定
療
養
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」

を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
ノ
」
を
「
保
険
外
併
用

療
養
費
ノ
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
二
生
活
療
養
が
含
マ
ル
ル
ト
キ
ハ
当
該
額
及
第
三
号
二
規

定
ス
ル
額
ノ
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
第
四
項
」
を

「
次
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
改
め
、
「
得
タ
ル
額
」
の
下
に
「
（
療
養

ノ
給
付
二
係
ル
同
項
ノ
規
定
二
依
ル
一
部
負
担
金
二
付
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
各
号
ノ
規
定
二
依
ル
措
置
が

講
ゼ
ラ
ル
ベ
キ
ト
キ
ハ
当
該
措
置
が
講
ゼ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
項
」
を
「
次
項
」

に
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
二
付
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
ノ
規
定
二
依
ル
厚
生
労
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
基
準

　
　
ノ
例
二
依
リ
算
定
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
（
其
ノ
額
が
現
二
当
該
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ

　
　
ハ
当
該
現
二
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
次
項
二
於
テ
入
院
時
生
活
療
養
費
算
定
額
ト
称
ス
）
ヨ
リ
生
活

　
　
療
養
標
準
負
担
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額

　
第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
ノ
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
ノ
」
に
、
「
特
定
療
養
費
算
定
額
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
二
生
活
療
養
が
含
マ
ル
ル
ト
キ
ハ
当
該
保

険
外
併
用
療
養
費
算
定
額
及
入
院
時
生
活
療
養
費
算
定
額
ノ
合
算
額
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
並
二
第
二
十
八

条
ノ
六
第
一
項
」
を
「
、
第
二
十
八
条
ノ
六
第
一
項
並
二
第
二
十
八
条
ノ
七
第
四
項
乃
至
第
六
項
」
に
、
「
選
定
療
養

及
之
二
伴
フ
特
定
療
養
費
」
を
「
評
価
療
養
及
選
定
療
養
並
二
之
等
二
伴
フ
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条

第
十
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
ノ
規
定
二
依
リ
準
用
ス
ル
第
二
十
八
条
ノ
七
第
四
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
る
。

　
第
二
十
九
条
ノ
ニ
中
「
若
ハ
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
若
ハ
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に

改
め
、
「
及
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
第
二
十
九
条
ノ
三
第
一
項
中
「
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
生
活
療
養
」
を
、
「
当
該
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
ハ
生

活
療
養
」
を
加
え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
ハ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ベ
キ
場
合
二
於
テ
ハ
第
二
十
八
条
ノ
八
第
二
項

ノ
費
用
ノ
算
定
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
九
条
ノ
四
第
四
項
中
「
得
タ
ル
額
」
の
下
に
「
（
療
養
ノ
給
付
二
係
ル
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
各
号

ノ
規
定
二
依
ル
措
置
が
講
ゼ
ラ
ル
ベ
キ
ト
キ
ハ
当
該
措
置
が
講
ゼ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
九
条
ノ
五
第
一
項
中
「
、
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
　
第
二
十
八
条
ノ
八
第
二
項
二
規
定
ス
ル
入
院
時
生
活
療
養
費
算
定
額
ヨ
リ
其

　
　
ノ
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
二
付
入
院
時
生
活
療
養
費
ト
シ
テ
支
給
セ
ラ
ル
ル
額
二
相
当
ス
ル
額
ヲ
控
除
シ

　
　
タ
ル
額

　
第
二
十
九
条
ノ
五
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
二
十
九
条
ノ
六
第
一
項
及
び
第
三
十
条
第
二
項
第
二
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

め
る
。

　
第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
ノ
支
給
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

る
。
　
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
一
項
中
「
又
ハ
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
合
算
額
」
の
下
に

　
「
、
当
該
療
養
二
生
活
療
養
が
含
マ
ル
ル
ト
キ
ハ
当
該
額
及
第
三
号
二
規
定
ス
ル
額
ノ
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第

一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
ロ
乃
至
ニ
ニ
掲
グ
ル
場
合
以
外
ノ
」
を
「
被

扶
養
者
が
三
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
以
後
ニ
シ
テ
七
十
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
以
前
ナ
ル
」
に
改

め
、
同
号
二
中
「
百
分
ノ
八
十
」
を
「
百
分
ノ
七
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養

標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
二
付
算
定
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
（
其
ノ
額
が
現
二
当
該
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
ヲ
超

　
　
ユ
ル
ト
キ
ハ
当
該
現
二
生
活
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
）
ヨ
リ
生
活
療
養
標
準
負
担
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額

　
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
三
項
中
「
（
選
定
療
養
」
を
「
（
評
価
療
養
及
選
定
療
養
」
に
、
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
ヨ
リ

療
養
ヲ
受
ク
ル
場
合
又
ハ
保
険
医
療
機
関
等
ヨ
リ
選
定
療
養
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
ヨ
リ
評
価
療
養
又
ハ
選
定
療

養
」
に
改
め
、
「
第
二
十
八
条
ノ
七
第
二
項
ノ
費
用
ノ
算
定
」
の
下
に
「
、
前
項
第
三
号
ノ
生
活
療
養
二
付
テ
ノ
費
用

ノ
算
定
二
関
シ
テ
ハ
第
二
十
八
条
ノ
八
第
二
項
ノ
費
用
ノ
算
定
」
を
加
え
、
同
条
第
六
項
中
「
、
第
二
十
九
条
第
六

項
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
ノ
ニ
ノ
一
一
社
会
保
険
庁
長
官
ハ
第
二
十
八
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
二
規
定
ス
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険

　
者
タ
リ
シ
者
ノ
被
扶
養
者
二
係
ル
家
族
療
養
費
ノ
支
給
二
付
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
乃
至
ニ
ニ
定
ム
ル
割
合
ヲ

　
夫
々
ノ
割
合
ヲ
超
工
百
分
ノ
百
以
下
ノ
範
囲
内
二
於
テ
社
会
保
険
庁
長
官
が
定
メ
タ
ル
割
合
ト
ス
ル
措
置
ヲ
講
ズ

　
ル
コ
ト
ヲ
得

　
前
項
二
規
定
ス
ル
被
扶
養
者
二
係
ル
前
条
第
四
項
ノ
規
定
ノ
適
用
二
付
同
項
中
「
家
族
療
養
費
ト
シ
テ
被
保
険
者

　
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
二
対
シ
支
給
ス
ベ
キ
額
」
ト
ア
ル
ハ
「
当
該
療
養
二
付
算
定
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
（
其
ノ

　
額
が
現
二
当
該
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
当
該
現
二
療
養
二
要
シ
タ
ル
費
用
ノ
額
）
」
ト
ス
此

　
ノ
場
合
二
於
テ
社
会
保
険
庁
長
官
ハ
当
該
支
払
ヒ
タ
ル
額
ヨ
リ
家
族
療
養
費
ト
シ
テ
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ

　
リ
シ
者
二
対
シ
支
給
ス
ベ
キ
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
ヲ
其
ノ
被
扶
養
者
二
係
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者

　
ヨ
リ
直
接
徴
収
ス
ル
コ
ト
ト
シ
其
ノ
徴
収
ヲ
猶
予
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

　
第
三
十
一
条
ノ
三
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
「
得

タ
ル
額
」
の
下
に
「
（
家
族
療
養
費
ノ
支
給
二
付
前
条
第
一
項
又
ハ
第
二
項
ノ
規
定
が
適
用
セ
ラ
ル
ベ
キ
ト
キ
ハ
当
該

規
定
が
適
用
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
三
十
一
条
ノ
六
第
一
項
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
条
ノ
九
第
一
項
中
「
ト
シ
テ
被
保
険
者
ノ
資
格
喪
失
当
時
ノ
標
準
報
酬
月
額
ノ
二
月
分
二
相
当
ス
ル
金
額

（
其
ノ
額
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
二
満
タ
ザ
ル
ト
キ
ハ
当
該
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
ト
シ
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者

タ
リ
シ
者
が
職
務
上
ノ
事
由
又
ハ
通
勤
二
因
リ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
当
該
標
準
報

酬
月
額
ノ
二
月
分
二
相
当
ス
ル
金
額
ヲ
下
ラ
ザ
ル
金
額
ト
ス
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
条

第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
葬
祭
料
ノ
額
ハ
左
ノ
区
別
二
依
ル
金
額
ト
ス

　
一
　
職
務
上
ノ
事
由
又
ハ
通
勤
二
因
リ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
二
付
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
資
格
喪
失
当
時
ノ
標
準
報
酬
月

　
　
額
ノ
二
月
分
二
相
当
ス
ル
金
額
（
其
ノ
額
厚
生
労
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
当
該
標
準
報
酬
月
額
ノ
二
月
分
二
相
当
ス

　
　
ル
金
額
ヲ
下
ラ
ザ
ル
金
額
ト
ス
）

　
二
　
職
務
外
ノ
事
由
二
因
リ
死
亡
シ
タ
ル
場
合
二
付
テ
ハ
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額

　
第
五
十
条
ノ
十
中
「
前
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
葬
祭
料
ノ
金
額
ノ
百
分
ノ
七
十
二
相
当
ス
ル
金
額
（
其
ノ
額
政

令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
二
満
タ
ザ
ル
ト
キ
ハ
当
該
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
）
」
を
「
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
額
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
一
条
第
一
項
、
第
五
十
二
条
及
び
第
五
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
特
定
療
養
費
」
を

　
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
六
条
ノ
三
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

　
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
移
送
費
又
ハ
家
族
葬
祭
料
ノ
支
給
ハ
同
一
ノ
疾
病
、
負
傷
又
ハ
死

　
亡
二
関
シ
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
ノ
規
定
二
依
リ
此
等
二
相
当
ス
ル
保
険
給
付
ノ
支
給
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ

　
為
サ
ズ

　
第
五
十
八
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
二
係
ル
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
二
係
ル
」
に
、
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、

特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
九
条
第
六
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。



72（号外第143号）幸侵官水曜日平成18年6月21日
第
十
八
条
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

標
準
報
酬
月
額
等
級

標
準
報
酬
月
額

報
　
　
　
酬
　
　
　
月
　
　
　
額

第
　
一
　
級

五
八
、
O
O
O
円

六
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
二
　
級

六
八
、
O
O
O
円

六
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
七
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
三
　
級

七
八
、
O
O
O
円

七
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
八
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
四
　
級

八
八
、
O
O
O
円

八
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
　
九
三
、
O
O
O
円
未
満

第
　
五
　
級

九
八
、
O
O
O
円

九
三
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
〇
一
、
O
O
O
円
未
満

第
六
　
級

一
〇
四
、
O
O
O
円

一
〇
一
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
〇
七
、
O
O
O
円
未
満

第
七
　
級

一
一
〇
、
O
O
O
円

一
〇
七
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
一
四
、
O
O
O
円
未
満

第
　
八
　
級

一
一
八
、
O
O
O
円

二
四
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
二
二
、
O
O
O
円
未
満

第
九
　
級

一
二
六
、
O
O
O
円

一
二
二
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
二
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
一
〇
級

一
三
四
、
O
O
O
円

一
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
三
八
、
O
O
O
円
未
満

第
一
一
級

一
四
二
、
O
O
O
円

二
二
八
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
四
六
、
O
O
O
円
未
満

第
一
二
級

一
五
〇
、
O
O
O
円

一
四
⊥
パ
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
三
級

■
パ
O
、
O
O
O
円

一
五
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
六
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
四
級

一
七
〇
、
O
O
O
円

一
六
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
七
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
五
級

一
八
O
、
O
O
O
円

一
七
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
八
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
六
級

一
九
〇
、
O
O
O
円

一
八
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
一
九
五
、
O
O
O
円
未
満

第
一
七
級

二
〇
〇
、
O
O
O
円

一
九
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
一
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
一
八
級

二
二
〇
、
O
O
O
円

一
二
〇
、
0
0
0
円
以
上
　
　
一
…
O
、
O
O
O
円
未
満

第
一
九
級

二
四
〇
、
O
O
O
円

二
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
五
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
〇
級

二
六
〇
、
O
O
O
円

二
五
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
七
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
一
級

二
八
O
、
O
O
O
円

二
七
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
二
九
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
二
級

三
〇
〇
、
O
O
O
円

二
九
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
一
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
一
二
二
級

三
二
〇
、
O
O
O
円

三
一
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
三
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
四
級

三
四
〇
、
O
O
O
円

三
三
〇
、
○
○
○
円
以
上
　
　
三
五
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
五
級

三
六
〇
、
O
O
O
円

三
五
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
七
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
二
六
級

三
八
O
、
O
O
O
円
三
七
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
三
九
五
、
O
O
O
円
未
満

第
二
七
級

四
一
〇
、
O
O
O
円

三
九
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
四
二
五
、
O
O
O
円
未
満

第
二
八
級

四
四
〇
、
O
O
O
円

四
二
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
四
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
二
九
級

四
七
〇
、
O
O
O
円

四
五
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
四
八
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
〇
級

五
〇
〇
、
O
O
O
円

四
八
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
五
一
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
一
級

五
三
〇
、
O
O
O
円

五
一
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
五
四
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
二
級

五
六
〇
、
O
O
O
円

五
四
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
五
七
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
三
級

五
九
〇
、
O
O
O
円

五
七
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
〇
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
四
級

六
二
〇
、
O
O
O
円

六
〇
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
三
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
五
級

六
五
〇
、
O
O
O
円

六
三
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
⊥
パ
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
六
級

六
八
O
、
O
O
O
円
六
六
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
六
九
五
、
O
O
O
円
未
満

第
三
七
級

七
一
〇
、
O
O
O
円

六
九
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
七
三
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
三
八
級

七
五
〇
、
O
O
O
円

七
三
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
七
七
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
三
九
級

七
九
〇
、
O
O
O
円

七
七
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
八
一
〇
、
O
O
O
円
未
満

第
四
〇
級

八
三
〇
、
O
O
O
円

八
一
〇
、
O
O
O
円
以
上
　
　
八
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
一
級

八
八
O
、
O
O
O
円

八
五
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
九
〇
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
二
級

九
三
〇
、
O
O
O
円

九
〇
五
、
O
O
O
円
以
上
　
　
九
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
三
級

九
八
O
、
O
O
O
円

九
五
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
O
O
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
四
級

一、

Z
三
〇
、
O
O
O
円
一、

n
O
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
〇
五
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
五
級

一、

Z
九
〇
、
O
O
O
円
一、

Z
五
五
、
O
O
O
円
以
上
一
、
二
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
六
級

一、

鼬
ﾜ
〇
、
O
O
O
円
一、

鼈
鼬
ﾜ
、
O
O
O
円
以
上
一
、
一
七
五
、
O
O
O
円
未
満

第
四
七
級

一、

�
黶
Z
、
O
O
O
円
一、

齊
ｵ
五
、
O
O
O
円
以
上

　
第
四
条
ノ
五
第
一
項
中
「
此
ノ
場
合
二
於
テ
当
該
標
準
賞
与
額
ガ
ニ
百
万
円
ヲ
超
ユ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
ニ
百
万
円
」

を
「
但
シ
其
ノ
月
二
当
該
被
保
険
者
が
受
ケ
タ
ル
賞
与
ニ
ヨ
リ
其
ノ
年
度
（
毎
年
四
月
一
日
ヨ
リ
翌
年
三
月
三
十
一

日
迄
ヲ
謂
フ
以
下
之
二
同
ジ
）
二
於
ケ
ル
標
準
賞
与
額
ノ
累
計
額
が
五
百
四
十
万
円
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
場
合
ニ

ハ
当
該
累
計
額
が
五
百
四
十
万
円
ト
為
サ
ン
ト
セ
ン
ト
其
ノ
月
ノ
標
準
賞
与
額
ヲ
決
定
シ
其
ノ
年
度
二
於
テ
其
ノ
月

ノ
翌
月
以
降
二
受
ク
ル
賞
与
ノ
標
準
賞
与
額
ハ
零
」
に
改
め
る
。

　
第
十
九
条
ノ
三
第
四
項
中
「
保
険
給
付
」
の
下
に
「
（
出
産
手
当
金
ヲ
除
ク
）
」
を
加
え
る
。

　
第
三
十
条
第
二
項
第
三
号
中
「
百
分
ノ
六
十
」
を
「
三
分
ノ
ニ
」
に
改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
其
ノ
金
額
二
五
十

銭
未
満
ノ
端
数
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
切
捨
テ
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
ノ
端
数
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
一
円
二
切
上
グ
ル
モ
ノ

ト
ス
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
ナ
ル
コ
ト
」
の
下
に
「
（
第
三
十
二
条
ノ
三
及
第
三
十
二
条
ノ
四
二
於
テ
支
給
要

件
期
間
ト
称
ス
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
二
係
ル
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
傷
病
手
当
金

　
ノ
支
給
ハ
当
該
被
保
険
者
ノ
資
格
ヲ
取
得
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
起
算
シ
一
年
以
上
経
過
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
発
シ
タ
ル
疾
病

　
若
ハ
負
傷
又
ハ
之
二
因
リ
発
シ
タ
ル
疾
病
二
関
シ
テ
ハ
之
ヲ
為
サ
ズ
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第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
百
分
ノ
六
十
」
を
「
三
分
ノ
ニ
」
に
改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
其
ノ
金
額
二
五
十
銭
未

満
ノ
端
数
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
切
捨
テ
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
ノ
端
数
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
一
円
二
切
上
グ
ル
モ
ノ
ト

　
ス
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
三
十
二
条
ノ
三
中
「
第
三
十
二
条
ノ
規
定
二
依
リ
支
給
ス
ベ
キ
保
険
給
付
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
が
其
ノ
資
格

ヲ
喪
失
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
六
月
以
内
二
分
娩
シ
タ
ル
ト
キ
ニ
限
リ
之
ヲ
支
給
ス
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
二

依
リ
出
産
育
児
一
時
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
ニ
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
が
其
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
六
月
以
内

　
二
分
娩
シ
タ
ル
コ
ト
及
支
給
要
件
期
間
ヲ
要
ス
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
二
条
ノ
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
三
十
二
条
ノ
四
　
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
が
其
ノ
資
格
喪
失
後
ノ
期
間
二
係
ル
第
三
十
二
条
第
二
項
ノ
規
定
二
依
リ

　
　
出
産
手
当
金
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
ニ
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
が
第
十
九
条
ノ
規
定
二
依
リ
其
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル

　
　
日
前
二
分
娩
シ
タ
ル
コ
ト
又
ハ
同
条
ノ
規
定
二
依
リ
其
ノ
資
格
ヲ
喪
失
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
六
月
以
内
二
分
娩
シ
タ
ル

　
　
コ
ト
及
支
給
要
件
期
間
ヲ
要
ス

第
十
九
条
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
三
十
一
条
ノ
六
」
を
「
第
三
十
一
条
ノ
七
」
に
、
「
第
六
十
七
条
」
を
「
第
六
十
六
条
」
に
、
「
第
六
十

　
八
条
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
一
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
但
シ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

　
　
号
）
第
五
十
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
ヲ
謂
フ
）
及
同
条
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
者
ニ
シ
テ
同
法
第
五
十
一
条

　
　
ノ
規
定
二
依
リ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
ト
為
ラ
ザ
リ
シ
モ
ノ
（
以
下
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
ト

　
　
称
ス
）
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

　
　
第
一
条
第
三
項
第
一
号
中
「
被
保
険
者
ノ
」
を
「
被
保
険
者
（
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
者
ヲ
除
ク

　
以
下
本
項
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
ノ
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
条
第
一
項
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
九
条
ノ
四
を
第
九
条
ノ
五
と
し
、
第
九
条
ノ
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
第
九
条
ノ
四
　
船
員
保
険
ヲ
管
掌
シ
タ
ル
政
府
ノ
職
員
又
ハ
職
員
タ
リ
シ
者
ハ
船
員
保
険
事
業
（
第
三
章
第
四
節
乃

　
　
至
第
六
節
及
第
七
節
第
一
款
二
規
定
ス
ル
保
険
給
付
二
関
ス
ル
事
業
ヲ
除
ク
）
二
関
シ
テ
職
務
上
知
得
シ
タ
ル
秘

　
　
密
ヲ
正
当
ノ
理
由
ナ
ク
シ
テ
漏
ラ
サ
ザ
ル
ベ
シ

　
　
第
十
九
条
ノ
三
第
一
項
中
「
同
ジ
）
」
の
下
に
「
又
ハ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
九
条
ノ
四
中
「
又
ハ
第
五
号
」
を
「
乃
至
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
六
　
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
ト
為
り
タ
ル
ト
キ

　
　
第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
中
「
七
十
五
歳
未
満
ノ
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

　
ノ
規
定
二
依
ル
医
療
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ヲ
除
ク
）
」
を
「
次
号
二
掲
グ
ル
者
以
外
ノ
被
保
険
者
」
に
改
め
、

　
同
項
第
二
号
中
「
七
十
五
歳
未
満
ノ
被
保
険
者
（
老
人
保
健
法
ノ
規
定
二
依
ル
医
療
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
二

　
限
ル
）
及
七
十
五
歳
以
上
ノ
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
八
条
ノ
三
第
一
項
第
二
号
中
「
百
分
ノ
十
」
を
「
百
分
ノ
二
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
九
条
ノ
五
第
一
項
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
又
ハ
第
三
十
一
条
ノ
七
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
支
給
セ

　
ラ
レ
タ
ル
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
三
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
傷
病
手
当
金
ノ
支
給
ハ
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依
リ
傷
病
手
当
金
ノ
支
給
ア
リ
タ
ル
ト

　
　
キ
ハ
其
ノ
限
度
二
於
テ
之
ヲ
為
サ
ズ

　
　
第
三
十
一
条
第
二
項
第
一
号
中
「
老
人
保
健
法
ノ
規
定
二
依
リ
医
療
若
ハ
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療

　
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依

　
リ
療
養
ノ
給
付
若
ハ
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
」
に

改
め
、
「
（
次
項
後
段
ノ
規
定
二
該
当
ス
ル
場
合
二
於
ケ
ル
医
療
又
ハ
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、

保
険
外
併
用
療
養
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
ハ
移
送
費
ノ
支
給
ヲ
除
ク
）
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
ハ
国

民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
」
を
「
、
国
民
健
康
保
険
ノ
被
保
険
者
又
ハ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
後
段
を
削
る
。

　
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
ノ
規
定
二
依
ル
医
療
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
者
ヲ
除
ク
）
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
」
を
「
六
歳
二
達
ス
ル
日
以
後
ノ
最
初
ノ

三
月
三
十
一
日
ノ
翌
日
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
歳
二
達
ス
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
」
を
「
六
歳
二
達
ス
ル
日
以
後
ノ

最
初
ノ
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
ノ
九
十
」
を
「
百
分
ノ
八
十
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
一
条
ノ
三
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
ノ
四
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
ノ
規
定
二
依
ル
医
療
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

ヲ
得
ベ
キ
者
ヲ
除
ク
）
」
を
削
る
。

　
第
三
十
一
条
ノ
五
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
一
条
ノ
六
第
一
項
中
「
控
除
シ
タ
ル
額
」
の
下
に
「
（
次
条
二
於
テ
一
部
負
担
金
等
ノ
額
ト
称
ス
）
」
を
加
え
、

第
三
章
第
二
節
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
ノ
七
　
一
部
負
担
金
等
ノ
額
（
前
条
第
一
項
ノ
高
額
療
養
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
於
テ
ハ
当
該
支

　
給
額
二
相
当
ス
ル
額
ヲ
控
除
シ
テ
得
タ
ル
額
）
並
二
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
二
規
定
ス
ル
介
護
サ
ー
ビ

　
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
ノ
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
於
テ
ハ
当
該
支
給
額
ヲ
控
除
シ
テ

　
得
タ
ル
額
）
及
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
二
規
定
ス
ル
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
ノ
高
額
介
護

　
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
セ
ラ
ル
ル
場
合
二
於
テ
ハ
当
該
支
給
額
ヲ
控
除
シ
テ
得
タ
ル
額
）
ノ
合
計
額
著
シ
ク
高

　
額
ナ
リ
シ
ト
キ
ハ
当
該
一
部
負
担
金
等
ノ
額
二
係
ル
療
養
ノ
給
付
又
ハ
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看

　
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
ハ
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
対
シ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
ヲ

　
支
給
ス

　
前
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
高
額
介
護
合
算
療
養
費
ノ
支
給
二
関
シ
之
ヲ
準
用
ス

　
第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
」
の
下
に
「
（
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
者
ヲ
除
ク
以

下
本
条
二
於
テ
之
二
同
ジ
）
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
条
ノ
九
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
葬
祭
料
ノ
支
給
ハ
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依
リ
葬
祭
料
二
相
当
ス
ル
給
付
ノ
支
給
ア
リ

　
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
限
度
二
於
テ
之
ヲ
為
サ
ズ

　
第
五
十
七
条
ノ
ニ
第
一
項
中
「
政
府
ハ
」
の
下
に
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
ノ
規
定
二

依
ル
特
定
健
康
診
査
及
同
法
第
二
十
四
条
ノ
規
定
二
依
ル
特
定
保
健
指
導
（
以
下
本
項
二
於
テ
特
定
健
康
診
査
等
ト

称
ス
）
ヲ
為
ス
モ
ノ
ノ
外
特
定
健
康
診
査
等
以
外
ノ
事
業
ニ
シ
テ
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
八
条
第
四
項
中
「
老
人
保
健
法
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
（
以
下
老
人
保
健
拠
出
金
ト
称
ス
）
及
国
民
健
康

保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
（
以
下
退
職
者
給
付
拠
出
金
ト
称
ス
）
」
を

　
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依
ル
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
ト

称
ス
）
及
同
法
ノ
規
定
二
依
ル
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
ト
称
ス
）
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢

者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
コ
般
保
険
料
率
」
の
下
に
「
（
基
本
保
険
料
率
ト
特
定
保
険
料
率

ト
ヲ
合
算
シ
タ
ル
率
ヲ
謂
フ
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
依
ル
被
保
険
者
」
の
下
に
「
（
後
期

高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
者
ヲ
除
ク
）
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
三
　
第
十
七
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
（
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
者
二
限
ル
）
ニ
シ
テ
第
三
十

　
　
三
条
ノ
三
第
二
項
各
号
二
該
当
セ
ザ
ル
ニ
因
リ
失
業
等
給
付
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
千

　
　
分
ノ
ニ
十
六
二
災
害
保
険
料
率
ヲ
加
ヘ
タ
ル
率
（
第
五
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
二
依
ル
特
別
失
業
保
険
料
率
ノ
適

　
用
ア
ル
船
舶
所
有
者
二
使
用
セ
ラ
ル
ル
被
保
険
者
二
付
テ
ハ
其
ノ
率
二
時
別
失
業
保
険
料
率
ヲ
更
二
加
ヘ
タ
ル

　
率
）

四
　
第
十
七
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
（
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
者
二
限
ル
）
ニ
シ
テ
第
三
十

　
三
条
ノ
三
第
二
項
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
ニ
因
リ
失
業
等
給
付
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
千

　
分
ノ
八
二
災
害
保
険
料
率
ヲ
加
ヘ
タ
ル
率
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第
五
十
九
条
第
六
項
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
「
老
人
保
健
拠
出
金
及

退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
老
人

保
健
拠
出
金
若
ハ
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
若
ハ
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
、
「
第
六
項
」

を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
六
項
」
を
「
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
九
項
」
を

「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
前
項
第
三
号
又
ハ
第
四
号
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
被
保
険
者
が
後
期
高
齢
者
医

　
療
ノ
被
保
険
者
等
二
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
其
ノ
月
分
ノ
一
般
保
険
料
率
ハ
同
項
第
一
号
又
ハ

　
第
二
号
二
該
当
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
其
ノ
月
二
於
テ
再
ビ
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
ト
為
り
タ
ル
場
合
其

　
ノ
他
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ズ

　
第
五
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
特
定
保
険
料
率
ハ
各
年
度
二
於
テ
政
府
が
納
付
ス
ベ
キ
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
ノ
額
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
ノ

　
額
ノ
合
算
額
ヨ
リ
前
条
ノ
規
定
二
依
ル
其
ノ
額
二
係
ル
国
庫
補
助
額
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

　
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依
ル
前
期
高
齢
者
交
付
金
ア
ル
場
合
ハ
之
ヲ
控
除
シ
タ
ル
額
）
ヲ
当
該
年
度
二
於
ケ
ル

　
被
保
険
者
ノ
標
準
報
酬
月
額
ノ
総
額
及
標
準
賞
与
額
ノ
総
額
ノ
合
算
額
ノ
見
込
額
ヲ
以
テ
除
シ
テ
得
タ
ル
率
ヲ
基

　
準
ト
シ
テ
社
会
保
険
庁
長
官
之
ヲ
定
ム

　
基
本
保
険
料
率
ハ
一
般
保
険
料
率
ヨ
リ
特
定
保
険
料
率
ヲ
控
除
シ
タ
ル
率
ヲ
基
準
ト
シ
テ
社
会
保
険
庁
長
官
之
ヲ

　
定
ム

　
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
五
十
九
条
第
九
項
又
ハ
第
十
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
項
又
ハ
第
十
二
項
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
十
九
条
第
九
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
介
護

保
険
第
二
号
被
保
険
者
」
の
下
に
「
及
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
」
を
加
え
、
「
第
五
十
九
条
第
九
項
又
ハ
第

十
一
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
項
又
ハ
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
」

の
下
に
「
及
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
」
を
加
え
、
「
第
五
十
九
条
第
九
項
」
を
「
第
五
十
九
条
第
十
項
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
五
　
第
十
七
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
（
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）
ニ
シ
テ
第
三

　
　
十
三
条
ノ
三
第
二
項
各
号
二
該
当
セ
ザ
ル
ニ
因
リ
失
業
等
給
付
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ

　
　
標
準
報
酬
月
額
及
標
準
賞
与
額
二
夫
々
千
分
ノ
九
（
第
五
十
九
条
第
十
二
項
ノ
規
定
二
依
リ
一
般
保
険
料
率
ガ

　
　
変
更
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
変
更
二
依
リ
増
減
シ
タ
ル
率
ノ
二
分
ノ
一
二
相
当
ス
ル
率
ヲ
増
減
シ
タ
ル
率
）

　
　
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル
額

　
第
六
十
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
第
十
七
条
ノ
規
定
二
依
ル
被
保
険
者
（
後
期
高
齢
者
医
療
ノ
被
保
険
者
等
タ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル
）
ニ
シ
テ
第
三
十
三

　
条
ノ
三
第
二
項
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
ニ
因
リ
失
業
等
給
付
ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
船
舶
所

　
有
者
が
保
険
料
額
ノ
全
額
ヲ
負
担
ス

　
第
六
十
七
条
を
削
る
。

　
第
六
章
中
第
六
十
八
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
七
条
　
第
九
条
ノ
四
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
秘
密
ヲ
漏
ラ
シ
タ
ル
者
ハ
一
年
以
下
ノ
懲
役
又
ハ
百
万
円
以
下
ノ

　
罰
金
二
処
ス

　
附
則
第
二
十
四
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
リ
社
会
保
険
診
療

　
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
二
依
ル
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
同
項
二
規

　
定
ス
ル
拠
出
金
ヲ
徴
収
ス
ル
間
第
五
十
八
条
第
四
項
中
「
及
同
法
ノ
規
定
二
依
ル
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
ト
称
ス
）
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
同
法
ノ
規
定
二
依
ル
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
後
期
高
齢

　
者
支
援
金
等
ト
称
ス
）
及
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
（
以
下
退
職
者
給
付
拠

　
出
金
ト
称
ス
）
」
ト
第
五
十
九
条
第
一
項
及
第
七
項
中
「
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
等
及
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
ト
同
条
第
九
項
中
「
若
ハ
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
後
期
高

　
齢
者
支
援
金
等
若
ハ
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
ト
同
条
第
十
四
項
中
「
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
ト
ア
ル
ハ

　
　
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
ノ
額
及
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
ト
ス

　
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
二
規
定
ス
ル
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
迄
ノ
間
前
項
ノ
規
定
二

　
　
依
り
読
替
ヘ
ラ
レ
タ
ル
第
五
十
八
条
第
四
項
中
「
及
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル

　
　
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
病
床
転
換
支
援
金
等
ト
称
ス
）
及
」
ト
前
項
ノ
規
定
二
依
リ
読
替
ヘ
ラ
レ
タ
ル
第
五

　
　
十
九
条
第
一
項
及
第
七
項
中
「
及
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
及
」
ト
前
項
ノ
規
定
二
依
リ
読
替
ヘ
ラ

　
　
レ
タ
ル
同
条
第
九
項
中
「
若
ハ
」
ト
ア
ル
ハ
「
、
病
床
転
換
支
援
金
等
若
ハ
」
ト
前
項
ノ
規
定
二
依
リ
読
替
ヘ
ラ

　
　
レ
タ
ル
同
条
第
十
四
項
中
「
ノ
額
及
」
ト
ア
ル
ハ
「
ノ
額
、
病
床
転
換
支
援
金
等
ノ
額
及
」
ト
ス

　
　
附
則
第
十
九
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
条
　
船
員
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
八
条
第
七
項
を
削
る
。

　
　
第
二
十
八
条
ノ
七
第
七
項
中
「
及
第
七
項
」
を
削
り
、
「
並
二
第
二
十
八
条
ノ
六
第
一
項
」
を
「
及
前
条
第
一
項
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
八
条
ノ
八
第
四
項
中
「
及
第
七
項
」
を
削
り
、
「
並
二
前
条
第
四
項
」
を
「
及
前
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
九
条
第
四
項
中
「
及
第
七
項
」
を
削
り
、
「
並
二
第
二
十
八
条
ノ
七
第
四
項
」
を
「
及
第
二
十
八
条
ノ
七
第

　
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
一
条
ノ
ニ
第
六
項
中
「
、
第
五
項
及
第
七
項
」
を
「
及
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
一
条
ノ
五
第
一
項
中
「
介
護
保
険
法
」
の
下
に
「
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
」
を
加
え
る
。

　
（
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
　
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
基
準
」
の
下
に
「
、
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
」
を
加
え
、

　
同
項
第
三
号
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
、
「
定
め
」
の
下

　
に
「
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
、
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項

　
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
高
度
の
医
療
を
提
供
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
要
件
を
定
め
る
厚
生
労
働
省
令
」
を
削

　
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し
」
を
削
る
。

第
二
十
二
条
　
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
八
人
」
を
「
七
人
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
四
人
」
を
「
六
人
」

　
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
4
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
医
療
に
要
す
る
費
用
を
支
払
う
者

　
　
の
立
場
を
適
切
に
代
表
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
意
見
に
、
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
委
員
の
任
命
に
当
た
つ

　
　
て
は
地
域
医
療
の
担
い
手
の
立
場
を
適
切
に
代
表
し
得
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
意
見
に
、
そ
れ
ぞ
れ
配
慮
す
る
も

　
　
の
と
す
る
。

　
　
第
八
条
中
「
そ
れ
ぞ
れ
、
中
央
協
議
会
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
地
方
協
議
会
が
」
を
「
政
令

　
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
第
八
条
　
中
央
協
議
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
は
、
会
議
の
日
程
及
び
議
題
そ
の
他
の
中
央
協
議
会
の
運
営
に
関

　
　
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
を
行
い
、
中
央
協
議
会
の
第
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
委
員
は
、
そ

　
　
の
協
議
の
結
果
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

　
2
　
中
央
協
議
会
が
、
第
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
答
申
又
は
建
議
を
行
う
場
合
に

　
　
は
、
あ
ら
か
じ
め
中
央
協
議
会
の
公
益
を
代
表
す
る
委
員
が
当
該
事
項
の
実
施
の
状
況
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、

　
　
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
を
「
又
は
保
険
薬
局
」
に
、
「
、
又
は
同
法
第
八
十
六
条
第
一
項

　
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
又
は
承
認
（
以
下
こ
の
項

　
に
お
い
て
「
指
定
等
」
と
い
う
。
）
」
を
「
は
、
そ
の
指
定
」
に
、
「
指
定
等
の
」
を
「
指
定
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二

　
項
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
同
法
第
八
十
六
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
条

　
の
規
定
に
よ
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
の
取
消
し
」
を
削
る
。
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第
二
十
四
条
　
介
護
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
五
十
一
条
の
三
」
を
「
第
五
十
一
条
の
四
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
三
」
を
「
第
六
十
一
条
の
四
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
十
二
条
第
五
項
中
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
四
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二

　
第
四
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
十
一
の
二
　
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

　
　
第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
」
と
い

　
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
四
章
第
三
節
中
第
五
十
一
条
の
三
を
第
五
十
一
条
の
四
と
し
、
第
五
十
一
条
の
二
を
第
五
十
一
条
の
三
と
し
、

　
第
五
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

　
第
五
十
一
条
の
二
　
市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
前
条
第
一
項
の
高
額
介
護

　
　
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
及
び
当
該

　
　
要
介
護
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の
額
（
同
項
の
高
額
療

　
　
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
そ
の
他
の
医
療
保

　
　
険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
規
定
す
る
こ
れ
に
相

　
　
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
合
計
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
に
対

　
　
し
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。

　
2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
第
五
十
二
条
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
九
の
二
　
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

　
　
第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
」

　
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
四
章
第
四
節
中
第
六
十
一
条
の
三
を
第
六
十
一
条
の
四
と
し
、
第
六
十
一
条
の
二
を
第
六
十
一
条
の
三
と
し
、

　
第
六
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
　
（
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
）

　
第
六
十
一
条
の
一
一
市
町
村
は
、
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
前
条
第
一
項
の

　
　
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た

　
　
額
）
及
び
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
係
る
健
康
保
険
法
第
百
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
等
の

　
　
額
（
同
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）

　
　
そ
の
他
の
医
療
保
険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
こ
れ
に
相
当
す
る
額
と
し
て

　
　
政
令
で
定
め
る
額
の
合
計
額
が
、
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
に
対
し
、
高
額
医

　
　
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。

　
2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
　
第
六
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
五
十
一

　
条
の
三
第
四
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
」
を
「
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

　
の
支
給
、
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
及
び
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
」
に
、
「
及
び
高

　
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
並
び
に
」
を
「
、
高
額
医
療
合
算
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
及
び

　
高
額
医
療
合
算
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に

　
　
「
、
第
五
十
一
条
の
四
第
一
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
」
を
「
、
第
六
十
一
条
の
三
第
一
項
及

　
び
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
十
七
条
第
四
項
中
「
及
び
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
に

　
規
定
す
る
市
町
村
老
人
保
健
計
画
」
を
削
る
。

　
第
百
十
八
条
第
四
項
中
「
及
び
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
老
人
保
健
計
画
」

を
削
る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
六
項
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
第
九
項
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七
項
」
を

　
「
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
お
い
て
は
、
」
の
下
に
「
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
連
合
会
、
指
定
法
人
及
び
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
次
項
」
を
「
第

十
項
」
に
、
「
前
各
項
」
を
「
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の

　
一
項
を
加
え
る
。

9
　
前
項
に
お
い
て
、
社
会
保
険
庁
長
官
を
経
由
し
て
市
町
村
に
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
合
会
及
び
指
定
法
人
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
百
三
十
四
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

7
　
年
金
保
険
者
（
社
会
保
険
庁
長
官
に
限
る
。
）
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
政

　
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
合
会
及
び
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

　
が
指
定
す
る
法
人
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
百
三
十
五
条
第
一
項
中
「
認
め
る
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
る
。

　
第
百
三
十
六
条
第
四
項
中
「
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
」
の
下
に
「
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
合
会
及

び
指
定
法
人
を
経
由
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
」
の
下
に
「
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
連
合
会
、
指
定
法
人
及
び
」
を
加
え
る
。

　
　
第
百
三
十
七
条
第
六
項
及
び
第
百
三
十
八
条
第
四
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
七
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
百
七
十
九
条
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第

八
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
百
五
条
第
一
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
八
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
六
十
一
条
の
二

第
八
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
八
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
七
項
」
に
、

　
「
第
六
十
一
条
の
二
第
七
項
」
を
「
第
六
十
一
条
の
三
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
病
床
転
換
の
円
滑
化
へ
の
配
慮
）

　
第
七
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
及
び
良
質
か

　
　
つ
効
率
的
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
の
観
点
か
ら
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す

　
　
る
病
床
の
転
換
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
入
所
定
員

　
　
の
増
加
に
つ
い
て
適
切
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
　
介
護
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
条
第
七
項
中
「
政
府
、
健
康
保
険
組
合
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、
政
府
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
八
条
第
五
項
中
「
認
め
る
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
等
の
加
入
す
る
医
療
保
険
者
」
の
下
に
「
（
当

　
該
要
介
護
被
保
険
者
等
が
全
国
健
康
保
険
協
会
の
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
健
康
保
険
法
第
三
条
第
四
項

　
に
規
定
す
る
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
被
扶
養
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
。
以
下
こ

　
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
一
一
十
六
条
　
介
護
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
百
六
条
」
を
「
第
百
十
五
条
」
に
改
め
、
「
第
三
款
　
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
第
百
七
条
一
第

　
百
十
五
条
）
」
を
削
る
。

　
　
第
八
条
第
十
項
中
「
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
り
、
同
条
第
二
十
二
項
中
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び

　
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
及
び
介
護
老
人
保
健
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十

　
三
項
中
「
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
及
び
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
に
、

　
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十

　
六
項
を
削
る
。

　
　
第
八
条
の
二
第
十
項
中
「
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
る
。

　
　
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
、
第
九
十
七
条
第
三
項
」
を
「
又
は
第
九
十
七
条
第
三

　
項
」
に
改
め
、
「
又
は
第
百
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

　
（
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。
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第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第

五
号
と
す
る
。

　
第
七
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
、
「
又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
」
及
び
「
又

は
指
定
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
り
、
「
若
し
く
は
第
百
四
条
第
一
項
」
を

「
又
は
第
百
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
又
は
第
百
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
効
力
が
失
わ
れ
た
と

き
若
し
く
は
第
百
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
が
あ
っ

た
と
き
」
を
削
る
。

　
第
七
十
八
条
の
九
第
七
号
中
「
、
第
百
四
条
及
び
第
百
十
四
条
」
を
「
及
び
第
百
四
条
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
四
条
第
三
項
第
七
号
中
「
医
療
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
五
章
第
五
節
第
三
款
の
款
名
を
削
り
、
第
百
七
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
七
条
か
ら
第
百
十
五
条
ま
で
　
削
除

若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
若
し
く
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
」
に
改
め
る
。

　
の
療
養
病
床
等
に
係
る
必
要
入
所
定
員
総
数
）
」
を
削
る
。

　
　
第
二
百
九
条
第
二
号
中
「
、
第
百
十
二
条
第
一
項
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

　
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
百
五
条
、
第
百
二
十
四
条
並
び
に
第
百
三
十
一
条
か
ら
第
百
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
　
公
布
の
日

　
二
　
第
二
十
二
条
及
び
附
則
第
五
十
二
条
第
三
項
の
規
定
平
成
十
九
年
三
月
一
日

　
　
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
八
十
六
条
の
規
定
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日

　
　
及
び
第
百
三
十
条
の
規
定
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日

　
　
二
十
九
条
の
規
定
　
平
成
二
十
年
十
月
一
日

　
　
（
検
討
）

第
二
条
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、

　
六
　
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
四
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
六
条
並
び
に
附
則
第
五
十
三
条
、
第
五
十
八
条
、

　
　
六
十
七
条
、
第
九
十
条
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
六
条
及
び
第
百
十
一
条
の
規
定
　
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

　
　
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
一
項
中
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
及
び
介
護

老
人
保
健
施
設
」
に
改
め
、
「
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設

若
し
く
は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
若
し
く
は
介
護
老
人
保
健
施
設
」
に
、
「
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

　
　
第
百
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
（
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ

　
一
　
第
十
条
並
び
に
附
則
第
四
条
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
六
条
ま
で
、
第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第

　
三
　
第
二
条
、
第
十
二
条
及
び
第
十
八
条
並
び
に
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
四
十
八
条
か
ら
第
五
十
一

　
　
条
ま
で
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
二
条
、
第
六
十
三
条
、
第
六
十
五
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
十

　
四
　
第
三
条
、
第
七
条
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
四
条
並
び
に
附
則
第
二
条
第
二
項
、
第

　
　
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
七
条
、
第
六
十
六
条
、

　
　
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
八
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
四
条
、
第
八
十
五
条
、
第

　
　
八
十
七
条
、
第
八
十
九
条
、
第
九
十
三
条
か
ら
第
九
十
五
条
ま
で
、
第
九
十
七
条
か
ら
第
百
条
ま
で
、
第
百
三
条
、

　
　
第
百
九
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
二
十
八
条

　
五
　
第
四
条
、
第
八
条
及
び
第
二
十
五
条
並
び
に
附
則
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

　
　
第
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
八
条
、
第
九
十
二
条
、
第
百
一
条
、
第

　
　
百
四
条
、
第
百
七
条
、
第
百
八
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
六
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
一
条
並
び
に
第
百

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
法
律

に
よ
り
改
正
さ
れ
た
医
療
保
険
各
法
及
び
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
規
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2
　
高
齢
者
医
療
確
保
法
に
よ
る
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
実
施
状
況
、
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
の

　
状
況
、
社
会
経
済
の
情
勢
の
推
移
等
を
勘
案
し
、
第
七
条
の
規
定
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
そ
の
全
般
に
関
し

　
て
検
討
が
加
え
ら
れ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
べ
き

　
も
の
と
す
る
。

3
　
政
府
は
、
入
所
者
の
状
態
に
応
じ
て
ふ
さ
わ
し
い
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
観
点
か
ら
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
二

　
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
同
条
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
基
本
的
な
在

　
り
方
並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
の
入
所
者
に
対
す
る
医
療
の
提
供
の
在
り
方
の
見
直
し
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
介
護

　
保
険
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
並
び
に
利
用
者
負
担
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結

　
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
適
切
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ

　
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
第
一
条
又
は
第
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
又
は
訪
問
看

　
護
に
係
る
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四

　
号
の
定
め
（
同
項
第
三
号
の
定
め
の
う
ち
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二

　
項
の
基
準
、
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
第
一
号
の
定
め
並
び
に
同
法
第
八
十
五
条
の
二
第
五
項
及
び
第
八
十
六
条
第

　
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る

　
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
諮

　
関
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
施
行
日
に
お
い
て
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定

　
に
よ
り
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
の
承
認
を
受
け
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
は
、
施
行
日
に
、
健
康
保
険
法
第
六
十

　
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
開
設
者
が
施
行
日
の
前
日
ま
で
に
、
厚
生

　
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
別
段
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2　
　
前
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
係
る
当
該
指
定
の
効
力
を
有

　
す
る
期
間
は
、
健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
病
院
又
は
診
療
所
に
つ
い
て
第
一

　
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
第
八
十
六
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
承
認
の
効
力
を
有
す
る
と
さ
れ
た
期
間
の
施
行
日
に
お
け
る
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

第
六
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
百
条
及
び
第
百
三
十
六
条
の
規
定
は
、
死
亡
の
日
が
施
行

　
日
以
後
で
あ
る
被
保
険
者
及
び
日
雇
特
例
被
保
険
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
死
亡
の

　
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
被
保
険
者
及
び
日
雇
特
例
被
保
険
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
の
第
一
条
の
規
定
に

　
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
の
埋
葬
料
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
条
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
旦
雇
特
例
被
保
険
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

　
て
同
じ
。
）
の
資
格
を
取
得
し
て
、
同
日
ま
で
引
き
続
き
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
（
任
意
継
続
被
保
険
者
、
特

　
例
退
職
被
保
険
者
及
び
同
月
か
ら
標
準
報
酬
月
額
を
改
定
さ
れ
る
べ
き
者
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
同
年
三
月
の
標
準
報

　
酬
月
額
が
九
万
八
千
円
で
あ
る
も
の
（
当
該
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
が
九
万
三
千
円
以
上
で
あ

　
る
者
を
除
く
。
）
又
は
九
十
八
万
円
で
あ
る
も
の
（
当
該
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
が
百
万
五
千
円

　
未
満
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
当
該
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
を
第
二
条
の
規

　
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
る
報
酬
月
額
と
み

　
な
し
て
、
保
険
者
が
改
定
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
改
定
さ
れ
た
標
準
報
酬
月
額
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の

　
標
準
報
酬
月
額
と
す
る
。

第
八
条
　
平
成
十
九
年
四
月
前
の
賞
与
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
九
条
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者

　
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
同
条
の
規

　
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
傷
病
手
当
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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2
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
（
支

給
事
由
が
生
じ
た
後
に
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同

　
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
を
同
項
に
規

　
定
す
る
被
保
険
者
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
（
支

　
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な

　
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
条
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者

　
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
第

　
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
に
係
る
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
出
産
手
当
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
（
支

　
給
事
由
が
生
じ
た
後
に
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
同

　
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
百
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
者
を
同
条
に
規
定
す
る
被

　
保
険
者
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
（
支

　
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
第
百
六

　
条
の
規
定
に
よ
る
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
に
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支

　
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
十
一
条
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
以
降
に
お
け
る
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
関
す
る
一
般
保
険
料

　
率
に
つ
い
て
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
健
康
保
険
法
（
以
下
「
平
成
二
十
年
十
月
改
正
前
健
保
法
」
と
い
う
。
）

　
第
百
六
十
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
二
項
中
「
予
定
額
」
と
あ
る
の
は
「
予
定
額
、
健
康

　
保
険
事
業
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
の
予
定
額
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

　
律
第
八
十
三
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
百
六
十
条
の
二
に
規
定
す
る
準
備
金
の
積
立
て

　
に
要
す
る
費
用
の
予
定
額
」
と
、
「
国
庫
補
助
」
と
あ
る
の
は
「
国
庫
負
担
、
国
庫
補
助
」
と
、
「
お
お
む
ね
五
年
を
通

　
じ
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
」
と
す
る
ほ
か
、
同
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定

　
は
、
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
（
以
下
「
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健

　
保
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
健
康
保
険
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
の
理
事
長
と

　
な
る
べ
き
者
及
び
監
事
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
及
び
監
事
と
な
る
べ
き
者
は
、
協
会
の
成
立
の
時
に
お

　
い
て
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
七
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
及
び
監
事
に
任

　
命
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
十
一
二
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
協
会
の
設
立
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

2
　
設
立
委
員
は
、
協
会
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
協
会
の
職
員
の
採
用
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
設
立
委
員
は
、
定
款
を
定
め
、
並
び
に
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
を
含
む
事
業
年
度
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間

　
に
係
る
事
業
計
画
及
び
予
算
を
作
成
し
、
そ
の
定
款
、
事
業
計
画
及
び
予
算
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受

　
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
設
立
委
員
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
ま
で
に
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
七
条
の
二
十
二
第
一
項

　
に
規
定
す
る
運
営
規
則
を
定
め
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
設
立
委
員
は
、
協
会
の
設
立
の
準
備
を
完
了
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る

　
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

6
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
三
項
の
認
可
を
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

7
　
協
会
は
、
前
項
の
告
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に
、
成
立
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
協
会
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
定
款
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
設
立
委
員
又
は
そ
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
協
会
の
設
立
の
事
務
に
関
し
て
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
正
当

　
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条
　
設
立
委
員
は
、
社
会
保
険
庁
長
官
を
通
じ
、
そ
の
職
員
に
対
し
、
協
会
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
協
会
の

　
職
員
の
採
用
の
基
準
を
提
示
し
て
、
職
員
の
募
集
を
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
社
会
保
険
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
員
に
対
し
、
協
会
の
職
員
の
労
働
条
件
及
び
協
会
の
職
員
の

　
採
用
の
基
準
が
提
示
さ
れ
た
と
き
は
、
協
会
の
職
員
と
な
る
こ
と
に
関
す
る
社
会
保
険
庁
の
職
員
の
意
思
を
確
認
し
、

　
協
会
の
職
員
と
な
る
意
思
を
表
示
し
た
者
の
中
か
ら
、
当
該
協
会
の
職
員
の
採
用
の
基
準
に
従
い
、
協
会
の
職
員
と

　
な
る
べ
き
者
を
選
定
し
、
そ
の
名
簿
を
作
成
し
て
設
立
委
員
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

3
　
前
項
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
社
会
保
険
庁
の
職
員
の
う
ち
、
設
立
委
員
か
ら
採
用
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
で

　
あ
っ
て
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
社
会
保
険
庁
の
職
員
で
あ
る
も
の
は
、
協
会
の
成
立
の
時
に
お
い
て
、
協

　
会
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
。

4
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
す
る
労
働
条
件
の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
提
示
の
方
法
、
第

　
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
員
の
意
思
の
確
認
の
方
法
そ
の
他
前
三
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労

　
働
省
令
で
定
め
る
。

5
　
協
会
の
職
員
の
採
用
に
つ
い
て
、
設
立
委
員
が
し
た
行
為
及
び
設
立
委
員
に
対
し
て
な
さ
れ
た
行
為
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
、
協
会
が
し
た
行
為
及
び
協
会
に
対
し
て
な
さ
れ
た
行
為
と
す
る
。

第
十
六
条
　
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当

　
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
に
基
づ
く
退
職
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

2
　
協
会
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
協
会
の
職
員
の
退
職
に
際
し
、
退
職
手
当
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
そ
の
者
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と

み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
）
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
協
会
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
と
み
な
し
て
取
り

扱
う
べ
き
も
の
と
す
る
。

3
　
協
会
は
、
協
会
の
成
立
の
日
の
前
日
に
社
会
保
険
庁
の
職
員
と
し
て
在
職
し
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
引
き

続
い
て
協
会
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
の
う
ち
協
会
の
成
立
の
日
か
ら
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第

　
百
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
等
給
付
の
受
給
資
格
を
取
得
す
る
ま
で
の
間
に
協
会
を
退
職
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

　
退
職
し
た
日
ま
で
社
会
保
険
庁
の
職
員
と
し
て
在
職
し
た
も
の
と
し
た
な
ら
ば
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
十
条
の

　
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
対
し
て
は
、
同
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た

　
退
職
手
当
の
額
に
相
当
す
る
額
を
退
職
手
当
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
　
附
則
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
協
会
の
成
立
の

　
日
の
前
日
に
お
い
て
厚
生
労
働
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
か
ら
児
童
手
当
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十

　
三
号
）
第
七
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
第
四
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て
い
る
も
の
が
、
協
会
の
成
立
の
日
に
お

　
い
て
児
童
手
当
又
は
同
法
附
則
第
六
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
条
第
一
項
の
給
付
（
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
「
特
例
給
付
等
」
と
い
う
。
）
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
児
童
手
当
又
は
特
例

　
給
付
等
の
支
給
に
関
し
て
は
、
協
会
の
成
立
の
日
に
お
い
て
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
（
特
別

　
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
定
が
あ
っ
た

　
も
の
と
み
な
さ
れ
た
児
童
手
当
又
は
特
例
給
付
等
の
支
給
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
（
同
法
附
則
第
六
条
第
二
項
、

　
第
七
条
第
四
項
又
は
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
の
成
立
の

　
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
始
め
る
。

第
十
八
条
　
協
会
の
成
立
の
際
現
に
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
四
条
第
九
十
四
号
に

　
掲
げ
る
事
務
に
関
し
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
協
会
が
承
継
す
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
が
国
の
有
す
る
権
利
及
び
義
務
を
承
継
し
た
と
き
は
、
協
会
に
承
継
さ
れ
る
権
利
に
係

　
る
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
価
額
の
合
計
額
か
ら
、
承
継
さ
れ
る
義
務
に
係
る
負
債
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の

　
価
額
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た
額
に
相
当
す
る
金
額
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
府
か
ら
協
会
に
対
し

　
出
資
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

3
　
前
項
の
資
産
の
価
額
は
、
協
会
の
成
立
の
日
現
在
に
お
け
る
時
価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と

　
す
る
。

4
　
前
項
の
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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第
十
九
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
会
が
権
利
を
承
継
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
承
継
に
伴
う
登
記
又
は
登
録

　
に
つ
い
て
は
、
登
録
免
許
税
を
課
さ
な
い
。

第
二
十
条
　
協
会
が
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
不
動
産
に
関
す
る
権
利
を
承
継
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ

　
の
権
利
に
つ
き
な
す
べ
き
登
記
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
特
例
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
平
成
二
十
年
十
月
改
正
前
健
保
法
第
五
条
第
二
項
に
規

　
定
す
る
政
府
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
（
以
下
「
旧
政
管
健
保
」
と
い
う
。
）
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
（
同
日
に
お
い

　
て
、
そ
の
者
が
平
成
二
十
年
十
月
改
正
前
健
保
法
第
三
十
六
条
各
号
又
は
第
三
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

　
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い
て
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健

　
保
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
な
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
を
退
職
し
、
同
日
前
に
平
成
二
十
年
十
月

　
改
正
前
健
保
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
て
い
な
い
者
が
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
以
後
そ
の

　
退
職
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
す
る
日
（
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
協
会
が
認
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
認
め

　
た
日
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ま
で
の
間
に
当
該
申
出
を
協
会
に
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
退
職
の
日
の
翌
日
か

　
ら
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
旧
政
管
健
保
の
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
す
る
。

2
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
を
退
職
し
、
同
日
の
前
日
に
平
成
二
十
年
十
月
改
正

　
前
健
保
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
行
っ
た
者
（
当
該
申
出
を
退
職
の
日
か
ら
起

　
算
し
て
二
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
行
っ
た
者
に
限
る
。
）
は
、
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
第
四
条
の
規
定
の
施

　
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
旧
政
管
健
保
の
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
す
る
。

3
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
政
管
健
保
の
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
る
者
（
前
二
項
の
規
定

　
に
よ
り
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
と
さ
れ
た
者
を
含
み
、
同
日
に
お
い
て
平
成
二
十
年
十
月
改
正
前
健
保
法

　
第
三
十
八
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に

　
お
い
て
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意
継
続
被
保
険
者
に
な
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者

　
の
旧
政
管
健
保
の
当
該
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
期
間
は
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意
継
続
被
保
険

　
者
で
あ
っ
た
期
間
と
み
な
す
。

4
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
旧
政
管
健
保
の
被
保
険
者
（
任
意
継
続
被
保
険
者
を
除
く
。
）
で

　
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
同
日
に
そ
の
使
用
さ
れ
る
事
業
所
を
退
職
し
、
か
つ
、
同
日
に
平
成
二
十
年
十
月
改
正
前
健

　
保
法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
社
会
保
険
庁
長
官
に
行
っ
た
も
の
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に

　
お
い
て
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
任
意
継
続
被
保
険
者
に
な
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
三
条
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
健
康
保
険
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
府

　
を
保
険
者
と
す
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
の
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
に
お
い

　
て
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
百
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
会
を
保
険
者
と
す
る
日
雇
特
例
被
保
険

　
者
の
保
険
の
被
保
険
者
に
な
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
社
会
保
険
庁
長
官
が
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
保
険
給
付

　
は
、
協
会
が
同
法
の
相
当
す
る
規
定
に
よ
っ
て
し
た
保
険
給
付
と
み
な
す
。

2
　
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
の
う
ち
同
日
に
お

　
い
て
ま
だ
支
給
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
協
会
に
よ
っ
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
徴
収
事
由
が
生
じ
た
旧
政
管
健
保
及
び
政
府
を
保
険
者
と
す
る
旦
雇

　
特
例
被
保
険
者
の
保
険
の
保
険
料
そ
の
他
平
成
二
十
年
十
月
改
正
前
健
保
法
の
規
定
に
よ
る
同
日
以
後
の
徴
収
金
の

　
徴
収
に
つ
い
て
は
、
任
意
継
続
被
保
険
者
に
係
る
も
の
及
び
健
康
保
険
法
第
四
章
に
規
定
す
る
徴
収
金
（
同
法
第
百

　
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
を
含
む
。
）
は
協
会
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
も
の

　
と
す
る
。

第
一
一
十
六
条
　
協
会
の
成
立
の
際
現
に
係
属
し
て
い
る
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三

　
項
に
規
定
す
る
協
会
の
業
務
に
関
す
る
訴
訟
事
件
又
は
非
訟
事
件
で
あ
っ
て
協
会
が
受
け
継
ぐ
も
の
に
つ
い
て
は
、

　
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
協
会
を
国
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
訴
訟
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
権
限
等
に
関
す

　
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
に
規
定
す
る
国
又
は
行
政
庁
と
み
な
し
、
同
法
を
適
用
す
る
。

第
二
十
七
条
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
名
称
中
に
全
国
健
康
保
険
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
て
い
る
者

　
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
七
条
の
八
の
規
定
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
後
六
月
間
は
、
適

　
用
し
な
い
。

第
二
十
八
条
　
協
会
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
七
条
の
二
十
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
そ
の
成
立
の
日
に
始
ま
り
、
そ
の
後
最
初
の
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
　
協
会
は
、
成
立
後
一
年
内
に
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道

　
府
県
単
位
保
険
料
率
（
以
下
「
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
」
と
い
う
。
）
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
協
会
が
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
決
定
す
る
ま
で
の
間
は
、
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
被
保
険
者
の
保
険

　
料
に
つ
い
て
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
政
管
健
保
の
一
般
保
険
料
率
を
用
い
る
。

3
　
協
会
が
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
決
定
す
る
ま
で
の
間
は
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
百
六
十
八
条
第

　
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
平
均
保
険
料
率
は
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
政
管
健
保
の
一

　
般
保
険
料
率
と
す
る
。

第
三
十
条
　
協
会
の
成
立
後
最
初
の
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法

　
第
百
六
十
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
六
項
中
「
当
該
変
更

　
に
係
る
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
各
都
道
府
県
」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
前
項
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
の
ほ

　
か
、
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
変
更
が
必
要
と
認
め
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
前
項
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
場
合
」

　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
一
条
　
平
成
二
十
年
十
月
改
正
健
保
法
第
百
六
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
都
道
府
県
単
位
保
険

　
料
率
の
う
ち
、
第
四
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
け
る
旧
政
管
健
保
の
一
般
保
険
料
率
と
の
率
の
差
が
政
令

　
で
定
め
る
基
準
を
上
回
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
は
、
成
立
の
日
か

　
ら
起
算
し
て
五
年
間
に
限
り
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
の
調
整
を
行
い
、
運
営

　
委
員
会
の
議
を
経
て
、
当
該
算
定
し
た
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
と
は
異
な
る
都
道
府
県
単
位
保
険
料
率
を
定
め
る

　
も
の
と
す
る
。

　
　
（
老
人
保
健
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
二
条
　
第
六
条
又
は
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
又
は
老

　
人
訪
問
看
護
に
係
る
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
に
つ
い
て
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
十
三
条
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
保
健
法
第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第

　
四
号
の
定
め
（
同
項
第
三
号
の
定
め
の
う
ち
高
度
の
医
療
技
術
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
同
法
第
三
十
一
条
の
二
の

　
二
第
二
項
及
び
第
四
項
の
基
準
並
び
に
同
法
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
基
準
を
定
め
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
定
め
（
同
項
第
三
号
の
定

　
め
の
う
ち
高
度
の
医
療
技
術
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
基
準
、
高
齢

　
者
医
療
確
保
法
第
七
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
基
準
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項

　
の
基
準
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
十
六
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
項
の
基
準
並
び
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七

　
十
八
条
第
四
項
及
び
第
七
十
九
条
第
一
項
の
基
準
（
指
定
訪
問
看
護
の
取
扱
い
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
を
定
め
よ

　
う
と
す
る
と
き
は
、
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と

　
が
で
き
る
。

第
三
十
四
条
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
八
条
第
一
項
の
医
療
費
適
正
化
基
本

　
方
針
及
び
全
国
医
療
費
適
正
化
計
画
並
び
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
九
条
第
一
項
の
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画

　
の
作
成
の
た
め
、
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
関
係
行
政
機
関
の
長
又
は
関
係
市
町
村
（
特
別
区

　
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
の
協
議
そ
の
他
の
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
厚
生
労
働
大
臣
及
び
保
険
者
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
十
八
条
第
一
項
の
特
定
健
康
診
査
等
基
本
指
針
及
び
高

　
齢
者
医
療
確
保
法
第
十
九
条
第
一
項
の
特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画
の
作
成
の
た
め
、
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日

　
前
に
お
い
て
も
、
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
そ
の
他
の
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
五
条
　
都
道
府
県
及
び
市
町
村
は
、
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
事
務

　
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
　
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
に
現
に
存
す
る
市
町
村
（
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
後
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
広

　
域
連
合
を
設
け
る
日
ま
で
の
間
に
廃
置
分
合
に
よ
り
消
滅
し
た
市
町
村
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
現
存
市

　
町
村
」
と
い
う
。
）
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
の
施
行
の
準
備
の
た
め
、
平
成
十
八
年
度
の
末
日
ま
で
に
、
都
道
府
県

　
の
区
域
ご
と
に
当
該
区
域
内
の
す
べ
て
の
現
存
市
町
村
が
加
入
す
る
広
域
連
合
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

2
　
平
成
十
八
年
度
の
末
日
ま
で
に
前
項
の
広
域
連
合
に
加
入
し
て
い
な
い
現
存
市
町
村
以
外
の
市
町
村
は
、
同
日
後

　
速
や
か
に
同
項
の
広
域
連
合
に
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
一
一
十
七
条
　
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
老
人
保
健
法
（
以
下
「
平

　
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
に
対
す
る
届
出
（
高
齢
者

　
医
療
確
保
法
第
五
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五

　
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
す
る
届
出
と
み
な
す
。

2
　
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
受
け
て
い
る
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の

　
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
認
定
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
一
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
係
る
も
の

　
を
除
く
。
）
は
、
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
十
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
受
け
た
認

　
定
と
み
な
す
。

第
三
十
八
条
　
第
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
診
療
、

　
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
又
は
老
人
訪
問
看
護
に
係
る
医
療
等
に
要
す
る
費
用
の
支
弁
及
び
負
担
並
び
に
こ
れ
ら

　
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
第
四
章
（
第
五
十
一
条
及
び
第
五

　
十
二
条
を
除
く
。
）
、
第
五
章
及
び
第
六
章
（
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定

　
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し

　
必
要
な
技
術
的
読
替
え
そ
の
他
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
十
九
条
　
市
町
村
は
、
第
七
条
の
規
定
の
施
行
後
三
年
間
は
、
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例

　
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
二
十
年
四
月
改
正
前
老
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
等
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出
に
つ
い

　
て
、
特
別
会
計
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
条
　
第
十
一
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
又
は

　
訪
問
看
護
に
係
る
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て

　
は
、
そ
れ
ぞ
れ
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
一
条
　
第
十
三
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
同
条
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

　
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
（
現
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保

　
険
法
（
以
下
「
平
成
二
十
年
四
月
改
正
国
保
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
等
で

　
あ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
又
は
訪
問
看
護
に
係
る
保
険
給
付
に
要

　
す
る
費
用
の
負
担
及
び
こ
れ
ら
の
事
務
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
を
平
成
二
十
年
四
月
改

　
正
国
保
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
退
職
被
保
険
者
等
と
み
な
し
て
、
同
条
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
改
正
国
保
法
附
則

　
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
四
十
一
一
条
平
成
十
八
年
度
及
び
平
成
十
九
年
度
に
つ
き
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
指
定
を
受
け
た
市
町
村
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
改
正
国
保
法
第
七
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

　
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
基
準
超
過
費
用
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
条
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
。

　
　
（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
三
条
　
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
の
規
定
は
、
平
成
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
国
民
健

　
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
十
八
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
四
条
　
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
次
項
及
び
次
条
に
お

　
い
て
「
新
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用

　
し
、
平
成
十
九
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
八
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

　
適
用
す
る
。

第
四
十
五
条
　
市
町
村
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務

　
者
が
新
地
方
税
法
第
七
百
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
老
齢
等
年
金
給
付
の
支
払
を
受
け
て
い
る
年
齢
六
十
五
歳
以
上

　
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
年
齢
六
十
五
歳
に

　
達
す
る
も
の
を
含
み
、
災
害
そ
の
他
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
国
民
健
康

　
保
険
税
を
徴
収
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
条
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日

　
ま
で
の
間
に
お
い
て
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
（
次
項
に
お

　
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）
が
支
払
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
払
に
係
る
国
民

　
健
康
保
険
税
額
と
し
て
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
係
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
の
見
込
額
（
当
該
額
に
よ

　
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘

　
案
し
て
市
町
村
が
定
め
る
額
と
す
る
。
）
を
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴

　
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
支
払
回
数
割
保
険
税
額
の
見
込
額
は
、
当
該
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
対
し
て
課
す
る
平
成
十
九
年
度

　
分
の
国
民
健
康
保
険
税
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
当
該
特
別
徴
収
対

　
象
被
保
険
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
支
払
の
回
数
で
除
し
て
得
た
額
（
当
該

　
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又

　
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
）
と
す
る
。

3
　
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
二
か
ら
第
七
百
十
八
条
の
五
ま
で
及
び
第
七
百
十
八
条
の
九
の
規
定
（
新
地
方
税

　
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

　
の
場
合
に
お
け
る
読
替
え
は
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、

　
政
令
で
定
め
る
。

読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
一
項

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
七
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

当
該
年
の
九
月
三
十
日

同
年
三
月
三
十
一
日

新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
四

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で

4
　
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
が
行
わ

　
れ
た
特
別
徴
収
対
象
被
保
険
者
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
新
地
方
税
法
第
七
百

六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
三
か
ら
第
七
百
十
八
条
の
五
ま

　
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い

　
う
。
）
か
ら
、
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
四
十
五
条
第
一

　
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
徴
収
さ
れ
た
額
の
合
計
額
を
控
除
し

　
て
得
た
額
」
と
す
る
。

5
　
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
地
方
税
法
第
七
百
六
条
第

　
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
に
規

　
定
す
る
支
払
回
数
割
保
険
税
額
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
一
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
の

　
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二
項
（
前

　
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

　
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
七
百
十
八
条
の
三
第
二

　
項
」
と
す
る
。
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6
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
新
地
方
税
法
第
十
四
条
の
九
第
二
項
第
六
号
、
第

　
七
百
五
条
第
一
項
、
第
七
百
十
八
条
第
一
項
及
び
第
七
百
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
地
方

税
法
第
十
四
条
の
九
第
二
項
第
六
号
中
「
並
び
に
第
七
百
十
八
条
の
八
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
七
百
十
八
条

　
の
八
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
。
以
下
「
健
康
保

　
険
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
」
と
、
「
又
は
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
」
と
あ
る
の
は

　
「
、
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
又
は
健
康
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
」
と
、
新
地
方
税
法
第
七

　
百
五
条
第
一
項
及
び
第
七
百
十
八
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
七
百
十
八
条
の
八
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
七
百

　
十
八
条
の
八
第
一
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
」
と
、
新
地
方
税
法
第
七
百
二
十
四

　
条
第
二
項
中
「
又
は
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
七
百
十
八
条
の
八
第
三
項
又
は
健
康
保
険

　
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
五
条
第
三
項
」
と
す
る
。

7
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
新
地
方
税
法
第
七
百
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
保
険
者
の
市
町
村

　
に
対
す
る
国
民
健
康
保
険
税
額
の
通
知
そ
の
他
国
民
健
康
保
険
税
の
特
別
徴
収
の
準
備
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政

　
令
で
定
め
る
。

　
（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
十
六
条
　
第
十
七
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
、
薬
剤
の
支
給
若
し
く
は
手
当
又

　
は
訪
問
看
護
に
係
る
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
七
条
　
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
第
五
十
条
ノ
九
及
び
第
五
十
条
ノ
十
の
規
定
は
、
死

　
亡
の
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
死

　
亡
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
又
は
被
扶
養
者
の
第
十
七
条
に
よ
る
改
正

　
前
の
船
員
保
険
法
の
葬
祭
料
及
び
家
族
葬
祭
料
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
四
十
八
条
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
、
同
日
ま
で
引
き
続
き
被
保

　
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
（
船
員
保
険
法
第
十
九
条
ノ
三
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
の
資
格
を
有
す
る
者
を
除
く
。
）

　
の
う
ち
、
同
年
三
月
の
標
準
報
酬
月
額
が
九
万
八
千
円
で
あ
る
も
の
（
当
該
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬

　
月
額
が
九
万
三
千
円
以
上
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
又
は
九
十
八
万
円
で
あ
る
も
の
（
当
該
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と

　
な
っ
た
報
酬
月
額
が
百
万
五
千
円
未
満
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
標
準
報
酬
月
額
は
、
当
該
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と

　
な
っ
た
報
酬
月
額
を
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
（
以
下
「
平
成
十
九
年
四
月
改
正
船
保
法
」

　
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
て
、
同
年
四
月
か
ら

　
そ
の
標
準
報
酬
月
額
を
改
定
す
る
。

第
四
十
九
条
　
平
成
十
九
年
四
月
前
の
賞
与
に
係
る
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
条
　
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
平
成
十
九
年
四
月
改
正
船
保
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
傷
病
手
当

　
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者

　
　
（
平
成
十
九
年
四
月
改
正
船
保
法
第
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
の
第
十
八
条
の
規

　
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
五
十
一
条
　
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る

　
べ
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船
員
保
険
法
第
十
九
条
ノ
三
の
規
定
に
よ
る
被

　
保
険
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
に
係
る
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
出
産
手
当
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者

　
　
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
後
に
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い

　
て
は
、
平
成
十
九
年
四
月
改
正
船
保
法
第
十
九
条
ノ
三
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
九
年
四
月
改
正
船

　
保
法
第
三
十
二
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者

　
　
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
疾
病
任
意
継
続
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い

　
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
二
条
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
施
行
に
伴
い
新
た
に
任
命
さ
れ
る

　
こ
と
と
な
る
同
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
委
員
に
係
る
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
委
員
の
任
命
の
た
め
に
必
要
な

　
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
　
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
施
行
に
伴
い
新
た
に
任
命
さ
れ
る
同
法
第
三

　
条
第
一
項
第
三
号
の
委
員
の
う
ち
、
厚
生
労
働
大
臣
が
任
命
の
際
に
指
名
す
る
者
の
任
期
は
、
同
法
第
四
条
第
一
項

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
と
す
る
。

　
（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
三
条
　
第
二
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
四
十

　
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
保
険
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

　
に
よ
る
。

　
（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条
　
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

　
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
十
条
第
二
項
中
「
二
百
万
円
」
を
「
五
百
四
十
万
円
」
に
改
め
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
五
十
五
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
十
七
条
第
一
項
中
コ
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き

　
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
第
五
十
五

　
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第

　
三
項
中
「
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
及
び
「
若
し
く
は

　
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
五
十
一
条
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
次
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
給
付
は
、
前
項
の
給
付
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
医
療
法
（
昭
和
二

　
　
　
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世

　
　
　
話
そ
の
他
の
看
護
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
を
受
け
る
際
、
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ

　
　
　
る
組
合
員
（
以
下
「
特
定
長
期
入
院
組
合
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
特
定
長
期
入
院
組
合
員
に

　
　
　
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
　
イ
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養

　
　
　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
で
あ
る
療
養

　
　
三
　
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
四
　
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）

　
　
第
五
十
五
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
組
合
員
が
公
務
に
よ
ら
な
い
病
気
又
は
負
傷
に
よ
り
、
第
五
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は
薬

　
　
局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
療
養
に
要

　
　
し
た
費
用
に
つ
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
を
支
給
す
る
。

　
　
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
規
定
す
る
金
額
」
を
「
掲
げ
る

　
金
額
」
に
、
「
、
当
該
金
額
」
を
「
当
該
金
額
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ

　
る
と
き
は
当
該
金
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
と
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に

　
　
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
五
十
五
条
の

　
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第

　
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

　
　
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た

　
　
金
額

　
第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び

第
五
十
五
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
五
条
の
三
第
四
項
」

に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
五
十
五
条
の
五

と
す
る
。

　
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
組
合
員
」
の
下
に
「
（
特
定
長
期
入
院
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
標
準
負
担
額
」

を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
五
条
の
三
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

第
五
十
五
条
の
四
　
特
定
長
期
入
院
組
合
員
が
公
務
に
よ
ら
な
い
病
気
又
は
負
傷
に
よ
り
、
第
五
十
五
条
第
一
項
各

　
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
第
五
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
生
活
療
養
を
受
け
た

　
と
き
は
、
そ
の
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生

　
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
同
項
に
規
定

　
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
以
下
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

3
　
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

　
準
用
す
る
。

　
第
五
十
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
以
前
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
規

定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担

金
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

　
　
（
一
部
負
担
金
の
額
の
特
例
）

第
五
十
五
条
の
二
　
組
合
は
、
災
害
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
組
合
員
で
あ
っ
て
、
前
条

　
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
を
支
払

　
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
　
一
部
負
担
金
を
減
額
す
る
こ
と
。

　
二
　
一
部
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
。

　
三
　
当
該
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
対
す
る
支
払
に
代
え
て
、
一
部
負
担
金
を
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

　
　
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
措
置
を
受
け
た
組
合
員
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
一
号
の
措
置
を
受
け
た
組

　
合
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
を
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は

　
薬
局
に
支
払
う
を
も
っ
て
足
り
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
措
置
を
受
け
た
組
合
員
に
あ
っ
て
は
一
部
負
担
金

　
を
当
該
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
若
し
く
は
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
当
該
療
養
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
現
に
療
養
（
食
事
療
養
」
の
下

に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
、
「
当
該
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
、
「
現
に
食
事
療
養
」
の
下
に
「
又
は

生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活

療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
第
五
十
五
条
の
四
第
二
項
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
、

保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
五
十

五
条
の
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
七
条
の
三
を
第
五
十
七
条
の
四
と
す
る
。

　
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
「
得
た

金
額
」
の
下
に
「
（
家
族
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

規
定
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
金
額
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
十
七
条
の
三
と
す
る
。

　
第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
十
七
条
の
三
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機

関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
当
該
金
額
」
を
「
当
該
金
額
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に

生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
金
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食

事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
ロ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
被
扶

養
者
が
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
っ
て
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
」
に

改
め
、
同
号
二
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療

養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超

　
　
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
金
額

　
第
五
十
七
条
第
三
項
中
「
療
養
（
」
の
下
に
「
評
価
療
養
及
び
」
を
加
え
、
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
か
ら
療
養

を
受
け
る
場
合
又
は
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
評
価
療
養
又
は
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の

三
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
五
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
三
第
二
項
」

に
、
「
算
定
の
」
を
「
算
定
、
前
項
第
三
号
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
し
て
は
、
第
五
十
五
条

の
四
第
二
項
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特

定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
、
第
五
十
五
条
の
二
第
六
項
」
を
削
り
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
家
族
療
養
費
の
額
の
特
例
）

第
五
十
七
条
の
二
　
組
合
は
、
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
係
る
家
族
療
養
費
の

　
支
給
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
超
え
百
分
の
百

　
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
組
合
が
定
め
た
割
合
と
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
組
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
に
係
る
前
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
家
族
療

　
養
費
と
し
て
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が

　
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
と
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
当
該
支
払
を
し
た
金
額
か
ら
家
族
療
養
費
と
し
て
組
合
員
に
対
し
支
給
す
べ
き
金
額

　
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
組
合
員
か
ら
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

　
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
、
保
険
薬
局
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
に
改

め
る
。

　
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
特
定
療
養

費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
若
し
く
は
移
送
費
」
を
「
、
移
送

費
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
家
族
移
送
費
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」

を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
条
の
二
第
一
項
中
コ
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」

を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
標
準
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
出
産
費
の
金
額
の
百
分
の
七
十
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で

定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
標
準
報
酬
の
月
額
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を

削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
埋
葬
料
の
金
額
の
百
分
の
七
十
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で
定
め

る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
埋
葬
料
」
の
下
に
「
及
び
家
族
埋
葬
料
」
を
加
え
、
「
行

な
わ
れ
る
」
を
「
行
わ
れ
る
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
五
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
十
七
条
第
一
項
中
「
、
保
険
薬
局
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
に
、
「
以

　
下
」
を
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
二
条
第
九
項
中
「
及
び
第
五
項
第
一
号
」
を
「
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
十
九
条
第
三
項
第
二
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
削
る
。

　
　
第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
組
合
員
」
の
下
に
「
（
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除

　
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
十
八
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
三
分
の
二
」

　
に
改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
当
該
金
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上

　
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
六
十
七
条
第
一
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
三
分
の
二
」
に
改
め
、
「
金
額
」
の
下
に
「
（
当
該
金
額
に
五
十
銭

　
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円

　
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改

　
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　
　
第
六
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
（
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、

　
「
を
含
み
、
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除
く
」
を
「
を
含
む
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
（
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　
　
第
百
十
五
条
第
二
項
中
「
に
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
」
を
加
え
る
。

　
　
附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
百
五
十
万
円
を
」
と
あ
る
の
は
「
百
五
十
万
円
（
附
則
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規

　
定
に
よ
り
標
準
報
酬
の
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
を
」
を
「
当
該
標
準
期
末
手
当
等
の
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
れ
を
百
五
十
万
円
と
す
る
」
と
あ
る

　
の
は
「
当
該
組
合
員
が
受
け
た
期
末
手
当
等
に
よ
り
そ
の
年
度
に
お
け
る
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
累
計
額
が
政
令

　
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
累
計
額
が
当
該
政
令
で
定
め
る
金
額
と
な
る
よ
う
そ
の
月

　
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を
決
定
し
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
そ
の
月
の
翌
月
以
降
に
受
け
る
期
末
手
当
等
の
標
準
期

　
末
手
当
等
の
額
は
零
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
百
二
十
八
条
」
を
「
第
百
二
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
者
で
」
を
「
掲
げ
る
者
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療

　
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
及
び
同

　
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
同
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な

　
い
も
の
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
で
」
に
改
め
、
「
と
し
て
組
合
員
」
の
下

　
に
「
（
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
三
条
第
三
項
中
「
第
五
十
一
条
各
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
短
期
給
付
及
び
」
を
「
短
期
給

付
、
」
に
改
め
、
「
長
期
給
付
」
の
下
に
「
及
び
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に
掲
げ
る
福
祉
事
業
」
を
加
え
、

同
条
第
四
項
中
「
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以

下
「
老
人
保
健
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
八
十
一
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
及

び
同
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」

に
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
九
十
八
条
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
（
第
一
号
の
二

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
（
第
五
章
を
除
き
、
以
下
「
福
祉
事
業
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　
第
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
福
祉
事
業
」
の
下
に
「
（
第
九
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
福
祉
事
業
を
い
う
。
第

五
章
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
秘
密
保
持
義
務
）

第
十
三
条
の
二
　
組
合
の
事
務
に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
組
合
の
事
業
（
短
期
給
付
に
係
る

　
も
の
及
び
福
祉
事
業
に
限
る
。
）
に
関
し
て
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な

　
い
。

　
第
三
十
六
条
中
「
第
十
一
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
」
を
「
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
、
第
十
四
条
か
ら
第
十

七
条
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
短
期
給
付
の
種
類
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
二
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及

び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

2
　
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
（
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
組
合
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

3
　
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
適
用
を
受
け
な
い
組
合
員
と

　
な
っ
た
と
き
は
、
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
な
っ
た
日
の
前
日
に
退
職
し
た
も
の
と

　
み
な
す
。

4
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
組
合
員
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
者
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
な
っ
た
日

　
に
組
合
員
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
第
五
十
二
条
中
「
前
条
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
次
条
か
ら
第

五
十
六
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
七
十
歳
」
を
「
六
十
五
歳
」
に
改
め

る
。
　
第
五
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

か
ら
第
五
十
七
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
の
翌
日
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
三
歳
に
達

す
る
日
の
属
す
る
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
九

十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療

養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
若
し
く
は
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
及
び
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に

よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
若
し
く
は
医
療
費
若
し
く
は
老
人

訪
問
看
護
療
養
費
又
は
」
を
削
り
、
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
」
を
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又

は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、

保
険
外
併
用
療
養
費
若
し
く
は
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
」
を
削
り
、
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
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ス
費
若
し
く
は
」
を
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
給
付
若
し
く
は
」

を
「
給
付
又
は
」
に
、
「
次
項
前
段
」
を
「
次
項
」
に
、
「
同
項
前
段
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
「
、
又
は
老
人
保
健
法
の

規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
、
老
人

訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
（
同
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
医
療
又
は
入
院
時
食

事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の

支
給
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
」
を
「
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
後

段
を
削
る
。

　
第
六
十
条
の
二
第
一
項
中
「
し
た
金
額
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
コ
部
負
担
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
）

第
六
十
条
の
三
　
一
部
負
担
金
等
の
額
（
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支

　
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー
ビ

　
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す

　
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同

　
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し

　
た
金
額
）
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は
保
険

　
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を
受
け

　
た
者
に
対
し
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
八
十
七
条
の
五
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
事
業
」
の
下
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

　
一
の
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四

　
　
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
第
九
十
九
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診
査
等
」
と
い
う
。
）

　
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
、
介
護
納
付
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納

付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
介
護
納
付
金
並
び
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び

退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

　
　
（
国
の
補
助
）

第
九
十
九
条
の
一
一
国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
組
合
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
特
定
健
康
診
査
等

　
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
百
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
九
十
九
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前

条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
条
中
「
及
び
第
六
十
条
の
二
」
を
「
、
第
六
十
条
の
二
及
び
第
六
十
条
の
三
」
に
、
「
第
三
十
一
条
ノ
六
」

を
「
第
三
十
一
条
ノ
七
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
一
条
中
「
第
五
十
一
条
第
三
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
二
十
六
条
の
五
第
一
項
中
「
で
あ
っ
た
者
」
の
下
に
「
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
な
い
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
コ
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
「
第
四
号
」
の
下
に
「
又
は
第
六
号
」
を

加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
六
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
と
き
。

　
第
百
二
十
八
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
第
九
章
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
二
十
七
条
の
二
　
第
十
三
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万

　
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
附
則
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
組
合
の
業
務
等
の
特
例
）

第
十
一
条
の
二
　
当
分
の
間
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に

　
規
定
す
る
拠
出
金
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
四
項
及
び
第
九
十

　
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
四
項
中
「
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
国
民
健
康
保
険

　
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠

　
出
金
」
と
い
う
。
）
、
介
護
保
険
法
」
と
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
介
護
納
付
金
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
退
職

　
者
給
付
拠
出
金
、
介
護
納
付
金
並
び
に
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
の
納
付
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
退
職
者
給
付

　
拠
出
金
の
納
付
」
と
す
る
。

　
附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
国
民
健
康
保
険
法
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
健
康
保
険
法
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
老
人
保

健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
、
又
は
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
二
十
条
の
二
中
「
及
び
国
民
年
金
法
」
を
「
並
び
に
国
民
年
金
法
」
に
、
「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
、

　
「
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
」
を
「
並
び
に
基
礎
年
金
拠
出
金
」
に
、
「
、
基
礎
年
金
拠
出
金
及
び
」
を
「
、
基
礎
年
金

拠
出
金
並
び
に
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
の
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
組
合
の
業
務
等
の
特
例
）

第
二
十
条
の
二
の
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

　
　
間
、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

　
　
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
四
項
及
び
第
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
四
項
中
「
）

　
　
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
）
、
同
法
」
と
、
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢

　
　
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換

　
　
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期

　
　
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

第
五
十
八
条
　
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
十
四
条
第
三
項
を
削
る
。

　
　
第
五
十
五
条
の
三
第
七
項
を
削
る
。

　
　
第
五
十
五
条
の
四
第
三
項
及
び
第
五
十
五
条
の
五
第
三
項
中
「
第
五
十
四
条
第
三
項
及
び
」
を
削
る
。

　
　
第
五
十
七
条
第
七
項
中
「
第
五
十
四
条
第
三
項
、
」
を
削
る
。

　
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
十
九
条
　
附
則
第
五
十
五
条
又
は
第
五
十
七
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
、
手
当
若
し
く
は
薬
剤

　
の
支
給
又
は
訪
問
看
護
に
係
る
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
短

　
期
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
十
条
　
附
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
一
条
の
規
定
は
、
出
産
の

　
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
出
産
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
組

　
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
附
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
出
産
費

　
及
び
家
族
出
産
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
十
一
条
附
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
三
条
の
規
定
は
、
死
亡

　
の
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
死
亡
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る

　
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
附
則
第
五
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
埋
葬

　
料
及
び
家
族
埋
葬
料
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
十
一
一
条
　
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は

　
受
け
る
べ
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

　
る
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
傷
病
手
当
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
後
に
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

　
ら
の
者
を
同
項
に
規
定
す
る
組
合
員
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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第
六
十
三
条
　
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は

　
受
け
る
べ
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国

　
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
出
産
手
当
金
の
額

　
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
後
に
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

　
ら
の
者
を
同
項
に
規
定
す
る
組
合
員
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
附
則
第
五
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員

　
共
済
組
合
法
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
に
限

　
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
六
十
四
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　
る
。

　
　
第
四
十
九
条
第
一
項
中
コ
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き

　
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
第
五
十
七

　
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第

　
三
項
中
「
若
し
く
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
及
び
「
若
し
く
は

　
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

　
　
第
五
十
三
条
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
五
条
の
二
中
「
第
五
十
七
条
の
二
、
第
五
十
七
条
の
三
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
か
ら
第
五
十
七
条
の
五

　
ま
で
」
に
改
め
、
「
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
五
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第

　
五
十
九
条
の
四
第
一
項
」
を
加
え
、
「
第
六
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
第
六
十
五
条
」
に
、
「
特
定
療
養

　
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
移
送
費
」
の
下
に
「
、
家
族
療
養
費
、
家
族
訪

　
問
看
護
療
養
費
、
家
族
移
送
費
」
を
、
「
埋
葬
料
」
の
下
に
「
、
家
族
埋
葬
料
」
を
加
え
る
。

　
　
第
五
十
六
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
2
　
次
に
掲
げ
る
療
養
に
係
る
給
付
は
、
前
項
の
給
付
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
一
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
医
療
法
（
昭
和
二

　
　
　
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
病
床
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ

話
そ
の
他
の
看
護
で
あ
っ
て
、
当
該
療
養
を
受
け
る
際
、

　
る
組
合
員
（
以
下
「
特
定
長
期
入
院
組
合
員
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
食
事
療
養
」
と
い
う
。
）

二
　
次
に
掲
げ
る
療
養
で
あ
っ
て
前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
と
併
せ
て
行
う
も
の
（
特
定
長
期
入
院
組
合
員
に

　
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
生
活
療
養
」
と
い
う
。
）

　
イ
　
食
事
の
提
供
で
あ
る
療
養

　
ロ
　
温
度
、
照
明
及
び
給
水
に
関
す
る
適
切
な
療
養
環
境
の
形
成
で
あ
る
療
養

三
　
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
評
価
療
養
」
と
い
う
。
）

四
　
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
療
養
（
以
下
「
選
定
療
養
」
と
い
う
。
）

第
五
十
七
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
保
険
外
併
用
療
養
費
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
組
合
員
が
公
務
に
よ
ら
な
い
病
気
又
は
負
傷
に
よ
り
、
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は
薬

局
（
以
下
「
保
険
医
療
機
関
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
評
価
療
養
又
は
選
定
療
養
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
療
養
に
要

し
た
費
用
に
つ
い
て
保
険
外
併
用
療
養
費
を
支
給
す
る
。

　
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
、
「
、
当
該
金
額
」
を
「
当
該
金
額
」

に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に
生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
金
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
金

額
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
療

養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当

該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負

担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基

　
　
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の

　
　
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た

　
　
金
額

　
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
第
五
十
六
条
第
三
項
」
の
下
に
「
及
び

第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
項
」
を
「
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
七
条
の
三
第
四
項
」

に
、
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
五
十
七
条
の
五

と
す
る
。

　
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
組
合
員
」
の
下
に
「
（
特
定
長
期
入
院
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
、
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
標
準
負
担
額
」

を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
第
一

号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
七
条
の
三
と
し
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
入
院
時
生
活
療
養
費
）

第
五
十
七
条
の
四
　
特
定
長
期
入
院
組
合
員
が
公
務
に
よ
ら
な
い
病
気
又
は
負
傷
に
よ
り
、
第
五
十
七
条
第
一
項
各

　
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
か
ら
第
五
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
の
給
付
と
併
せ
て
生
活
療
養
を
受
け
た

　
と
き
は
、
そ
の
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
入
院
時
生
活
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
入
院
時
生
活
療
養
費
の
額
は
、
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

　
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
さ
れ
る
算
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生

　
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
同
項
に
規
定

　
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
以
下
「
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

3
　
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
前
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

　
準
用
す
る
。

　
第
五
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
次
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

る
月
以
前
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
三
十
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
規

定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担

金
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
項
に
規
定
す
る
一
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
一
部
負
担
金
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

　
　
（
一
部
負
担
金
の
額
の
特
例
）

第
五
十
七
条
の
二
　
組
合
は
、
災
害
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
組
合
員
で
あ
っ
て
、
前
条

　
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
を
支
払

　
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
　
一
部
負
担
金
を
減
額
す
る
こ
と
。

　
二
　
一
部
負
担
金
の
支
払
を
免
除
す
る
こ
と
。

　
三
　
当
該
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
対
す
る
支
払
に
代
え
て
、
一
部
負
担
金
を
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

　
　
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
。
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2
　
前
項
の
措
置
を
受
け
た
組
合
員
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
第
一
号
の
措
置
を
受
け
た
組

　
合
員
に
あ
っ
て
は
そ
の
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
を
同
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
医
療
機
関
又
は

薬
局
に
支
払
う
を
も
っ
て
足
り
、
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
措
置
を
受
け
た
組
合
員
に
あ
っ
て
は
一
部
負
担
金

　
を
当
該
医
療
機
関
又
は
薬
局
に
支
払
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
お
け
る
一
部
負
担
金
の
支
払
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
五
十
八
条
第
一
項
中
「
、
入
院
時
食
事
療
養
費
の
支
給
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
若
し
く
は
入
院
時
食
事

療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削

り
、
同
条
第
三
項
中
「
（
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
、
「
当
該
食
事
療
養
」
及
び
「
現
に
食
事
療
養
」

の
下
に
「
又
は
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」
に
、
「
特
定
療
養
費
」
を

「
入
院
時
生
活
療
養
費
の
支
給
を
受
け
る
べ
き
場
合
に
は
第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用

の
額
の
算
定
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
八
条
の
二
第
二
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
（
療
養
の
給
付
に
係
る
同
項
の
一
部
負
担
金
に
つ
い
て
第
五
十

七
条
の
二
第
一
項
各
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
措
置
が
採
ら
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
額
）
」
を
加
え
る
。

　
第
五
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
五
十
九
条
の
三
を
第
五
十
九
条
の
四
と
す
る
。

　
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
五
十
九
条
第
二
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、
「
得
た

金
額
」
の
下
に
「
（
家
族
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

規
定
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
た
場
合
の
金
額
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
五
十
九
条
の
三
と
す
る
。

　
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
第
五
十
九
条
の
三
」
を
「
第
五
十
九
条
の
四
」
に
改
め
、
「
又
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機

関
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
当
該
金
額
」
を
「
当
該
金
額
」
に
改
め
、
「
合
算
額
」
の
下
に
「
、
当
該
療
養
に

生
活
療
養
が
含
ま
れ
る
と
き
は
当
該
金
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
食

事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
同
号
イ
中
「
ロ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
」
を
「
被
扶

養
者
が
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
以
後
で
あ
っ
て
七
十
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
以
前
で
あ
る
」
に

改
め
、
同
号
二
中
「
百
分
の
八
十
」
を
「
百
分
の
七
十
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療

養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
三
　
当
該
生
活
療
養
に
つ
い
て
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が
現
に
当
該
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超

　
　
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
生
活
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
か
ら
生
活
療
養
標
準
負
担
額
を
控
除
し
た
金
額

　
第
五
十
九
条
第
三
項
中
「
療
養
（
」
の
下
に
「
評
価
療
養
及
び
」
を
加
え
、
「
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
か
ら
療
養

を
受
け
る
場
合
又
は
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
」
を
「
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
評
価
療
養
又
は
」
に
、
「
第
五
十
七
条
の

三
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
五
第
二
項
」
に
、
「
、
第
五
十
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
二
項
」

に
、
「
算
定
の
」
を
「
算
定
、
前
項
第
三
号
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
し
て
は
第
五
十
七
条
の

四
第
二
項
の
生
活
療
養
に
つ
い
て
の
費
用
の
額
の
算
定
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
薬
局
又
は
特
定

承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は
薬
局
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
、
第
五
十
七
条
の
二
第
六
項
」
を
削
り
、
同

条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
家
族
療
養
費
の
額
の
特
例
）

第
五
十
九
条
の
二
　
組
合
は
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
の
被
扶
養
者
に
係
る
家
族
療
養
費
の

　
支
給
に
つ
い
て
、
前
条
第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
を
超
え
百
分
の
百

　
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
組
合
が
定
め
た
割
合
と
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
組
合
は
、
前
項
に
規
定
す
る
被
扶
養
者
に
係
る
前
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
家
族
療

　
養
費
と
し
て
組
合
員
に
支
給
す
べ
き
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
療
養
に
つ
き
算
定
し
た
費
用
の
額
（
そ
の
額
が

　
現
に
当
該
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
現
に
療
養
に
要
し
た
費
用
の
額
）
」
と
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
組
合
は
、
当
該
支
払
を
し
た
金
額
か
ら
家
族
療
養
費
と
し
て
組
合
員
に
対
し
支
給
す
べ
き
金
額

　
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
そ
の
被
扶
養
者
に
係
る
組
合
員
か
ら
直
接
に
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の

　
徴
収
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
六
十
条
第
一
項
中
「
、
保
険
薬
局
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
に
改
め

る
。

　
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併

用
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
四
十
五
条
第
七
項
」
を
「
第
百
四
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
特
定
療
養

費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
二
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
中
コ
部
負
担
金
」
の
下
に
「
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
」
を
、
「
食
事
療
養
」
の
下
に
「
及
び
生
活
療
養
」
を
加
え
、
「
特
定
療
養
費
」

を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
給
料
の
一
月
分
に
相
当
す
る
金
額
に
政
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す

る
」
を
「
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
出

産
費
の
金
額
の
百
分
の
七
十
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

　
第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
給
料
の
一
月
分
に
相
当
す
る
金
額
に
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

　
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
埋
葬
料
の
金
額
の
百
分
の
七
十
に
相
当
す
る
」
を
「
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
を
削
る
。

　
　
第
六
十
七
条
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
表
第
九
十
六
条
第
一
項
の
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保

険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
百
四
十
四
条
の
二
十
八
第
一
項
中
「
、
保
険
薬
局
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
若
し
く
は
保
険

薬
局
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
十
八
条
第
七
項
中
「
及
び
第
五
項
第
一
号
」
を
「
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
第
三
項
た
だ
し
書
」
を
削
る
。

　
　
第
六
十
八
条
第
一
項
中
「
組
合
員
」
の
下
に
「
（
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除

　
く
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
七
十
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
「
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
」
を
「
三

　
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
政
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
五
十
銭
未
満

　
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切

　
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
九
条
第
一
項
中
「
百
分
の
八
十
に
相
当
す
る
金
額
」
を
「
三
分
の
二
に
相
当
す
る
金
額
に
政
令
で
定
め
る

　
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
五
十
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

　
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第

　
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　
　
第
七
十
条
の
二
第
一
項
中
「
（
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　
　
第
七
十
条
の
三
第
一
項
中
「
（
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。

　
　
第
百
四
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
中
「
に
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
」
を
加
え

　
る
。

　
　
附
則
第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
（
短
期
給
付
等
に
係
る
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
等
の
最
高
限
度
額
の
特
例
）

　
第
三
十
三
条
　
健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
等
級
の
最
高
等
級
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
が
六
十
二
万
円

　
　
を
超
え
る
間
に
お
け
る
短
期
給
付
及
び
福
祉
事
業
に
係
る
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
額
及
び
掛
金
の
標
準
と
な

　
　
る
期
末
手
当
等
の
額
に
つ
い
て
の
第
百
十
四
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
十
二
万
円
」

　
　
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
等
級
の
最
高
等
級
に
係
る
標
準
報
酬
月
額
」
と
、
「
そ
の

　
　
月
に
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額
が
百
五
十
万
円
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
年
度
に
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額
の
累
計

　
　
額
が
政
令
で
定
め
る
額
」
と
、
「
期
末
手
当
等
の
額
が
百
五
十
万
円
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
月
に
受
け
た
期

　
　
末
手
当
等
の
額
が
当
該
累
計
額
か
ら
当
該
政
令
で
定
め
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
当
該
期
末
手
当
等
の
額
か
ら

　
　
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
と
き
は
、
零
）
で
あ
る
」
と
す
る
。



86（号外第143号）報官水曜日平成18年6月21日
第
六
十
六
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
百
十
二
条
」
の
下
に
「
・
第
百
十
二
条
の
二
」
を
加
え
、
「
第
百
四
十
七
条
」
を
「
第
百
四
十
六
条
の

　
二
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
者
」
の
下
に
「
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
及
び
同
条
各
号
の

　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
同
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
も
の

　
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
、
「
と
し
て
組
合
員
」
の
下
に
「
（
短
期
給
付

　
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
秘
密
保
持
義
務
）

　
第
十
九
条
の
二
　
組
合
の
役
員
若
し
く
は
組
合
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
は
、
組
合
の

　
　
事
業
（
短
期
給
付
に
係
る
も
の
及
び
福
祉
事
業
に
限
る
。
）
に
関
し
て
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
正
当
な
理
由
が
な

　
　
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
第
三
十
八
条
の
二
第
三
項
中
「
第
百
三
十
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

　
第
百
九
十
二
号
）
第
七
十
六
条
の
四
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
十
条
」
を
加
え
、
「
同
法
第

　
百
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
介
護
保
険
法
第
百
三
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
百
四
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に

　
「
、
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
の
四
並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
十
条
」
を
加
え
、
「
並

　
び
に
同
法
」
を
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
に
改
め
、
「
第
百
四
十
条
第
三
項
」
の
下
に
「
、
国
民
健
康
保
険
法
第
七
十

　
六
条
の
四
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
十
条
」
を
加
え
る
。

　
　
第
四
十
二
条
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
短
期
給
付
の
種
類
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
二
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及

　
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

　
2
　
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
（
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

　
　
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
に
該
当
す
る
組
合
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

　
3
　
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
適
用
を
受
け
な
い
組
合
員
と

　
　
な
っ
た
と
き
は
、
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
な
っ
た
日
の
前
日
に
退
職
し
た
も
の
と

　
　
み
な
す
。

　
4
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
組
合
員
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
　
者
等
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
な
っ
た
日

　
　
に
組
合
員
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
第
五
十
四
条
中
「
前
条
各
号
」
を
「
前
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
者
を
除
く
。
次
条
か
ら
第
五
十
八
条
の
三
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
七

　
十
歳
」
を
「
六
十
五
歳
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
七
条
第
二
項
第
二
号
中
「
百
分
の
十
」
を
「
百
分
の
二
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
（
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

　
か
ら
第
五
十
九
条
の
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
三
歳
に
達
す
る
日
の
属
す

　
る
月
の
翌
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
の
翌
日
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
三
歳
に
達

　
す
る
日
の
属
す
る
月
」
を
「
六
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
百
分
の
九

　
十
」
を
「
百
分
の
八
十
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療

　
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
若
し
く
は
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
及
び
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に

　
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
若
し
く
は
医
療
費
若
し
く
は
老
人

　
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
」
を
削
り
、
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
」
を
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又

　
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、

　
保
険
外
併
用
療
養
費
若
し
く
は
医
療
費
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
」
を
削
り
、
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ

　
ス
費
若
し
く
は
」
を
「
特
例
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
療
養
の
給
付
若
し

く
は
」
を
「
療
養
の
給
付
又
は
」
に
、
「
次
項
前
段
」
を
「
次
項
」
に
、
「
同
項
前
段
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
「
、
又
は

老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
若
し
く
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、

医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
し
く
は
移
送
費
の
支
給
（
同
項
後
段
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
医
療

又
は
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
医
療
費
、
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
若
し

く
は
移
送
費
の
支
給
を
除
く
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
国
民

健
康
保
険
の
被
保
険
者
」
を
「
、
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
又
は
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
後
段
を
削
る
。

　
第
六
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
し
た
金
額
」
の
下
に
「
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
コ
部
負
担
金
等
の
額
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
高
額
介
護
合
算
療
養
費
）

第
六
十
二
条
の
三
　
一
部
負
担
金
等
の
額
（
前
条
第
一
項
の
高
額
療
養
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

　
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
並
び
に
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
サ
ー

　
ビ
ス
利
用
者
負
担
額
（
同
項
の
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当

　
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
及
び
同
法
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
負
担
額

　
（
同
項
の
高
額
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
額
に
相
当
す
る
金
額
を
控

　
除
し
た
金
額
）
の
合
計
額
が
著
し
く
高
額
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
部
負
担
金
等
の
額
に
係
る
療
養
の
給
付
又
は

　
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
家
族
療
養
費
若
し
く
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
を

　
受
け
た
者
に
対
し
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
を
支
給
す
る
。

2
　
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　
第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
第
百
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
事
業
」
の
下
に
「
（
次
条
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

　
第
五
章
中
第
百
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
十
二
条
の
二
　
組
合
は
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及

　
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
第
百
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診
査
等
」
と
い

　
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
老
人
保
健
拠
出
金
」

と
い
う
。
）
及
び
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
（
以
下
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
百
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
」
に
、
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び

退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

条
を
加
え
る
。

　
　
（
国
の
補
助
）

第
百
十
三
条
の
一
一
国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
組
合
の
事
業
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
特
定
健
康
診
査
等

　
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
百
三
十
六
条
中
「
及
び
第
六
十
二
条
の
二
」
を
「
、
第
六
十
二
条
の
二
及
び
第
六
十
二
条
の
三
」
に
、
「
第
三
十

一
条
ノ
六
」
を
「
第
三
十
一
条
ノ
七
」
に
改
め
る
。

　
第
百
三
十
七
条
中
「
第
五
十
三
条
第
三
号
」
を
「
第
五
十
三
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
る
。

　
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
で
あ
っ
た
者
」
の
下
に
「
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
で
な
い
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及

び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
コ
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
「
第
四
号
」
の
下
に

　
「
又
は
第
六
号
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
六
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
と
な
っ
た
と
き
。

　
第
百
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
表
第
九
十
六
条
第
一
項
の
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢

者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
」
を
「
訪
問
看
護
療

養
費
」
に
改
め
る
。
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第
百
四
十
七
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
第
十
草
中
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
四
十
六
条
の
二
　
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万

　
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及

び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
十
八
条
第
一
項
中
「
あ
っ
た
者
で
」
の
下
に
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
老
人
保
健
拠
出
金
及
び
退

職
者
給
付
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
老
人

保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
至
っ
た
と
き
、
又
は
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
」
に
改
め
る
。

　
附
則
第
四
十
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
（
退
職
者
給
付
拠
出
金
の
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
費
用
の
負
担
の
特
例
）

第
四
十
条
の
三
の
二
　
当
分
の
間
、
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
の
納
付
が
同
条
第

　
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
百
十
三
条
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
、
附
則
第
十

　
四
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
並
び
に

　
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
以
下
「
退
職
者

　
給
付
拠
出
金
」
と
い
う
。
）
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
、
「
並
び
に
介
護
納
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
退
職
者
給
付
拠

　
出
金
並
び
に
介
護
納
付
金
」
と
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
附
則
第
十
八
条
第
五
項
中
「
後
期
高
齢
者
支

　
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
退
職
者
給
付
拠
出
金
」
と
、
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一

　
項
中
「
並
び
に
介
護
納
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
退
職
者
給
付
拠
出
金
並
び
に
介
護
納
付
金
」
と
す
る
。

　
　
（
病
床
転
換
支
援
金
等
の
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
費
用
の
負
担
の
特
例
）

第
四
十
条
の
三
の
三
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

　
　
間
、
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ

　
　
る
場
合
に
お
け
る
第
百
十
三
条
第
一
項
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
、
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則

　
　
第
十
八
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
法
」

　
　
と
、
「
と
い
う
。
）
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
と
い
う
。
）
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援

　
　
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
と
、
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は

　
　
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
、
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
、
附
則
第
十
四
条
の

　
　
三
第
一
項
及
び
附
則
第
十
八
条
第
五
項
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
、
後
期
高
齢
者
支
援

　
　
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

第
六
十
七
条
　
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
十
六
条
第
三
項
を
削
る
。

　
　
第
五
十
七
条
の
三
第
七
項
を
削
る
。

　
　
第
五
十
七
条
の
四
第
三
項
及
び
第
五
十
七
条
の
五
第
三
項
中
「
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
」
を
削
る
。

　
　
第
五
十
九
条
第
七
項
中
「
第
五
十
六
条
第
三
項
、
」
を
削
る
。

　
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
十
八
条
　
附
則
第
六
十
四
条
又
は
第
六
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
診
療
、
手
当
若
し
く
は
薬
剤

　
の
支
給
又
は
訪
問
看
護
に
係
る
こ
れ
ら
の
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る

　
短
期
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
六
十
九
条
　
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
三
条
の
規
定
は
、
出

　
産
の
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
出
産
の
日
が
施
行
日
前
で
あ

　
る
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の

　
出
産
費
及
び
家
族
出
産
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
十
条
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
五
条
の
規
定
は
、
死
亡

　
の
日
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
死
亡
の
日
が
施
行
日
前
で
あ
る

　
組
合
員
及
び
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
附
則
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
埋

　
葬
料
及
び
家
族
埋
葬
料
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
十
一
条
　
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は

　
受
け
る
べ
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係

　
る
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
傷
病
手
当
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
後
に
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

　
れ
ら
の
者
を
同
項
に
規
定
す
る
組
合
員
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
傷
病
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
七
十
一
一
条
　
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は

　
受
け
る
べ
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地

　
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る

　
べ
き
者
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
前
ま
で
の
出
産
手
当
金
の

　
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2
　
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
後
に
任
意
継
続
組
合
員
と
な
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て

　
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

　
れ
ら
の
者
を
同
項
に
規
定
す
る
組
合
員
と
み
な
し
て
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

3
　
附
則
第
六
十
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
に
お
い
て
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ

　
き
者
（
支
給
事
由
が
生
じ
た
際
に
任
意
継
続
組
合
員
で
あ
っ
た
者
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員

　
等
共
済
組
合
法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
出
産
手
当
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た
者
又
は
受
け
る
べ
き
者
に

　
限
る
。
）
に
係
る
出
産
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
七
十
一
二
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

　
る
。

　
　
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
五
条
の
表
第
四
十
七
条
第
二
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
第
二
項

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関

又
は
健
康
保
険
法

若
し
く
は
健
康
保
険
法

そ
の
保
険
医
又
は
主
治
の
医
師

そ
の
学
校
法
人
等
、
保
険
医
又
は
主
治
の
医
師
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第
二
十
五
条
の
表
第
五
十
三
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
四
条
第
二
項
第
一
　
特
定
長
期
入
院
組
合
員
　
　
　
　
　
特
定
長
期
入
院
加
入
者

号
及
び
第
二
号

第
二
十
五
条
の
表
第
五
十
五
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
五
条
の
二
第
一
項

財
務
省
令

文
部
科
学
省
令

特
定
長
期
入
院
組
合
員

特
定
長
期
入
院
加
入
者

　
　
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
、
保
険
薬
局
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
若
し
く
は
保
険
薬
局
」
に
、
「
若

　
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
又
は

保
険
薬
局
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
保
険
薬
局
若
し
く
は
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
「
若
し
く
は
保
険

　
薬
局
」
に
改
め
、
「
、
特
定
承
認
保
険
医
療
機
関
」
を
削
る
。

第
七
十
四
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
五
条
の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
六
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、

　
同
条
の
表
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
六
十
六
条
第
一
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項

第
六
十
八
条
の
三

三
分
の
二

第
六
十
八
条

百
分
の
八
十

　
　
第
二
十
五
条
の
表
第
六
十
七
条
第
一
項
の
項
中
「
百
分
の
六
十
五
」
を
「
三
分
の
二
」
に
改
め
、
同
表
第
六
十
七

条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
削
る
。

　
　
附
則
第
二
十
六
項
中
「
百
五
十
万
円
を
」
と
あ
る
の
は
「
百
五
十
万
円
（
附
則
第
二
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
標
準

給
与
の
区
分
の
改
定
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
」
を
「
当
該

標
準
賞
与
の
額
が
百
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
れ
を
百
五
十
万
円
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
加
入
者
が

　
受
け
た
賞
与
に
よ
り
そ
の
年
度
に
お
け
る
標
準
賞
与
の
額
の
累
計
額
が
政
令
で
定
め
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
と
な
る

　
場
合
に
は
、
当
該
累
計
額
が
当
該
政
令
で
定
め
る
金
額
と
な
る
よ
う
そ
の
月
の
標
準
賞
与
の
額
を
決
定
し
、
そ
の
年

　
度
に
お
い
て
そ
の
月
の
翌
月
以
降
に
受
け
る
賞
与
の
標
準
賞
与
の
額
は
零
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
七
十
歳
以
上
」
を
「
高
齢
」
に
、
「
第
三
十
九
条
・
第
四
十
条
」
を
「
第
三
十
八
条
の
二
1
第
四
十
条
」

　
に
、
「
第
五
十
条
・
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
条
－
第
五
十
二
条
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
高
額
療
養
費
」
の
下
に
「
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
五
条
の
表
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
項
及
び
附
則
第
十
二
条
第
六
項
の
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定

　
に
よ
る
拠
出
金
及
び
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規

　
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
入
者
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律

　
第
八
十
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
健
康
診
査
及
び
同
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
保
健
指
導
（
以

　
下
こ
の
号
及
び
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
「
特
定
健
康
診
査
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
特
定
健
康
診
査
等
以
外
の

　
事
業
で
あ
っ
て
加
入
者
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
事
務
」
の
下
に
「
及
び
特
定
健
康
診
査
等
の
実
施
」
を
加
え
る
。

　
　
第
八
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
第
八
章
　
高
齢
の
教
職
員
等
に
係
る
特
例

　
　
第
八
章
中
第
三
十
九
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　
　
（
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
の
特
例
）

第
三
十
八
条
の
二
　
こ
の
法
律
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
は
、
教
職
員
等
の
う
ち
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

　
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
を
い
う
。
）
及
び
同
条
各
号
の
い

　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
同
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
ら
な
い
も
の

　
　
（
第
三
項
に
お
い
て
「
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
に
は
、
適
用
し
な
い
。

2
　
こ
の
法
律
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
加
入
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
適
用
を
受
け
な

　
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
な
っ
た
日
の
前

　
日
に
退
職
し
た
も
の
と
み
な
す
。

3
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
等

　
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
な

　
つ
た
日
に
教
職
員
等
と
な
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

　
　
（
掛
金
率
の
特
例
）

第
三
十
八
条
の
一
二
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
加
入
者

　
の
掛
金
の
標
準
給
与
の
月
額
及
び
標
準
賞
与
の
額
に
対
す
る
割
合
は
、
政
令
で
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
共
済

　
規
程
で
定
め
る
。

　
第
四
十
七
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
秘
密
保
持
義
務
）

第
四
十
七
条
の
四
　
事
業
団
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、
共
済
業
務
（
事
業
団
法
第

　
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
八
号
並
び
に
同
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
業
務
に
限
る
。
）
に
関
し
て
職

　
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
二
条
第
四
十
七
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以

　
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
附
則
第
三
十
三
項
を
附
則
第
三
十
五
項
と
し
、
附
則
第
三
十
二
項
中
「
附
則
第
三
十
四
項
」
を
「
附
則
第
三
十
三

項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
十
四
項
と
し
、
附
則
第
三
十
一
項
を
附
則
第
三
十
三
項
と
し
、
附
則
第
三
十
項
の

次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
等
の
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
任
意
継
続
加
入
者
等
に
係
る

　
掛
金
の
特
例
）

31
@
当
分
の
間
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠

　
　
出
金
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

　
　
は
、
同
条
の
表
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
に
係
る
掛
金
を
含
み
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
国
民

　
　
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
に
係
る
掛
金
を

　
　
含
み
」
と
、
同
表
附
則
第
十
二
条
第
六
項
の
項
下
欄
中
「
に
係
る
掛
金
を
含
み
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
国
民
健

　
　
康
保
険
法
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
に
係
る
掛
金
を
含
み
」
と
す
る
。

　
3
2
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
法
附
則
第

　
　
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る

　
　
第
二
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
表
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
項
下
欄
及
び
附
則
第
十
二

　
　
条
第
六
項
の
項
下
欄
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転

　
　
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

　
（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
七
十
六
条
　
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

　
す
る
。

　
　
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
、
国
民
健
康

　
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

　
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
、

　
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出

　
金
及
び
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支

　
援
金
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。
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第
七
十
七
条
　
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）

　
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

第
七
十
八
条
　
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
入
院
時
食
事
療
養
費
」
の
下
に
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
」

　
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
若
し
く
は
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

　
下
に
「
又
は
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
を
加
え
る
。

　
（
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第
七
十
九
条
　
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
十
九
年
法
律
第
十
号
）

　
附
則
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
等
の
納
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
事
業
団
の
業
務
の
特
例
）

第
十
三
条
の
二
　
当
分
の
問
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に

　
規
定
す
る
拠
出
金
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第

　
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は

　
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
、
介
護

　
保
険
法
」
と
、
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
あ
る
の
は
「
、
国
民
健
康
保
険
法
附

　
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
並
び
に
介
護
保
険
法
」
と
す
る
。

2
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
同
法
附
則
第

　
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
の
納
付
が
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る

　
第
二
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
及
び

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

　
附
則
第
十
四
条
中
「
及
び
国
民
年
金
法
」
を
「
並
び
に
国
民
年
金
法
」
に
、
「
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
」
を
「
並

び
に
厚
生
年
金
保
険
法
（
」
に
改
め
る
。

（
防
衛
庁
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
一
部
を
次
の

を
加
え
、
「
若
し
く
は
高
額

　
　
「
高
額
療
養
費
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
一
条
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
及
国
民
健
康
保
険
法
（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金

等
」
に
改
め
る
。

　
第
三
条
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
、
国
民
健
康
保
険
法
ノ

規
定
二
依
ル
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
第
十
条
第
二
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
、
国
民
健
康
保

険
法
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
及
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
二
」
に
改
め
る
。

　
第
十
九
条
第
二
項
中
「
老
人
福
祉
」
を
「
高
齢
者
ノ
福
祉
」
に
、
「
老
後
」
を
「
高
齢
期
」
に
、
「
左
二
」
を
「
次
二
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
老
人
保
健
法
第
六
十
四
条
第
三
項
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百

三
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
老

人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠

出
金
ノ
一
部
二
充
ツ
ル
為
及
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
ノ
一
部
二
充
ツ
ル
為
並
二
」

に
改
め
る
。

　
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
ノ
規
定
二
依
ル
拠

　
出
金
ヲ
納
付
ス
ル
間
第
一
条
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
ト
ア
ル
ハ
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
国
民
健
康
保

　
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
」
ト
第
三
条
及
第
十
条
第
二
項
中
「
後
期

　
高
齢
者
支
援
金
等
」
ト
ア
ル
ハ
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
国
民
健
康
保
険
法
ノ
規
定
二
依
ル
拠
出
金
」
ト
ス

第
二
十
六
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
二
規
定
ス
ル
政
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
日
迄
ノ
間
第

　
一
条
、
第
三
条
、
第
十
条
第
二
項
並
二
第
十
九
条
第
二
項
第
二
号
及
第
三
号
中
「
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
ト

　
ア
ル
ハ
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
病
床
転
換
支
援
金
等
」
ト
ス

第
八
十
条
　
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
健
康
保
険
事
業
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
ノ
規

　
定
二
依
ル
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
二
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

　
ノ
規
定
二
依
ル
納
付
金
ノ
納
付
ヲ
含
ム
以
下
之
二
同
ジ
）
及
」
を
「
健
康
保
険
二
関
シ
政
府
が
行
フ
業
務
ノ
経
理
ヲ

　
明
確
ニ
ス
ル
為
、
」
に
、
「
並
二
児
童
手
当
」
を
「
及
児
童
手
当
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
条
中
「
健
康
保
険
事
業
経
営
上
ノ
保
険
料
、
一
般
会
計
ヨ
リ
ノ
受
入
金
」
を
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年

　
法
律
第
七
十
号
）
第
百
五
十
五
条
ノ
規
定
二
依
ル
保
険
料
（
任
意
継
続
被
保
険
者
二
係
ル
保
険
料
ヲ
除
ク
）
」
に
、
「
健

　
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
ノ
」
を
「
健
康
保
険
法
ノ
」
に
改
め
、
「
、
事
業
運
営
安
定
資
金
ヨ
リ
ノ

　
受
入
金
、
事
業
運
営
安
定
資
金
ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
、
借
入
金
」
を
削
り
、
「
同
事
業
経
営
上
ノ
保
険
給
付
費
、
高
齢
者

　
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
ノ
規
定
二
依
ル
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
介
護
保
険
法
ノ

　
規
定
二
依
ル
納
付
金
、
事
業
運
営
安
定
資
金
ヘ
ノ
繰
入
金
、
借
入
金
ノ
償
還
金
及
利
子
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会

　
ヘ
ノ
交
付
金
」
に
、
「
並
二
同
事
業
」
を
「
及
健
康
保
険
二
関
シ
政
府
が
行
フ
業
務
」
に
改
め
、
「
、
療
養
所
費
、
保
健

　
事
業
費
、
福
祉
事
業
費
又
ハ
営
繕
費
」
及
び
「
及
保
健
事
業
二
関
ス
ル
経
費
二
充
ツ
ル
為
ノ
一
般
会
計
ヘ
ノ
繰
入
金
」

　
を
削
る
。

　
　
第
六
条
中
「
健
康
保
険
事
業
ノ
業
務
取
扱
」
を
「
健
康
保
険
二
関
シ
政
府
が
行
フ
業
務
ノ
業
務
取
扱
」
に
改
め
、

　
「
、
療
養
所
費
、
保
健
事
業
費
、
福
祉
事
業
費
又
ハ
営
繕
費
」
を
削
り
、
「
健
康
保
険
事
業
及
厚
生
年
金
保
険
事
業
」

　
を
「
此
等
ノ
業
務
及
事
業
」
に
、
「
此
等
ノ
事
業
」
を
「
此
等
ノ
業
務
及
事
業
」
に
改
め
、
「
、
健
康
保
険
事
業
ノ
療
養

　
所
費
、
保
健
事
業
費
、
福
祉
事
業
費
及
営
繕
費
」
を
削
る
。

　
　
第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
七
条
　
健
康
勘
定
二
於
テ
決
算
上
剰
余
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
勘
定
ノ
翌
年
度
ノ
歳
入
二
繰
入
ル
ベ
シ

　
　
第
七
条
ノ
ニ
及
び
第
七
条
ノ
三
を
削
る
。

　
　
第
九
条
第
一
項
中
「
勅
令
」
を
「
政
令
」
に
改
め
、
「
事
業
運
営
安
定
資
金
並
二
」
を
削
り
、
「
又
ハ
」
の
下
に
「
健

　
康
勘
定
及
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
勅
令
」
を
「
政
令
」
に
改
め
、
「
事
業
運
営
安
定
資
金
並
二
」
を
削
る
。

　
　
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
条
　
削
除

　
　
第
十
一
条
を
削
り
、
第
十
一
条
ノ
ニ
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　
　
第
十
三
条
第
一
項
中
「
事
業
運
営
安
定
資
金
及
」
を
削
る
。

　
　
第
十
八
条
ノ
六
を
削
り
、
第
十
八
条
ノ
六
ノ
ニ
を
第
十
八
条
ノ
六
と
し
、
第
十
八
条
ノ
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
第
十
八
条
ノ
七
　
削
除

　
　
第
十
八
条
ノ
八
第
一
項
中
「
昭
和
四
十
九
年
度
以
降
二
於
テ
ハ
当
分
ノ
間
第
十
条
ノ
規
定
二
拘
ラ
ズ
」
を
削
り
、
「
乃

　
至
第
八
項
」
を
「
及
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項

　
を
加
え
る
。

　
　
前
二
項
ノ
規
定
二
依
リ
借
入
金
ヲ
行
フ
場
合
二
於
テ
健
康
勘
定
二
於
テ
ハ
第
三
条
ノ
規
定
二
依
ル
モ
ノ
ノ
外
借
入

　
　
金
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
入
ト
ス

　
　
第
十
八
条
ノ
九
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
前
項
ノ
規
定
二
依
リ
借
入
金
ノ
償
還
及
当
該
借
入
金
二
係
ル
経
費
ト
シ
テ
一
般
会
計
ヨ
リ
健
康
勘
定
二
繰
入
ル
ル

　
　
場
合
二
於
テ
同
勘
定
二
於
テ
ハ
第
三
条
ノ
規
定
二
依
ル
モ
ノ
ノ
外
一
般
会
計
ヨ
リ
ノ
受
入
金
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
入
ト

　
　
シ
借
入
金
ノ
償
還
金
及
利
子
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
出
ト
ス

　
　
第
十
八
条
ノ
十
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　
前
項
ノ
規
定
二
依
リ
借
入
金
ノ
償
還
及
当
該
借
入
金
二
係
ル
経
費
ト
シ
テ
一
般
会
計
ヨ
リ
健
康
勘
定
二
繰
入
ル
ル

　
　
場
合
二
於
テ
同
勘
定
二
於
テ
ハ
第
三
条
ノ
規
定
二
依
ル
モ
ノ
ノ
外
一
般
会
計
ヨ
リ
ノ
受
入
金
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
入
ト

　
　
シ
借
入
金
ノ
償
還
金
及
利
子
ヲ
以
テ
其
ノ
歳
出
ト
ス

　
　
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
中
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
の
下
に
「
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

　
号
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
二

　
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

　
　
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
六
条
を
削
る
。
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（
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
十
一
条
　
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
の
予

　
算
か
ら
適
用
し
、
平
成
十
九
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
各
年
度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従

　
前
の
例
に
よ
る
。

第
八
十
一
一
条
　
附
則
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
平

　
成
二
十
一
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
年
度
の
予
算
に
関
す
る
附
則
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

　
厚
生
保
険
特
別
会
計
法
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条
中
「
健
康
保
険
事
業
経
営

　
上
ノ
保
険
料
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
ノ
規
定
二
依
ル
社
会
保
険
庁
長
官
ガ

　
徴
収
ス
ル
保
険
料
」
と
、
「
同
事
業
経
営
上
ノ
保
険
給
付
費
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
事
業
経
営
上
ノ
保
険
給
付
費
、

　
全
国
健
康
保
険
協
会
ヘ
ノ
交
付
金
」
と
、
「
同
事
業
ノ
」
と
あ
る
の
は
「
同
事
業
及
健
康
保
険
二
関
シ
政
府
が
行
フ
業

　
務
ノ
」
と
し
、
同
法
第
六
条
中
「
健
康
保
険
事
業
ノ
業
務
取
扱
」
と
あ
る
の
は
「
健
康
保
険
事
業
及
健
康
保
険
二
関

　
シ
政
府
が
行
フ
業
務
ノ
業
務
取
扱
」
と
、
「
健
康
保
険
事
業
及
厚
生
年
金
保
険
事
業
」
及
び
「
此
等
ノ
事
業
」
と
あ
る

　
の
は
「
此
等
ノ
事
業
及
業
務
」
と
す
る
。

　
（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
一
二
条
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
四
条
の
二
十
第
二
項
第
一
号
中
「
第
六
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
、

　
同
項
第
二
号
中
「
標
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三
項
中
「
読
替
え
」
の
下
に
「
そ
の
他
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項
」

　
を
加
え
る
。

　
（
船
員
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
四
条
　
船
員
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
及
び
国
民
健
康
保
険
法

　
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者

　
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
　
第
三
条
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
、
国
民
健
康
保
険
法
の

　
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
拠
出
金
、
国
民
健
康
保
険
法
の

　
規
定
に
よ
る
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
九
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
「
並
び
に
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
」
を
削
り
、

　
同
条
を
附
則
第
一
条
と
す
る
。

　
　
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
七
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え

　
る
。

　
第
三
条
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金

　
　
を
納
付
す
る
間
、
第
一
条
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
国
民
健
康
保

　
　
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
と
、
第
三
条
及
び
第
六
条
中
「
後
期
高

　
　
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
、
国
民
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
拠
出
金
」
と
す
る
。

　
第
四
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
、

　
　
第
三
条
及
び
第
六
条
中
「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
及
び
病
床
転

　
　
換
支
援
金
等
」
と
す
る
。

　
　
（
船
員
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
十
五
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
特
別
会
計
法
の
規
定
は
、
平
成
二
十
年
度
の
予
算
か
ら
適
用

　
し
、
平
成
十
九
年
度
の
収
入
及
び
支
出
並
び
に
同
年
度
以
前
の
各
年
度
の
決
算
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

　
る
。

　
（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
六
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

　
正
す
る
。

　
　
第
二
十
条
中
「
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
に
関
し
て
」
を
「
職
務
上
」
に
改
め
、
「
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
業

　
務
上
の
秘
密
又
は
個
人
の
」
を
削
り
、
「
秘
密
を
」
の
下
に
「
故
な
く
」
を
加
え
る
。

　
　
第
三
十
三
条
中
「
審
査
委
員
、
役
員
、
幹
事
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
、
診
療
報
酬
請
求

　
書
の
審
査
に
関
し
て
知
得
し
た
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
の
業
務
上
の
秘
密
又
は
個
人
の
秘
密
を
故
な
く
漏
ら
し
た

　
と
き
」
を
「
第
二
十
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
国
民
健
康
保
険
組
合
」
の
下
に
「
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
を
、
「
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

　
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
」
の
下
に
「
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八

　
十
号
）
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
五
条
第
二
項
中
「
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
」
を
「
又
は
麻
薬
及
び

　
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
」
に
改
め
、
「
又
は
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十

　
号
）
第
二
十
九
条
第
三
項
（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
第
十
項
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
同
法
第
四
十
六
条
の
五
の
二
第
十
項
」
及
び
「
若
し
く
は
老
人
訪
問
看
護
療

　
養
費
」
を
削
る
。

第
八
十
八
条
　
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
一
条
中
「
政
府
」
の
下
に
「
、
全
国
健
康
保
険
協
会
」
を
加
え
る
。

　
（
船
員
職
業
安
定
法
の
一
部
改
正
）

第
八
十
九
条
　
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
九
十
三
条
第
五
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
九
十
条
　
船
員
職
業
安
定
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
九
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
第
七
項
第
二
号
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
及
び
第

　
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
（
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
一
条
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
五
条
の
二
第
四
項
中
「
、
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
同
条
第
二
十
六
項

　
に
規
定
す
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
を
「
及
び
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
に

　
改
め
る
。

　
　
第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
（
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
（
同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
い
う
。
以
下

　
同
じ
。
）
」
を
「
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
（
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
同

　
じ
。
）
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
る
。

　
　
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
及
び
介
護
老
人
保
健

　
施
設
」
に
改
め
る
。

　
　
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
又
は
介
護
老
人
保
健

　
施
設
」
に
、
「
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
「
若
し
く
は
介
護
老
人
保
健
施
設
」
に

　
改
め
る
。

　
　
（
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
一
一
条
　
社
会
保
険
審
査
官
及
び
社
会
保
険
審
査
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
第
二
号
中
「
健
康
保
険
組
合
、
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、
」
に
改
め
る
。

　
　
第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
国
民
年
金
基
金
」
を
「
、
国
民
年
金
基
金
又
は
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
健
康
保
険

　
の
事
務
を
行
う
社
会
保
険
庁
長
官
」
に
改
め
る
。
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（
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
三
条
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
の
見
出
し
中
「
健
康
保
持
及
び
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

　
　
第
十
条
の
二
中
「
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
老
人
保
健
法
に
基
づ
く
措
置
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
前
条
」
に
改

　
め
る
。

　
　
第
二
十
条
の
八
第
六
項
中
「
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
老
人
保
健
計
画
及
び
」

　
を
削
る
。

　
　
第
二
十
条
の
九
第
四
項
中
「
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
老
人
保
健
計
画
及

　
び
」
を
削
る
。

　
（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
四
条
　
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
条
第
十
号
の
二
中
「
第
二
十
八
条
の
二
」
を
「
第
二
十
八
条
の
三
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
の
三
と

　
し
、
同
条
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
十
の
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八

　
　
　
十
号
）
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
を
い
う
。
第
二
十
八
条
の

　
　
　
二
及
び
第
三
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
格
に
関
す
る
事
項
で
政
令
で

　
　
　
定
め
る
も
の

　
　
第
二
十
八
条
の
二
を
第
二
十
八
条
の
三
と
し
、
第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　
（
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
者
に
係
る
届
出
の
特
例
）

　
第
二
十
八
条
の
二
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
べ
き
者
が
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
で
あ
る
と
き

　
　
は
、
そ
の
者
は
、
当
該
届
出
に
係
る
書
面
に
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
事
項
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
付
記
す
る
も

　
　
の
と
す
る
。

　
　
第
三
十
一
条
第
三
項
中
「
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
」
の
下
に
「
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
」
を
加
え

　
る
。

　
　
附
則
第
七
条
中
「
第
七
条
第
十
号
の
二
」
を
「
第
七
条
第
十
号
の
三
」
に
改
め
る
。

　
（
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
五
条
　
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
五
条
第
三
項
中
「
第
五
十
九
条
第
五
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
「
第
六
十
条
第
一
項
第

　
一
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
老
人
保

　
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
九
十
六
条
　
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
五
条
第
一
項
中
「
及
び
第
七
項
第
二
号
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
及
び
第
五

　
十
三
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　
　
（
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
十
七
条
　
地
域
に
お
け
る
公
的
介
護
施
設
等
の
計
画
的
な
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六

　
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
第
一
項
中
「
、
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
保
健
事
業
」
を

　
削
る
。

　
　
（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
十
八
条
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

　
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
八
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
社
会
保
険
各
法
に
よ

　
る
」
を
「
社
会
保
険
各
法
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
」
に
、
「
社
会
保
険
各
法
の
」
を

　
　
「
社
会
保
険
各
法
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
社
会
保
険
各

　
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
社
会
保
険
各
法
若
し
く
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
社

　
会
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
社
会
保
険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
」

　
に
、
「
社
会
保
険
各
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
を
「
社
会
保
険
各
法
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
」
に
改
め
る
。

　
（
介
護
保
険
法
施
行
法
の
一
部
改
正
）

第
九
十
九
条
　
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
三
条
第
五
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

　
「
第
五
十
一
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
十
一
条
の
二
第

　
六
項
」
を
「
第
五
十
一
条
の
三
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
（
健
康
増
進
法
の
一
部
改
正
）

第
百
条
　
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
中
「
第
十
九
条
」
を
「
第
十
九
条
の
四
」
に
改
め
る
。

　
　
第
六
条
第
十
号
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
市
町
村
」
を
「
政
府
、

　
健
康
保
険
組
合
、
市
町
村
、
国
民
健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
又
は
後
期
高

　
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
十
二
　
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
健
康
増
進
事
業
を
行
う
市
町
村

　
　
第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
4
　
国
は
、
都
道
府
県
健
康
増
進
計
画
又
は
市
町
村
健
康
増
進
計
画
に
基
づ
い
て
住
民
の
健
康
増
進
の
た
め
に
必
要

　
　
な
事
業
を
行
う
都
道
府
県
又
は
市
町
村
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部

　
　
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
2
　
市
町
村
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
の
一
部
に
つ
い
て
、
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病

　
　
院
又
は
診
療
所
そ
の
他
適
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
十
八
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
第
四
草
中
第
十
九
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

　
　
（
市
町
村
に
よ
る
健
康
増
進
事
業
の
実
施
）

　
第
十
九
条
の
二
　
市
町
村
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
事
業
以
外
の
健
康
増
進
事
業
で
あ
っ
て

　
　
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
（
都
道
府
県
に
よ
る
健
康
増
進
事
業
に
対
す
る
技
術
的
援
助
等
の
実
施
）

　
第
十
九
条
の
三
　
都
道
府
県
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
事
業
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連

　
　
絡
調
整
を
行
い
、
及
び
市
町
村
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
設
置
す
る
保
健
所
に
よ
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
の
協
力

　
　
そ
の
他
当
該
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
（
報
告
の
徴
収
）

　
第
十
九
条
の
四
　
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
に
対
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第

　
　
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
及
び
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
事
業
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
求
め

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
（
特
別
用
途
表
示
の
許
可
の
取
消
し
）

　
第
二
十
八
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

　
　
る
と
き
は
、
当
該
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
一
　
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
　
二
　
当
該
許
可
に
係
る
食
品
に
つ
き
虚
偽
の
表
示
を
し
た
と
き
。

　
　
三
　
当
該
許
可
を
受
け
た
日
以
降
に
お
け
る
科
学
的
知
見
の
充
実
に
よ
り
当
該
許
可
に
係
る
食
品
に
つ
い
て
当
該

　
　
　
許
可
に
係
る
特
別
用
途
表
示
を
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
に
至
っ
た
と
き
。

　
　
第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
第
五
項
ま
で
」
の
下
に
「
及
び
前
条
」
を
加
え
、
「
、
前
条
の
規
定
は
同
項
の
承
認
を
受

　
け
て
特
別
用
途
表
示
を
す
る
者
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
前
条
中
「
同
条
第
五
項
」
」
を
「
前
条
第
一
号
中
「
第
二
十
六

　
条
第
五
項
」
」
に
改
め
る
。

第
百
一
条
　
健
康
増
進
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
六
条
第
一
号
中
「
政
府
」
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
政
府
、
健
康
保
険
組
合
」

　
を
「
全
国
健
康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
、
政
府
」
に
改
め
る
。
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（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
条
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
八
条
第
一
項
中
「
及
び
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
及
び
保
険
外
併
用
療
養
費
」

　
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
（
同
法
第
八
十
六
条
第
十
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
及
び
「
又
は
同
法

　
第
八
十
六
条
第
一
項
第
一
号
の
承
認
」
を
削
る
。

第
百
三
条
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
八
条
第
一
項
中
「
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の

　
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
　
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
八
条
第
八
項
中
「
政
府
」
の
下
に
「
、
全
国
健
康
保
険
協
会
」
を
加
え
る
。

　
（
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
五
条
　
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

　
七
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
額
」
の
下
に
「
か
ら
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年

　
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下
「
平
成
十
八
年
改
正
後
国
保
法
」

　
と
い
う
。
）
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
」
を
加
え
、
同
条
第

　
四
項
中
「
得
た
額
」
の
下
に
「
か
ら
、
平
成
十
八
年
改
正
後
国
保
法
附
則
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
負
担
す
る

　
費
用
の
額
か
ら
当
該
費
用
の
額
の
三
分
の
一
以
内
の
額
を
控
除
し
た
額
を
控
除
し
た
額
と
し
て
予
算
で
定
め
る
額
」

　
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
繰
入
金
」
の
下
に
「
及
び
平
成
十
八
年
改
正
後
国
保
法
附
則
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る

　
繰
入
金
の
合
算
額
」
を
加
え
る
。

　
　
附
則
第
五
条
第
四
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
額
」
の
下
に
「
か
ら
平
成
十
八
年
改
正
後
国
保
法
附
則
第
十
二
項
の
規

　
定
に
よ
る
繰
入
金
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
」
を
加
え
る
。

第
百
六
条
　
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
等
に
伴
う
国
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
新
国
保
法
第
七
十
条
第
一
項
」
を
「
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

　
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
以
下

　
　
「
平
成
十
八
年
十
月
改
正
後
国
保
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
新
国
保
法
」
を

　
　
「
平
成
十
八
年
十
月
改
正
後
国
保
法
」
に
改
め
、
「
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
新

　
国
保
法
」
を
「
平
成
十
八
年
十
月
改
正
後
国
保
法
」
に
改
め
る
。

　
　
附
則
第
五
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
第
一
号
中
「
新
国
保
法
」
を
「
平
成
十
八
年
十
月
改
正
後
国
保
法
」

　
に
改
め
る
。

　
　
（
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
百
七
条
　
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を

　
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
三
条
中
「
（
政
府
が
管
掌
す
る
」
を
「
（
政
府
が
管
掌
し
て
い
た
」
に
、
「
供
す
る
」
を
「
供
し
て
い
た
」
に
、
「
及
び

　
政
府
」
を
「
及
び
全
国
健
康
保
険
協
会
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
四
条
第
三
号
中
「
供
す
る
」
を
「
供
し
て
い
た
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
五
条
第
三
項
中
「
借
入
金
及
」
と
あ
る
の
は
「
」
を
「
拠
出
金
及
」
と
あ
る
の
は
「
拠
出
金
、
」
に
改
め
、

　
　
「
、
借
入
金
」
を
削
る
。

　
　
（
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
八
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
法
第
十
五
条
第
三

　
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。

　
　
（
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
九
条
　
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
）

　
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
附
則
第
五
十
八
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
一

　
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
（
障
害
者
自
立
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
条
　
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
五
十
八
条
第
三
項
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
」
を
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
（
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
に

　
食
事
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当
該
額
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
に
生
活
療
養

　
（
同
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
生
活
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
当

　
該
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
）
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
に
規
定

　
す
る
食
事
療
養
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
及
び
生
活
療
養
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
標

　
準
負
担
額
」
を
「
食
事
療
養
標
準
負
担
額
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
三
　
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
（
生
活
療
養
に
限
る
。
）
に
つ
き
健
康
保
険
の
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方

　
　
　
法
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
、
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
生
活
療
養
標
準
負
担

　
　
　
額
、
支
給
認
定
障
害
者
等
の
所
得
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
額
を
控
除
し

　
　
　
た
額

　
（
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
百
十
一
条
　
高
齢
者
虐
待
の
防
止
、
高
齢
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

　
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
条
第
五
項
第
一
号
中
「
、
同
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
を
削
る
。

　
（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
一
一
条
　
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
六
条
第
二
項
第
一
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
、

　
同
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
特
定
療
養
費
」
を
「
、
入
院
時
生
活
療
養
費
若
し
く
は
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め

　
る
。

　
　
（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
十
三
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る

　
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

　
の
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
社
会
保
険
診
療
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
（
所
得
税
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
四
条
　
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
二
の
二
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
保
険
料

第
百
十
五
条
　
所
得
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
第
一
号
の
表
船
員
災
害
防
止
協
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
全
国
健
康
保
険
協
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
康
保
険
法

　
　
（
法
人
税
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
六
条
　
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
二
第
一
号
の
表
船
員
災
害
防
止
協
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
全
国
健
康
保
険
協
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
健
康
保
険
法

　
　
（
印
紙
税
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
七
条
　
印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
三
の
文
書
名
の
欄
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
第
六
十
四
条

　
第
一
項
各
号
（
基
金
の
業
務
）
に
掲
げ
る
業
務
」
を
「
第
百
三
十
九
条
第
一
項
各
号
（
支
払
基
金
の
業
務
）
に
掲
げ

　
る
業
務
、
同
法
附
則
第
十
一
条
第
一
項
（
病
床
転
換
助
成
事
業
に
係
る
支
払
基
金
の
業
務
）
に
規
定
す
る
業
務
」
に
、

　
　
「
第
八
十
一
条
の
十
第
一
項
各
号
（
基
金
の
業
務
）
」
を
「
附
則
第
十
七
条
各
号
（
支
払
基
金
の
業
務
）
」
に
改
め
る
。
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（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
八
条
　
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）

　
　
別
表
第
三
の
十
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

十
五
　
全
国
健

　
康
保
険
協
会

健
康
保
険
法

事
務
所
用
建
物
の
所
有
権
の
取
得
登
記
又
は
当

該
建
物
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
の
権
利
の

取
得
登
記

あ定をす第
るめ証る三
もるすも欄
の書るのの
に類財で登
限の務あ記
る添省るに
。付令こ該

　がでと当

　
（
消
費
税
法
の
一
部
改
正
）

第
百
十
九
条
　
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
第
六
号
イ
及
び
ロ
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
　
消
費
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
第
六
号
ロ
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
基
づ
く
医
療
」
を

　
「
基
づ
く
療
養
の
給
付
」
に
、
「
又
は
医
療
費
」
を
「
、
療
養
費
又
は
特
別
療
養
費
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
の

　
支
給
に
係
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
給
に
係
る
指
定
訪
問
看
護
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
　
消
費
税
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
三
第
一
号
の
表
船
員
災
害
防
止
協
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

全
国
健
康
保
険
協
会

健
康
保
険
法

　
（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
一
一
条
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
項
第
一
号
中
「
第
五
項
」
の
下
に
「
（
第
三
十
一
条

　
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第

　
一
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
四
項
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
五
項
（
」
の
下
に
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
加
え
、

　
「
並
び
に
第
三
十
一
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
、
第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
七
項
及
び
第
三
十
一
条
の
三

　
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
±
一
一
条
　
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
別
表
第
一
老
人
保
健
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）

第
四
十
四
条
第
四
項
（
第
百
二
十
四
条
及
び
附
則
第
十
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
六
十
六
条
第
一
項
（
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七

項
、
第
七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
項
（
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第

七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第
七
十
六
条
第
六
項

及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
七
十
条
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
七
十
四
条
第
十
項
、
第
七
十
五
条
第
七
項
、
第

七
十
六
条
第
六
項
及
び
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
条
並
び
に
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第

三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
三
十
三
条
第
二
項
、
第
百
三
十
四
条
第

二
項
（
附
則
第
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百

五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
附
則
第
十
一

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
二
十

七
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条

及
び
第
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

　
（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
四
条
　
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）

　
　
第
三
十
七
条
中
「
平
成
十
五
年
度
か
ら
平
成
十
七
年
度
ま
で
」

　
に
改
め
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
「
平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
ま
で
」

第
百
二
十
五
条
　
地
方
財
政
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
第
十
六
号
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
六
条
　
地
方
財
政
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
条
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
十
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
の
療
養
の
給
付
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療

　
　
　
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看
護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

　
　
　
支
給
並
び
に
財
政
安
定
化
基
金
へ
の
繰
入
れ
に
要
す
る
経
費

　
　
第
十
条
第
十
六
号
中
「
及
び
高
額
療
養
費
」
を
「
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
」
に
、
「
老
人
保
健

　
医
療
費
拠
出
金
及
び
」
を
「
前
期
高
齢
者
納
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
並
び
に
」
に
改
め
、
「
介
護
納
付
金
の
納

　
付
」
の
下
に
「
並
び
に
特
定
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
」
を
加
え
る
。

　
　
第
十
一
条
の
二
中
「
第
十
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
部
分
に
あ
っ
て
は
、

　
介
護
保
険
の
」
を
「
第
十
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
部
分
に
あ
っ
て
は
後

　
期
高
齢
者
医
療
の
財
政
安
定
化
基
金
拠
出
金
を
も
つ
て
充
て
る
べ
き
部
分
を
、
同
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
経
費
の
う

　
ち
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
部
分
に
あ
っ
て
は
介
護
保
険
の
」
に
改
め
、
「
係
る
も
の
」
の
下
に
「
並
び
に
特
定

　
健
康
診
査
及
び
特
定
保
健
指
導
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
都
道
府
県
の
負
担
に
係
る
も
の
」
を
加
え
る
。

　
　
第
三
十
七
条
中
「
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
係
る
も
の
」
を
「
減
額
に
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
減
額
に
係

　
る
も
の
」
に
、
「
並
び
に
高
額
医
療
費
共
同
事
業
」
を
「
、
高
額
医
療
費
共
同
事
業
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一

　
条
を
加
え
る
。

　
　
（
病
床
転
換
助
成
事
業
に
要
す
る
経
費
に
係
る
特
例
）

　
第
三
十
八
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す

　
　
る
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
条
第
十
六
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
及
び
後
期

　
　
高
齢
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
及
び
病
床
転
換
支
援
金
」
と
す
る
。

　
（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
百
二
十
七
条
　
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
特
定
療
養
費
」
を
「
入
院
時
生
活
療
養
費
に
係
る
療
養
、
保
険
外
併
用
療
養
費
」
に
改

　
め
る
。

第
百
二
十
八
条
　
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
四
条
第
一
項
第
九
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　
九
十
六
の
二
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
第
十
四
条
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
九
十
一
号
（
第
二
十
九
条
第
三
項
に
定
め
る
事
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
」
を
「
第
九

　
十
一
号
」
に
、
「
第
百
号
」
を
「
第
九
十
六
号
の
二
（
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
、
市
町
村
及
び
国
民
健
康
保
険
団

　
体
連
合
会
の
指
導
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
百
号
」
に
改
め
る
。

　
　
第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
老
人
保
健
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
規

　
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
」
に
、
「
老
人
訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
指
定
老
人
訪
問
看
護
」
を
「
訪
問
看
護
療
養
費
に
係

　
る
指
定
訪
問
看
護
」
に
、
「
老
人
保
健
関
係
業
務
、
退
職
者
医
療
関
係
業
務
」
を
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
に

　
改
め
る
。

　
　
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
4
　
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
項
中
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
」
と

　
　
あ
る
の
は
、
「
高
齢
者
医
療
制
度
関
係
業
務
、
退
職
者
医
療
関
係
業
務
」
と
す
る
。

第
百
二
十
九
条
　
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
十
八
条
第
一
項
中
「
第
九
十
四
号
（
」
の
下
に
「
全
国
健
康
保
険
協
会
及
び
」
を
加
え
る
。

　
　
第
二
十
七
条
中
「
社
会
保
険
庁
は
」
の
下
に
「
、
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
事
業
の
う
ち
健

　
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
業
務
に
関
す
る
部
分
」
を
加
え
、
「
健
康
保
険
事
業
、
」
を
削
る
。

　
　
第
二
十
八
条
中
「
同
項
第
九
十
四
号
」
の
下
に
「
（
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
も
の
の
う
ち
健
康
保
険
法
の

　
規
定
に
よ
り
社
会
保
険
庁
長
官
が
行
う
部
分
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
務
」
を
加
え
る
。
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（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
百
一
二
十
条
　
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
老
人
保
健
法
」
を
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」

　
る
。

に
改
め

第
百
三
十
一
条

　
前
に
し
た
行
為
並
び
に
こ
の
附
則
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
の
附
則
の
規

　
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

　
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
（
処
分
、
手
続
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
三
十
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の

　
規
定
に
相
当
の
規
定
が
あ
る
も
の
は
、
こ
の
附
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法

　
律
の
相
当
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

2
　
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
事
項
で
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
及
び
こ
れ
に

　
基
づ
く
命
令
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
こ
れ
を
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
中
の
相
当
の
規
定
に
よ

　
り
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。

　
（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
百
三
十
三
条
　
附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措

　
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
区

　
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
条
の
二

　
　
結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項

　
　
社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
別
表
第
一
第
三
十
号

　
　
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
三
十

　
九
条
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

　
　
　
　
　
　
こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
。
以
下
同
じ
。
）
の
施
行

一二三四

内
閣
総
理
大
臣

　
　
総
務
大
臣

　
　
財
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

厚
生
労
働
大
臣

小
泉
純
一
良

竹
中
　
平
蔵

谷
垣
　
禎
一

小
坂
　
憲
次

川
崎
　
二
郎

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御
　
名
　
　
御
　
璽

平
成
十
八
年
六
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣
　
小
泉
純
一
郎

法
律
第
八
十
四
号

　
　
　
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
医
療
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
第
七
条
第
二
項
第
五
号
中
「
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
療
養
病
床
を
」
を
「
病

　
床
を
」
に
改
め
、
「
療
養
病
床
の
」
を
削
り
、
「
病
床
数
」
の
下
に
「
、
病
床
の
種
別
」
を
加
え
る
。

　
　
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
に
お
け
る
病
院
」
の
下
に
「
又
は
診
療
所
」
を
加
え
、
「
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療

　
養
病
床
等
で
あ
る
場
合
は
、
診
療
所
の
療
養
病
床
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
療
養
病
床
の
設
置
」
を

　
「
病
床
の
設
置
」
に
、
「
療
養
病
床
の
病
床
数
」
を
「
病
床
数
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
療
養
病
床
を
」
を
「
病

　
床
を
」
に
改
め
、
「
療
養
病
床
の
」
を
削
り
、
「
増
加
し
よ
う
と
」
を
「
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
病
床
の
種
別
を
変
更
し

　
よ
う
と
」
に
改
め
る
。

　
　
第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条
　
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
す
る
診
療
所
の
管
理
者
は
、
入
院
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場

　
　
合
に
お
い
て
も
適
切
な
治
療
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
診
療
所
の
医
師
が
速
や
か
に
診
療
を
行
う

　
　
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
緊
密
な
連
携
を
確
保
し
て
お
か
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
一
号
中
「
除
き
、
診
療
所
の
療
養
病
床
を
含
む
。
）
」
を
「
除
く
。
）
及
び
診
療
所
の
病
床
」

　
に
改
め
る
。

　
　
第
三
十
条
の
七
中
「
療
養
病
床
の
設
置
」
を
「
病
床
の
設
置
」
に
、
「
療
養
病
床
の
病
床
数
」
を
「
病
床
数
」
に
改

　
め
る
。

第
二
条
　
医
療
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
目
次

　
　
第
一
章
総
則
（
第
一
条
－
第
六
条
）

第附第第　　　　　　第　　　　第　　　　第第　　第
一則八七第第第笙第第六第第第第登第第第第竪…第篁三
条　章章六五四二二一章四二二一早四二一一早早一　早
中　　　節節節節節節．節節節節＿節節節節＿＿節節応

医
療
に
関
す
る
選
択
の
支
援
等

　
医
療
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
（
第
六
条
の
二
－
第
六
条
の
四
）

　
医
業
、
歯
科
医
業
又
は
助
産
師
の
業
務
等
の
広
告
（
第
六
条
の
五
1
第
六
条
の
八
）

医
療
の
安
全
の
確
保
（
第
六
条
の
九
1
第
六
条
の
十
二
）

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所

　
開
設
等
（
第
七
条
－
第
九
条
）

　
管
理
（
第
十
条
－
第
二
十
三
条
）

　
監
督
（
第
二
十
三
条
の
二
－
第
三
十
条
）

　
雑
則
（
第
三
十
条
の
二
）

医
療
提
供
体
制
の
確
保

　
基
本
方
針
（
第
三
十
条
の
三
）

　
医
療
計
画
（
第
三
十
条
の
四
－
第
三
十
条
の
十
一
）

　
医
療
従
事
者
の
確
保
等
に
関
す
る
施
策
等
（
第
三
十
条
の
十
二
・
第
三
十
条
の
十
三
）

　
公
的
医
療
機
関
（
第
三
十
一
条
－
第
三
十
八
条
）

医
療
法
人

　
通
則
（
第
三
十
九
条
－
第
四
十
三
条
）

　
設
立
（
第
四
十
四
条
－
第
四
十
六
条
）

　
管
理
（
第
四
十
六
条
の
二
一
第
五
十
四
条
）

　
社
会
医
療
法
人
債
（
第
五
十
四
条
の
二
－
第
五
十
四
条
の
八
）

　
解
散
及
び
合
併
（
第
五
十
五
条
－
第
六
十
二
条
）

　
監
督
（
第
六
十
三
条
－
第
七
十
一
条
）

雑
則
（
第
七
十
一
条
の
二
－
第
七
十
一
条
の
六
）

罰
則
（
第
七
十
一
条
の
七
－
第
七
十
七
条
）

　
　
　
　
　
「
こ
の
法
律
は
」
の
下
に
「
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
を
支
援
す
る
た

め
に
必
要
な
事
項
、
医
療
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
」
を
、
「
整
備
」
の
下
に
「
並
び
に
医
療
提
供
施

設
相
互
間
の
機
能
の
分
担
及
び
業
務
の
連
携
」
を
加
え
、
「
医
療
を
提
供
す
る
体
制
」
を
「
医
療
を
受
け
る
者
の
利
益

の
保
護
及
び
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
」
に
改
め
る
。

　
第
一
条
の
二
第
二
項
中
「
保
持
」
を
「
保
持
増
進
」
に
改
め
、
「
基
礎
と
し
て
」
の
下
に
「
、
医
療
を
受
け
る
者
の

意
向
を
十
分
に
尊
重
し
」
を
、
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
の
下
に
「
、
調
剤
を
実
施
す
る
薬
局
」
を
、
「
機
能
」
の
下
に

「
（
以
下
「
医
療
機
能
」
と
い
う
。
）
」
を
、
「
効
率
的
に
」
の
下
に
「
、
か
つ
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
関
連
す
る

サ
ー
ビ
ス
と
の
有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
」
を
加
え
る
。



保発第0621002号
平成18年6月21目

社会保険庁運営部長　殿

厚生労働省保険局長

　（公印省略）

健康保険法等の一部を改正する法律の施行について

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）（以下「法」という。）

が平成18年6月21日に公布され、回目以降順次施行されることとされたところである・

　これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、その運用に当たっては十

分に留意の上、遺憾なきを期されたい。なお、今回の取扱いについて、被保険者、保険医

療機関、事業主、船舶所有者その他関係機関に対し、周知方特段の御配慮を願いたい。

記

第一　改正の趣旨

　医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、医療費適正化

の総合的な推進、新たな高齢者医療制度の創設、保険者の再編・統合等の措置を講ずる

こと。

第二　改正の主な内容

第1　健康保険法の一部改正（平成18年10月1日施行）

　一　保険給付に関する事項

　　1　入院時生活療養費に関する事項
　　　　介護保険．との均衡の観点から、療養病床に入院する70歳以上の者（以下「特

　　　定長期入院被保険者」という。）の生活療養（食事療養並びに温度、照明及び給

　　　水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。）に要した費用について、

　　　保険給付として入院時生活療養費を支給すること。

　　　　入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定

　　　した額から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労

　　　働大臣が定める生活療養標準負担額（所得の状況、病状の程度、治療の内容その

　　　他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める

　　　額）を控除した額とすること。（健康保険法第85条の2第1項及び第2項並び
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　に第130条の2第1項関係）
2　保険外併用療養費に関する事項
　　特定療養費を廃止し、保険給付として保険外併用療養費を支給すること。保険

　外併用療養費は、評価療養（厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養

　その他の療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適

　正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生

　労働大臣が定めるものをいう。）又は選定療養（被保険者の選定に係る特別の病

　室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養をいう。）を受けたときに支給する

　　こと。（健康保険法第86条等関係）

　3　一部負担金に関する事項
　　（1）世代間の負担の公平化等の観点から、一定以上の報酬（現役並みの所得）を

　　有する70歳以上の者について、療養の給付に係る一部負担金の割合を3割と

　　すること。70歳以上の被扶養者の自己負担割合についても同様の取扱いとす

　　　ること。（健康保険法第74条第1項第3号、第110条第2項第1号二及び

　　　第145条第2項第1号関係）
　　（2）国民健康保険等との均衡の観点から、災害等の際の一部負担金の減免等をで

　　　きることとすること。（健康保険法第75条の2及び第110条の2関係）

　4　埋葬料及び家族埋葬料に関する事項
　　　現金給付について給付の重点化を図る観点から、埋葬料及び家族埋葬料の額に

　　ついて、国民健康保険との均衡等を考慮し、政令で定める定額の金額（5万円を

　　予定）とすること。（健康保険法第100条及び第136条関係）

二　保険医療機関等の指定等に関する事項
　1　保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し等の要件に、開設者又は管理者が、

　　健康保険法その他国民の保健医療に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ

　　たとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき等を追加すること。（健康保険法第8

　　0条等関係）
　2　保険医又は保険薬剤師の登録の取消し等の要件に、保険医又は保険薬剤師が、

　　健康保険法その他国民の保健医療に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ

　　たとき又は禁錮以上の刑に処せられたとき等を追加すること。（健康保険法第8

　　1条等関係）

三　健康保険組合に関する事項
　　1　特定健康保険組合制度における特例退職被保険者については、強制加入が原

　　則の被用者保険において特例的に本人の選択による任意加入が認められている

　　　ことを踏まえ、保険料の滞納があった場合、任意継続被保険者同様、特例退職

　　被保険者の資格を喪失させること。（健康保険法附則第3条第6項関係）

　　2　同一都道府県の区域内にある指定健康保険組合等を含む合併後の健康保険組

　　　合は、地域型健康保険組合として、合併が行われた日の属する年度及びこれに

　　　続く5ヶ年度に限り、厚生労働大臣の認可を受け、不均一の一般保険料率を設

　　　定することができるものとすること。（健康保険法附則第3条の2関係）

四　埋葬料に関する経過措置
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　埋葬料に係る改正後の規定は、死亡日が平成18年10月1目以後の者について

適用し、死亡日が平成18年10月1日前である者については、従前の例によるこ

と。（法附則第6条関係）

第2　健康保険法の一部改正（平成19年4月1日施行）

　一　標準報酬及び標準賞与に関する事項

　　1　現行の標準報酬月額の最高等級及び最低等級について、その上下の等級と比べ

　　　て多くの被保険者が該当していること等を踏まえ、上下にそれぞれ4等級追加し、

　　　上限を121万円、下限を5万8000円の全47等級とすること。（健康保険

　　　法第40条第1項関係）
　　2　保険料の賦課対象となる標準賞与額の上限額について、負担の公平性の観点か

　　　ら、現行の1回につき200万円を改め、年度の賞与の累計額が540万円とす

　　　ること。（健康保険法第45条第1項関係）

　二　保険給付に関する事項
　　1　総報酬制の導入により、賞与についても月収と同率の料率が賦課されているこ

　　　と等を踏まえ、傷病手当金及び出産手当金の額について、標準報酬日額の6割に

　　　相当する額から賃金に賞与を反映した額である標準報酬日額の3分の2に相当す

　　　る額とすること。（健康保険法第99条第1項及び第102条関係）
　　2　傷病又は産休中労務に服せない期間の所得保障という本来の目的等を踏まえ、

　　　傷病手当金及び出産手当金の支給対象から任意継続被保険者を除くとともに、資

　　　格喪失後6ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を廃止すること。（健

　　　康保険法第99条第1項、第102条及び第106条関係）

　三　審査支払の委託に関する事項
　　　被用者保険及び国民健康保険それぞれの保険者が社会保険診療報酬支払基金及び

　　各都道府県国民健康保険団体連合会のいずれに対しても、レセプトの審査及び支払

　　に関する事務を委託することが可能となるよう、療養の給付に関する費用の審査支

　　払事務について保険者が委託できる者に、都道府県国民健康保険団体連合会を追加

　　すること。（健康保険法第76条第5項関係）

　四　経過措置

　　1　傷病手当金に関する事項
　　　（1）平成19年4月1日前までの傷病手当金の額は、標準報酬日額の6割に相当

　　　　する額とすること。（法附則第9条第1項関係）

　　　（2）平成19年4月1目の前日において傷病手当金の支給を受けていた者又は受

　　　　けるべき者である任意継続被保険者については、平成19年4月1日以後も傷

　　　　病手当金を支給することとし、支給事由が生じた後に任意継続被保険者となつ

　　　　た者については、その額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額とし、支給

　　　　事由が生じた際に任意継続被保険者であった者については、その額は、標準報

　　　　酬目額の6割に相当する額とすること。（法附則第9条第2項及び第3項関係）

　　　2　出産手当金に関する事項
　　　（1）（2）に該当する者以外のものについては1と同様の措置を講ずること。（法
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附則第10条関係）
（2）平成19年4月1日の前日において改正前の健康保険法第106条の規定に

　よる資格喪失後6ヶ月以内に出産した者に対する出産手当金の支給を受けてい

　た者又は受けるべき者については、平成19年4月1日以後も出産手当金を支

給することとし、その額は、標準報酬日額の6割に相当する額とすること。（法

　附則第10条第3項関係）

第3　健康保険法の一部改正（平成20年4月1日施行）

　一　被保険者及び被扶養者に関する事項
　　　健康保険の被保険者及び被扶養者から後期高齢者医療の被保険者等を除くこと。

　　（健康保険法第3条関係）

　二　保険給付に関する事項

　　1　入院時生活療養費に関する事項
　　　　新たな高齢者医療制度の創設に併せ、入院時生活療養費を支給する特定長期入

　　　院被保険者を65歳以上とすること。（健康保険法第63条第2項及び第130

　　　条第1項関係）

　　2　一部負担金に関する事項
　　　（1）新たな高齢者医療制度の創設等を踏まえ、70歳以上の被保険者（一定以上

　　　　の報酬を有する者を除く。）の療養の給付に係る一部負担金の割合を2割とす

　　　　ること。また、70歳以上のその被扶養者の自己負担割合についても同様とす

　　　　ること。（健康保険法第74条第1項第2号、第110条第2項第1号ハ及び

　　　　第145条第4項関係）
　　　（2）少子化対策の観点から、現行の3歳未満から6歳に達する日以後の最初の3

　　　　月31日以前（義務教育就学前）の被扶養者の自己負担割合を2割とすること。

　　　　　（健康保険法第110条第2項第1号ロ及び第145条第3項関係）
　　3　療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額（それぞれ高

　　　額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される

　　　場合には当該支給額を控除して得た額）の合計額が著しく高額である場合の負担

　　　の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費を支給すること。（健康保険法第1

　　　15条の2関係）
　三　特定健康診査等への補助に関する事項
　　　国庫は、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができること。

　　　（健康保険法第154条の2関係）

　四　保険料に関する事項
　　　1　保険料を充てる健康保険事業に要する費用に、高齢者の医療の確保に関する法

　　　律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、退職者給付拠出金及

　　　び病床転換支援金等を含めること。（健康保険法第155条、附則第4条の3及

　　　び附則第4条の4関係）
　　　2　保険料について保険者が納付すべき額を明確にする等の観点から、一般保険料

　　　率は、基本保険料率と特定保険料率を合算した率とし、特定保険料率は、各年度
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において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等、退職者

給付拠出金及び病床転換支援金等の額を被保険者の標準報酬月額及び標準賞与の

総額の合算額の見込額で除した額を基準として保険者が定めること。（健康保険

法第156条第1項、第160条第11項、附則第4条の3及び附則第4条の4

関係）

3　特定健康診査及び特定保健指導の義務化を踏まえ、健康保険組合が管掌する健

康保険の一般保険料率の上限を1000分の95から1000分の100に引き
　上げること。（健康保険法第160条第9項関係）

五　その他
　1　特定健康診査及び特定保健指導の義務化等を踏まえ、保険者の役職員は、健康

　　保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならないこ

　　ととし、違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰

　　金に処すること。（健康保険法第199条の2及び第207条の2関係）

　2　老人保健法の一部改正に伴う規定の整備を行うこと。

第4　健康保険法の一部改正（平成20年10月1日施行。ただし、四の1及び2は、

　　平成18年10月1日施行）
　一　保険者
　　1　健康保険組合の組合員でない被保険者に係る健康保険事業を行う保険者として

　　　全国健康保険協会を設けること。（健康保険法第5条第1項及び第7条の2第1

　　　項関係）
　　2　全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の

　　　資格の得喪の確認、標準報酬月額等の決定及び保険料の徴収（任意継続被保険者

　　　に係るものを除く。）は、社会保険庁長官が行うこと。（健康保険法第5条第2項

　　　関係）

　二　全国健康保険協会

　　1　業務等
　　　（1）全国健康保険協会（以下「協会」という。）は、保険給付、保健事業等の業

　　　　務を行うこと。（健康保険法第7条の2第2項関係）
　　　（2）協会は、従たる事務所（以下「支部」という。）を各都道府県に置くこと。（健

　　　　康保険法第7条の4第1項関係）

　　2　役員等
　　　（1）協会に役員として、理事長1人、理事5人以内及び監事2人を置くこと。（健

　　　　康保険法第7条の9関係）
　　　（2）理事長及び監事は厚生労働大臣が任命すること。理事は理事長が任命するこ

　　　　と。（健康保険法第7条の11関係）
　　　（3）協会の役員及び職員に秘密保持義務を課すること。（健康保険法第7条の3

　　　　7関係）
　　　（4）その他役員等に関して所要の規定を整備すること。
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3　運営委員会等
　（1）事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、

　　協会に運営委員会を置くこと。運営委員会の委員は、9人以内とし、事業主、

　　被保険者及び学識経験者のうちから各同数を厚生労働大臣が任命すること。（健

　　康保険法第7条の18関係）
　　（2）定款の変更、事業計画並びに予算及び決算等は運営委員会の議を経なければ

　　ならないこと。（健康保険法第7条の19関係）
　　（3）協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部

　　　ごとに評議会を設けること。（健康保険法第7条の21第1項関係）

　4　事業計画等
　　（1）協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、厚生労働大臣の認可を受

　　　けなければならないこと。（健康保険法第7条の27関係）
　　（2）協会は、毎事業年度、支部ごとの財務及び事業の状況を記載した財務諸表等

　　　を作成し、監事及び会計監査人の意見を付けて、厚生労働大臣に提出し、その

　　　承認を受けなければならないこと。（健康保険法第7条の28関係）

　　（3）厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について評価を行わなければな

　　　らないこと。（健康保険法第7条の30関係）

三　費用の負担

　1　保険料等の交付
　　　政府は、協会が行う健康保険事業に要する費用に充てるため、協会に対し、社

　　会保険庁長官が徴収した保険料等の額から社会保険庁長官の事務の執行に要する

　　費用に相当する額（当該費用に係る国庫負担金の額を除く。）を控除した額を交

　　付すること。（健康保険法第155条の2関係）

　2　保険料
　　（1）協会が管掌する健康保険の一般保険料率は、1000分の30から1000
　　　分の…までの範囲内において・支部蘇険者（支部の都瀞県に所在難
　　　適用事業所に使用される被保険者等をいっ。以下同じ。）を単位として協会が

　　　決定し、厚生労働大臣の認可を受けること。（健康保険法第160条第1項及

　　　び第8項関係）
　　（2）都道府県単位保険料率（（1）により支部被保険者を単位として協会が決定す

　　　る保険料率をいう。以下同じ。）は、療養の給付等に要する費用、前期高齢者

　　　納付金、後期高齢者支援金、保健事業に要する費用等に照らし、毎事業年度に

　　　おいて財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定す

　　　ること。（健康保険法第160条第3項関係）
　　（3）協会は、支部被保険者及びその被扶養者の年齢分布の状況及び総報酬額の状

　　　況の差異によって生ずる負担及び財政力の不均衡を是正するため、各支部被保

　　　険者を単位とする健康保険の財政の調整を行うこと。（健康保険法第160条

　　　第4項関係）
　　（4）協会は、2年ごとに、翌事業年度以降の5年間についての健康保険事業の収

　　　支の見通しを作成し、公表するものとすること。（健康保険法第160条第5
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　　項関係）
　　（5）協会が、都道府県単位保険料率を変更する場合には、理事長は支部長の意見

　　を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならないこと。（健康保険法第1

　　　60条第6項関係）
　　（6）協会は、成立後1年以内に都道府県単位保険料率を決定するものとし、それ

　　　までの間は従前の政府管掌健康保険の一般保険料率を適用すること。（法附則

　　第29条関係）
　　（7）都道府県単位保険料率のうち、従前の政府管掌健康保険の一般保険料率との

　　　差が政令で定める基準を上回るものがある場合には、協会の成立の日から5年

　　　間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行うこ

　　　と。（法附則第31条関係）

　3　準備金
　　　保険者は、政令で定めるところにより、毎事業年度末において、準備金を積み

　　立てなければならないこと。（健康保険法第160条の2関係）

四　協会の設立
　1　厚生労働大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させるこ

　　と。（法附則第13条第1項関係）
　2　設立委員は、定款、事業計画及び予算を作成し、厚生労働大臣の認可を受ける

　　ほか、協会の職員の労働条件及び採用基準を定めること。設立委員は、社会保険

　　庁長官を通じ、その職員に対し、協会の職員の募集を行うこと。（法附則第15

　　条等関係）
　3　協会の成立の際、健康保険事業に関し国が有する権利及び義務は、政令で定め

　　るものを除き、協会が承継すること。（法附則第18条第1項関係）

第5　老人保健法の一部改正（平成18年10月1目施行）
　一　保険給付に関して、健康保険法と同様の改正を行うこと。（老人保健法第17条

　　第2項等関係）
　二　老人が医療を受ける際の一部負担金について、一定以上の所得を有する者の負担

　　割合を3割とすること。（老人保健法第28条第1項関係）

第6　老人保健法の一部改正（平成20年4月1日施行）
　一　題名を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改めること。

　二　総則

　　1　目的
　　　　この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適

　　　正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措

　　　置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、

　　　前期高齢者に係る保険者問の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の

　　　給付等を行うための必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉

　　　の増進を図ることを目的とすること。（高齢者の医療の確保に関する法律第1条
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　　関係）

　2　国の責務に、・国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取

　　組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の

　　措置を講ずることを追加すること。（高齢者の医療の確保に関する法律第3条関

　　係）

三　医療費適正化の推進

　1　医療費適正化計画等
　　（1）医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画

　　　ア　厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、

　　　　医療に要する費用の適正化（以下「医療費適正化」という。）を総合的かつ

　　　　計画的に推進するため、医療費適正化基本方針を定めるとともに、5年ごと

　　　　に、5年を一期として、全国医療費適正化計画を定めるものとすること・（高

　　　　齢者の医療の確保に関する法律第8条第1項関係）
　　　イ　医療費適正化基本方針においては、都道府県医療費適正化計画において定

　　　　めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の計画の作成に当たって指針とな

　　　　るべき基本的事項等を定めること。（高齢者の医療の確保に関する法律第8

　　　　条第2項関係）
　　　ウ　医療費適正化基本方針は、医療法に規定する基本方針、介護保険法に規定

　　　　する基本指針及び健康増進法に規定する基本方針と調和が保たれたものでな

　　　　ければならないこと。（高齢者の医療の確保に関する法律第8条第3項関係）

　　　工　全国計画においては、国民の健康の保持の推進に関し国が達成すべき目標

　　　　に関する事項、医療の効率的な提供の推進に関し国が達成すべき目標に関す

　　　　る事項等を定めること。（高齢者の医療の確保に関する法律第8条第4項関

　　　　係）

　　（2）　都道府県医療費適正化計画
　　　ア　都道府県は、医療費適正化基本方針に即して、5年ごとに、5年を一期と

　　　　して、都道府県医療費適正化計画を定めるものとすること。（高齢者の医療

　　　　の確保に関する法律第9条第1項）
　　　イ　都道府県計画においては、住民の健康の保持の推進に関し当該都道府県に

　　　　おいて達成すべき目標に関する事項、医療の効率的な提供の推進に関し当該

　　　　都道府県において達成すべき目標に関する事項等を定めること。（高齢者の

　　　　医療の確保に関する法律第9条第2項関係）
　　　　ウ　都道府県計画は、医療法に規定する医療計画、介護保険法に規定する都道

　　　　府県介護保険事業支援計画及び健康増進法に規定する都道府県健康増進計画

　　　　　と調和が保たれたものでなければならないこと。（高齢者の医療の確保に関

　　　　する法律第9条第3項関係）
　　　工　厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県計画の作成上必要な助言をす

　　　　　ることができること。（高齢者の医療の確保に関する法律第10条関係）

　　　（3）　計画の評価
　　　　ア　都道府県及び厚生労働大臣は、都道府県計画又は全国計画の作成年度の翌
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　　々年度において、計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、その結果を

　　公表すること。（高齢者の医療の確保に関する法律第11条第1項及び第2

　　項関係）
　イ　都道府県は、都道府県計画の期間の終了の翌年度において、計画に掲げる

　　目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、計画の実

　　績に関する評価を行うこと。都道府県は、この評価を行ったときは、内容を

　　厚生労働大臣に報告するとともに、公表すること。（高齢者の医療の確保に

　　一関する法律第12条第1項及び第2項関係）
　ウ　厚生労働大臣は、全国計画の期間の終了の翌年度において、当該計画に掲

　　げる目標の達成状況及び施策の実施状況に関する調査及び分析を行い、全国

　　計画の実績に関する評価を行うとともに、関係都道府県の意見を聴いて、各

　　都道府県における都道府県計画の実績に関する評価を行い、公表すること。

　　（高齢者の医療の確保に関する法律第12条第3項及び第4項関係）

（4）診療報酬に係る意見の提出等
　ア　都道府県は、（3）ア又はイの評価の結果、目標の達成のために必要がある

　　と認めるときは、厚生労働大臣に対し、診療報酬に関する意見を提出するこ

　　とができること。
　　　厚生労働大臣は、都道府県から意見が提出されたときは、当該意見に配慮

　　して、診療報酬を定めるように努めなければならないこと。（高齢者の医療

　　の確保に関する法律第13条第1項及び第2項関係）
　イ　厚生労働大臣は、（3）ウの評価の結果、目標を達成し、医療費適正化の推

　　進のために必要があると認めるときは、一の都道府県の区域内における診療

　　報酬について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県問におい

　　て公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内において、

　　他の都道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができるこ

　　と。この場合に、関係都道府県知事に協議すること。（高齢者の医療の確保

　　に関する法律第14条第1項及び第2項関係）
（5）医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等

　ア　厚生労働大臣は、全国計画及び都道府県計画の作成、実施及び評価に資す

　　るため、医療に要する費用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況及び医

　　療の提供に関する地域別の病床数の推移の状況等について調査及び分析を行

　　い、その結果を公表するものとすること。保険者及び後期高齢者医療広域連

　　合は、厚生労働大臣に対し、調査及び分析に必要な情報を提供しなければな

　　　らないこと。（高齢者の医療の確保に関する法律第16条第1項及び第2項

　　関係）
　イ　厚生労働大臣は、アの調査及び分析に係る事務の一部を社会保険診療報酬

　　支払基金又は都道府県国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める

　　　ものに委託することができること。（高齢者の医療の確保に関する法律第1

　　　7条関係）

2　特定健康診査等基本指針等
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　（1）特定健康診査等基本指針
　　ア　厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病

　　　に関する健康診査をいう。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により

　　　健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導をいう。）の適切かつ有

　　　効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康診査等基本指針」とい

　　　う。）を定めること。（高齢者の医療の確保に関する法律第18条第1項関係）

　　イ　特定健康診査等基本指針においては、特定健康診査及び特定保健指導（以

　　　下「特定健康診査等」という。）の実施方法に関する基本的な事項並びに特

　　　定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項等を定め

　　　ること。（高齢者の医療の確保に関する法律第18条第2項関係）

　　ウ　特定健康診査等基本指針は、健康増進法の健康診査等指針と調和が保たれ

　　　たものでなければならないこと。（高齢者の医療の確保に関する法律第18

　　　条第3項関係）

　（2）特定健康診査等実施計画
　　ア　保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を一期と

　　　して、特定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」

　　　という。）を定めること。（高齢者の医療の確保に関する法律第19条第1項

　　　関係）
　　イ　特定健康診査等実施計画においては、特定健康診査等の具体的な実施方法

　　　に関する事項並びに特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目

　　　標等を定めること。（高齢者の医療の確保に関する法律第19条第2項関係）

　（3）特定健康診査等
　　ア　保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、40歳以上の加入者に対し、

　　　特定健康診査を行うものとすること。また、これに併せて、保健事業に関す

　　　る規定を削除すること。（高齢者の医療の確保に関する法律第20条等関係）

　　イ　保険者は、加入者が、労働安全衛生法その他の法令に基づき行われる特定

　　　健康診査に相当する健康診断を受けた場合は、特定健康診査の全部又は一部

　　　を行ったものとすること。（高齢者の医療の確保に関する法律第21条第1

　　　項関係）
　　　ウ　保険者は、特定健康診査を行ったときは、特定健康診査に関する記録を保

　　　存しなければならないこと。（高齢者の医療の確保に関する法律第22条関

　　　係）
　　工　保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、特定保健指導を行うこと。

　　　　（高齢者の医療の確保に関する法律第24条関係）

　　　オ　保険者は、前期高齢者である加入者に対して特定健康診査等を実施するに

　　　　あたっては、前期高齢者の心身の特性を踏まえつつ、介護保険法に規定する

　　　　地域支援事業を実施する市町村との適切な連携を図るよう留意するととも

　　　　に、当該特定健康診査等が効率的に実施されるよう努めるものとすること。

　　　　（高齢者の医療の確保に関する法律第29条関係）

四　前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整
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　1　各保険者の加入者数に占める前期高齢者数の割合に係る負担の不均衡を調整す

　　るため、保険者に対して、前期高齢者交付金を交付すること。（高齢者の医療の

　　確保に関する法律第32条第1項関係）
　2　前期高齢者交付金は、保険者から徴収する前期高齢者納付金をもって充てるこ

　　と。（高齢者の医療の確保に関する法律第32条第2項関係）

　3　その他前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整を行うため、概算前期高齢

　　者交付金の額、確定前期高齢者交付金の額、概算前期高齢者納付金の額及び確定

　　前期高齢者納付金の額の算定方法及びその決定手続等所要の規定を設けること。

　　（高齢者の医療の確保に関する法律第33条～第46条関係）

五　後期高齢者医療制度
　1　後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うこ

　　と。（高齢者の医療の確保に関する法律第47条関係）

　2　市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該

　　区域内のすべての市町村が加入する広域連合（r後期高齢者医療広域連合」とい

　　う。）を設けるものとすること。市町村は、平成18年度の末日までに、広域連

　　合を設けるものとすること。（高齢者の医療の確保に関する法律第48条及び附

　　則第36条関係）

　3　被保険者
　　　次の者は、後期高齢者医療の被保険者とすること。（高齢者の医療の確保に関

　　する法律第50条関係）
　　（1）後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者

　　（2）後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者

　　　であって、政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受けたもの

　4　給付
　　（1）後期高齢者医療広域連合は、療養の給付、入院時食事療養費の支給及び入院

　　　時生活療養費の支給等を行うこと。（高齢者の医療の確保に関する法律第64

　　　条、第74条～第78条、第82条～第86条関係）
　　（2）療養の給付に係る一部負担金の割合について、1割とすること・ただし・一

　　　定以上の所得を有する者は、3割とすること。（高齢者の医療の確保に関する

　　　法律第67条第1項関係）
　　（3）療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の

　　　額の算定に関する基準については、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の

　　　意見を聴いて定めるものとすること。（高齢者の医療の確保に関する法律第7

　　　1条第1項関係）
　　（4）その他給付に関して必要な規定を設けること。

　　5　費用

　　（1）国等の負担
　　　ア　国は、後期高齢者医療の給付等に要する費用の額から一定以上の所得を有

　　　　する者に係る給付等に要する費用の額（「特定費用の額」という。）を控除し

　　　　た額（以下「負担対象額」という。）の12分の3に相当する額を負担する

一11一



　こと。（高齢者の医療の確保に関する法律第93条第1項関係）

イ　国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、後期高齢者医療広域連合に

　対して調整交付金を交付することとし、その総額は負担対象額の見込み額の

　12分の1に相当する額とすること。（高齢者の医療の確保に関する法律第

　95条関係）
ウ　都道府県は、負担対象額の12分の1に相当する額を負担すること。（高

　齢者の医療の確保に関する法律第96条第1項関係）
工　市町村は、負担対象額の12分の1に相当する額を負担すること。（高齢

　者の医療の確保に関する法律第98条関係）
オ　国は、後期高齢者医療の財政に与える影響が著しい額以上の高額な医療に

　関する給付に要する費用のうち後期高齢者の保険料等で負担する額（以下「高

　額医療費負担対象額」という。）の4分の1に相当する額を負担すること。（高

　齢者の医療の確保に関する法律第93条第2項関係）
力　都道府県は、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担するこ

　　と。（高齢者の医療の確保に関する法律第96条第2項関係）

キ　市町村は、一般会計から、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところ

　　により所得の少ない者について保険料を減額した額及び健康保険法等の規定

　　による被扶養者であった者について保険料を減額した額（2年間に限る。）

　　について、市町村の特別会計に繰り入れることとし、都道府県は、繰入金の

　　4分の3に相当する額を負担すること。（高齢者の医療の確保に関する法律

　　第99条関係）

（2）後期高齢者交付金

　ア　後期高齢者医療の負担対象額に一から後期高齢者負担率及び100分の5

　　0を控除した率を乗じた率並びに特定費用の額に一から後期高齢者負担率を

　　控除した率を乗じた額の合計額（「保険納付対象額」という。）については、

　　後期高齢者交付金を充てること。（高齢者の医療の確保に関する法律第10

　　0条第1項関係）
　イ　平成20年度及び平成21年度の後期高齢者負担率は100分の10とす
　　ること。（高齢者の医療の確保に関する法律第100条第2項関係）

　ウ　平成22年度以降の後期高齢者負担率は、100分の10に、①に掲げる

　　率に②に掲げる率を乗じた率の2分の1に相当する率を加えた率を基礎とし

　　て、2年ごとに改定すること。（高齢者の医療の確保に関する法律第100

　　条第3項関係）
　　①　平成20年度における保険納付対象額を療養の給付等に要する費用の額

　　　で除した率
　　②　平成20年度におけるすべての保険者の加入者総数から改定年度のすべ

　　　ての保険者の加入者総数を控除した数を、平成20年度におけるすべての

　　　保険者の加入者総数で除した率

（3）保険料

　ア　保険料は、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率で

一12一



　　あることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で

　　定めること。ただし、離島その他の地域については、別に後期高齢者医療広

　　域連合の条例で定めることができること。（高齢者の医療の確保に関する法

　　律第104条第2項関係）
　イ　保険料率は、療養の給付等に要する費用の予想額等に照らし、おおむね2

　　年を通じ財政の均衡を保つことができるものであること。（高齢者の医療の

　　確保に関する法律第104条第3項関係）
　ウ　市町村による保険料の徴収は、特別徴収（老齢等年金給付の支払いをする

　　年金保険者に保険料を徴収させ、納付させることをいう。）の方法によるほ

　　か、普通徴収の方法によること。（高齢者の医療の確保に関する法律第10

　　　7条関係）

（4）財政安定化基金

　　都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資する事業に充てるため、財

　政安定化基金を設けること。（高齢者の医療の確保に関する法律第116条第

　　1項関係）

（5）保険者の後期高齢者支援金等

　ア　支払基金は、年度ごとに保険者から後期高齢者支援金等を徴収すること。

　　保険者は、後期高齢者支援金等を納付する義務を負うこと。（高齢者の医療

　　の確保に関する法律第118条関係）
　イ　後期高齢者支援金の額は、保険納付対象額を加入者総数で除した額に保険

　　者ごとの加入者数を乗じた額に後期高齢者支援金調整率を乗じた額とするこ

　　　と。（高齢者の医療の確保に関する法律第120条第1項等関係）

　　ウ　後期高齢者支援金調整率は、特定健康診査等の実施及びその成果に係る目

　　標の達成状況等を勘案して100分の90から100分の110の範囲内で
　　政令で定めるところにより算定すること。（高齢者の医療の確保に関する法

　　律第120条第2項等関係）
6　その他
　（1）都道府県は政令で定める目までの間、病床転換助成事業を行うこと。（高齢

　　者の医療の確保に関する法律附則第2条～第10条関係）

　（2）平成20年度から24年度までの間の後期高齢者支援金調整率は、100分

　　の100とすること。（高齢者の医療の確保に関する法律附則第15条関係）

第7　国民健康保険法の一部改正（公布日施行）

　一　保険料の徴収について、市町村の判断により私人に委託できることとすること。

　　（国民健康保険法第80条の2関係）

　二　保険者を支援するための制度に関する事項

　　　低所得者の数に応じて保険者を財政的に支援するための制度を継続し、平成18

　　年度から21年度までの問行うこと。（国民健康保険法附則第12項～第14項関

　　係）

　三　高額医療費共同事業に関する事項
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　国民健康保険団体連合会が高額な医療に関する給付の発生による国民健康保険の

財政に与える影響を緩和するため、市町村から拠出金を徴収し、市町村に対して高

額な医療に関する給付に係る交付金を交付する高額医療費共同事業を継続し・平成

18年度から21年度までの間行うこと。（国民健康保険法附則第16項等関係）

第8　国民健康保険法の一部改正（平成18年10月1目施行）
　一　保険給付に関して、健康保険法と同様の改正を行うこと。（国民健康保険法第3

　　6条第2項等関係）
　二　一定以上の所得を有する70歳以上の者について、療養の給付に係る一部負担金

　　の割合を3割とすること。（国民健康保険法第42条第1項関係）

　三　保険財政共同安定化事業に関する事項
　　　国民健康保険団体連合会は、国民健康保険の財政の安定化を図るため、市町村か

　　ら拠出金を徴収し、市町村に対して政令で定める額以上の医療に要する費用を市町

　　村が共同で負担することに伴う交付金を交付する事業を平成18年度から21年度

　　までの間行うこと。（国民健康保険法附則第16項第1号等関係）

第9　国民健康保険法の一部改正（平成19年4月1目施行）
　一　国民健康保険組合の合併による地区拡張に係る規約の変更を都道府県知事への届

　　出制にすること。（国民健康保険法第27条第2項関係）

　二　国民健康保険団体連合会の役員及び職員にも職務上の秘密保持義務を課するこ

　　と。（国民健康保険法第121条関係）

第10　国民健康保険法の一部改正（平成20年4月1日施行）

　一　被保険者に関する事項
　　　高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は国民健康保険の被保険

　　者としないこと。（国民健康保険法第6条関係）

　二　保険給付に関する事項

　　1　一部負担金に関すること
　　　　6歳に達する日の属する月以後の最初の3月31日以前の被保険者の療養の給

　　　付に係る一部負担金の割合を2割とすること。70歳以上の被保険者（一定以上

　　　の所得を有する者を除く。）については2割とすること。（国民健康保険法第42

　　　条第1項関係）
　　2　新たに高額介護合算療養費を支給すること。（国民健康保険法第57条の3関

　　　係）

　三　費用の負担に関する事項

　　1　国の負担に関すること
　　　（1）国が負担する組合が行う国民健康保険の事務の執行に要する費用に、前期高

　　　　齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に関する事務の執行に要する費用

　　　　を含めること。（国民健康保険法第69条関係）

　　　（2）国が市町村に対してその一部を負担する費用の対象に、前期高齢者納付金及

一14



　　び後期高齢者支援金を含めること。（国民健康保険法第70条関係）

　　（3）国及び都道府県は、市町村に対して、特定健康診査等に要した費用の3分の

　　　1に相当する額を負担すること。（国民健康保険法第72条の5関係）

　　（4）国が国保組合に対して補助できる費用の対象に、前期高齢者納付金及び後期

　　高齢者支援金を含めること。（国民健康保険法第73条関係）

　2　保険料に関すること
　　（1）保険料を充てる国民健康保険事業に要する費用に、前期高齢者支援金等及び

　　　後期高齢者支援金等の納付に要する費用を含めること。（国民健康保険法第7

　　　6条関係）
　　（2）市町村が行う保険料の徴収については、特別徴収（老齢等年金給付の支払い

　　　をする者に保険料を徴収させ、納入させることをいう。）の方法による場合を

　　　除くほか、普通徴収の方法によらなければならないこと。特別徴収の方法等に

　　．関して必要な規定を設けること。（国民健康保険法第76条の3等関係）

四　その他
　1　平成26年度までの間に退職被保険者等に該当する者に係る被用者保険等保険

　　者からの拠出金に関する規定を附則に置くこと。（国民健康保険法附則第6条～

　　第21条関係）
　2　特定健康診査及び特定保健指導の義務化等を踏まえ、保険者の役職員は、国民

　　健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏らしてはならないこととし、違反

　　して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するこ

　　と。（国民健康保険法第120条の2関係）

第11　地方税法の一部改正（平成20年4月1日施行）
　一　国民健康保険税を充てる国民健康保険に要する費用に、前期高齢者納付金等及び

　　後期高齢者支援金等の納付に要する費用を含めること。（地方税法第703条の4

　　等関係）
　二　老齢等年金給付の支払を受けている65歳以上の国民健康保険の被保険者である

　　世帯主に対して課する国民健康保険税を原則特別徴収の方法によって徴収するもの

　　とするほか、特別徴収の方法等に関して必要な規定を設けること。（地方税法第7

　　06条第2項等関係）

第12　船員保険法の一部改正
　一　保険給付に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行うこと。（平成1

　　8年10月1目施行）
　二　葬祭料等に関する経過措置（平成18年10月1日施行）
　　　葬祭料及び家族葬祭料に係る改正後の規定は、死亡目が平成18年10月1日以

　　後の者について適用し、死亡目が平成18年10月1日前である者については、従

　　前の例によること。（法附則第47条関係）
　三　標準報酬等に関する事項について、健康保険法と同様の改正を行うこと。（平成

　　19年4月1日施行）
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四　保険給付に関する事項（平成19年4月1日施行）
　1　傷病手当金及び出産手当金の額について、健康保険法と同様の改正を行うこと。

　　（船員保険法第30条第2項第3号関係）
　2　疾病任意継続被保険者に対する傷病手当金について、疾病任意継続被保険者の

　　資格を取得し1年以内に発した傷病に限定すること。（船員保険法第30条第3

　　項関係）

　3　出産手当金の支給対象から疾病任意継続被保険者及び疾病任意継続被保険者の

　　資格喪失後6ヶ月以内に出産した者を除くこと。（船員保険法第19条ノ3第4

　　項及び第32条ノ4関係）

五　経過措置（平成19年4月1日施行）

　1　傷病手当金に関する事項
　　（1）平成19年4月1日前までの傷病手当金の額は、標準報酬日額の6割に相当

　　　する額とすること。（法附則第50条第2項）

　　（2）　平成19年4月1日の前日のおいて傷病手当金を受けていた者又は受けべ

　　　き者である疾病任意継続被保険者については、平成19年4月1日以後も傷病

　　　手当金を支給することとし、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年以内に

　　　発した傷病により支給事由が生じた傷病手当金の額は、標準報酬日額の3分の

　　　2に相当する額とし、疾病任意継続被保険者の資格を取得し1年経過し発した

　　　傷病により支給事由が生じた疾病任意継続被保険者については、標準報酬日額

　　　の6割に相当する額とすること。（法附則第50条第1項）

　2　出産手当金に関する事項
　　（1）平成19年4月1日前までの出産手当金の額は、標準報酬日額の6割に相当

　　　する額とすること。（法附則第51条第1項）
　　（2）平成19年4月1日の前日において出産手当金の支給を受けていた者又は受

　　　けるべき者である疾病任意継続被保険者については、平成19年4月1日以後

　　　も出産手当金を支給することとし、支給事由が生じた後に疾病任意継続被保険

　　　者となった者については、その額は、標準報酬日額の3分の2に相当する額と

　　　し、支給事由が生じた際に疾病任意継続被保険者であった者については、その

　　　額は、標準報酬日額の6割に相当する額とすること。（法附則第51条第2項

　　　及び第3項）
六　被保険者及び被扶養者、保険給付、一部負担金及び保険料に関する事項等につい

　て、健康保険法と同様に改正を行うこと。したがって、後期高齢者医療の被保険者

　である被保険者の保険料については、職務外疾病に相当する保険料を徴収しないこ

　と。（平成20年4月1日施行）

第13　社会保険医療協議会法の一部改正（一は平成18年10月1目施行・二～七は

　平成19年3月1目施行）
　一　中央社会保険医療協議会（以下「中央協議会」という。）の所掌事務に、入院時

　　生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準を追加する等の規定の整

　　備を行うこと。（社会保険医療協議会法第2条関係）
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二　中央協議会及び地方社会保険医療協議会（以下「地方協議会」という。）の委員

　について、保険者、被保険者、事業主等を代表する委員は7名、医師、歯科医師及

　び薬剤師を代表する委員は7名、公益を代表する委員は6名とすること。（社会保

　険医療協議会法第3条第1項関係）
三　保険者等を代表する委員並びに医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員の任命

　についての各関係団体の推薦に係る規定を廃止すること。

四　厚生労働大臣は、保険者等を代表する委員の任命に当たっては医療に要する費用

　を支払う者の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、医師、歯科医師及

　び薬剤師を代表する委員の任命に当たっては地域医療の担い手の立場を適切に代表

　し得ると認められる者の意見に、それぞれ配慮すること。（社会保険医療協議会法

　第3条第4項関係）
五　中央協議会の公益を代表する委員は、会議の日程及び議題その他の中央協議会の

　運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の保険者等を代表する委員並び

　に医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員は、その協議の結果を尊重するものと

　すること。（社会保険医療協議会法第8条第1項関係）

六　中央協議会が、診療報酬等に係る答申又は建議を行う場合には、あらかじめ中央

　協議会の公益を代表する委員が診療報酬等の実施の状況について検証を行い、その

　結果を公表するものとすること。（社会保険医療協議会法第8条第2項関係）

七　その他所要の規定の整備を行うこと。

第14　介護保険法の一部改正（一及び二は平成20年4月1日施行、三は平成24年

　4月1日施行）
　一　介護保険の利用者負担額及び健康保険等の療養の給付に係る一部負担金等の額

　　（それぞれ高額介護サービス費等又は高額療養費が支給される場合には当該支給額

　　を控除して得た額）の合計額が著しく高額であるときは、高額医療合算介護サービ

　　ス費を支給すること。（介護保険法第51条の2等関係）

　二　厚生労働大臣は、介護保険法に規定する基本指針を定めるに当たっては、医療に

　　要する費用の適正化及び良質かつ効率的な介護サービスの確保の観点から高齢者の

　　医療の確保に関する法律附則に規定する病床の転換が円滑に行われるよう、介護保

　　険施設等の入所定員の増加について適切に配慮すること。（介護保険法附則第7条

　　関係）

　三　介護療養型医療施設を平成24年3月31日をもって廃止すること。

第15　健康増進法の一部改正（平成20年4月1日施行）
　　これまで老人保健法に基づき市町村が実施してきた健康教育、健康相談等の事業を

　健康増進法に基づく健康増進事業として位置付けるため、市町村は、住民に対する生

　活習慣相談、保健指導及びこれらに付随する業務を実施することに加え、これら以外

　の健康増進事業の実施に努めるものとする等所要の改正を行うこと。

第16　経過措置等
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一　高齢者医療制度については、制度の実施状況、保険給付に要する費用の状況、社

　会経済の情勢の推移等を勘案し、施行後5年を目途としてその全般に関して検討が

　加えられ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられ

　るべきものとすること。（法附則第2条第2項関係）

二　政府は、入所者の状態に応じてふさわしいサービスを提供する観点から、介護老

　人保健施設及び介護老人福祉施設の基本的な在り方並びにこれらの施設の入所者に

　対する医療の提供の在り方の見直しを検討するとともに、介護保険施設等の設備及

　び運営に関する基準並びに利用者負担の在り方等について検討を加え、その結果に

　基づいて必要な措置を講ずるとともに、地域における適切な保健医療サービス及び

　福祉サービスの提供体制の整備の支援に努めるものとすること。（法附則第2条第

　3項関係）

三　経過措置

　　所要の経過措置を設けること。

四　関係法律の整理等
　1　国家公務員共済組合その他の共済組合各法につき、健康保険法の改正に準じて、

　　所要の改正を行うこと。

　2　その他関係法律について、所要の改正を行うこと。
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「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令案』（平成18年10月施行）の概要

1．健康保険法施行令の一部改正

（1）高額療養費関係

①70歳未満の者
　（i）一般所得者
　　　　○算定基準額（自己負担限度額）引上げ
　　　　　・定額部分：72，300円→80，100円

　　　　　・多数該当：40，200円→44，400円

（五）上位所得者

　　○上位所得者の範囲見直し
　　　・標準報酬月額：56万円→53万円
　　○算定基準額引上げ
　　　・定額部分：139，800円→150，000円

　　　・多数該当：77，700円→83，400円

②70歳以上の者
　（i）一般所得者
　　　　○算定基準額引上げ
　　　　　・入院：40，200円→44，400円

（且）現役並み所得者

　　○算定基準額引上げ
　　　・入院：定額部分　72，300円→80，100円
　　　　　　　多数該当　40，200円→44，400円
　　　・外来：　　　　　40，200円→44，400円

③人工透析患者
　070歳未満の上位所得者
　　・算定基準額引上げ　10，000円→20，000円

等の改正を行う。

（2）現金給付関係

①埋葬料及び家族埋葬料の金額を5万円と定める。

②出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を35万円と定める。
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（3）保険医療機関等の指定の欠格事由等

　保険医療に携わることが適当ではない保険医療機関や保険医等を制度
の対象から除外することができるよう、その欠格事由や取消要件として、

「健康保険法その他国民の保険医療に関する法律の規定により罰金の刑
に処せられたとき」等を法定したところであり、その対象法律として医

療法、医師法、薬事法等を定めるもの。

（4）健康保険組合関係

①地域型健康保険組合関係
　　地域型健康保険組合が、不均一の一般保険料率の決定の認可を受け
　ようとするときは、合併前の健康保険組合を単位に複数の一般保険料
　率を設定し、複数の一般保険料率を適用する期間とともに規約に定め

　なければならないこととする。

②指定健康保険組合関係
　　①経常収支が赤字、かつ②積立金の少ない状態が継続する等の財政
　窮迫、又は小規模という現行の指定健康保険組合の指定要件について、
　小規模であっても財政が安定している組合があること及び財政窮迫に
　なるおそれがある組合に対する重点的な指導を行う観点から、①経常
　収支が赤字、かつ②積立金の少ない状態に至った等の財政窮迫という

　要件に改めることとする。

2．国民健康保険法施行令の一部改正

1．（1）高額療養費関係と同様の改正を行う。

※　上位所得者の基準は、年間所得670万円→600万円

3．その他関係政令の一部改正

　老人保健法施行令、船員保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令等
につき、健康保険法施行令の改正に準じて、高額療養費に関する事項等に
ついて改正を行うとともに、その他関係政令につき、所要の改正を行う。

4．施行日

平成18年10月1目
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